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➨  の災ᐖの被ᐖ・ᑐᛂのయീࡘ3 ❶1

 

1.1 ᴫせ 

 

3 災害の被害や対応のつᶍは、大㜰府北部の地震（死者 6 人、全ቯ 18 Ჷ、⃭⏒災害ᮍ指

定）、北ᾏ㐨⫹東部地震（死者 41 人、全ቯ 409 Ჷ、⃭⏒災害指定）、7 月豪雨（死者 224

人、全ቯ 6,695 Ჷ、⃭⏒災害指定、政府の特別予⟬編成）の㡰に大きくなる。 

いࡎれの災害においても、㐨府県およࡧ市町村に災害対策本部が設置され、㐨府県を୰心

に内閣府情報先遣チームなどの政府のࣜࢰ࢚ンがὴ遣され、また、被害を受けていない自

体から先遣チームや応援がὴ遣された。また、3 災害ともに、災害ࣛ࣎ンࢸアセンターや

全ᅜ災害ࣛ࣎ンࢸア支援ᅋ体ネットワーク（JVOAD）などの民間支援のືきも発災直後

から生ࡌており、防災⛉Ꮫᢏ⾡研究所や人と防災ᮍ᮶センター（以ୗ、ࠕセンター とࠖࡪ）

といったᑓ㛛機関からもスタッࣇがὴ遣されている。こと災害ึ期に関しては、災害ᩆຓἲ

や災害対策本部を୰心とした対応を実施した点、ከ様なアクターが同ࡌように災害対応に

参⏬した点は各災害で大きくኚわらないことを確ㄆしておきたい。 

センターでは、㜰⚄・ῐ㊰大震災を㉳点とし、これまでᅜ内外で㉳きたさまࡊまな災害に

ついて実㊶的な研究を行ってきた。その研究成果にもと࡙いて、被災地での現地支援を行う

ことも、研究員の業務にྵまれている。ᅜ内外で発生した地震や大つᶍỈ害の被災地に先遣

隊を㏦り、必要があれࡤ災害対策本部などで情報提供やຓゝを行ってきた。その際には、か

つてセンター研究員だったࣜࢧーチࣇェローのネットワークや知㆑も活用している。さま

まな関ಀ者、関ಀ機関と連ᦠしながら情報を集し、支援ᡓ␎と支援┠ᶆを立てて活ືをࡊ

行っている。 

今ᖺ度は 6 月 18 日に発生した大㜰府北部の地震（以ୗࠕ大㜰府北部地震ࠖとࡪ）を⓶

切りに、6 月 28 日から 7 月 8 日にかけての平成 30 ᖺ 7 月豪雨、9 月 6 日に発生した北ᾏ㐨

⫹東部地震と、3 つの災害に対して現地支援ὴ遣が行われた。災害そのものが立て⥆けに

発生したため、1 つの現地支援がする๓に次のὴ遣が決定する≧ែであった。 

本❶では、以後の報告の๓提として、この 3 つの災害それࡒれの被害やに政府による対

応の全体ീを整理しておく。 
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(2) ᑐᛂのయീ 

 7 月 5 日㡭から各地に災害ᩆຓἲや被災者生活再建支援ἲが適用され、7 月 14 日に特定

㠀常災害として指定され、7 月 24 日に同ᖺ 5 月 20 日から 7 月 10 日までの間に全ᅜ各地で

発生した豪雨およࡧᭀ㢼雨による災害が⃭⏒災害（本⃭）として指定された。また 8 月 3 日

には 2018 ᖺ度予⟬の予ഛ㈝の用を決定し、➨୍ᙎとして 1,058 ൨が支ฟされることと

なり、また同月୰に予ഛ㈝など 4,200 ൨の支ฟ枠組みが提示された。また、10 月 7 日に成

立した⿵ṇ予⟬では 5,034 ൨がてられ、大つᶍな対応となった。対応の୰㌟にはࠕ平成

30 ᖺ㸵月豪雨 生活・生業再建支援ࣃッケージࠖとして被災者支援や୰ᑠ業対策（ࢢルー

プ⿵ຓ㔠）など、通常の⃭⏒災害では実施されないものがྵまれている。 

 

1.4 ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈 

 

(1) 被ᐖのయീ 

 2018 ᖺ 9 月 6 日 03 時 07 分に北ᾏ㐨⫹地方୰東部の῝さ⣙ 35km でマࢽࢢチࣗード 6.7

の地震が発生した（以ୗ、ࠕ北ᾏ㐨⫹東部地震ࠖとࡪ）。この地震により⫹地方で᭱大

震度 7 がほ された。死者 41 人（うちཌ┿町 36 人）、㈇യ者 749 人、住ᐙ被害は全ቯ 409

Ჷ、༙ቯ 1,262 Ჷ、୍部ᦆቯ 8,463 Ჷと大きな被害がもたらされた（以上、地震調ᰝ研究᥎

㐍本部地震調ᰝ委員会ࠕ平成 30 ᖺ北ᾏ㐨⫹東部地震のホ౯（平成 30 ᖺ 10 月 12 日）ࠖ、

およࡧ、内閣府（平成 30 ᖺ北ᾏ㐨⫹東部地震にಀる被害≧ἣ等について（平成 30 ᖺ 10

月 29 日 17 時 30 分現在）ࠖ）。なお、この地震で᭱も問題になったことの 1 つは、北ᾏ㐨㟁

力・Ɫ東ཌ┿ⅆ力発㟁所の止をཎᅉとしたࣛࣈックア࢘トであり、地震ືによる直᥋の被

害がない地域においてもΰが生ࡌた。 

 

(2) ᑐᛂのయീ 

 9 月 6 日㐨内全 179 市町村に災害ᩆຓἲが適用され、被災者生活再建支援ἲも北ᾏ㐨内全

域に適用された。9 月 28 日に⃭⏒災害指定（本⃭、ただし、୰ᑠ業ಙ用保㝤ἲなどによ

る災害関ಀ保ドはཌ┿町、Ᏻ平町、ࡴかわ町を対㇟とする局⃭）を決定した。 
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1.2 㜰ᗓ㒊ᆅ㟈 

 

(1) 被ᐖのయീ 

 2018 ᖺ 6 月 18 日 7 時 58 分㡭に大㜰府北部を震ኸとするマࢽࢢチࣗード 6.1 の地震が発

生し、大㜰市、㧗ᵳ市、ᯛ方市、Ⲉᮌ市、⟪㠃市で᭱大震度 6 ᙅのᙉいᦂれをほ した。こ

の地震による人的被害は死者 6 人、㈇യ者 369 人（㔜㍍ 22 人、㍍യ 347 人）、住ᐙ被害は全

ቯが 18 Ჷ、༙ቯ 512 Ჷ、୍部ᦆቯ 55,081 Ჷの被害が確ㄆされている（以上、大㜰府ࠕ大㜰

府北部を震※とする地震 ᭱⤊報㸸2018 ᖺ 11 月 2 日 10:00 時点 ）ࠖ。 

 

(2) ᑐᛂのయീ 

 大㜰府は 6 月 18 日に大㜰市、㇏୰市、྿田市、㧗ᵳ市、Ⲉᮌ市、ᐷᒇᕝ市、⟪㠃市、ᦤ

ὠ市など 12 市 1 町に災害ᩆຓἲを適用した。⃭⏒災害には指定されておらࡎ、被災者生活

再建支援ἲは 10 月 23 日になって㧗ᵳ市のみに適用されている。 

 

1.3 7 ᭶㞵 

 

(1) 被ᐖのయീ 

 6 月 28 日以降、北日本にしていた๓⥺が、7 月 5 日には西日本まで༡ୗしてその後

した。また、6 月 29 日に日本の༡で発生した台㢼➨ 7 ྕは東ࢼࢩᾏを北上し、対㤿ᾏ

ᓙ㏆で㐍㊰を北東にኚえた後、7 月 4 日 15 時に日本ᾏで ᖏపẼᅽにኚわった。 

 ๓⥺や台㢼➨ 7 ྕのᙳ㡪により、日本㏆にᬮかく㠀常に‵った✵Ẽが供⤥され⥆け、西

日本を୰心に全ᅜ的に広い⠊ᅖでグ㘓的な大雨となった（以ୗ、7ࠕ 月豪雨ࠖと6。（ࡪ 月

28 日から 7 月 8 日までの総降Ỉ㔞がᅄᅜ地方で 1,800 東ᾏ地方で、࣑ࣜ 1,200 を㉸える࣑ࣜ

とこࢁがあるなど、7 月の月降Ỉ㔞平ᖺ್の 2㹼4 ಸとなる大雨となったとこࢁがあった。

また、ᕞ北部、ᅄᅜ、୰ᅜ、㏆␥、東ᾏ、北ᾏ㐨地方のከくのほ 地点で 24、48、72 時

間降Ỉ㔞の್がほ ྐ上➨ 1 となるなど、広い⠊ᅖにおける長時間のグ㘓的な大雨となっ

た。この大雨について、ᒱ㜧県、ி㒔府、රᗜ県、㫽取県、ᒸᒣ県、広島県、愛媛県、㧗知

県、福ᒸ県、బ㈡県、長ᓮ県の 1 府 10 県に特別㆙報が発表された。 

 7 月豪雨のᙳ㡪で、愛媛県、広島県、ᒸᒣ県、ᒱ㜧県などを୰心に、Ἑᕝのỏ℃、浸Ỉ被

害、土砂災害などが発生し、死者 224 人（うち広島県 109 人、ᒸᒣ県 61 人、愛媛県 29 人）、

行方不明者 8 人、㈇യ者 427 人、住ᐙ被害は全ቯ 6,695 Ჷ、༙ቯ 10,719 Ჷ、୍部ᦆቯ 3,707

Ჷ、ᗋ上浸Ỉ 8,640 Ჷ、ᗋୗ浸Ỉ 21,576 Ჷの大つᶍな被害が発生した。また、全ᅜ各地で᩿

Ỉや㟁話の不通などࣛࣛࣇンに被害が発生したか、㕲㐨の㐠ఇなどの交通㞀害が発

生した（以上、Ẽ㇟庁ࠕ災害をもたらしたẼ㇟事例 平成 30 ᖺ 7 月豪雨 、ࠖおよࡧ、㠀常災

害対策本部ࠕ平成 30 ᖺ 7 月豪雨による被害≧ἣなどについて 平成 30 ᖺ 10 月 9 日 17 時 00

分現在 ）ࠖ。 
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(2) ᑐᛂのయീ 

 7 月 5 日㡭から各地に災害ᩆຓἲや被災者生活再建支援ἲが適用され、7 月 14 日に特定

㠀常災害として指定され、7 月 24 日に同ᖺ 5 月 20 日から 7 月 10 日までの間に全ᅜ各地で

発生した豪雨およࡧᭀ㢼雨による災害が⃭⏒災害（本⃭）として指定された。また 8 月 3 日

には 2018 ᖺ度予⟬の予ഛ㈝の用を決定し、➨୍ᙎとして 1,058 ൨が支ฟされることと

なり、また同月୰に予ഛ㈝など 4,200 ൨の支ฟ枠組みが提示された。また、10 月 7 日に成

立した⿵ṇ予⟬では 5,034 ൨がてられ、大つᶍな対応となった。対応の୰㌟にはࠕ平成

30 ᖺ㸵月豪雨 生活・生業再建支援ࣃッケージࠖとして被災者支援や୰ᑠ業対策（ࢢルー

プ⿵ຓ㔠）など、通常の⃭⏒災害では実施されないものがྵまれている。 

 

1.4 ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈 

 

(1) 被ᐖのయീ 

 2018 ᖺ 9 月 6 日 03 時 07 分に北ᾏ㐨⫹地方୰東部の῝さ⣙ 35km でマࢽࢢチࣗード 6.7
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(2) ᑐᛂのయീ 
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1.2 㜰ᗓ㒊ᆅ㟈 

 

(1) 被ᐖのయീ 
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1.3 7᭶㞵 
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 6 月 28 日以降、北日本にしていた๓⥺が、7 月 5 日には西日本まで༡ୗしてその後

した。また、6 月 29 日に日本の༡で発生した台㢼➨ 7 ྕは東ࢼࢩᾏを北上し、対㤿ᾏ
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 7 月豪雨のᙳ㡪で、愛媛県、広島県、ᒸᒣ県、ᒱ㜧県などを୰心に、Ἑᕝのỏ℃、浸Ỉ被

害、土砂災害などが発生し、死者 224 人（うち広島県 109 人、ᒸᒣ県 61 人、愛媛県 29 人）、

行方不明者 8 人、㈇യ者 427 人、住ᐙ被害は全ቯ 6,695 Ჷ、༙ቯ 10,719 Ჷ、୍部ᦆቯ 3,707

Ჷ、ᗋ上浸Ỉ 8,640 Ჷ、ᗋୗ浸Ỉ 21,576 Ჷの大つᶍな被害が発生した。また、全ᅜ各地で᩿

Ỉや㟁話の不通などࣛࣛࣇンに被害が発生したか、㕲㐨の㐠ఇなどの交通㞀害が発

生した（以上、Ẽ㇟庁ࠕ災害をもたらしたẼ㇟事例 平成 30 ᖺ 7 月豪雨 、ࠖおよࡧ、㠀常災

害対策本部ࠕ平成 30 ᖺ 7 月豪雨による被害≧ἣなどについて 平成 30 ᖺ 10 月 9 日 17 時 00
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 .ト（http://crs.bosaiࢧンス࣏スレスࢩものである。また、防災⛉Ꮫᢏ⾡研究所のクࣛࡴ

go.jp/）における建≀被害᥎定などは、ࠕ災害の全体ീの見ㄗりࠖを防ࡄ情報を提供する取り

組みである。しかし、のちにල体的事例としてゐれるように、㏆ᖺにおいても、しࡤしࠕࡤ災

害の全体ീの見ㄗりࠖは発生してしまう。 

さらに、上グ 2 ཎᅉにຍえ、㏆ᖺは政府のみが災害対応のたるアクターであるとみなす

ことは難しく、政府の決定のみで災害対応を適切に⤫ᚚすることはできない。NPO/NGO や

社会福祉協議会といったࢧードセクターや、民間Ⴀ業が災害対応に参入し、さらには、

自ຓ・共ຓなどとして地域住民が災害対応を行う事を政府としてಁ㐍することもヨみられ、

災害対応に参⏬するアクターはከ様になってきている。 

民⩏上、市民から⤫を委௵されている政府は、災害対応におけるもっともṇ⤫なア

クターである。ከ様なアクターと相作用しながら、㌟体やᬽらしにࢲメージ受けることで

పୗした、被災者のཌ生Ỉ‽を回復させる取り組みを実施しなけれࡤならない。しかし、ࠕ知

㆑や࢘ࣁ࢘ࣀの不足ࠖやࠕ災害の全体ീの見ㄗりࠖをཎᅉとしてしࡤしࡤΰが生ࡌる。さ

らに、そういったΰに対して適切に対応する能力を政府以上に保持しているアクターが

Ꮡ在することもしࡤしࡤ生ࡌる。本ㄽでは、このような≧ἣを分ᯒするためにࠕ災害対応࢞

 。ンスࠖというᴫ念を導入するࢼࣂ

Ἑ㔝（2006）によれࢼࣂ࢞ࠕ、ࡤンスࠖというᴫ念には様ࠎな用ἲがあるが、大きくは 2

つの用ἲに༊分できるという。1 つはࠕ機能としてのࢼࣂ࢞ンスࠖで、ࠕ害関ಀ者の┈

のための௦理人のつᚊけメࢬࢽ࢝ム とࠖ表現できる。例えࢥ、ࡤー࣏レートࢼࣂ࢞ンスは

ᰴの┈のために⤒Ⴀ者をつᚊ࡙けるメࢬࢽ࢝ムであり、民⩏というࢼࣂ࢞ンスは

市民のཌ生を㧗めるために政府をつᚊけるメࢬࢽ࢝ムである。もう 1 つはࠕ≧ែとしての

ムが成立している⤖果、害関ಀ者以ࢬࢽ࢝ンス=メࢼࣂ࢞ンスࠖで、機能としてのࢼࣂ࢞

外へఱらかの公共㈈が供⤥されている≧ែとして整理されている。本ㄽでは 1 つ┠のࠕ機能

としてのࢼࣂ࢞ンスࠖの意においてࢼࣂ࢞ンスというᴫ念を用いることとする。 

本ㄽでは災害対応ࢼࣂ࢞ンスをࠕ被災者の┈のために、ᅜ・㒔㐨府県・市町村・ࢧード

セクターといった災害対応を実施する様ࠎなアクターをつᚊけるメࢬࢽ࢝ムࠖとᤊえる。

特に本ㄽにおいては、ࠕ災害の全体ീの見ㄗりࠖを避けるための災害対応ࢼࣂ࢞ンスに↔点

を当てる。つまり、どのようなメࢬࢽ࢝ムによって（適切であるかはともかく）災害の全体

ീを把握し、その⤖果として、どのような対応を実施したのかをẚ㍑することから、ࠕ災害

の全体ീの見ㄗりࠖを防ࡄために、どのような災害対応ࢼࣂ࢞ンス=メࢬࢽ࢝ムをഛえるべ

きかを᳨ウする。 
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➨㸰❶ 災ᐖのయീのぢㄗࢆࡾ㑊ࡿࡅ災ᐖᑐᛂࢫࣥࢼࣂ࢞の 

 

2.1 災ᐖᑐᛂࡣࢫࣥࢼࣂ࢞ 

 

災害（disaster）とは、危㝤をᘬき㉳こすຍ害力（hazard）× 社会の⬤ᙅᛶ（vulnerability）

と定⩏されるが（Wisner et.al 2003=2010: 55-79）、災害対応とは、ຍ害力にさらされた社会の

⬤ᙅᛶをඞ᭹するためのㅖアクターが実施するㅖ実㊶とᤊえることができる。日本におい

ては、災害伝ᢎ・防災ᩍ⫱などのᙧで、災害後に防災にかかわるつ⠊の生成に取り組ࡴ長期

的実㊶は別として、被災者のᩆຓや、被災者のᬽらしを支えるンࣛࣇストࣛクチࣕーの復

ᪧなどの、数日から数ᖺといったẚ㍑的▷期的な災害対応は、ᇶ本的にᅜや自体といった

政府が行うこととされている。ただし、政府（ᅜ・自体を指す。以ୗ同ࡌ）によってఱの

‽ഛもないままに必ࡎしもうまく災害対応が行われるわけではないことは自明どされ、ᩆ

ຓの実施者としてたるアクターとなる自体において、災害対応にかかわる知㆑のᬑཬ

や、ィ⏬による事๓‽ഛなどがなされている。 

しかし、࿘฿に‽ഛをしていたとしても、実際の災害対応、特に大つᶍな災害においては

様ࠎなΰが生ࡌる。పỈ‽な避難所環境によって災害関連死が発生してしまうことに表

れるように、場合によっては適切な対応が行われないことによって、ᩆຓされるべき被災者

のཌ生がⴭしくపୗすることがある。このようなΰはンࣛࣇストࣛクチࣕーの復ᪧよ

りは避難所㐠Ⴀや被災者支援などで㢧ⴭであるが、大きくは 2 つのཎᅉが考えられる。1 つ

はᩆຓの実施者である政府のࠕ知㆑や࢘ࣁ࢘ࣀの不足ࠖである（Ⳣ㔝 2018）。より༢⣧化し

てゝえࠕࡤやったことがないから、័れていないからࠖΰするということである。もう 1

つが本ㄽでㄽࡌるࠕ災害の全体ീの見ㄗり でࠖある。政府に災害対応についてのṇしい知㆑

がഛわっていたとしても、発災ึ期の情報取ᚓがᐜ᫆でないなか、災害のつᶍを㐣ᑠホ౯し

たり、その問題の所在をᤊえ㐪えたりしてしまい、適切な対応を取らないといったことが㉳

こる。また、㐣ᑠホ౯やᤊえ㐪いが組織内のᶆ‽的なㄆ㆑となってしまうと、その後の対応

にもᙳ㡪をえ、⤒㊰౫Ꮡ的にさらなるΰが生みฟされてしまう。ල体的には、対策のた

めの予⟬編成つᶍの見ㄗり、仮設住宅建設ᡞ数の度㔜なる㏣ຍ、自体や災害ごとに特Ṧな

被災者支援の想定外のቑຍといった事ែが生ࡌる。さらには、㐣去の災害の⤒㦂にᘬきࡎら

れるといった⤒㊰౫Ꮡも生ࡌる。例え1、ࡤ 日や 2 日⛬度の避難所㐠Ⴀの⤒㦂をもとに、長

期間にわたって避難所を㐠Ⴀしてしまい、避難所環境がపỈ‽のまま改善しないことなど

は型的な事例である。 

これまでにも、ࠕ災害の全体ീの見ㄗり をࠖ避ける取り組みがないわけではない。例えࡤ、

㏆⸨ら（2006）が㔜どする≧ἣㄆ㆑の⤫୍と、それを実現するための┠ᶆ管理による災害対

応は、政府の災害対応に≧ἣの見✚もりとマネジメントࢧクルにもと࡙く対策を持ち㎸

3災ᐖẚ㍑ 
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go.jp/）における建≀被害᥎定などは、ࠕ災害の全体ീの見ㄗりࠖを防ࡄ情報を提供する取り
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の全体ീの見ㄗりࠖを防ࡄために、どのような災害対応ࢼࣂ࢞ンス=メࢬࢽ࢝ムをഛえるべ
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➨㸰❶ 災ᐖのయീのぢㄗࢆࡾ㑊ࡿࡅ災ᐖᑐᛂࢫࣥࢼࣂ࢞の 

 

2.1 災ᐖᑐᛂࡣࢫࣥࢼࣂ࢞ 

 

災害（disaster）とは、危㝤をᘬき㉳こすຍ害力（hazard）× 社会の⬤ᙅᛶ（vulnerability）

と定⩏されるが（Wisner et.al 2003=2010: 55-79）、災害対応とは、ຍ害力にさらされた社会の

⬤ᙅᛶをඞ᭹するためのㅖアクターが実施するㅖ実㊶とᤊえることができる。日本におい

ては、災害伝ᢎ・防災ᩍ⫱などのᙧで、災害後に防災にかかわるつ⠊の生成に取り組ࡴ長期

的実㊶は別として、被災者のᩆຓや、被災者のᬽらしを支えるンࣛࣇストࣛクチࣕーの復

ᪧなどの、数日から数ᖺといったẚ㍑的▷期的な災害対応は、ᇶ本的にᅜや自体といった

政府が行うこととされている。ただし、政府（ᅜ・自体を指す。以ୗ同ࡌ）によってఱの

‽ഛもないままに必ࡎしもうまく災害対応が行われるわけではないことは自明どされ、ᩆ

ຓの実施者としてたるアクターとなる自体において、災害対応にかかわる知㆑のᬑཬ

や、ィ⏬による事๓‽ഛなどがなされている。 

しかし、࿘฿に‽ഛをしていたとしても、実際の災害対応、特に大つᶍな災害においては

様ࠎなΰが生ࡌる。పỈ‽な避難所環境によって災害関連死が発生してしまうことに表

れるように、場合によっては適切な対応が行われないことによって、ᩆຓされるべき被災者

のཌ生がⴭしくపୗすることがある。このようなΰはンࣛࣇストࣛクチࣕーの復ᪧよ

りは避難所㐠Ⴀや被災者支援などで㢧ⴭであるが、大きくは 2 つのཎᅉが考えられる。1 つ

はᩆຓの実施者である政府のࠕ知㆑や࢘ࣁ࢘ࣀの不足ࠖである（Ⳣ㔝 2018）。より༢⣧化し

てゝえࠕࡤやったことがないから、័れていないからࠖΰするということである。もう 1

つが本ㄽでㄽࡌるࠕ災害の全体ീの見ㄗり でࠖある。政府に災害対応についてのṇしい知㆑

がഛわっていたとしても、発災ึ期の情報取ᚓがᐜ᫆でないなか、災害のつᶍを㐣ᑠホ౯し
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めの予⟬編成つᶍの見ㄗり、仮設住宅建設ᡞ数の度㔜なる㏣ຍ、自体や災害ごとに特Ṧな
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これまでにも、ࠕ災害の全体ീの見ㄗり をࠖ避ける取り組みがないわけではない。例えࡤ、

㏆⸨ら（2006）が㔜どする≧ἣㄆ㆑の⤫୍と、それを実現するための┠ᶆ管理による災害対

応は、政府の災害対応に≧ἣの見✚もりとマネジメントࢧクルにもと࡙く対策を持ち㎸

3災ᐖẚ㍑ 
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である。情報の交換ᡭἲについての 2 つ┠は、組織内か組織間かというものである。例え

ある担当部局内のみで情報交換している場合は組織内であり、」数の部局間、自体と、ࡤ

応援自体、行政と NPO などと㡰を㏣うごとに、情報交換はよりከ様な組織の間でなされ

ることになる。 

 

⾲ 2-1 情報のྲྀᚓࡿࢃỈ‽ 

 

ฟ㸸ே㜵災ᮍ᮶࣮ࢱࣥࢭసᡂὀ㸯 

 

(2) ㄆ㆑ࡓࡋ情報ࡓࢀࡉಁᑐᛂࢀࡑへのᐖ㛵ಀ⪅のホ౯ 

 政府が災害にかかわる情報を取ᚓし、適切であるかはともかく、災害の全体ീにかかわる

ㄆ㆑をᙧ成すると、そのㄆ㆑にもと࡙いた対応をとることとなる。その対応の内ᐜは、の

政府組織（୰ኸ┬庁や応援自体）、NPO/NGO、社会福祉協議会などの組織や住民などの

害関ಀ者から様ࠎにホ౯されることとなる。被災者の┈というど点から、対応の内ᐜや

害関ಀ者の応をもって、ࠕ被災者の┈のために、ᅜ・㒔㐨府県・市町村・ࢧードセクター

といった災害対応を実施する様ࠎなアクターをつᚊけるメࢬࢽ࢝ムࠖである災害対応࢞

 。ンスが適切に機能しているかについて、୍定のホ౯を行うこととするࢼࣂ

 

(3) ẚ㍑の๓提ࡿ࡞ 3災ᐖඹ㏻ࡓࡋ᮲௳ 

 本ㄽにおいては、災害の全体ീの見ㄗりを避ける災害対応ࢼࣂ࢞ンスをẚ㍑する際に、3

災害においていࡎれも㒔㐨府県をたるアクターとみなすこととする。㒔㐨府県は、災害ᩆ

ຓἲにおけるᩆຓの実施体であり、被災市町村の災害対応を⿵する役割をもつ。また、

内閣府、ᅜ土交通┬、ཌ生ປാ┬などの各୰ኸ┬庁のࣜࢰ࢚ンが㒔㐨府県庁に入ることがከ

く、ᅜの各機関が連ᦠ対㇟とみなす組織でもある。また、災害対応を行うࢧードセクターの

組織の調整機関である全ᅜ災害ࣛ࣎ンࢸア支援ᅋ体ネットワーク（以ୗ、ࠕJVOADࠖと

 。が災害ึ期に連ᦠ対㇟とみなす組織でもある（ࡪ

 㒔㐨府県にとっての᭱⤊的な害関ಀ者は直᥋の被災者である。ただし、被災者の㌟㏆で

被災者支援を適切に行うというほ点から、被災者から直᥋に⤫の委௵を受けており、場合

によってはᩆຓの୍部委௵を㒔㐨府県から受けていることがከい市町村も、害関ಀ者と

して㔜どすることとする。  

個別的 ⤫合的

㔞的 質的

情報の取ᚓᡭἲ 間᥋的 直᥋的

公ᘧ的 㠀公ᘧ的

組織内 組織間

情報の内ᐜ

情報の交換ᡭἲ

Ỉ‽
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2.2 災ᐖのయീのぢㄗࢆࡾ㑊ࡿࡅ災ᐖᑐᛂࢆࢫࣥࢼࣂ࢞ẚ㍑ࡿࡍどⅬ 

 

災害が発生すると、災害対応のたるアクターである政府は、適切であるかはともかく、

災害の全体ീにかかわるㄆ㆑をᙧ成し、なんらかの対応を実施することとなる。この災害の

全体ീの見ㄗりを避ける災害対応ࢼࣂ࢞ンスを、」数の災害の事例でẚ㍑するために、いく

つかのど点を設定したい。 

 

(1) 情報のෆᐜ・ྲྀᚓᡭἲ・ᡭἲ 

 ある組織がなんらかのㄆ㆑をᙧ成するためには、そのもととなる情報がどのように取ᚓ

されるかが決定的に㔜要になる。災害対応において取りᢅわれる情報は、⛉Ꮫ的知見のよう

に確定的なものではなく、不確実ᛶが㧗い情報で、行政の被害報が日を㏣うごとに᭦᪂され

ていくことに表れるように、ある⛬度の時間やᡭ間といった㈝用をかけないかࡂり、情報を

確定できない。しかし、そのような㈝用をかけることがままならない、災害対応ึ期にこそ、

災害の全体ീをㄆ㆑することが必要になり、ࠕ本᮶は㈝用（時間・ᡭ間）がかかるはࡎの⢭

度の㧗い災害の全体ീの情報を、いかにして㈝用をかけないで取ᚓするのか とࠖいう、ジレ

ンマが発生する。このジレンマをࣛࣂンスよくඞ᭹することができるかが、災害対応におけ

る㈇の分かれ┠になりうる。 

 そこで、災害の全体ീにかかわる情報の⢭度や㈝用をẚ㍑ྍ能なものとするため、どのよ

うに情報が取ᚓされるのかについて、いくつかのỈ‽を設けておきたい（表 2-1）。 

 情報の内ᐜについては 2 つのỈ‽を設ける。1 つ┠はその情報が、個別的なのか⤫合的な

のかである。例えࡤ、ある避難所へどんな≀資をどれだけの㔞を㍺㏦したのかというのはᴟ

めて個別的な情報であるが、その⤖果、その避難所の環境はどうなっているのか、ある地域

にᏑ在する避難所୍⯡はどのような≧ἣにあるのか、在宅避難もྵめたある地域の避難環

境はどのような≧ἣにあるのかと、㡰をおうごとに⤫合的な情報になっていく。個別㡯┠と

全体要⣙の関ಀともゝい換えられる。情報の内ᐜについての 2 つ┠は、その情報が㔞的なの

か質的なのかである。例えࡤ、≀資の㔞、人数、避難所数といった情報は㔞的であり、ある

避難所の衛生環境がᝏいためおᖺᐤりはトレに行くのをためらっている、といった情報

は質的なものである。 

 情報の取ᚓᡭἲについては、間᥋的か直᥋的かというỈ‽を設ける。例えࡤ、㒔㐨府県の

避難所についての情報取ᚓ担当者が被災市町村の避難所担当部局に㟁話で問い合わせて取

ᚓした情報を、情報整理担当者が整理した上で災害対策本部会議資料に取りまとめると

いった情報取ᚓᡭἲは間᥋的なもので、㒔㐨府県知事が直に避難所を訪問し見⪺きした情

報は直᥋的なものである。 

 情報の交換ᡭἲについては 2 つのỈ‽を設ける。1 つ┠は、公ᘧ的か㠀公ᘧ的かというも

のである。例えࡤ、災害対策本部会議などのṇᘧな会議体での情報交換ᡭἲは公ᘧ的なもの

であり、組織をまたいだ担当者同ኈによる立ち話といった情報交換ᡭἲは㠀公ᘧ的なもの
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である。情報の交換ᡭἲについての 2 つ┠は、組織内か組織間かというものである。例え
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といった災害対応を実施する様ࠎなアクターをつᚊけるメࢬࢽ࢝ムࠖである災害対応࢞

 。ンスが適切に機能しているかについて、୍定のホ౯を行うこととするࢼࣂ

 

(3) ẚ㍑の๓提ࡿ࡞ 3災ᐖඹ㏻ࡓࡋ᮲௳ 

 本ㄽにおいては、災害の全体ീの見ㄗりを避ける災害対応ࢼࣂ࢞ンスをẚ㍑する際に、3

災害においていࡎれも㒔㐨府県をたるアクターとみなすこととする。㒔㐨府県は、災害ᩆ
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内閣府、ᅜ土交通┬、ཌ生ປാ┬などの各୰ኸ┬庁のࣜࢰ࢚ンが㒔㐨府県庁に入ることがከ

く、ᅜの各機関が連ᦠ対㇟とみなす組織でもある。また、災害対応を行うࢧードセクターの

組織の調整機関である全ᅜ災害ࣛ࣎ンࢸア支援ᅋ体ネットワーク（以ୗ、ࠕJVOADࠖと

 。が災害ึ期に連ᦠ対㇟とみなす組織でもある（ࡪ

 㒔㐨府県にとっての᭱⤊的な害関ಀ者は直᥋の被災者である。ただし、被災者の㌟㏆で

被災者支援を適切に行うというほ点から、被災者から直᥋に⤫の委௵を受けており、場合

によってはᩆຓの୍部委௵を㒔㐨府県から受けていることがከい市町村も、害関ಀ者と

して㔜どすることとする。  

個別的 ⤫合的

㔞的 質的

情報の取ᚓᡭἲ 間᥋的 直᥋的

公ᘧ的 㠀公ᘧ的

組織内 組織間

情報の内ᐜ

情報の交換ᡭἲ

Ỉ‽

8 
 

2.2 災ᐖのయീのぢㄗࢆࡾ㑊ࡿࡅ災ᐖᑐᛂࢆࢫࣥࢼࣂ࢞ẚ㍑ࡿࡍどⅬ 

 

災害が発生すると、災害対応のたるアクターである政府は、適切であるかはともかく、

災害の全体ീにかかわるㄆ㆑をᙧ成し、なんらかの対応を実施することとなる。この災害の

全体ീの見ㄗりを避ける災害対応ࢼࣂ࢞ンスを、」数の災害の事例でẚ㍑するために、いく
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災害の全体ീをㄆ㆑することが必要になり、ࠕ本᮶は㈝用（時間・ᡭ間）がかかるはࡎの⢭

度の㧗い災害の全体ീの情報を、いかにして㈝用をかけないで取ᚓするのか とࠖいう、ジレ

ンマが発生する。このジレンマをࣛࣂンスよくඞ᭹することができるかが、災害対応におけ

る㈇の分かれ┠になりうる。 

 そこで、災害の全体ീにかかわる情報の⢭度や㈝用をẚ㍑ྍ能なものとするため、どのよ

うに情報が取ᚓされるのかについて、いくつかのỈ‽を設けておきたい（表 2-1）。 

 情報の内ᐜについては 2 つのỈ‽を設ける。1 つ┠はその情報が、個別的なのか⤫合的な

のかである。例えࡤ、ある避難所へどんな≀資をどれだけの㔞を㍺㏦したのかというのはᴟ
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か質的なのかである。例えࡤ、≀資の㔞、人数、避難所数といった情報は㔞的であり、ある

避難所の衛生環境がᝏいためおᖺᐤりはトレに行くのをためらっている、といった情報

は質的なものである。 

 情報の取ᚓᡭἲについては、間᥋的か直᥋的かというỈ‽を設ける。例えࡤ、㒔㐨府県の

避難所についての情報取ᚓ担当者が被災市町村の避難所担当部局に㟁話で問い合わせて取

ᚓした情報を、情報整理担当者が整理した上で災害対策本部会議資料に取りまとめると

いった情報取ᚓᡭἲは間᥋的なもので、㒔㐨府県知事が直に避難所を訪問し見⪺きした情

報は直᥋的なものである。 

 情報の交換ᡭἲについては 2 つのỈ‽を設ける。1 つ┠は、公ᘧ的か㠀公ᘧ的かというも

のである。例えࡤ、災害対策本部会議などのṇᘧな会議体での情報交換ᡭἲは公ᘧ的なもの

であり、組織をまたいだ担当者同ኈによる立ち話といった情報交換ᡭἲは㠀公ᘧ的なもの
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役に立たなかった とࠖいったཝしいホ౯を受けることに表れる通り、災害対策本部のマネジ

メントが機能しているか、被害つᶍは大ᥗみでどの⛬度か、今後想定される行政事務上の課

題はఱか、災害ᩆຓἲをどのように㐠用すべきか、といった災害対応にかかわるᑓ㛛知㆑が、

ὴ遣されたࣜࢰ࢚ンに必ࡎしもഛわっているわけではなかった。 

そのため、被害つᶍや災害対応の全⯡的≧ἣといったࠕ災害の全体ീ のࠖㄆ㆑ᙧ成に役に

立つᙧでは、⤫合的・質的な情報が༑分に把握できたとはみなしにくい。人と防災ᮍ᮶セン

ターのようなᑓ㛛機関や JVOAD などのከ様なアクターとの情報交換は㠀公ᘧに行われて

いたものの、その情報がどのように生かされていたかは不分明である。⤖果として、ある市

町村の担当者が発したࠕこっちは、まだ災害対応୰なのに府の᳨ドがはࡌまった とࠖいうゝ

ⴥに➃的に表れるように、府と被災市町村との間で各✀対応についての༑分な調整が行わ

れたとは考えにくく、被災市町村の災害対応を༑分に⿵したかについて問がṧる。 

 

 

ᅗ 2-1 㜰ᗓ㒊ᆅ㟈ࡿࡅ࠾災ᐖのయീࡿࢃ情報のྲྀᚓ・ὀ 2 

 

 

  

10 
 

 ᑐᛂのẚ㍑ㄆ㆑ᙧᡂࡿࢃ災ᐖのయീࠖࠕ 2.3

 

(1) ᴫせ 

 7 月豪雨における愛媛県や、北ᾏ㐨⫹東部地震における北ᾏ㐨では、ࠕ災害の全体ീࠖ

のᙧ成㐣⛬において、その見ㄗりを防ࡄ災害対応ࢼࣂ࢞ンスが適切に機能していたと考え

られる。特に北ᾏ㐨⫹東部地震においてはࠕ災害の全体ീの見ㄗり をࠖ避けるための災害

対応ࢼࣂ࢞ンスは、ࠕ全ᅜ自体支援自体情報交換会議ࠖという公ᘧ的な会議体としてࢩ

スࢸマࢸックに機能したことは注┠に್する。 

全ᅜ自体支援自体情報交換会議ࠕ はࠖ対ཱྀ支援（被災市༊町村応援職員確保ࢩスࢸム）

の調整のみならࡎ、災害マネジメント総ᣓ支援員（有資᱁者）のᑓ㛛的知見による災害の全

体ീにかかわる⤫合的で質的な情報が、直᥋的に組織を㉸えて北ᾏ㐨と共有されていた。ま

た、ከ組織が参ຍする会議体が⥅⥆的に開ദされたことによって、7 月豪雨において問題ど

されるኌも⫈かれた、対ཱྀ支援ᅋ体や災害マネジメント総ᣓ支援員の能力ᕪを平‽化し、ᑓ

㛛的知見を㧗度なレベルに保つ効果も発したと考えられる。被災㒔㐨府県、総務┬、応援

自体、災害マネジメント総ᣓ支援員、ᑓ㛛機関などが参ຍして⥅⥆的に開ദされるࠕ全ᅜ

自体支援自体情報交換会議 はࠖ、被災㒔㐨府県が防がࡤࡡならないࠕ災害の全体ീを見

ㄗるࠖ危㝤を避ける保㝤のような機能を果たす災害対応ࢼࣂ࢞ンス（災害対応を実施する

様ࠎなアクターを、被災者の┈のためにつᚊけるメࢬࢽ࢝ム）の先㐍的事例と考えられ

る。 

なお、ࠕ災害対応ࢼࣂ࢞ンスࠖという᪂たなᴫ念をฟしてㄽࡌなけれࡤいけない通り、

災害の全体ീの見ㄗりࠕ をࠖ避ける取り組みは、災害対応の୰で必ࡎしも୍⯡化していない

ものであり、災害対応を実施するアクターがそれをなさなかったとしても、必ࡎしも㈐めら

れるものではない。以ୗの参ほᐹにもと࡙く被災㐨府県にかかわるㄽ㏙は、あくまでも、

ᑗ᮶の災害対応の化のために、ࠕ災害の全体ീの見ㄗりࠖを避けるほ点からなされたも

のであり、災害対応全体や災害対応にかかわった組織や個人をᢈุするためのものではな

いことをけຍえておく。 

 

(2) 㜰ᗓ㒊ᆅ㟈 

 大㜰府北部地震における大㜰府を୰心とした災害の全体ീにかかわる情報の取ᚓ・交換

のな⤒㊰をᅗ 2-1 にᥖࡆる。参ほᐹ⤖果からは、被災市町村における被害にかかわる情

報や、被災市町村の災害対応≧ἣにかかわる情報について、大㜰府はᇶ本的に公ᘧ的なルー

トを通ࡌてのみ把握していたと考えらえる。 

そのᡭἲは、情報取ᚓの担当者が市町村の危機管理部局などに被害≧ἣにかかわる個別

的・㔞的な情報を㟁話で問い合わせ、それを危機管理部局が取りまとめるといった間᥋的な

ものが୰心であった。府職員のࣜࢰ࢚ンを被災市町村にὴ遣することで⤫合的・質的な情報

の直᥋的な取ᚓを行いうる取り組みもなされた。しかし、ある市町村の担当者からࠕあまり



11 
 

役に立たなかった とࠖいったཝしいホ౯を受けることに表れる通り、災害対策本部のマネジ

メントが機能しているか、被害つᶍは大ᥗみでどの⛬度か、今後想定される行政事務上の課

題はఱか、災害ᩆຓἲをどのように㐠用すべきか、といった災害対応にかかわるᑓ㛛知㆑が、

ὴ遣されたࣜࢰ࢚ンに必ࡎしもഛわっているわけではなかった。 

そのため、被害つᶍや災害対応の全⯡的≧ἣといったࠕ災害の全体ീ のࠖㄆ㆑ᙧ成に役に

立つᙧでは、⤫合的・質的な情報が༑分に把握できたとはみなしにくい。人と防災ᮍ᮶セン

ターのようなᑓ㛛機関や JVOAD などのከ様なアクターとの情報交換は㠀公ᘧに行われて

いたものの、その情報がどのように生かされていたかは不分明である。⤖果として、ある市

町村の担当者が発したࠕこっちは、まだ災害対応୰なのに府の᳨ドがはࡌまった とࠖいうゝ

ⴥに➃的に表れるように、府と被災市町村との間で各✀対応についての༑分な調整が行わ

れたとは考えにくく、被災市町村の災害対応を༑分に⿵したかについて問がṧる。 

 

 

ᅗ 2-1 㜰ᗓ㒊ᆅ㟈ࡿࡅ࠾災ᐖのయീࡿࢃ情報のྲྀᚓ・ὀ 2 
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 ᑐᛂのẚ㍑ㄆ㆑ᙧᡂࡿࢃ災ᐖのయീࠖࠕ 2.3

 

(1) ᴫせ 

 7 月豪雨における愛媛県や、北ᾏ㐨⫹東部地震における北ᾏ㐨では、ࠕ災害の全体ീࠖ

のᙧ成㐣⛬において、その見ㄗりを防ࡄ災害対応ࢼࣂ࢞ンスが適切に機能していたと考え

られる。特に北ᾏ㐨⫹東部地震においてはࠕ災害の全体ീの見ㄗり をࠖ避けるための災害

対応ࢼࣂ࢞ンスは、ࠕ全ᅜ自体支援自体情報交換会議ࠖという公ᘧ的な会議体としてࢩ

スࢸマࢸックに機能したことは注┠に್する。 

全ᅜ自体支援自体情報交換会議ࠕ はࠖ対ཱྀ支援（被災市༊町村応援職員確保ࢩスࢸム）

の調整のみならࡎ、災害マネジメント総ᣓ支援員（有資᱁者）のᑓ㛛的知見による災害の全

体ീにかかわる⤫合的で質的な情報が、直᥋的に組織を㉸えて北ᾏ㐨と共有されていた。ま

た、ከ組織が参ຍする会議体が⥅⥆的に開ദされたことによって、7 月豪雨において問題ど

されるኌも⫈かれた、対ཱྀ支援ᅋ体や災害マネジメント総ᣓ支援員の能力ᕪを平‽化し、ᑓ

㛛的知見を㧗度なレベルに保つ効果も発したと考えられる。被災㒔㐨府県、総務┬、応援

自体、災害マネジメント総ᣓ支援員、ᑓ㛛機関などが参ຍして⥅⥆的に開ദされるࠕ全ᅜ

自体支援自体情報交換会議 はࠖ、被災㒔㐨府県が防がࡤࡡならないࠕ災害の全体ീを見

ㄗるࠖ危㝤を避ける保㝤のような機能を果たす災害対応ࢼࣂ࢞ンス（災害対応を実施する

様ࠎなアクターを、被災者の┈のためにつᚊけるメࢬࢽ࢝ム）の先㐍的事例と考えられ

る。 

なお、ࠕ災害対応ࢼࣂ࢞ンスࠖという᪂たなᴫ念をฟしてㄽࡌなけれࡤいけない通り、

災害の全体ീの見ㄗりࠕ をࠖ避ける取り組みは、災害対応の୰で必ࡎしも୍⯡化していない

ものであり、災害対応を実施するアクターがそれをなさなかったとしても、必ࡎしも㈐めら

れるものではない。以ୗの参ほᐹにもと࡙く被災㐨府県にかかわるㄽ㏙は、あくまでも、

ᑗ᮶の災害対応の化のために、ࠕ災害の全体ീの見ㄗりࠖを避けるほ点からなされたも

のであり、災害対応全体や災害対応にかかわった組織や個人をᢈุするためのものではな

いことをけຍえておく。 

 

(2) 㜰ᗓ㒊ᆅ㟈 

 大㜰府北部地震における大㜰府を୰心とした災害の全体ീにかかわる情報の取ᚓ・交換

のな⤒㊰をᅗ 2-1 にᥖࡆる。参ほᐹ⤖果からは、被災市町村における被害にかかわる情

報や、被災市町村の災害対応≧ἣにかかわる情報について、大㜰府はᇶ本的に公ᘧ的なルー

トを通ࡌてのみ把握していたと考えらえる。 

そのᡭἲは、情報取ᚓの担当者が市町村の危機管理部局などに被害≧ἣにかかわる個別

的・㔞的な情報を㟁話で問い合わせ、それを危機管理部局が取りまとめるといった間᥋的な

ものが୰心であった。府職員のࣜࢰ࢚ンを被災市町村にὴ遣することで⤫合的・質的な情報

の直᥋的な取ᚓを行いうる取り組みもなされた。しかし、ある市町村の担当者からࠕあまり
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ジメント総ᣓ支援員の୰には、災害対策本部のマネジメントが機能しているか、被害つᶍは

大ᥗみでどの⛬度か、今後想定される行政事務上の課題はఱか、災害ᩆຓἲをどのように㐠

用すべきか、といった災害対応にかかわるᑓ㛛知㆑を持つ者もከくྵまれていた。その⤖果、

広島県庁内で㠀公ᘧに交換されていた情報は、⤫合的な情報が㇏ᐩで、被災市町村の災害の

全体ീをᥗみやすいものであった。 

ただし、広島県庁内で㠀公ᘧに交換されていた情報を、被災県である広島県は活用ྍ能な

ᙧで把握できなかった。この事ែが生ࡌた要ᅉは」数考えられるが、᭱ も㔜大なものとして、

こういった⤫合的・質的・直᥋的な情報を、組織間で公ᘧ的にᢅう情報交換⤒㊰が整ഛされ

なかったことがあࡆられる。実際に、対ཱྀ支援ᅋ体や災害マネジメント総ᣓ支援員が参ຍす

る公ᘧ的な場は、応援する自体の割り当てを調整する会議として、広島県庁において 1 度

だけ開かれたようであり、その後、応援職員の能力や人数の調整を㝖いては、公ᘧ的な情報

交換はなされていなかった。 

⤖果として、ある応援自体職員が࣌ࠕーࣃーにり回された災害対応 とࠖ㏙べたように、

個別的・㔞的・間᥋的・公ᘧ的で、組織内でのみᥗんでいる情報、つまりは県庁として作成

する被害報にᥖ㍕されるような情報を、ᇶ本的な情報※とした災害対応を行っていたよう

である。応援自体やᑓ㛛機関などで交換されていた、被災市町村の災害の全体ീがᥗみや

すい、⤫合的・質的・直᥋的な情報は、༑分には広島県に伝わらなかった。例えࡤ、⨯災ド

明᭩発行のつᶍឤがุ明した発災後 3 週間⛬度までは、広島県として被害つᶍを 1/2~1/3 ⛬

度に見✚もっていたようであり、被災市町村に༑分な応援職員を㏦ることができࡎ、被災者

支援などとして編成された⿵ṇ予⟬のつᶍにもΰが生ࡌていたようである。このような

≧ἣのなかで広島県としてᡴちฟされる施策について、ある応援自体職員がࠕなࡐ、広島

県さんはこんな対応をするのかな とࠖ、自らが把握する災害の全体ീにもと࡙いて問を発

していたことが༳㇟的であった。 

なお、災害マネジメント総ᣓ支援員は被災市町村の要ㄳにもと࡙くものであり、必ࡎしも

すべての被災市町村に応援に入っていたわけではないことにຍえ、例えࡤ在宅避難者対策

といったẚ㍑的㏆ᖺの災害においてㄆ㆑された問題について、対ཱྀ支援ᅋ体や災害マネジ

メント総ᣓ支援員ごとにアドࣂス内ᐜが␗なるといったことが見受けられた。⤖果とし

て、広島県庁のある職員がࠕA 町だけ、対応がスムーࢬなのが不ᛮ議だったんですࠖといっ

たゝⴥに表れるように、被災市町村間の対応ᕪや≧ἣᕪを生୍ࡴᅉとなったと考えられる。

こういった事ែが生ࡌた理⏤として、広島県庁において対ཱྀ支援ᅋ体や災害マネジメント

総ᣓ支援の割り当てのための会議が 1 度のみ開かれただけで、対ཱྀ支援ᅋ体や総ᣓマネジ

メント支援員同ኈの情報交換は必ࡎしも༑分ではなかった点があࡆられる。⥅⥆開ദされ

る会議体がなかったために、対ཱྀ支援ᅋ体や災害マネジメント総ᣓ支援員間で༑分な情報

交換は行われࡎ、ᅋ体・個人の能力ᕪが平‽化されたり、ᑓ㛛的知見を㧗度なレベルに保た

れたりすることはᅔ難であった。⤖果として、被災市町村へアドࣂスを行う際、対ཱྀ支援

ᅋ体や総ᣓマネジメント支援員の能力ᕪがそのままฟてしまい、被災市町村間の≧ἣᕪを
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(3) 7᭶㞵 

 7 月豪雨における愛媛県を୰心とした災害の全体ീにかかわる情報の取ᚓ・交換のな⤒

㊰をᅗ 2-2 にᥖࡆる。大㜰府北部地震における大㜰府とẚ㍑して特ᚩ的であるのは、㠀公ᘧ

な情報交換⤒㊰が、様ࠎな組織をつなࡄ」㞧なᙧで発生していたことである。例えࡤ、被害

が大きいとみなされた被災市町村には県庁の課長⣭職員がὴ遣されつつ、災害対応にかか

わるᑓ㛛知㆑をもつ県職員が被災市町村担当者や県庁の様ࠎな部局の担当者と情報交換し

ながら、災害の全体ീにかかわるㄆ㆑をᙧ成していった。さらに、愛媛県の危機管理部局や

福祉部局と」数の NPO 担当者や社会福祉協議会職員の間での被災者の≧ἣにかかわる⤫合

的・質的な情報交換が㢖⦾に行われ、発災後数日が⤒つとࠕ愛媛県社協ࢥア会議ࠖとして定

例化した、また、内閣府・ᑓ㛛機関・NPO などの㠀公ᘧな情報交換も㢖⦾に行われていた。 

 このような」㞧で直᥋的な㠀公ᘧの情報交換⤒㊰によって、組織を㉸えて交換されてい

た⤫合的・質的な情報は、公ᘧ的な⤒㊰を通ࡌて間᥋的に把握される、個別的・㔞的な情報

を⿵ṇする効果をもったと想ീされる。⤖果として、被害が大きい被災市町村と施策の調整

を✚ᴟ的に行いながら、ẚ㍑的Ⰻዲな関ಀᛶを⥔持しつつ災害対応を実施していたようで

ある。 

次に、7 月豪雨における広島県を୰心とした災害の全体ീにかかわる情報の取ᚓ・交換の

な⤒㊰をᅗ 2-3 にᥖࡆる。大㜰府北部地震における大㜰府とよくఝたᙧで、被災市町村に

おける被害にかかわる情報や、被災市町村の災害対応≧ἣにかかわる情報について、ᇶ本的

に公ᘧ的な⤒㊰を通ࡌて把握していたと考えられる。この公ᘧ的な情報把握は、災害対応の

ᑓ㛛知㆑が㇏ᐩとは必ࡎしもゝえない県職員が、㢖⦾に交௦する≧ἣで行われている。災害

対応のᑓ㛛知㆑がない県職員に、ᘬき⥅ࡂ᭩などによって、被災市町村にఱを⪺くのかが伝

えられ、㟁話などを通ࡌて被災市町村の担当職員から情報を把握することがᇶ本的な業務

というものである。また、被災市町村にὴ遣されたࣜࢰ࢚ンは地方興部局などの本庁以外

の職員がὴ遣されることがまま見られ、災害対応のᑓ㛛知㆑は㇏ᐩとはゝい切れなかった。

⤖果として、例えࡤ、きちんとした調ᰝができていないだけで数ⓒ・数༓Ჷレベルのᐙᒇが

浸Ỉ被害を受けているような≧ἣが被災市町村としては把握できていたとしても、確定し

ている数Ჷレベルの情報しか広島県庁には伝わっていないという≧ἣが発生していたよう

である。 

また、愛媛県のようには、」数の組織の間で、⤫合的・質的な情報を直᥋的に交換する」

㞧な⤒㊰は発生していなかったと考えられる。ただし、対ཱྀ支援ᅋ体や災害マネジメント総

ᣓ支援員として被災市町村に入った応援自体と、被災市町村との間に公ᘧ的で直᥋的な

情報交換⤒㊰が発生し、そこから取ᚓされた情報は、広島県庁内で、応援自体やᑓ㛛機関

間で㠀公ᘧに情報交換されていたことが特ᚩ的である（応援自体のࣜࢰ࢚ンᖍ࿘㎶で㢖

⦾に情報交換されていた）。 

この公ᘧ・㠀公ᘧの直᥋的な情報交換⤒㊰は、7 月豪雨において適用された、対ཱྀ支援と

災害マネジメント総ᣓ支援員の組みにもと࡙いてᙧ成された。対ཱྀ支援ᅋ体や災害マネ
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(4) ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈 

 北ᾏ㐨⫹東部地震における北ᾏ㐨を୰心とした災害の全体ീにかかわる情報の取ᚓ・

交換のな⤒㊰をᅗ 2-4 にᥖࡆる。7 月豪雨における広島県で発生した⤒㊰によくఝている

ものの、特ᚩ的であるのは、応援自体と被災市町村間という組織間で発生した直᥋的・公

ᘧ的な⤒㊰から把握される⤫合的・質的な情報が、ࠕ全ᅜ自体支援自体情報交換会議ࠖ

によって北ᾏ㐨庁とも交換される⤒㊰が発生したことである。 

発災当ึから、北ᾏ㐨庁に㟷᳃県・ᒾᡭ県・宮城県などの応援自体がࣜࢰ࢚ンとして

入っていた。発災 3 日┠には、災害対応のᑓ㛛知㆑が㇏ᐩである、㟷᳃県・ᒾᡭ県・宮城県

の災害マネジメント総ᣓ支援員有資᱁者などが、北ᾏ㐨の要ㄳにもと࡙き被災町を訪れ、ᑓ

㛛的な見地から、被災町の被害≧ἣや災害対応の≧ἣについて、⤫合的・質的な情報を把握

した。ΰする被災町から༑分な情報を取れࡎに被害つᶍや、被災町のマネジメントの≧ἣ

などの災害の全体ീについて必ࡎしも༑分にᥗみきれていなかった北ᾏ㐨に対して、北ᾏ

㐨、総務┬、応援県、ᑓ㛛機関などが参ຍする調整会議という公ᘧ的な場において、直᥋的

に組織を㉸えて情報提供することになった。この調整会議はࠕ全ᅜ自体支援自体情報交

換会議ࠖとࡤれて、ึ期は 1 日 2 度という㢖⦾な開ദ㢖度で⥅⥆的に行われるようにな

り、特に数日間はල体的な応援調整もさることながら、災害の全体ീの把握につながる情報

交換が実施された。この情報交換によって、公ᘧ的な⤒㊰を通ࡌて把握される個別的・㔞的

な情報を⿵し、北ᾏ㐨の災害の全体ീについてのㄆ㆑をᙧ成する୍ᅉとなったと考えら

れる。⤖果として、被災町の機能⿵につながる対策が行われた。例えࡤ、当ึはメࢹア

によっても大ࠎ的に報㐨され、また、災害対応のマネジメントがよく発され、≧ἣを適切

にᥗんでいたと考えられるཌ┿町にのみ、㐨職員の応援ὴ遣がなされていたが、ẚ㍑的᪩い

ẁ㝵で、大きな被害を受けていたᏳ平町やࡴかわ町にも応援職員のὴ遣がなされた点など

があࡆられる。 

 また、災害マネジメント総ᣓ支援員有資᱁者の能力は、当↛、個人ᕪがあるが、ࠕ全ᅜ自

体支援自体情報交換会議ࠖにおける各者の情報共有やᑓ㛛機関からの情報提供などを

通ࡌて、被災町にᑗ᮶㉳こるྍ能ᛶがある課題やその対策についてのㄆ㆑が⿵ṇされ、組織

や個人の能力ᕪを平‽化しつつ、ᑓ㛛的知見を㧗度なレベルに保つ効果も発したと考え

られる。 
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生୍ࡴᅉとなったྍ能ᛶがある。 

 

ᅗ 2-2 7 ᭶㞵・ឡ┴ࡿࡅ࠾災ᐖのయീࡿࢃ情報のྲྀᚓ・ὀ 2 
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➨㸱❶ 㜰ᗓ㒊ᆅ㟈  

 

3.1 ⌧ᆅ支援のᐇ≧ἣ 

 

(1) Ⓨ災┤ᚋのᑐᛂ⌧ᆅ支援యไのᴫせ 

大㜰府北部を震※とする地震（以ୗ、ࠕ大㜰府北部地震ࠖとࡪ）は、2018 ᖺ 6 月 18 日

7 時 58 分㡭発生した。大㜰府㧗ᵳ市を震※としており、北⦋ 34 度 50 分 36 ⛊ 東⤒ 135 度

37 分 18 ⛊）であった。地震のつᶍはマࢽࢢチࣗード 6.1 で、震※の῝さは 13 km であっ

た。᭱大震度 6 ᙅを大㜰府大㜰市北༊・㧗ᵳ市・ᯛ方市・Ⲉᮌ市・⟪㠃市の 5 市༊でほ し

た。人と防災ᮍ᮶センター（以ୗ、ࠕセンターࠖとࡪ）の所在地であり、研究員のከくが

ᒃ住しているරᗜ県内では、ᑽᓮ市、西宮市、ఀ市、ᕝ西市で震度 5 ᙅをほ した。 

公共交通機関が大幅にれたため、大㔞の通・通Ꮫᅔ難者が発生した。センター職員の

ከくがฟ୰やฟ直๓であったため、㟁㌴内への㛢ࡌ㎸めやฟが㐜れるなどのᙳ㡪を

受けた。ฟできた研究員で、情報集のための対策会議を立ち上ࡆ、現地支援について᳨

ウをጞめた。参集がྍ能なすべての研究員が集まって会議が行われ、当日 11 時 30 分には先

遣隊がฟ発した。 

 

(2) ๓᪉㔪のỴᐃඛ㐵㝲のὴ㐵 

センターの災害対応マࣗࢽアルでは、震度 6 ᙉ以上をほ した地震が発生すれࡤ自ື参

集するなど、大きな地震時は災害対応体ไをとることになっている。参集ᇶ‽にヱ当する災

害が発生した場合、センター幹部や研究員などに対し、参集メールが配ಙされる。6 月 18

日、地震が発生した 7 時 58 分㡭、୍部の研究員や幹部は、センターやその࿘㎶まで฿╔し

ており、すࡄに対応体ไが立ち上がった。その後、㡰次集合し、9 時に情報集を୰心とし

た部内➨୍報を作成、9 時༙から⥭ᛴ࣑ーࢸンࢢを行なった。 

会議に先立ち、ࢸレࣅや、ンターネットなどによって被災情報の集を行い、࣍ワト

ードで適時᭦᪂することにより情報共有をᅗった。また、以๓研ಟを受ㅮした大㜰府およ࣎

市༊町の自体職員から被災情報を集した。さらに、関西広域連合、රᗜ県と情報交換ࡧ

を行い、先遣隊のὴ遣を決定した。なお、6 月 19 日から 4 日間開ദ予定であった災害対策

ᑓ㛛研ಟ（࢚࢟スࣃート B）は୰止を決定し、受ㅮ予定者に通知した。 

11 時 30 分㡭、先遣隊がฟ発した。研究員 1 ྡは自宅からレンタ࢝ーでⲈᮌ市役所、㧗ᵳ

市役所、大㜰府庁の㡰にᕠ回し、大㜰市内で実施されたࣛ࣎ンࢸアの会合にもฟᖍするこ

ととなった。の研究員 2 ྡはセンターからฟ発し、㇏୰市役所、ᯛ方市役所、㧗ᵳ市役所

の㡰にᕠ回した。⚄ᡞから大㜰方㠃は、交通が発生しており、2 時間以上かかり現地に

入った。後方支援体ไとしては、17 時より内部ᡴち合わせを行い、先遣隊からの情報を分

ᯒ・⤫合し、⩣日以降の方針の⣲案をとりまとめた。20 時㡭に先遣隊のᖐ所した後、ᡴち
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ὀ㔘 

注 1㸸本報告᭩でᥖ㍕したすべてのᅗ、表については、特に明グがない㝈り、ฟは人と防

災ᮍ᮶センターが作成となる。 

注 2㸸ᅗ 2-1、ᅗ 2-2、ᅗ 2-3、ᅗ 2-4 については、府、県、㐨の機ᵓは⡆␎化・୍⯡化して

グ㍕している。 

 

ཧ⪃ᩥ⊩ 

Ἑ㔝編㸸ไ度からࢼࣦ࢞ンスへ̿社会⛉Ꮫにおける知の交ᕪ̿㸪東ி大Ꮫฟ∧会㸪2006 

㏆⸨民௦・㉺ᒣ健・ᯘ⏨・福␃㑥ὒ・Ἑ田ᜨ㸸᪂₲県୰㉺地震における県災害対策本

部のマネジメントと≧ἣㄆ㆑の⤫୍に関する研究 ᶆによる管理┠ࠕ̿ のࠖど点からの分ᯒ̿㸪

地域Ᏻ全Ꮫ会ㄽᩥ集㸪No.8, pp.183-190, 2006 

Ⳣ㔝ᣅ㸸災害時における㈈・ࢧーࣅス供⤥のࢼࣂ࢞ンスᵓ㐀の理ㄽ的᳨ウ㸪地域Ᏻ全Ꮫ会ㄽ

ᩥ集㸪No.33, 2018 

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T. and Davis, I.: At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and 

Disasters, Routledge, 2003（ᒸ田᠇ኵ┘ヂ㸸防災Ꮫཎㄽ, 築地᭩㤋, 2010） 
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⾲ 3-1 ⌧ᆅὴ㐵యไ 

 ὴ㐵᪥ ὴ㐵◊✲ဨ࡞ ὴ㐵Ỵᐃ᪥ 

ඛ㐵㝲 6/18 Ⳣ㔝、㎷ᒸ、 

6/18 

➨ 2ḟ㝲 6/19 ᯇᕝ、ᮌ作、Ἑ田、ᮌᒣ、ᓊỤ 

➨ 3ḟ㝲 6/20 Ⳣ㔝、୰ᯘ、ᮌ作、Ἑ田、ᮌᒣ、ᓊỤ 

➨ 4ḟ㝲 6/21 Ⳣ㔝、㎷ᒸ 

➨ 5ḟ㝲 6/22 ୰ᯘ、、ᓊỤ 

➨ 6ḟ㝲 6/23 
Ἑ田センター長、ከẚ、୰ᯘ、ᯇᕝ、㎷ᒸ、ᮌ作、

ᮌᒣ（㫽取県用務） 

6/22 

➨ 7ḟ㝲 6/24 Ⳣ㔝、୰ᯘ、㎷ᒸ、Ἑ田、ᮌᒣ 

➨ 8ḟ㝲 6/25 Ⳣ㔝、、Ἑ田、ᓊỤ 

➨ 9ḟ㝲 6/26 Ἑ田、ᮌᒣ 

➨ 10ḟ㝲 6/27 Ⳣ㔝、୰ᯘ、ᯇᕝ、㎷ᒸ 

➨ 11ḟ㝲 6/28 ୰ᯘ、、ᮌ作 

➨ 12ḟ㝲 6/29 Ⳣ㔝、Ἑ田、ᮌᒣ 

➨ 13ḟ㝲 6/30 ୰ᯘ、ᯇᕝ 

6/29 

➨ 14ḟ㝲 7/1 Ⳣ㔝、ᮌᒣ、ᓊỤ 

➨ 15ḟ㝲 7/2 Ⳣ㔝、ᮌ作 

➨ 16ḟ㝲 7/4 ୰ᯘ、、㧗ᒸ、ᓊỤ 

➨ 17ḟ㝲 7/5 ୰ᯘ 

➨ 18ḟ㝲 7/9 Ⳣ㔝、୰ᯘ 

 

 
ᅗ 3-1 ὴ㐵ඛ୍ぴ 
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合わせを行い、㧗ᵳ市を୰心に支援することを決定した。特に、本部機能のᙉ化（災害対策

本部会議の活ᛶ化）をな┠ᶆとした。 

 

  

┿ のᑐᛂ(06.18࡛࣮ࢱࣥࢭ 3-1 ᙳ)   ┿ 3-2 ⌧ᆅ࡛の情報㞟(06.18 ᙳ) 

 

(3) ⌧ᆅ支援యไのᵓ⠏ὴ㐵࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ 

6 月 18 日に大㜰府北部地震の発災を受けて、⥭ᛴ࣑ーࢸンࢢを開ദし、先遣隊と 19 日

の➨ 2 次隊のὴ遣ィ⏬およࡧ後方支援の役割分担を決め、現地支援体ไをᵓ築した。㧗ᵳ市

役所方㠃の公共交通の㐠行≧ἣにより、先遣隊はレンタ࢝ーとタクࢩー、➨ 2 次隊はタク

ーを用して現地入りした。その後、公共交通の復ᪧにより、公共交通を用して現地とࢩ

センターを 復した。 

被災地はセンターから通える㊥㞳とุ᩿し、ᐟἩのᡭ配は不要とした。日ࠎの被災≧ἣと

現地で集した情報により、ὴ遣ィ⏬およࡧ後方支援の役割を調整しながら、表 3-1 の現地

ὴ遣スケジࣗールで調ᰝおよࡧ支援を行った。 

18 日は被害が大きいྍ能ᛶのある自体を୰心に先遣隊をὴ遣し、被災自体からの情

報集や関西広域連合、NPO/NGO などの応援ᅋ体との情報交換をした。19 日から、㧗ᵳ

市・Ⲉᮌ市を୰心に࿘㎶自体や大㜰府庁の≧ἣを見つつ、対応≧ἣの確ㄆやアドࣂス、

応援ᅋ体との情報・意見交換を行った。 

23 日には㧗ᵳ市長とセンター長が㠃談し、災害対策本部会議の㐠Ⴀ改善を⏦し入れ、災

害≧ἣ全⯡に関する意見交換を行った。24 日以降、㧗ᵳ市を୰心に現地支援を行い、Ⲉᮌ

市・ᦤὠ市に対するࣜモート支援を行った。7 月 1 日以降は㧗ᵳ市の災害対策本部会議が方

針決定の場として㐠Ⴀされているなどの改善がみられたことから、㧗ᵳ市もࣜモート支援

へ⛣行した。7 月 9 日、現地支援を⤊し、ᘏべ 61 ྡのὴ遣実⦼となった（表 3-1）。なお、

被災自体がセンター㏆㑹であったことから、全て日ᖐりで対応した。 
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た、地震から数日後に大雨の予報となっていたため、浸Ỉ想定༊域を合わせた避難所マップ

を GIS で⊂自に作成した（ᅗ 3-4）。ճ市町村ごとの災害対応の㐍行度合いや支援メࣗࢽー

を把握するため、市町別対応≧ἣ୍ぴ表を作成し、情報共有を行った（ᅗ 3-5）。また、現地

で活ືしている研究員のメールや RF からの情報を取りまとめ、ᅗ 3-6 のように、㐍ᤖを把

握した。 

 

    

ᅗ 3-2 被ᐖ≧ἣのྲྀࡵࡲࡾ 

    

ᅗ 3-3 㑊㞴≧ἣのࡵࡲᐇ㝿06.25)ࣇࣛࢢࡓࢀࢃ ᙳ) 

20 
 

  

  

┿ 3-3 ◊✲ဨὴ㐵のᵝᏊ(ᕥ㸸06.19 ᙳྑࠊ㸸06.20 ᙳ) 

  

┿ 3-4 Ἑ⏣࣮ࢱࣥࢭ㛗のゼၥ(06.23 ᙳ) ┿ 3-5 ⌧ᆅㄪᰝのᵝᏊ(06.24 ᙳ) 

 

(4) ᚋ᪉支援άື 

現地で活ືしている研究員を࣏ࢧートするため、センター側でも後方支援活ືが行われ

た。に、各地域の被災≧ἣや災害対策本部会資料を集・整理し、地ᅗや表などで分かり

やすく表すことで、被災地に提供・≧ἣ共有をᅗった。また、現在の災害対応業務上の課題

や今後課題になることが想定される事㇟について、㐣去の事例などにᇶ࡙く資料を作成し、

災害対策本部㐠Ⴀの参考資料として提供した。さらに、㝶時、被災自体からの問い合わせ

に対応した。情報提供や支援方ἲなどについては、センターのࣜࢧーチࣇェロー（以ୗ、ࠕRFࠖ

とࡪ）や上⣭研究員、これまでの現地支援でᚓられた人⬦を通ࡌて、共有・相談をしなが

ら現地支援を行った。 

後方支援活ືとして整理した資料として、大きく 3 つᣲࡆられる。ձセンター内部での情

報共有資料として、大㜰府、大㜰市、㧗ᵳ市、ᯛ方市、Ⲉᮌ市、⟪㠃市、ᦤὠ市の被災≧ἣ

をึ期対応時には 1 日 2 回、その後は 1 日 1 回整理した（ᅗ 3-2）。ղ被災自体への提供

資料として、避難所数・避難者数を整理し、日ごとのቑῶをࣇࣛࢢで示した（ᅗ 3-3）。また、

ึ期ẁ㝵には、ྡ ྂᒇ大Ꮫῶ災連ᦠ研究センターが公開していた資料や RF から提供された

㧗ᵳ市とⲈᮌ市の避難所マップから、避難者のከい避難所を確ㄆし、現≧把握にດめた。ま
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3.2 ⌧ᆅㄪᰝの≧ἣ 

 

(1) 㜰ᗓ災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊 

大㜰府では、᪂別㤋北㤋に政策⏬部（防災⏬課、災害対策課、ᾘ防保Ᏻ課）およࡧ㈈

務部が配置されている。災害対策本部事務局㐠Ⴀは 2 㝵の危機管理センターA（┿ 3-6）

で行われ、関ಀ者以外は立ち入り⚗止であった。また、ᅜや応援県・災害ὴ遣チームなどの

ス࣌ース（危機管理センターB）は事務局に㞄᥋しており、事務局のືきは分かるものの、

୰でのල体的な内ᐜは分からない配置となっていた。 

災害対策本部会議は 1 㝵（┿ 3-7）で開ദされており、報㐨機関にも全㠃公開されてい

た。災害対策本部会議では、被害≧ἣや、市༊町村の対応≧ἣに関する情報を各部署から報

告し、知事がその情報に応ࡌる指示をฟしていた。また、本部会議⤊後は知事のࡪらୗが

り取ᮦが実施された。 

センターの先遣隊は 18 日ኤ方に大㜰府庁に入り、関西広域連合（රᗜ県）と各市の危機

管理体ไを୰心とした情報交換を行った。また、おおさか災害支援ネットワーク、全ᅜ災害

定期的に、ࡂ⧄を大㜰府に（ࡪJVOADࠖとࠕ、以ୗ）ア支援ᅋ体ネットワークࢸンࣛ࣎

情報交換を行うこととした。また、19 日には関西広域連合（ᚨ島県）、㫽取県の先遣隊とも

情報交換を行った。 

 

 

   

┿ 3-7 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㆟のᵝᏊ(06.19 ᙳ) 

┿ 3-6 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ົᒁのᵝᏊ㓄⨨ᅗ(06.19 ᙳ) 
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ᅗ ᵝᏊ(06.22ࡓࢀࢃᐇ㝿ࣉࢵ࣐㑊㞴ᡤࡓࡋసᡂ⮬⊃ 3-4 ᙳ) 

 

ᅗ 3-5 市町ูᑐᛂ≧ἣ୍ぴ⾲(ࢪ࣮࣓) 

 
ᅗ 3-6 ࣓࣮ࣝの㐍ᤖ⟶⌮ࢺ࣮ࢩ 
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ᅗ ᵝᏊ(06.22ࡓࢀࢃᐇ㝿ࣉࢵ࣐㑊㞴ᡤࡓࡋసᡂ⮬⊃ 3-4 ᙳ) 

 

ᅗ 3-5 市町ูᑐᛂ≧ἣ୍ぴ⾲(ࢪ࣮࣓) 

 
ᅗ 3-6 ࣓࣮ࣝの㐍ᤖ⟶⌮ࢺ࣮ࢩ 
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見通しに支㞀が生ࡌることが懸念された。ղ全庁体ไで災害対応がฟ᮶ていないᜍれが

あった。BCP は作成していたものの、᪩期に災害時体ไに⛣行することがฟ᮶なかったた

め、危機管理部局へ業務が集୰した。現場部署など（避難所、福祉施設、❆ཱྀ部署）と市役

所୰ᯡとの連ᦠが不足しているᜍれがあった。ճ本部会議では、㐍行役を置かない議事㐠Ⴀ

となっており、各部署での報告にとどまっていた。մ福祉部局では避難行ື要支援者ྡ⡙を

活用した災害時要配៖者のᏳྰやࢽーࢬ把握にⱞ៖した。յ被害ㄆ定調ᰝと⨯災ド明᭩交

業務に㏣われ、住民に提供する支援メࣗࢽーの整理に時間を要し、࿘知も༑分に行われて

いないことが懸念された。 

6 月 22 日以降、危機管理室に᭱ᐤりの会議室が災害対策本部の事務局ව支援チームのᚅ

機ス࣌ースとなった（┿ 3-10）。大㜰府や関西広域連合（රᗜ県）のࣜࢰ࢚ンが常㥔し、

センターもここをᣐ点に支援活ືを行った。災害対策本部会議において、現≧の報告だけで

なく、グ㘓をṧして今後の災害対応の方針を明確にすること、全庁的に対応するなどをアド

スし、本部会議の改善にᐤした。23ࣂ 日以降、本部会議では࣍ワト࣎ードやモࢽター

が用いられ、部局間連ᦠが必要な事案に関しての調整も✚ᴟ的に行われた（┿ 3-11）。 

25 日から 1 㝵の総合センターで⨯災ド明᭩の交が開ጞされ、大㜰府市町村課や関西広

域連合などからのࣜࢰ࢚ンの応援も入った。 

 

  

 

  

┿ の㒊ᒇ(06.23ࣥࢰ࢚ࣜ 3-10 ᙳ)   ┿ 3-11 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㆟のグ㘓(06.23 ᙳ) 

┿ 3-12 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊のᵝᏊ(06.26 ᙳ)   ┿ 3-13 ⨯災ド᫂Ⓨ⾜ሙ(07.04 ᙳ) 
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(2) 㧗ᵳ市災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊 

㧗ᵳ市は震度 6 ᙅをほ し、大㜰府北部地震でも特に被害が集୰した地域である。㧗ᵳ市

役所は、市の୰心部に立地しており、㏆くには JR、㜰ᛴ㟁㌴がある。6 月 18 日༗後、先遣

隊はᯛ方市のどᐹ後に、㧗ᵳ市に向かい、17 時㡭に市役所に入った。市役所࿘㎶では大き

なは見られなかったが、ᯛ方市と㧗ᵳ市の間はしていた。市役所の୍⯡業務の⤊

後も、㸯㝵༡側の入ཱྀ㏆では、ᅜ交┬㏆␥地方整ഛ局がࣈルーࢩートを配ᕸ、ἲ務課が⤥

Ỉ場所を地ᅗにプロットするなど、市民が᮶たときに対応できるようにしていた。 

㧗ᵳ市では、災害対策本部の事務局が活ືするᑓ用ス࣌ースを設けることなく、各部署の

ᇳ務室で災害対応を行っていた。事務局の୰心となる総務部危機管理室（4 㝵）では、報㐨

機関の入室が⚗止されていた。Ⴀ業広報室は各部署から᮶た情報の集と広報ス࣌ース（ᗯ

ୗቨ㠃）へのᥖ示を行っており、グ者への対応もྵめて業務がႠ業広報室に集୰していた。

また、本部会議は当ึ㠀公開で行われていた。 

 

⾲ 3-2 㧗ᵳ市のㅖᐊ㓄⨨୍ぴ 

本㤋 4F 危機管理室 

本㤋 3F Ⴀ業広報室 

本㤋 2F 災害対策本部会議 

  

 

6 月 18 日 18 時のẁ㝵で、公的支援のみ受入れしており、ࣛ࣎ンࢸアの受け入れはまだ

行われていなかった。市内に避難所 112 ࣨ所を開設し、⣙ 150 ྡが避難していたが、᩿ Ỉの

ため、ኪはさらにቑえることが予想された。 

࿘㎶の被災地の≧ἣとẚ㍑し、㧗ᵳ市の被災つᶍが大きく、市役所での災害対応において

ⱞᡓẼとᛮわれたため、19 日から㔜点的に支援を行うこととした。ึື期の᭱大の課題

は、ዪ子ᑠᏛ生の不ᖾな死ஸ事ᨾ対応に㏣われ、のึ期対応や応ᛴ対応がやや㐜れたこと

がᣲࡆられる。また、災害対応において、次の 5 つの課題がᣲࡆられる。 

ձ災害対策本部では、被害つᶍの全体ീがメージできていないᜍれがあり、意ᛮ決定や

┿ 3-8 ᗈ報ᐊ๓の被ᐖ報(06.18 ᙳ) ┿ 3-9 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㈨ᩱのᥖ♧(06.28 ᙳ) 
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本㤋 2F 災害対策本部会議 

  

 

6 月 18 日 18 時のẁ㝵で、公的支援のみ受入れしており、ࣛ࣎ンࢸアの受け入れはまだ
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は、ዪ子ᑠᏛ生の不ᖾな死ஸ事ᨾ対応に㏣われ、のึ期対応や応ᛴ対応がやや㐜れたこと

がᣲࡆられる。また、災害対応において、次の 5 つの課題がᣲࡆられる。 

ձ災害対策本部では、被害つᶍの全体ീがメージできていないᜍれがあり、意ᛮ決定や

┿ 3-8 ᗈ報ᐊ๓の被ᐖ報(06.18 ᙳ) ┿ 3-9 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㈨ᩱのᥖ♧(06.28 ᙳ) 
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ᅗ 3-7 ᮏ㤋 3 㝵㓄⨨ᅗ(ᮏ㒊㆟ࡣ༡㤋 3 㝵࡛ᐇ) 

 

  

┿ 3-16 市ᙺᡤのእほ(06.22 ᙳ)   ┿ 3-17 ධཱྀの被ᐖ≧ἣᥖ♧ᯈ(06.22 ᙳ) 

  

┿ 3-18 ༴ᶵ⟶⌮ㄢのᥖ♧ᯈ(06.24 ᙳ)   ┿ の㒊ᒇ(06.22ࣥࢰ࢚ࣜ 3-19 ᙳ) 

 

 

災害対策本部 
災害対策本部 

方針会議 
 ンࢰ࢚ࣜ

本部会議 
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(3) Ⲉᮌ市災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊 

Ⲉᮌ市も震度 6 ᙅをほ し、ẚ㍑的大きな被害がฟた。Ⲉᮌ市役所は、Ⲉᮌ（JR 西日本）、

Ⲉᮌ市㥐（㜰ᛴ㟁㕲）の୧㥐の୰間にあり、୰心市⾤地に立地している。Ⲉᮌ市役所㏆くの

Ⲉᮌ⚄社は▼⇠⡲やሟがಽれ（┿ ┿ートをかけたᐙᒇ（ࢩルーࣈ、（3-14 3-15）もከ数

見られた。 

6 月 18 日༗後、先遣隊は市役所に入った。災害対策本部事務局㐠Ⴀは危機管理課で行っ

ていたが、各部局に災害対応の機能が分ᩓされており、危機管理体ไはẚ㍑的機能していた。

ただし、各部局の情報集⣙・業務の㐍ᤖ確ㄆや情報集に危機管理課の時間的㈇担が懸念さ

れた。危機管理課内の࣍ワト࣎ードでは、༶時的に被害≧ἣを᭦᪂し、今後の方針は危機

管理┘の部ᒇで議ㄽされていた。本部会議も機能していたが、災害対策本部会議はึື期は

1 日 5 回開ദとከく、その後 3 回に集⣙していった。ただし、本部会議には幹部のみ参ຍし

ており、の職員やࣜࢰ࢚ンへの情報共有が不足していたᜍれがある。 

ースは、自衛隊については危機管理課のᇳ務室におかれ、そのの࣌ンの活ື用スࢰ࢚ࣜ

ロアの会議室に置かれていた。外部からの問い合わせや情報対応は広報課ࣇンは同ࢰ࢚ࣜ

が対応しており、市役所の各入ཱྀには、被害≧ἣがᥖ示されていた（┿ 3-17）。市民から

の問い合わせ先として部局の㟁話␒ྕを࣍ーム࣌ージにᥖ㍕していた。 

当ึの᭱大の課題は、࢞スの止による入ᾎ支援や、ࣈルーࢩートの配ᕸであったようで

ある。また、ᐙ㈈ရの∦けのࢽーࢬも㧗かった。୰長期的には在宅の生活ᅔ❓者y要配៖

者への対応が課題としてᣲࡆられていた。Ⲉᮌ市は、通常業務を⥅⥆させながら災害対応を

行っていたので、危機管理課として部局からの支援がᚓにくいことが懸念された。ࣛ࣎ン

アやࢸ NPO/NGO との調整、避難所対応、要配៖者対策などの個別課題ごとの調整など

は、危機管理課に集୰していた。危機管理体ไは機能しているものの危機管理部局への㐣度

な㈇担が懸念されたため、センターとしてはࣜモート体ไではあるものの相談対応を適ᐅ

実施した。 

 

  

┿ 3-14 ಽࡓࢀ⚄♫のሟ(06.25 ᙳ)   ┿ 3-15 被ᐖࡓࡅཷࢆᐙᒇ(06.24 ᙳ) 
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ᅗ 3-7 ᮏ㤋 3 㝵㓄⨨ᅗ(ᮏ㒊㆟ࡣ༡㤋 3 㝵࡛ᐇ) 

 

  

┿ 3-16 市ᙺᡤのእほ(06.22 ᙳ)   ┿ 3-17 ධཱྀの被ᐖ≧ἣᥖ♧ᯈ(06.22 ᙳ) 

  

┿ 3-18 ༴ᶵ⟶⌮ㄢのᥖ♧ᯈ(06.24 ᙳ)   ┿ の㒊ᒇ(06.22ࣥࢰ࢚ࣜ 3-19 ᙳ) 

 

 

災害対策本部 災害対策本部

災害対策本部 

方針会議 
 ンࢰ࢚ࣜ

本部会議 
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┿ 3-14 ಽࡓࢀ⚄♫のሟ(06.25 ᙳ)   ┿ 3-15 被ᐖࡓࡅཷࢆᐙᒇ(06.24 ᙳ) 



28 
 

 のࡑ (4)

今回の地震では、᭱大震度 6 ᙅをほ されたのは、㧗ᵳ市、Ⲉᮌ市と⟪㠃市である。研究

員は㧗ᵳ市とⲈᮌ市を୰心に現地支援を行ったが、⟪㠃市は、RF と情報共有しながら、現

≧を把握した。その、ୗグの市も現地調ᰝなどを行った。 

①㜰市 

6 月 19 日、大㜰市の୰ኸ༊役所と北༊役所を調ᰝした。୰ኸ༊役所の被害は、ቨや❆の

◚ᦆ⛬度で㍍ᚤであった。本᮶は 6 㝵に༊災害対策本部を設置することになっていたが、㟁

㌴が止まったことで担当職員が参集ᅔ難となり、㏆㞄に住んでいる職員と連⤡を取り、5 㝵

の市民協ാ課内に設置した（┿ 3-20）。ᖺに㸯度、㏆㞄に住んでいる職員の参集カ⦎を実

施していたため、災害対策本部はりなく開設され、幹部が฿╔したẁ㝵で≧ἣ把握ができ

るようになっていたようである。調ᰝ時には、災害対策本部はⴠち╔いていた。ᖐ宅ᅔ難者

や、訪日外ᅜ人への対応もスムーࢬに行っており、福祉避難所や୍⯡避難所内の福祉避難ス

 。ースの対応も行っていた࣌

同日の 15 時༙㡭に北༊役所に訪問したとこࢁ、自会連合会への災害対応に関する説明

会を行っている᭱୰で、防災担当である地域課地域担当のᇳ務室はⴠち╔いた㞺ᅖẼで

あった。4 㝵会議室で災害対策本部を設置していた（┿ 3-21）。 

 

  

 

ղ㇏୰市 

6 月 18 日、先遣隊は 11:30 㡭にセンターをฟ発し、14 時㡭に㇏୰市役所に฿╔した。通

常は⣙ 40 分のとこࢁ 3 時間かかり、被災地へのスムーࢬなアクセスがᅔ難な≧ἣであった。

㇏୰市役所࿘㎶では、ಽቯᐙᒇは見られなかった。市役所は➨୍庁⯋と➨二庁⯋があるが、

➨二庁⯋のṇ㛛が被害によってᑒ㙐されていた（┿ 3-22）。庁⯋の被害は」数ࣨ所で見ら

れたが（┿ 3-22）、いࡎれも㍍ᚤと見なされたようであり、❆ཱྀ業務が行われていた。全

体的に、ΰしている様子は見られなかった。 

災害対応は、危機管理課のᇳ務室内で行われていた。災害対策本部会議も定期的に実施さ

┿ 3-20 ୰ኸ༊市Ẹ༠ാㄢ(06.19 ᙳ) ┿ 3-21 ༊災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊እほ(06.19 ᙳ) 
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れており、ึ 日は 4 回実施された。センターとして、被災≧ἣや避難≧ἣに関する情報の把

握にດめた⤖果、㧗ᵳ市やⲈᮌ市にẚべ、大きな被害がฟていない様子であった。 

 

  

┿ 3-22 市ᙺᡤの被ᐖ≧ἣ(06.18 ᙳ) 

  

┿ 3-23 被災≧ἣࡀグ㍕ࡓࢀࡉ༴ᶵ⟶⌮ㄢの06.18)ࢻ࣮࣎ࢺ࣡࣍ ᙳ) 

 

ճᯛ᪉市 

6 月 18 日 16 時㡭、先遣隊はᯛ方市役所に฿╔した。危機管理室は別㤋の 3 㝵にあり、防

災担当者は市民などからの㟁話対応に㏣われているようであった。┿ 3-24 のように、ቨ

㠃などに㈞りつけるタプの࣍ワト࣎ードを用いて、災害≧ἣなどの情報を整理してい

た。災害対策本部は 4 㝵に設置されていた。総務、受対応、情報ฎ理、各ࣜࢰ࢚ン（ᅜ交

┬、自衛隊など）と各⌜に分かれて対応し、危機管理室職員が各⌜を見回っており、全体把

握がฟ᮶ている様子が見て取れた。災害対策本部会議では、地ᅗを用いて被害情報を共有し、

幹部が᳨ウ事㡯を定めていた（┿ 3-25）。 
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յ྿⏣市 

6 月 24 日に྿田市を調ᰝした。2017 ᖺに災害対策本部の立ち上ࡆやレア࢘ト設置のカ

⦎を実施したことがあったためか、┿ 3-30、┿ 3-31 のように、スムーࢬな設置およࡧ

災害対応への⛣行がฟ᮶ているように見うけられた。 

 

  

┿ 3-30 ྿⏣市災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊(06.24 ᙳ) 

 

  

┿ 3-28 ᦤὠ市ᙺᡤのእほ(06.24 ᙳ)   ┿ 3-29 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊のእほ(06.24 ᙳ) 

┿ 3-31 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊のࢻ࣮࣎ࢺ࣡࣍ 

(06.24 ᙳ) 
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┿ 3-26 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊のእほ(06.22 ᙳ) 

 

 

մᦤὠ市 

6 月 22 日に RF から、部局に業務分ᩓできていないᜍれがあるとの情報を受け調ᰝし

た。防災担当職員はわࡎか 4 人であり、災害対応が必ࡎしも全庁体ไになっていなかったྍ

能ᛶがある。また、不័れな災害対応で㐣度な㈇担がかかっていたとᛮわれる。 

災害対策本部は 2 㝵の防災管㈈課に設置されていた。災害対策本部会議は公開されてお

らࡎ、様子はわからなかった。防災管㈈課がたる災害対応を担っており、防災管㈈課職員

およࡧ大㜰府のࣜࢰ࢚ンや、和Ἠ市・大東市・ሜ市の先遣隊と情報交換を行った。その⤖果、

本部㐠Ⴀはなんとかできているものの、担当者への業務集୰が懸念されたため、応援として

入ったሜ市と⥅⥆的に情報共有しつつ、ሜ市を通して情報提供などの支援を行った。 

 

┿ 3-24 ༴ᶵ⟶⌮ㄢのᥖ♧ᯈ(06.18 ᙳ) ┿ 3-25 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊のᵝᏊ(06.18 ᙳ) 

┿ 3-27 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊࡛ᆅᅗࡓ࠸⏝ࢆ 

        被ᐖ情報のඹ᭷(06.22 ᙳ) 



31 
 

  

 

յ྿⏣市 

6 月 24 日に྿田市を調ᰝした。2017 ᖺに災害対策本部の立ち上ࡆやレア࢘ト設置のカ

⦎を実施したことがあったためか、┿ 3-30、┿ 3-31 のように、スムーࢬな設置およࡧ

災害対応への⛣行がฟ᮶ているように見うけられた。 

 

  

┿ 3-30 ྿⏣市災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊(06.24 ᙳ) 

 

  

┿ 3-28 ᦤὠ市ᙺᡤのእほ(06.24 ᙳ)   ┿ 3-29 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊のእほ(06.24 ᙳ) 

┿ 3-31 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊のࢻ࣮࣎ࢺ࣡࣍ 

(06.24 ᙳ) 

30 
 

  

       

┿ 3-26 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊のእほ(06.22 ᙳ) 

 

 

մᦤὠ市 

6 月 22 日に RF から、部局に業務分ᩓできていないᜍれがあるとの情報を受け調ᰝし

た。防災担当職員はわࡎか 4 人であり、災害対応が必ࡎしも全庁体ไになっていなかったྍ

能ᛶがある。また、不័れな災害対応で㐣度な㈇担がかかっていたとᛮわれる。 

災害対策本部は 2 㝵の防災管㈈課に設置されていた。災害対策本部会議は公開されてお

らࡎ、様子はわからなかった。防災管㈈課がたる災害対応を担っており、防災管㈈課職員

およࡧ大㜰府のࣜࢰ࢚ンや、和Ἠ市・大東市・ሜ市の先遣隊と情報交換を行った。その⤖果、

本部㐠Ⴀはなんとかできているものの、担当者への業務集୰が懸念されたため、応援として

入ったሜ市と⥅⥆的に情報共有しつつ、ሜ市を通して情報提供などの支援を行った。 

 

┿ 3-24 ༴ᶵ⟶⌮ㄢのᥖ♧ᯈ(06.18 ᙳ) ┿ 3-25 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊のᵝᏊ(06.18 ᙳ) 

┿ 3-27 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊࡛ᆅᅗࡓ࠸⏝ࢆ 

        被ᐖ情報のඹ᭷(06.22 ᙳ) 
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ものの、危機管理部局に㐣度な業務集୰が見られた。そのため、市役所全体での災害対応業

務の本᱁化をさせる必要があった。災害対策本部室を設置し、住民からの問い合わせには

᰿本的にゎ決ྍ能と考えられたが、部ᒇの配置や資、ࡤールセンターを設置するなどすれࢥ

※≧ἣなどにより、それらのゎ決方ἲは難しいことが分かった。そのため、ձ回復してきた

本部会議機能や部長⣭職員との⥅⥆的なࢽ࣑ࣗࢥケーࣙࢩンによって業務分担の改善をす

ること、ղ避難所㐠Ⴀに回っている人的資※を本᮶業務に復ᖐさせること、ճそのために必

要な市役所内部の人事マネジメントの改善や、JVOAD など NPO/NGO ᅋ体との連ᦠを௰

し、外部から人的資※をࢥーࢹネートすることの 3 つを実施した。 

ከくのᐙᒇ被害が୍部ᦆቯにとどまる୰、ᒃ室内のᐙ㈈㐨ලの㌿ಽや◚ᦆがከかったの

は、大㜰府北部地震の୍つの特ᚩであった。こういった災害の場合、要配៖者をྵࡴ在宅被

災者がከく発生することは明ⓑである。しかし彼らに対しての公的な支援メࣗࢽーはከく

ないため、被災自体⊂自で実施する必要がある。そのためにもまࡎはࢽーࢬを把握する必

要があった。㧗ᵳ市には、災害時要援ㆤ者支援事業対㇟者ྡ⡙というྡ⛠の避難行ື要支援

者ྡ⡙があり、これを活用してᏳྰ確ㄆは行っていたが、ࢽーࢬ把握にはつながっていな

かった。避難行ື要支援者ྡ⡙の活用について報㐨があったこともᙳ㡪し、㒑㏦およࡧ㟁話

調ᰝでのࢽーࢬ把握調ᰝが実施された。センターからは、熊本地震の⤒㦂談を伝えるなど、

福祉部局への情報提供を行った。 

 

(3) Ⲉᮌ市 

Ⲉᮌ市には、発災直๓に実施していたセンターの研ಟ受ㅮ者がおり、発災当ึから情報共

有を行っていた。災害対応そのものはẚ㍑的スムーࢬに実施されており、自発的に応援要ㄳ

や支援要望をฟしていた。しかし、㧗ᵳ市と同ࡌく災害対策本部のᇳ務室がᮍ設置のまま災

害対応業務がጞまり、庁内でうまく業務分担ができていなかった。そのため危機管理部局へ

の㐣度な業務㈇担が見られた。 

以上から、ձ危機管理部局への業務㈇担集୰の⦆和、ղⲈᮌ市がồめる支援への対応の 2

点について、支援を行った。 

危機管理部局への業務㈇担集୰をゎ決するためには、課題調整などが全て危機管理課に

集୰している≧ἣを改善する必要があった。そのため、マネジメントᒙ、危機管理部局への

⥅⥆的なຓゝを行った。また㐣度な業務㈇担の理⏤の୍部に、୍ 日 5 回の災害対策本部会議

の実施があったため、これを୍日 2 回にኚ᭦した。さらに、⭾大になる危機管理部局の災害

対応に関する調整業務や情報集を㍍ῶするために、被災⤒㦂自体の事例・資料の提供、

避難所≧ἣの報告、個別課題に対するຓ （ゝ≀資支援の民間委託ዎ⣙、被災マンࣙࢩン課題

への対策、関連死ㄆ定委員会、⩏援㔠配分委員会、⃭⏒災害指定ไ度、災害ᩆຓἲに詳しい

人ᮦの⤂など）を実施した。さらに、自体の対応≧ἣとのẚ㍑のための情報を提供し

たり、応ᛴ危㝤度ุ定⤖果マップの作成支援も実施した。 

その、市役所・社会福祉協議会と JVOAD など NPO/NGO ᅋ体との連ᦠの௰や、要配
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3.3 支援᪉㔪のỴᐃᐇ 

 

(1) 支援᪉㔪のỴᐃ 

上グの調ᰝ⤖果と、RF から入ってくる情報などをもとにセンター内で᳨ウし、次のよう

な支援ᡓ␎を立てた。 

ձ 被災自体の本部機能の回復・ᙉ化を通ࡌて被災地の課題ゎ決をめࡊす。 

ղ 機関間連ᦠを化・活発化するようなࢥーࢹネーࣙࢩン支援を㔜どする。 

ճ な支援先を㧗ᵳ市、Ⲉᮌ市、ᦤὠ市の 3 自体とする。 

 以降は、㧗ᵳ市、Ⲉᮌ市、ᦤὠ市それࡒれでの支援内ᐜについて、自体ごとにグ㏙する。 

 

(2) 㧗ᵳ市 

㧗ᵳ市の災害対応は、市立ᑠᏛᰯのࣈロックሟಽቯによるⓏᰯ୰のዪඣの死ஸという

ロックሟによる被害にࣈもྵめ、ୡㄽが࣑ࢥなฟ᮶事が大きくᙳ㡪した。マスࢢン࢟ッࣙࢩ

注┠し、ᅜをあࡆてのࣈロックሟの調ᰝにつながった。ࣈロックሟによる被害は、1978 ᖺ

の宮城県Ἀ地震で 10 人以上の死者をฟし、1981 ᖺの建築ᇶ‽ἲ改ṇにつながった。このこ

とから、㧗ᵳ市の災害対応は、不⚈事対応のようなጞまり方をした。そのせいもあってか、

災害対策本部会議はもとより、庁⯋全体が㛢㙐的にឤࡌられた。また、訪問した危機管理部

局に㐣度に業務が集୰していた。そのため、本᮶であれࡤ危機管理部局にồめられる、今後

の対応方針の立案を行える≧ἣになかった。効果的な災害対応を実施できる≧ἣにするた

めには、危機管理部局が本᮶の災害対応業務ができるよう業務分担を調整するとともに、方

針が決定できる災害対策本部会議㐠Ⴀにする必要があった。 

大㜰府北部地震の特ᚩから、在宅被災者への対応が必要になることは、明ⓑであった。Ἑ

田センター長訪問時に、上⣭研究員の同ᚿ社大Ꮫ立ᮌⱱ㞝ᩍᤵより、熊本地震での在宅要配

៖者対応の実ែと課題について、資料提供が行われた。平時に公的ࢧーࣅスとつながってお

らࡎ、必要な支援についてኌをあࡆることが難しい在宅要配៖者への対応は、㧗ᵳ市だけで

なく大㜰府北部地震で被災したすべての市町村で᳨ウすべき課題であった。 

以上から、㧗ᵳ市の課題として、ձ本部機能の不全により意ᛮ決定や見通しが立てられな

いこと、ղ現場（避難所対応の方㠃隊、住民対応の❆ཱྀ部署、要配៖者対応の福祉部局）と

市役所୰ᯡとの連ᦠ不足の 2 点に⤠り、この課題をゎ決するべく支援を開ጞした。 

災害対策本部会議の機能改善については、熊本地震の際の現地支援での⤒㦂を活かし、 

ձ危機管理┘による㐍行と市長のࣜーࢲーࢩップを㢧在化させることにより、方針が決定

する会議にすること、ղ࣍ワト࣎ードを活用し、グ㘓をᚭᗏすること、ճGIS やࣇࣛࢢを

用いて、現≧を把握しやすい資料を提供すること、մ会議であがった課題について、ᑓ㛛的

知見をもとにຓゝを行うことの 4 つを実施した。 

大㜰府北部地震は災害としてのつᶍは大きくなかった。そのため、災害対策本部のᇳ務室

を設置せࡎ、ཎ課で災害対応業務を行っていた。市役所内部で応援職員のやりとりはあった
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ものの、危機管理部局に㐣度な業務集୰が見られた。そのため、市役所全体での災害対応業

務の本᱁化をさせる必要があった。災害対策本部室を設置し、住民からの問い合わせには

᰿本的にゎ決ྍ能と考えられたが、部ᒇの配置や資、ࡤールセンターを設置するなどすれࢥ

※≧ἣなどにより、それらのゎ決方ἲは難しいことが分かった。そのため、ձ回復してきた

本部会議機能や部長⣭職員との⥅⥆的なࢽ࣑ࣗࢥケーࣙࢩンによって業務分担の改善をす

ること、ղ避難所㐠Ⴀに回っている人的資※を本᮶業務に復ᖐさせること、ճそのために必

要な市役所内部の人事マネジメントの改善や、JVOAD など NPO/NGO ᅋ体との連ᦠを௰

し、外部から人的資※をࢥーࢹネートすることの 3 つを実施した。 

ከくのᐙᒇ被害が୍部ᦆቯにとどまる୰、ᒃ室内のᐙ㈈㐨ලの㌿ಽや◚ᦆがከかったの

は、大㜰府北部地震の୍つの特ᚩであった。こういった災害の場合、要配៖者をྵࡴ在宅被

災者がከく発生することは明ⓑである。しかし彼らに対しての公的な支援メࣗࢽーはከく

ないため、被災自体⊂自で実施する必要がある。そのためにもまࡎはࢽーࢬを把握する必

要があった。㧗ᵳ市には、災害時要援ㆤ者支援事業対㇟者ྡ⡙というྡ⛠の避難行ື要支援

者ྡ⡙があり、これを活用してᏳྰ確ㄆは行っていたが、ࢽーࢬ把握にはつながっていな

かった。避難行ື要支援者ྡ⡙の活用について報㐨があったこともᙳ㡪し、㒑㏦およࡧ㟁話

調ᰝでのࢽーࢬ把握調ᰝが実施された。センターからは、熊本地震の⤒㦂談を伝えるなど、

福祉部局への情報提供を行った。 

 

(3) Ⲉᮌ市 

Ⲉᮌ市には、発災直๓に実施していたセンターの研ಟ受ㅮ者がおり、発災当ึから情報共

有を行っていた。災害対応そのものはẚ㍑的スムーࢬに実施されており、自発的に応援要ㄳ

や支援要望をฟしていた。しかし、㧗ᵳ市と同ࡌく災害対策本部のᇳ務室がᮍ設置のまま災

害対応業務がጞまり、庁内でうまく業務分担ができていなかった。そのため危機管理部局へ

の㐣度な業務㈇担が見られた。 

以上から、ձ危機管理部局への業務㈇担集୰の⦆和、ղⲈᮌ市がồめる支援への対応の 2

点について、支援を行った。 

危機管理部局への業務㈇担集୰をゎ決するためには、課題調整などが全て危機管理課に

集୰している≧ἣを改善する必要があった。そのため、マネジメントᒙ、危機管理部局への

⥅⥆的なຓゝを行った。また㐣度な業務㈇担の理⏤の୍部に、୍ 日 5 回の災害対策本部会議

の実施があったため、これを୍日 2 回にኚ᭦した。さらに、⭾大になる危機管理部局の災害

対応に関する調整業務や情報集を㍍ῶするために、被災⤒㦂自体の事例・資料の提供、

避難所≧ἣの報告、個別課題に対するຓ （ゝ≀資支援の民間委託ዎ⣙、被災マンࣙࢩン課題

への対策、関連死ㄆ定委員会、⩏援㔠配分委員会、⃭⏒災害指定ไ度、災害ᩆຓἲに詳しい

人ᮦの⤂など）を実施した。さらに、自体の対応≧ἣとのẚ㍑のための情報を提供し

たり、応ᛴ危㝤度ุ定⤖果マップの作成支援も実施した。 

その、市役所・社会福祉協議会と JVOAD など NPO/NGO ᅋ体との連ᦠの௰や、要配
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3.3 支援᪉㔪のỴᐃᐇ 

 

(1) 支援᪉㔪のỴᐃ 

上グの調ᰝ⤖果と、RF から入ってくる情報などをもとにセンター内で᳨ウし、次のよう

な支援ᡓ␎を立てた。 

ձ 被災自体の本部機能の回復・ᙉ化を通ࡌて被災地の課題ゎ決をめࡊす。 

ղ 機関間連ᦠを化・活発化するようなࢥーࢹネーࣙࢩン支援を㔜どする。 

ճ な支援先を㧗ᵳ市、Ⲉᮌ市、ᦤὠ市の 3 自体とする。 

 以降は、㧗ᵳ市、Ⲉᮌ市、ᦤὠ市それࡒれでの支援内ᐜについて、自体ごとにグ㏙する。 

 

(2) 㧗ᵳ市 

㧗ᵳ市の災害対応は、市立ᑠᏛᰯのࣈロックሟಽቯによるⓏᰯ୰のዪඣの死ஸという

ロックሟによる被害にࣈもྵめ、ୡㄽが࣑ࢥなฟ᮶事が大きくᙳ㡪した。マスࢢン࢟ッࣙࢩ

注┠し、ᅜをあࡆてのࣈロックሟの調ᰝにつながった。ࣈロックሟによる被害は、1978 ᖺ

の宮城県Ἀ地震で 10 人以上の死者をฟし、1981 ᖺの建築ᇶ‽ἲ改ṇにつながった。このこ

とから、㧗ᵳ市の災害対応は、不⚈事対応のようなጞまり方をした。そのせいもあってか、

災害対策本部会議はもとより、庁⯋全体が㛢㙐的にឤࡌられた。また、訪問した危機管理部

局に㐣度に業務が集୰していた。そのため、本᮶であれࡤ危機管理部局にồめられる、今後

の対応方針の立案を行える≧ἣになかった。効果的な災害対応を実施できる≧ἣにするた

めには、危機管理部局が本᮶の災害対応業務ができるよう業務分担を調整するとともに、方

針が決定できる災害対策本部会議㐠Ⴀにする必要があった。 

大㜰府北部地震の特ᚩから、在宅被災者への対応が必要になることは、明ⓑであった。Ἑ

田センター長訪問時に、上⣭研究員の同ᚿ社大Ꮫ立ᮌⱱ㞝ᩍᤵより、熊本地震での在宅要配

៖者対応の実ែと課題について、資料提供が行われた。平時に公的ࢧーࣅスとつながってお

らࡎ、必要な支援についてኌをあࡆることが難しい在宅要配៖者への対応は、㧗ᵳ市だけで

なく大㜰府北部地震で被災したすべての市町村で᳨ウすべき課題であった。 

以上から、㧗ᵳ市の課題として、ձ本部機能の不全により意ᛮ決定や見通しが立てられな

いこと、ղ現場（避難所対応の方㠃隊、住民対応の❆ཱྀ部署、要配៖者対応の福祉部局）と

市役所୰ᯡとの連ᦠ不足の 2 点に⤠り、この課題をゎ決するべく支援を開ጞした。 

災害対策本部会議の機能改善については、熊本地震の際の現地支援での⤒㦂を活かし、 

ձ危機管理┘による㐍行と市長のࣜーࢲーࢩップを㢧在化させることにより、方針が決定

する会議にすること、ղ࣍ワト࣎ードを活用し、グ㘓をᚭᗏすること、ճGIS やࣇࣛࢢを

用いて、現≧を把握しやすい資料を提供すること、մ会議であがった課題について、ᑓ㛛的

知見をもとにຓゝを行うことの 4 つを実施した。 

大㜰府北部地震は災害としてのつᶍは大きくなかった。そのため、災害対策本部のᇳ務室

を設置せࡎ、ཎ課で災害対応業務を行っていた。市役所内部で応援職員のやりとりはあった
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3.4 支援άືの⤊ 

 

 次❶でグ㏙する 7 月豪雨による被害がすでに広がりつつある୰、7 月 9 日にセンターとし

ての現地支援のための᭱⤊訪問を行った。7 月に入ったこࢁから各市町でᐙᒇ被害ㄆ定

調ᰝがጞまり、⨯災ド明᭩発行のための⏦ㄳ受が開設された。災害対応のࣇェーࢬも応ᛴ

期が⤊わり、復ᪧ・復興に向けて㌶㐨にってきた。被災者の生活再建に向けて、ไ度上

える公的資※がᑡなかったり、被害がᣑ大していた 7 月豪雨のᙳ㡪でࣛ࣎ンࢸアや民間

の人的資※もῶᑡしጞめるなど、まだまだ課題はᒣ✚していたが、体ໃを立て直した被災自

体が自ᚊ的に対応できる≧ែを取りᡠしているとุ᩿し、現地に㉱く現地支援はと

した。各自体の危機管理部局の職員とはつながりがฟ᮶ているため、相談にったりする

など、㐲㝸での支援は⥅⥆している。 

 なお、本✏ᇳ➹時点では、またࣈルーࢩートのかかっている住宅等がከくみられ、現地に

訪問するたࡧに被災者の生活再建はまだ㐨༙ࡤとなっていることを実ឤさせられる。本災

害で≛≅となった方のごෞ福と被災者の᪩期生活再建を㢪い、本✏をしめくくりたい。 
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៖者のᏳྰ確ㄆやࢽーࢬ把握のための調ᰝ（ローࣛー作ᡓ）提案といったල体的調整を行っ

た。また、Ⲉᮌ市からの౫㢗により、被災現場などのグ㘓用┿のᙳ・提供も行った。 

 

(4) ᦤὠ市 

㧗ᵳ・Ⲉᮌ方㠃への人員ὴ遣がጞまっていた㡭、RF がᦤὠ市をᕠ᳨していた。その際、

୍部の災害対応に詳しい職員に対して㐣度に㈇担が集୰しており、⥅⥆的な災害対応に支

㞀をきたすᜍれがあるとの報告があった。このため、当日、㧗ᵳ・Ⲉᮌ方㠃に向かっていた

人員 1 ྡがᛴ㑉ᦤὠ市に向かい、災害対応を担当していた防災管㈈課を訪問した。訪問した

際、上グ職員が体調不Ⰻとなっており、現地支援の対㇟にᦤὠ市もຍえることとなった。そ

の時点ですでに、大㜰府内の相応援としてሜ市がᦤὠ市に支援に入ることが決定してい

たため、ሜ市危機管理室と連ᦠしながら現地支援を行うことにした。 

≧ἣとしては、防災管㈈課の୍部職員に対して、災害対応に関するᑓ㛛的な知見やุ᩿に

かかわる問い合わせが集୰していた。⏒大な被害ではないことから、災害対応当ึから全庁

体ไになっておらࡎ、災害対応を行う防災管㈈課と、に、通常業務を行うの部局との業

務㔞のᕪがすでにみられていた。また、災害対応にᚑ事するのがึめての職員ࡤかりで、㠀

常に不Ᏻをᢪえていた。 

以上から、ᦤὠ市の課題として、ձ防災管㈈課への業務集୰、ղ担当職員の災害対応業務

に関する不Ᏻの 2 点に⤠り、この課題をゎᾘするべく支援を開ጞした。 

防災管㈈課職員の不Ᏻや業務㈇担集୰をゎᾘするために、ձ内閣府の地方㒔市等におけ

る地震対応の࢞ドࣛンによる災害対応業務の全体把握と㐍ᤖ管理の支援、ղ先を見㉺

した人ᮦ配置についての情報提供、ճ防災管㈈課とሜ市、センターとの⥅⥆的なࢽ࣑ࣗࢥ

ケーࣙࢩンの 3 つを実施した。部局への業務の分担の実施は難しかったが、必要な人員配

置については、応援支援を行っていたሜ市職員のᑾ力もあり、業務がスムーࢬに実施できる

⛬度に調整できた。 

担当職員がឤࡌる災害対応業務への不Ᏻについては、担当職員の実施している内ᐜを後

ᢲしするような情報の提供の実施を行った。要配៖者対応や被災者支援メࣗࢽー、市町村

のື向などについて、直᥋的もしくはሜ市を通ࡌて間᥋的に提供した。大㜰府北部地震の特

ᚩとして、ከくの住宅被害が୍部ᦆቯにとどまるため市民へ説明しやすい内ᐜの被災者支

援メࣗࢽーがከくはなく、市民への説明にⱞ៖していた。そこで災害対応がึめての職員で

あっても❆ཱྀなどである⛬度情報提供できるようにするための説明用資料としての事例集

や市町村の≧ἣとẚ㍑しながら必要な情報を提供した。ẚ㍑的ᑠさい自体であること

から、市町村の㐍ᤖから取りṧされないよう支援する必要があり、ሜ市とは⥥ᐦに連⤡を

取り合い、支援を実施した。 
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4.1.2 ⌧ᆅㄪᰝの≧ἣ 

 

(1) ๓᪉㔪のỴᐃඛ㐵㝲のὴ㐵 

愛媛県およࡧ県内市町村の୰でも特に被害が大きいとされる宇和島市、大洲市、西予市に

おいての被害≧ἣを確ㄆすること、また庁内での災害対応≧ἣを確ㄆすることが┠的とさ

れた。 

また、本災害においては、愛媛県以外の被災地域であるᒸᒣ県、広島県などでも被害が⏒

大・広域であることから、愛媛県が外部支援を༑分に受けることができるのかということが

懸念された。公的支援としては、関西広域連合からは࢘࢝ࠕンターࣃート方ᘧࠖでዉⰋ県、

ᚨ島県の 2 県からの支援が決定し、8 日から職員がὴ遣された。また総務┬から要ㄳのあっ

た宇和島市に対してはࠕ災害マネジメント総ᣓ支援員ࠖとしてᚨ島県の支援が決定し、9 日

から職員がὴ遣された。しかしᒸᒣ県、広島県とẚ㍑すると、報㐨㔞の㐪いや交通アクセス

の౽ᛶを考えた場合、公的支援よりもࣛ࣎ンࢸアなどの民間支援がの人数が集まるの

かどうかも懸念された。 

先遣隊が愛媛県庁に入った 7 月 9 日㐣ࡂの時点では、3 㝵の災害対策本部ᇳ務室におい

て自衛隊、ᾏ上保Ᏻ庁、内閣府防災、総務┬、関西広域連合などの外部応援機関が活ືを行っ

ており、11 㝵の災害対策本部ᇳ務室では被災者支援⌜と㣗料≀資対策⌜が活ືしていたが、

災害対策本部㐠Ⴀにおいて特にΰした様子は見られなかった。 

 9 日ኪに実施された災害対策本部会議においては、ࠕ行方不明者の᪩期発見 Ỉ・ᐙ᩿ࠕࠖ、

ᒇ被害から避難生活が長期化するため避難所へのケアの実施 復ᪧ・復興へ向けたṇしいࠕࠖ、

情報集ࠖなど明確に┠ᶆが提示されている様子であった。 

課題としては、特に被災が大きかった宇和島市、大洲市、西予市の 3 市に愛媛県庁からࣜ

ン職ࢰ࢚ン職員を㏦りこんでいたが、どのような情報を集するべきであるのかがࣜࢰ࢚

員ではุりかࡡるという≧ἣもあり、༑分に市町村からの情報があがってこࡎ、県庁内にい

る職員が災害の全体ീをつかみかࡡていたことがᣲࡆられた。そこでセンターには被災市

町村の≧ἣについての情報提供や対応ࣅジࣙンなどにおいてຓゝがồめられることになっ

た。 
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➨㸲❶ 7᭶㞵 

 

4.1 ឡ┴ 

 

4.1.1 ⌧ᆅ支援のᐇ≧ἣ 

 

(1) Ⓨ災┤ᚋのᑐᛂ⌧ᆅ支援యไのᴫせ 

7 月豪雨で被災した 4 県（愛媛県、広島県、ᒸᒣ県、ᒱ㜧県）に対して、人と防災ᮍ᮶セ

ンター（以ୗ、ࠕセンターࠖとࡪ）では 7 月 9 日に支援活ືについて協議を行い、同日୰

に要員をὴ遣することになった。7 月 8 日の愛媛県災害対策本部資料によると、15 時時点

での人的被害は死ஸ 19 ྡ、Ᏻྰ不明 7 ྡという≧ἣであった。 

RFࠕ、ェロー（以ୗࣇーチࢧࣜ とࠖࡪ）からの現地調ᰝに入るとの情報により、センター

の研究員 1 ྡを 9 日から先遣隊としてὴ遣し、RF と同行することになった。⩣ 10 日には

➨ 2 次隊のὴ遣を決定し現地支援を実施し、8 月 10 日の➨ 7 次隊をもって⥅⥆的な現地支

援を⤊した。7 月豪雨の被災地域は広域であったことから、各地域での≧ἣを見てὴ遣要

員の割りりを行った。 

表 4-1 に本災害の愛媛県現地支援におけるὴ遣体ไを示す。 

 

⾲ 4-1 ὴ㐵యไ  
⮬ ⮳ ὴ㐵◊✲ဨ ὴ㐵Ỵᐃ᪥ 

ඛ㐵㝲 7/9 7/10 ᮌ作 7/9 

➨ 2 ḟ㝲 7/12 7/14 ㎷ᒸ 7/9 

➨ 3 ḟ㝲 7/14 7/15 Ⳣ㔝、ᮌᒣ 7/13 

➨ 4 ḟ㝲 7/21 7/22 ㎷ᒸ 7/19 

➨ 5 ḟ㝲 7/26 7/26 Ⳣ㔝、ᮌ作 7/24 

➨ 6 ḟ㝲 8/2 8/3 Ⳣ㔝、㎷ᒸ、 8/1 

➨ 7 ḟ㝲 8/9 8/10 Ⳣ㔝 8/3 
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➨ 6 ḟ㝲 8/2 8/3 Ⳣ㔝、㎷ᒸ、 8/1 

➨ 7 ḟ㝲 8/9 8/10 Ⳣ㔝 8/3 
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ᅗ 4-2 3 㝵㓄⨨ᅗ         ᅗ 4-3 11 㝵㓄⨨ 

  

 

 

┿ 4-1 3 㝵災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ᐊ(07.09 ᙳ㸧 ┿ 4-2 11 㝵災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ᐊ(07.10 ᙳ) 

┿ 4-3 災ᐖᑐᛂ᳨ド⟽のタ⨨(07.02 ᙳ) 
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ᅗ 4-1 ὴ㐵ඛ୍ぴ  

 

(2) ឡ┴災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㸸ᇳົᐊ 

愛媛県庁では➨୍別㤋 3 㝵の会議室が災害対策本部のᇳ務室として用されていた（ᅗ

4-2 参↷）。3 㝵では⤫ᣓྖ௧部の機能を୰心にᵓ成されていた。作ᡓྖ௧ࢢループとして、

災害対策本部担当、災害対応担当、グ㘓担当が部ᒇの୰心部に配置されており、その࿘㎶を

取りᅖࡴように情報集・連⤡⌜、広域応援・ᩆຓ⌜、情報ࢩスࢸム㐠用⌜、ࣛ ・ンࣛࣇ

交通対策⌜、⯟✵㐠用調整⌜といった⌜が配置されていた。また自衛隊、ᾏ上保Ᏻ庁、内閣

府防災、総務┬、関西広域連合などの外部応援機関も同室内に配置されていた。 

その後、3 㝵のᇳ務室だけでは㐠用がᅔ難になったため、同建≀内 11 㝵の会議室もᣑ大

用されるようになった。11 㝵では各対策部のୗに⣣࡙く被災者支援ࢢループ、㣗料≀資

対策ࢢループとともに、外部からの応援職員を調整する受入調整⌜、人事⌜、ᅜ関ಀ機関（⤒

῭⏘業┬、ཌ生ປാ┬、内閣府、防災⛉Ꮫᢏ⾡研究所など）や་⒪⣔応援機関（DMAT、DPAT、

DHEAT）でᵓ成されていた（ᅗ 4-3）。 

災害対策本部の入ཱྀ㏆には、ㄡでも意見がᢞภできるようࠕ災害対応を行ってみての意

見・ឤ想ࠖをグ㍕できるアンケート用⣬が設置されており、内部・外部からに関わら᳨ࡎド

意見を集する配៖がされていた（┿ 4-3）。 
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4.1.3 支援᪉㔪のỴᐃᐇ  

 

愛媛県庁では、災害対策本部の㐠Ⴀに資する支援活ືを行った。センターのマネジメント

研ಟの受ㅮ⤒㦂者が防災危機管理課にいたことから、彼らを通ࡌて支援活ືを行った。 

 

(1) 被災市町村のື࡚࠸ࡘࡁの情報ඹ᭷ 

愛媛県職員は庁内での業務がከᛁをᴟめ、実際に被災市町村へฟ向いて現場での様子を

確ㄆすることができていなかった。また、県庁からのࣜࢰ࢚ン職員をὴ遣するも≧ἣがうま

くᥗめない≧ἣが⥆いていた。特に保健福祉課からは宇和島市からの情報とࢽーࢬが上

がってこないことを懸念し、NPO/NGO との情報共有会議に参ຍしていた。研究員がネット

ワークを持つ NPO/NGO 職員も参ຍしていたため、県庁との情報共有をよりにできる

よう、人的ネットワークを⧅ࡄ支援を行った。その後も定期的に開かれる NPO/NGO との調

整会議において、被災市町村でのࢽーࢬや課題などについて相談できる場を持つことがで

きた。 

 

(2) እ㒊ᛂ援⫋ဨの⤂ 

愛媛県庁では被災 3 市（宇和島市、大洲市、西予市）から、被害ㄆ定調ᰝや⨯災ド明᭩の

交のためのマネジメントができる外部応援職員を⤂してしい旨の問い合わせがあっ

た。被災者支援ࢢループが適切な人ᮦを᥈すのにⱞ៖をしていたため、㐣去にセンターの研

ಟを受ㅮした行政職員のうち実際の災害対応⤒㦂のある人ᮦや、㐣去に被災⤒㦂のある自

体の職員で必要なマネジメント業務がྍ能な人≀の⤂を行った。 

 

(3) ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃ・被ᐖㄆᐃㄪᰝࡿ㈨ᩱの提供 

被災市町村からከ様な問合せがከく、県の被災者支援ࢢループに㟁話が集୰している≧

ἣであった。市町村では被災者からの問い合わせに対して対応できࡎ、ゎ決策をồめて県庁

に連⤡をしていた。被災した住民からはࠕ⨯災ド明᭩交の開ጞ時期 がࠖ知らされていない

ことへの不‶や、被害ㄆ定調ᰝの┠的を理ゎしていない住民からの不Ᏻのኌ、避難所外避難

者への≀資提供方ἲの問い合わせなどが発生していた。⤫合するとࠕ行政から被災者 へࠖの

適切な広報・࿘知のḞዴがཎᅉでΰが発生しているᜍれがあった。そのため、୍ 度ワンス

トップセンターのように総合的に相談を受けつけ、適切・ᰂ㌾に対応・情報提供ができる場

の必要ᛶを提案した。また、㐣去にセンターで作成したワンストップセンターに関する資料

を提供し、これは、県から市町村へ説明する際の資料の୍部となった。 

また、応ᛴ危㝤度ุ定にかかる各市町村のุ定ᇶ‽にࣛࣂつきが見られるとの懸念が

あったため、市町村向けに広報する資料の要望があった。そこで応ᛴ危㝤度ุ定について⤒

㦂㇏ᐩな大Ꮫ有㆑者から資料提供を受け、県庁担当者が有㆑者と⥅⥆的な連⤡が取れるよ

う௰のປをとった。同資料内ᐜについては県庁࣍ーム࣌ージで公開し、住民にも広く࿘知
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また、3 㝵と 11 㝵の災害対策本部ᇳ務室では✵間的㝸㞳があったものの、情報集⌜に

所ᒓする危機管理課職員㐩が、各組織やࢢループ間を意㆑的に行き᮶することで情報共有・

相談をしながら部局間調整を行っていたため、≧ἣㄆ㆑の⤫୍において大きな問題にはな

らなかった。 

特に 11 㝵の災害対策本部室では外部応援機関の༨める割合がከいこともあり、࢜ープン

に情報共有ができる✵間となっていた。各関ಀ機関、対策ࢢループ間でのやり取りも、㔜要

情報や関連事㡯については、担当者同ኈで常に情報交換がྍ能であったことにより、今回の

災害対応における部局・ከ機関連ᦠをಁしたと考えられる。 

 

(3) ឡ┴災ᐖᮏ㒊㆟ 

災害対策本部会議は、➨୍別㤋 3 㝵の会議室において開ദされていた。内部関ಀ者や外部

応援機関の職員などが参ຍしており、部ᒇの大きさに対して参ຍ者がከく、会議室に人が入

り切れていない≧ἣであった。会議ᙧែとしては各部署からの報告が୰心であった。 

 

 

┿ 4-4 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㆟のᵝᏊ(ᕥ㸸07.09 ᙳྑࠊ㸸07.12 ᙳ) 
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長期化する避難者（建築型仮設住宅・借上型仮設住宅・在宅避難者）へのケア、孤立防止

の見守り、日常の生活相談支援から地域支援まで幅広く支援が行える事業であり、東日本大

震災における宮城県・仙台市での取り組みを参考に熊本県で活用された枠組みで、詳細を熟

知した研究員から事例導入に向けた説明・相談を行った。9 月には愛媛県地域支え合いセン

ターが設置され（愛媛県社会福祉協議会委託）、被災市町村においても宇和島市、八幡浜市、

大洲市、西予市において開設された。 

 

(9) 各被災市町村への情報提供・運営支援 

研究員の個人的ネットワークも活用することで、内閣府情報先遣チームと共に被災市首

長への意見交換の場へ同行した。その効果は大きく、課題共有や今後の被災地域での見通し

について首長・幹部等と共有することができた。 

① 宇和島市 

7 月 14 日、内閣府と宇和島市長、市幹部とが意見交換の場を持つことができた。14 日時

点では土砂撤去にかかる課題（衛生上の問題、土砂撤去人員の不足）についての懸念が話題

となっていた。研究員からは土砂撤去は自衛隊などの公的機関の力を借りて実施をするべ

きなどの提案を行い、NPO/NGO などからの現場情報として、避難所での衛生環境や関連死

について注意が必要である旨を伝えた。 

この意見交換の後、副市長とは別途、先を見据えた災害対応について情報提供を行った。

訪問時には、平時モードのまま災害対応がなされようとしていたため、災害対応マネジメン

トが確立されるように提案を行った。また幹部が情報をきちんと把握できていないよう見

受けられたため、彼らへの適切な情報提供・提案から政策調整ができるような参謀的役割が

必要であることを伝え、県の管理職などをつけるといった対応を提案した。また被災者生活

再建など今後は部局をまたいだ事案が発生することを伝えたことから、市から組織作りの

参考となる資料の要望があった。後日、副市長には関東北部豪雨での常総市での組織事例、

熊本市の復興誌などの参考箇所を提示し、数日後にはプロジェクトベースでの分担表が作

成されるなど大きな改善が見られた。 

1 週間後に再度市を訪問した際には、担当者レベルの職員と情報共有を行う機会があった。

特に懸念されていたのが、被害が大きかった吉田地域での二次被害の心配で、雨が降る度に

土砂災害がまた発生しないかと市側も住民側も懸念していた。 

被災者対応については、被災者相談は保健福祉部の対応により、本庁以外の地域（3 つの

支所）でも相談が行われ、想定質問集は総務課が作成するなど、各課をまたいだ役割分担が

できていた。災害対策本部会議においても、部署ごとでなく機能・業務ごとの対応報告が幹

部から指示されるなどプロジェクトベースでの対応が浸透している様子であった。機能別

のチーム編成は市長直轄の市長公室が作成しており、時期や課題に合わせて組みなおす考

えで作成されていた。全体調整は危機管理課長が庁内を見回り、各部署での課題については

毎朝の幹部会議で報告・相談して方針が決まっているようであった。 
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することで、被害ㄆ定調ᰝ๓に住民が自㌟で被災のドᣐ┿を取っておくことをಁすなど

対策をとれるよう提案した。その際には、࣍ーム࣌ージに㝈らࡎ避難所、役所❆ཱྀ、ࣛ࣎ン

た࿘知についても提案し、内閣府から公開されている説明資料を⤂しࡌアなどを通ࢸ

た。 

 

(4) 災ᐖ㛵㐃Ṛಀࡿ情報提供 

被災市町村から災害関連死にヱ当するྍ能ᛶがある案௳が上がってきたため、་⒪対策

課職員より県での担当部署や対応策などについて相談を受けた。㐣去の資料や県担当

者（᪂₲県、長㔝県、㫽取県）から集した内ᐜから資料を作成し、情報提供を行った。同

時に災害支援にあたっている者のメンタル࣊ルスについての注意ႏ㉳も行った。 

個別に西予市危機管理担当者から、関連死ㄆ定委員会などに関する問い合わせがあった

ため、୍⯡的なᡭ⥆きὶれと注意点について説明を行った。 

 

(5) ᅵ◁᧔ཤಀࡿ情報提供 

県内でከくの土砂災害が発生している≧ἣから、ᐙᒇ内の土砂撤去が課題になると考え

られたため、土砂撤去のᡭẁについて災害ᩆຓἲやᗫᲠ≀ฎ理ἲなどで用できるไ度を

まとめた資料を土ᮌ部建設住宅課へ提供した。情報提供後に個別に問合せがあったため、研

究員から㐣去事例などをྵめた説明を行った。 

 

(6) 㛗ᮇ㑊㞴ಀࡿ情報提供 

土砂災害による二次被害が懸念される地域において長期避難を᳨ウしているが、ไ度の

ᇶ‽や㐣去事例に関しての問合せがあった。ᕞ北部豪雨での被災自体の担当者（福ᒸ

県・朝市など）に問い合わせを行い、ᇶ本的な考え方やไ度的な課題についてのຓゝを受

け、県担当者に伝えた。また危機管理部局だけではゎ決しがたい課題であるため、福祉部局、

土ᮌ・建築など部局をᕳき㎸んでの協議をするよう提案した。 

 

(7) 㑊㞴⪅支援యไಀࡿ情報提供 

今後の復興に向けて、市町村が୰心となった生活再建支援業務にࣇェーࢬがኚわってい

く上で、市町村をୗ支えする、県としての避難者支援体ไを᪩期に整えることの㔜要ᛶを説

明した。その説明を受け、県職員からは支援組織体ไ案が提示され、また県⊂自の支援政策

を作ることや県内市町村へ୍体的なメࣗࢽーを提示するといった考え方を┒り㎸んでもら

うことができた。研究員からは⿵足資料の提供や⥅⥆的なアドࣂスを実施した。 

 

(8) 被災⪅⏕ά支援ಀࡿ情報提供 

被災者生活再建で用できるไ度として、㐣去災害で活用された地域支え合いセンター

事業に関する情報を、防災危機管理課、保健福祉課の職員に提供を行った。 



43 
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あった様子）。 

本部室ྑ側の島は、応援職員࢚ࣜアで、愛媛県ࣜࢰ࢚ン、県内の市町村（西᮲市）、熊本

市、危機管理課から 1 ྡが同ࡌ島内にᮘを設置していることから、情報共有がされやすいែ

ໃが整っていた。୰ኸの島は災害対策本部の㟁話受、ᕥ側の島は情報集⣙とり分けをす

るように機能が分かれていた。すࡄ㞄には幹部職員の島があり、意ᛮ決定が༶ᗙに行える体

ไになっていた。 

特に情報集⌜が各避難所連⤡用として、現時点での᭱᪂情報をまとめた A0 のᶍࢬࢧ

㐀⣬を毎日作成しており、住民への情報共有がᚭᗏされていたとこࢁは特➹に್する。庁内

用としても、応援職員や各部職員が現≧ㄆ㆑を⤫୍するために役立っていた。 

そのか、報㐨対応においては課長クࣛスの担当が 2 ྡで対応を行っており、そこ以外か

らの情報はฟさないようᚭᗏされていた。 

また、の被災市町村に先㥑けて、被災者支援ࣁンドࣈックの作成を᪩期からᡭけてお

り、㠀常に᪩いタ࣑ンࢢでどのような支援の提供ができるのかを住民に明示されていた。  

その、個別対応としては、危機管理課より災害関連死ㄆ定委員会について問い合わせが

あったため、୍ ⯡的なᡭ⥆きのὶれや注意点について提案を行った。また⏘業建設部環境衛

生課より公㈝ゎ体についての問い合わせがあったため、ᕞ北部豪雨の被災地である朝

市での事例について情報提供を行った。 

 

     

┿ 4-7 すண市災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ᐊ(07.22 ᙳ) ┿ 4-8 すண市情報ඹ᭷07.22)ࢺ࣮ࢩ ᙳ) 

 

ճ Ὢ市 

7 月 14 日、内閣府と大洲市長、総務部長との意見交換の場を持つことができた。被災し

た現地┿などを用いて現≧報告と課題について議ㄽした。訪問時においては、浸Ỉした建

≀がከいこともあって、災害࣑ࢦの∦࡙けや防対策、避難所対応、Ỉ㐨復ᪧなどが課題と
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また懸念されていた要配៖者や⊂ᒃ㧗㱋者へのᏳྰ確ㄆや≧ἣ調ᰝは㧗㱋者福祉課にお

いて⥅⥆的に支援がされていた。避難所へは保健ᖌがᕠ回するなどの対応がとられていた。 

7 月 20 日より市の体ไᙉ化のため、ᅜから宇和島特別支援チームとして、総務┬、ཌ生

ປാ┬、環境┬、防衛┬などから幹部レベル職員が支援に入っており、事案決定のスࣆード

が㠀常に᪩くなっていることがឤࡌられた。 

方、避難所関ಀへの支援は県（ዉⰋ県、ᚨ島県、福ᒸ県など）からの応援職員による

支援が入り、毎日の活ື⤊後に避難所チームが集まり、情報共有と課題を᳨ウする会議が

実施されていた。その日にฟてきたࢽーࢬや課題は、避難所⤫ᣓのᩍ⫱委員会へ報告し、市

の各関ಀ部署に⧅ࡂながらゎ決されている様子であり、㠀常にⰋい㞺ᅖẼで㐍んでいた。 

 

  
┿ 4-5 宇和島市ᙺᡤᥖ♧ᯈ(07.14 ᙳ) ┿ 4-6 宇和島市ᙺᡤධཱྀཷ(07.14 ᪥ᙳ) 

 

ղ すண市 

7 月 14 日、副市長、危機管理課長などの職員へのᣵᣜと、危機管理担当者への相談事㡯

について対応を行った。西予市危機管理担当職員が、センターの研ಟ受ㅮ⤒㦂者であったこ

とからも、当ึからスムーࢬに災害対策本部内に入ることができた。センターの研ಟなどを

通ࡌ、西予市担当職員と愛媛県担当職員もいに知ᕫであったことから、県との㟁話による

情報共有や相談などが行われていた。 

西予市に対ཱྀ支援ᅋ体として、熊本地震での災害対応⤒㦂が㇏ᐩな熊本市が応援で入っ

ていたこともあり、災害対応における課題の先ㄞみ、課題ゎ決における知見共有がなされて

おり、の被災市町村にẚべると職員がᏳ心して対応できている様子であった。 

災害対策本部のᇳ務室は、᪂庁⯋ 5 㝵の大会議室が用されていた。広ࠎとした✵間であ

り、同室内はࣛ࢞ス㉺しで危機管理室と㞄᥋しており、災害時用を想定した作りとなって

いた。 

本部ᇳ務室ዟは実ാ部隊として自衛隊、་⒪関ಀ機関（DMAT、DPAT など）、TEC-FORCE

などのᇳ務用の島（」数のࢸーࣈル⩌）が配置されていた。特に自衛隊は被災市町村 3 市の

⤫合部隊が西予市をᣐ点にしたことから、市にẚ㍑して広いス࣌ースで活ືを行ってい

た（地理的に西予市が୰ኸに置するという意でฟືᣐ点にしやすいという理⏤からで
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┿ 4-5 宇和島市ᙺᡤᥖ♧ᯈ(07.14 ᙳ) ┿ 4-6 宇和島市ᙺᡤධཱྀཷ(07.14 ᪥ᙳ) 
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(10) 支援άືの⤊ 

愛媛県においては、発災直後から数日間は、ձ庁内での連ᦠ体ไが⥅⥆的にᵓ築されるか、

ղ被災市町村との連⤡や情報共有が適切に行われるか、ճ୍部の職員の㐣㈇担となる本部

㐠Ⴀ体ไとなっていないか、といった点に懸念があった。そのため、現地へのὴ遣を⥅⥆す

ることとしたが、➨ 3 次隊ὴ遣（7 月 14 日㹼15 日）以降は、本部㐠Ⴀがある⛬度Ᏻ定して

行われているとุ᩿できたことから、㝶時、㟁話やメール等で災害対応に関する問い合わせ

に対して情報提供をする体ไをᵓ築し、愛媛県へのὴ遣㢖度をῶらした。➨ 7 次隊ὴ遣（8

月 9 日㹼10 日）で、被災 3 県（愛媛県、広島県、ᒸᒣ県）で୰長期的など点を持った体ไ

ᵓ築が㐩成されているのを確ㄆし、愛媛県への研究員のὴ遣を⤊した。その後は、セン

ターからのຓゝや情報提供を行う体ไを⥅⥆することとした。 

愛媛県においてはᒸᒣ県、広島県などの被災県にẚべ、本災害への支援のᡭはᑡなかっ

たこととᛮわれる。そのような୰でも、愛媛県・県内被災市町村の職員のⓙさまは、住民の

ことを➨୍にᛮいながら被災者支援、復ᪧ・復興へ向けて活ືをされており、その⊩㌟的な

ごᑾ力にᩗ意を表する。本災害で≛≅となった方ࠎへのごෞ福をお♳りするとともに、被災

した地域・住民のⓙさまが᪂しい生活を取りᡠし、さらに๓㐍されることを心から㢪い、本

✏を⥾めくくりたい。 
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してᣲࡆられていた。また、避難所対応に市職員の人ᡭが取られているため、職員にఇ㣴を

取らせると同時に、避難所集⣙が必要であるということもㄆ㆑されていた。また、内閣府に

対しては、ࣛ 。ンの復ᪧに向けた応援体ไ、ᢏ⾡⣔職員のὴ遣要望などが伝えられたࣛࣇ

大洲市においては、Ỉ害による浸Ỉ被害に役所・住民ともに、ある⛬度័れていたため、㐣

去の⤒㦂をもとにึື対応は㐍んでいるように見られた。内閣府との意見交換の場が設け

られたことにより、㏆㞄市町村との⨯災ド明᭩交のタ࣑ンࢢをᥞえることや、仮設住

宅・災害公Ⴀ住宅の所要数を᪩期に見✚もることなどについてアドࣂスがあった。 

1 週間後に災害対策本部ᇳ務室を訪問した際には、応援ࣜࢰ࢚ン職員たちとの情報共有も

スムーࢬに行われており、幹部への⪺き取りからも対応は㡰調であった。本部室は 3 㝵の危

機管理課ᶓの会議室 1・2 を 2 部ᒇつなࡆた広い✵間に設置されており、地ᅗをከ用した情

報共有体ไが取られていた。 

さらに後日、訪問した際には 2 㝵の大࣍ールを用し、⨯災ド明᭩（୍⯡用と事業者用）、

見⯙㔠、住宅応ᛴಟ理、被災者生活再建支援ไ度の受までワンストップᙧᘧによる❆ཱྀ対

応が行われていた。同ࡌ受ࣇロアでは、健ᗣ相談❆ཱྀが設けられており住民へのᅔりごと

の対応を行っているなど、そののᅔりごと（災害࣑ࢦやᾘẘなど）にもどこか担当❆ཱྀで

あるのかがわかりやすく提示されていた。 

 

  

┿ 4-9 Ὢ市災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ᐊ(07.22 ᙳ) 

 

  

┿ 4-10 Ὢ市⨯災ド᫂➼Ⓨ⾜❆ཱྀ

ሙ(08.03 ᙳ) 
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⾲ 4-2 ὴ㐵యไ 

 ⮬ ⮳ ὴ㐵◊✲ဨ࡞ ὴ㐵Ỵᐃ᪥ 

ඛ㐵㝲 7/9 7/10 㧘ᒸ、ᮌᒣ 7/9 

➨ 2 ḟ㝲 7/11 7/13 ୰ᯘ（7/12-）、㧗ᒸ（-7/12）、ᮌᒣ（-7/12） 7/10 

➨ 3 ḟ㝲 7/15 7/16 Ⳣ㔝、ᮌᒣ 7/13 

➨ 4 ḟ㝲 7/18 7/18 ᓊỤ 

7/17 ➨ 5 ḟ㝲 7/20 7/22 Ⳣ㔝（-7/21）、୰ᯘ、㎷ᒸ（-7/21） 

➨ 6 ḟ㝲 7/23 7/25 ᮌ作（-7/24）、ᮌᒣ（-7/25） 

➨ 7 ḟ㝲 7/25 7/27 Ἑ田（-7/25）、（7/26）、ᓊỤ 7/24 

➨ 8 ḟ㝲 7/30 8/2 

Ἑ田（-7/30、8/1-）、ᮌᒣ（-7/31） 

୰ᯘ（8/1-）、ᯇᕝ（7/31-8/1） 

Ⳣ㔝（8/1-）、ᮌ作（8/1-） 

7/26 

➨ 9 ḟ㝲 8/3 8/3 ᮌᒣ 8/1 

➨ 10 ḟ㝲 8/7 8/10 

Ⳣ㔝（8/8-8/9）、㎷ᒸ（8/10）、（8/9-） 

ᮌ作（8/8-8/9）、Ἑ田（8/10） 

ᮌᒣ（8/9-8/10）、ᓊỤ（-8/8） 

8/3 

➨ 11 ḟ㝲 8/13 8/13 Ⳣ㔝 8/10 

*㸸交通≧ἣなどによりὴ遣期間がኚ᭦になったものがྵまれており、ὴ遣期間は実⦼をグ㍕した。 
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4.2 ᗈ島┴ 

 

4.2.1 ⌧ᆅ支援のᐇ≧ἣ 

 

(1) ึᮇのᑐᛂ⌧ᆅ支援యไのᴫせ 

7 月豪雨では、台㢼 7 ྕやᱵ雨๓⥺のᙳ㡪により西日本を୰心とした広い⠊ᅖでグ㘓的な

大雨となり、各地で⏒大な被害が発生した。 

広島県においては、7 月 6 日㐣ࡂから 7 日朝にかけて大雨となり、県内の 22 市町に大

雨特別㆙報が発表された。また、9 日 6 時 45 分時点の㠀常災害対策本部作成資料ࠕ平成 30

ᖺ台㢼➨ 7 ྕおよࡧ๓⥺等による被害≧ἣ等について にࠖよれࡤ、広島県内の人的被害はこ

の時点で確ㄆされているだけでも死者 36 ྡ、行方不明者 17 ྡが発生し、いࡎれも㒔㐨府

県別では全ᅜ᭱大となっていた。 

この災害に対して、センターは、ᅜや被災自体による各✀の被害報告、RF などからの

情報や報㐨情報などをもとに、大㜰府北部地震の被災地の二次災害の発生≧ἣや、各地の被

害情報などを集していた。被害が広⠊ᅖかつ⏒大となっていることから、9 日 9 時から所

内で会議を行い、同日からᒸᒣ県、広島県、愛媛県へ自的に研究員をὴ遣することを決定

した。広島県へは先遣隊として 2 ྡの研究員（ᒸᒣ県への先遣隊をවࡡる）をὴ遣した。そ

の後、⩣ 10 日には➨ 2 次隊のὴ遣を決定するなど、㝶時ὴ遣体ไを決定して現地支援を行

い、8 月 13 日の➨ 11 次隊のὴ遣をもって⥅⥆的な現地支援を⤊した。 

ὴ遣決定を行った当時のセンターは、大㜰府北部地震の被災自体へ行っていた⥅⥆的

な支援活ືをᴫࡡ⤊し、個別の復ᪧ対策などに対して㝶時ຓゝなどを行う体ไに⛣行し

た直後の≧ែにあり、ࡰ合間を入れࡎに 7 月豪雨の被災地への現地支援を行うこととなっ

た。 

なお、広島県内に発表されていたẼ㇟㆙報（大雨㆙報）およࡧ土砂災害㆙ᡄ情報は 9 日ᮍ

明にゎ㝖（大雨㆙報については大雨注意報に切᭰）されており、広島県への先遣隊のὴ遣を

決定したẁ㝵では、現地入りをする上で᭱ప㝈のᏳ全ᛶが確ㄆされていた。 

以ୗに本災害の現地支援におけるὴ遣体ไを示す。 
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なお、་⒪対応については、ࠕ➨ 6 ❶ ་⒪支援ࠖにおいてグす。 

 

  
┿ 4-11 ⌧ᆅㄪᩚ㆟ࡧࡼ࠾ㄪᩚの≧ἣ(07.10 ᙳ) 

 

(4) ඛ㐵㝲ࡿࡼㄪᰝのᗈ島┴ᗇの≧ἣ㸦7᭶ 9᪥㹼10᪥㸧 

広島県は 7月 5日༗後 5時 15分に災害対策本部を設置した。研究員が฿╔した時点では、

県庁北㤋 4 㝵危機管理センターに災害対策本部事務局が設置されており、防災担当部局の

職員が୰心となって対応にあたっていた。事務局には、総務、調整、分ᯒグ㘓、生活情報

集、災害情報集の各ࢢループが置かれ、危機管理部局以外からの応援職員も配置されてい

た。被災市町の୍部には、県からࣜࢰ࢚ンをὴ遣して情報集などに当たっていた。 

また、同ࣇロアには⥭ᛴᾘ防援ຓ隊活ື調整本部が置かれるとともに、自衛隊やᾏ上保Ᏻ

庁、内閣府情報先遣チームをはࡌめとする関ಀ┬庁、関西広域連合、全ᅜ知事会、୰ᅜ地方

知事会、応援自体のࣜࢰ࢚ンなどが参集し、支援活ືを行っていた（┿ 4-12）。 

総務┬によるࠕ被災市༊町村応援職員確保ࢩスࢸム にࠖᇶ࡙く人的支援については、関ಀ

ᅋ体との調整をᅗりつつ、マッチンࢢの調整が行われていた。 

༗後 8 時 10 分からは、県庁➨୍会議室において災害対策本部会議が開ദされ、知事のྖ

会により被害≧ἣや対応≧ἣについて情報共有が行われた。会議の様子は庁内に配ಙされ

ており、応援機関も危機管理センターにおいてど⫈がྍ能だった。知事からは、人ᩆຓを

᭱ඃ先に取り組ࡴこと、被災者のど点に立った対応を行うこと、県民へ㎿㏿な情報提供を行

うことなどが指示されていた。 

10 日には、県庁北㤋 4 㝵の➨ 4 委員会室に、支援≀資の㍺㏦や管理を担当する⥭ᛴ≀資

調㐩ࢢループ、⥭ᛴ㍺㏦ࢢループが設置された。これらのࢢループは、ᅜの関ಀ┬庁とも連

ᦠしながら業務に当たっていた。 

また、ࢁࡦしま NPO センターおよࡧ全ᅜ災害ࣛ࣎ンࢸア支援ᅋ体ネットワーク（以ୗ、

アに関ࢸンࣛ࣎が広島県庁を訪問し、防災担当部局などに対し災害（ࡪJVOADࠖとࠕ

する情報提供などを行っていた。これらの取組については、別㡯（(7) 災害ࣛ࣎ンࢸアの

連ᦠ）においてグす。 
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4.2.2 ⌧ᆅㄪᰝの≧ἣ 

 

(1) ๓᪉㔪のỴᐃඛ㐵㝲のὴ㐵 

当ึは、広島県およࡧ被災市町において、防災担当部局や災害対策本部事務局を୰心とし

た必要な庁内⤫ไの実施、避難所におけるⰋዲな生活環境の確保や、被災者の生活再建に対

する支援などの対応について、୰長期的など点にᇶ࡙く適切なマネジメントがᅗられてい

るかを把握することとし、≧ἣに応ࡌて必要な支援を行うこととした。 

広島県庁には、センターからの先遣隊が฿╔した 7 月 9 日ኪのẁ㝵で、内閣府情報先遣

チームをはࡌめとする関ಀ┬庁、関西広域連合、全ᅜ知事会、୰ᅜ地方知事会、応援自体

のࣜࢰ࢚ンなどが参集し、支援活ືなどを行っていた。 

 

(2) ᚋ᪉支援άື 

本災害では、被災自体に提供する資料の作成などについてセンターでᚅ機している研

究員も࣏ࢧートを行った。また、支援活ື୰にの災害が発生した際の配ഛ体ไを調整する

など、センター全体として支援活ືをࣂックアップすることとした。 

 

(3) ㄪᰝのᴫせ 

センターでは、広島県の被害≧ἣと被災自体の対応≧ἣを調ᰝするため、研究員を各被

災自体へὴ遣し、現地調ᰝを実施した。7 月 9 日の༗๓୰にὴ遣を決定し、先遣隊となる

研究員はその日のうちに⛣ືして現地に฿╔したኤ方から᪩㏿ึ期調ᰝを開ጞした。また、

センターでは調ᰝ⤖果などを㋃まえて㝶時方針᳨ウ会議を開ദして支援などの方針を決定

するとともに、㡰次研究員をὴ遣し、8 月 13 日までの間、被災自体を⥅⥆的にᕠ回する

ᙧで現地調ᰝおよࡧ支援を行った。 

なお、現地฿╔以๓のな対応≧ἣは次のとおりである。 

・7 月 6 日に広島市、ᆏ町に災害ᩆຓἲが適用（適用日㸸7 月 5 日）された。なお、対㇟市

町は㡰次をᣑ大され、᭱⤊的には県内 13 市町に適用された。 

・7 月 8 日には広島市に被災者生活再建支援ἲが適用されていた（13 日には県全域に適用

となった）。 

・7 月 9 日には防災担当大⮧をᅋ長とする政府調ᰝᅋが広島県庁を訪問し、知事などとの意

見交換が行われた。ᅜに対しては、㕲㐨や㐨㊰の᪩期復ᪧ支援、⃭ ⏒災害の᪩期指定など

の要望が行われた。 

・総務┬は、7 月 7 日からࠕ被災市༊町村応援職員確保ࢩスࢸムࠖにᇶ࡙く人的支援にಀる

情報集を開ጞし、8 日には現地における情報集のため広島県庁に職員をὴ遣していた。

9 日からは、広島県庁において、関ಀᅋ体と応援職員ὴ遣の調整に関するࠕ現地調整会議ࠖ

が開ദされ、応援職員のὴ遣調整が開ጞされた（┿ 4-11）。 
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なお、་⒪対応については、ࠕ➨ 6 ❶ ་⒪支援ࠖにおいてグす。 
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また、応援ᅋ体が事務ฎ理などを行う受援ス࣌ースが、県庁北㤋 4 㝵から、3 㝵へ⛣設さ

れた（┿ 4-13）。 

 

  
┿ 4-13 ᛂ援ᅋయࡿࡼ࡞支援άືの≧ἣ(07.20 ᙳ) 

 

մ➨ 5 ḟ㝲㸦7 ᭶ 20 ᪥㹼22 ᪥㸧の࡞άື 

内閣府や関西広域連合、全ᅜ知事会、୰ᅜ地方知事会などのࣜࢰ࢚ンと意見交換を行うと

ともに、≧ἣㄆ㆑のすり合わせなどを行った。ᅜの各┬庁による連⤡会議が定期的に開ദさ

れていることが確ㄆされた。 

また、防災担当部局や福祉担当部局の職員とも意見交換を行った。 

յ➨ 6 ḟ㝲㹼➨ 7 ḟ㝲㸦7 ᭶ 23 ᪥㹼27 ᪥㸧の࡞άື 

ᘬき⥆いて関ಀ機関との意見交換などを行うとともに、防災担当部局の職員との意見交

換や、市町のどᐹ⤖果の報告などを行った。 

福祉担当部局では災害ᩆຓἲのฎ理体ไについて⪺き取り調ᰝを行うとともに、今後事

務が大幅にቑຍするおそれがあることから、組織体ไのᙉ化などについてຓゝを行った。 

また、7 月 24 日（➨ 6 次隊）からは、総務┬とも合同で市町の現地調ᰝを行い、その≧

ἣを適ᐅ広島県や応援ᅋ体へ情報提供するなど、現場レベルでの連ᦠをさらにᙉ化させた。 

ն➨ 8 ḟ㝲㹼➨ 9 ḟ㝲㸦7 ᭶ 30 ᪥㹼8 ᭶ 3 ᪥㸧の࡞άື 

ᘬき⥆いて関ಀ機関との意見交換などを行うとともに、防災担当部局の職員との意見交

換や、市町のどᐹ⤖果の報告などを行った。 

7 月 30 日には関西広域連合のᵓ成ᅋ体のࣜࢰ࢚ンなどと、今後の支援スケジࣗールなど

について意見交換などを行った。また、福祉担当部局の担当者と、災害ᩆຓἲのฎ理体ไに

ついて意見交換を行った。 

31 日には、県庁 6 㝵でࠕ➨ 1 回 7 月豪雨災害にకうᗫᲠ≀ฎ理に関する説明会ࠖが、㎰

ᯘ庁⯋ 1 㝵ではࠕ平成 30 ᖺ 7 月豪雨災害にಀる災害ᩆຓἲཬࡧ被災者生活再建支援ไ度等

担当者説明会ࠖが開ദされていた。担当課に確ㄆしたとこࢁ、後者の説明会については、༗

๓は広島県庁で、༗後は県東部で開ദするとのことだった。また、県庁 5 㝵（福祉担当部局
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┿ 4-12 ᛂ援ᅋయࡿࡼ࡞支援άືの≧ἣ(ᕥ㸸07.09 ᙳྑࠊ㸸07.10 ᙳ) 

 

(5) ➨ 2 ḟ㝲௨㝆ࡿࡼᗈ島┴ᗇへのㄪᰝの≧ἣ 

①➨ 2 ḟ㝲㸦7 ᭶ 11 ᪥㹼13 ᪥㸧の࡞άື 

災害対策本部事務局では、⥅⥆して被災市町からの情報集を行っていたが、被害の全体

ീの把握には⮳っていないおそれがあった。また、危機管理部局の職員は庁内での対応に㏣

われ、自ら現地に㉱くことがᅔ難であることが確ㄆされた。このため、センターでは現地調

ᰝによる市町の≧ἣを㝶時担当者へ報告し、必要なຓゝなどを行うこととした。 

また、関西広域連合が行った避難所ࢽーࢬ調ᰝについて、13 日に広島県庁において報告

会が行われた。調ᰝは 9 市町の避難所について行われており、⤫୍様ᘧにより避難者数、必

要≀ရ、懸念事㡯、所ឤ（今後の見㎸み、スタッࣇの実度、避難者の様子、衛生≧ἣなど）

についてグ㍕されていた。避難所設置が長期化するおそれについてゝཬする報告もྵまれ

ていた。 

ղ➨ 3 ḟ㝲㸦7 ᭶ 15 ᪥㹼16 ᪥㸧の࡞άື 

࿋市、熊㔝町、ᆏ町の現地調ᰝの⤖果について担当者への報告を行うとともに、県が把握

している被害≧ἣとㄆ㆑のࢬレが生ࡌているおそれがあることを指した。ే せて、ࣜ ࢰ࢚

ンを活用したさらなる情報集体ไのᙉ化や、個別案௳に対して部局ᶓ᩿で対応するため

の部㛛⤫合、≧ἣㄆ㆑の⤫୍を行う組織体ไのᵓ築などについてຓゝを行った。 

また、応ᛴ仮設住宅の担当部局を訪問し、現≧の取組≧ἣなどについて⪺き取り調ᰝを

行った。 

ճ➨ 4 ḟ㝲㸦7 ᭶ 18 ᪥㸧の࡞άື 

関西広域連合や全ᅜ知事会、୰ᅜ地方知事会のࣜࢰ࢚ンなどと意見交換を行うとともに、

≧ἣㄆ㆑のすり合わせなどを行った。広島県庁においては、応援ᅋ体相の調整などは個別

に行われており、広島県による受援調整会議などの開ദは確ㄆできなかった。このため、ㄆ

㆑⤫୍に㱈㱒が生ࡌるおそれや、応援機関が入ᡭした情報が広島県の応ᛴ対策に必ࡎしも

༑分に活用されないおそれがあるなど、応援ᅋ体と広島県との連ᦠ調整には改善のవ地が

あった。 
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また、応援ᅋ体が事務ฎ理などを行う受援ス࣌ースが、県庁北㤋 4 㝵から、3 㝵へ⛣設さ

れた（┿ 4-13）。 

 

  
┿ 4-13 ᛂ援ᅋయࡿࡼ࡞支援άືの≧ἣ(07.20 ᙳ) 

 

մ➨ 5 ḟ㝲㸦7 ᭶ 20 ᪥㹼22 ᪥㸧の࡞άື 

内閣府や関西広域連合、全ᅜ知事会、୰ᅜ地方知事会などのࣜࢰ࢚ンと意見交換を行うと

ともに、≧ἣㄆ㆑のすり合わせなどを行った。ᅜの各┬庁による連⤡会議が定期的に開ദさ

れていることが確ㄆされた。 

また、防災担当部局や福祉担当部局の職員とも意見交換を行った。 

յ➨ 6 ḟ㝲㹼➨ 7 ḟ㝲㸦7 ᭶ 23 ᪥㹼27 ᪥㸧の࡞άື 

ᘬき⥆いて関ಀ機関との意見交換などを行うとともに、防災担当部局の職員との意見交

換や、市町のどᐹ⤖果の報告などを行った。 

福祉担当部局では災害ᩆຓἲのฎ理体ไについて⪺き取り調ᰝを行うとともに、今後事

務が大幅にቑຍするおそれがあることから、組織体ไのᙉ化などについてຓゝを行った。 

また、7 月 24 日（➨ 6 次隊）からは、総務┬とも合同で市町の現地調ᰝを行い、その≧

ἣを適ᐅ広島県や応援ᅋ体へ情報提供するなど、現場レベルでの連ᦠをさらにᙉ化させた。 

ն➨ 8 ḟ㝲㹼➨ 9 ḟ㝲㸦7 ᭶ 30 ᪥㹼8 ᭶ 3 ᪥㸧の࡞άື 

ᘬき⥆いて関ಀ機関との意見交換などを行うとともに、防災担当部局の職員との意見交

換や、市町のどᐹ⤖果の報告などを行った。 

7 月 30 日には関西広域連合のᵓ成ᅋ体のࣜࢰ࢚ンなどと、今後の支援スケジࣗールなど

について意見交換などを行った。また、福祉担当部局の担当者と、災害ᩆຓἲのฎ理体ไに

ついて意見交換を行った。 

31 日には、県庁 6 㝵でࠕ➨ 1 回 7 月豪雨災害にకうᗫᲠ≀ฎ理に関する説明会ࠖが、㎰

ᯘ庁⯋ 1 㝵ではࠕ平成 30 ᖺ 7 月豪雨災害にಀる災害ᩆຓἲཬࡧ被災者生活再建支援ไ度等

担当者説明会ࠖが開ദされていた。担当課に確ㄆしたとこࢁ、後者の説明会については、༗

๓は広島県庁で、༗後は県東部で開ദするとのことだった。また、県庁 5 㝵（福祉担当部局
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┿ 4-12 ᛂ援ᅋయࡿࡼ࡞支援άືの≧ἣ(ᕥ㸸07.09 ᙳྑࠊ㸸07.10 ᙳ) 

 

(5) ➨ 2ḟ㝲௨㝆ࡿࡼᗈ島┴ᗇへのㄪᰝの≧ἣ 

①➨ 2 ḟ㝲㸦7 ᭶ 11 ᪥㹼13 ᪥㸧の࡞άື 

災害対策本部事務局では、⥅⥆して被災市町からの情報集を行っていたが、被害の全体

ീの把握には⮳っていないおそれがあった。また、危機管理部局の職員は庁内での対応に㏣

われ、自ら現地に㉱くことがᅔ難であることが確ㄆされた。このため、センターでは現地調

ᰝによる市町の≧ἣを㝶時担当者へ報告し、必要なຓゝなどを行うこととした。 

また、関西広域連合が行った避難所ࢽーࢬ調ᰝについて、13 日に広島県庁において報告

会が行われた。調ᰝは 9 市町の避難所について行われており、⤫୍様ᘧにより避難者数、必

要≀ရ、懸念事㡯、所ឤ（今後の見㎸み、スタッࣇの実度、避難者の様子、衛生≧ἣなど）

についてグ㍕されていた。避難所設置が長期化するおそれについてゝཬする報告もྵまれ

ていた。 

ղ➨ 3 ḟ㝲㸦7 ᭶ 15 ᪥㹼16 ᪥㸧の࡞άື 

࿋市、熊㔝町、ᆏ町の現地調ᰝの⤖果について担当者への報告を行うとともに、県が把握

している被害≧ἣとㄆ㆑のࢬレが生ࡌているおそれがあることを指した。ే せて、ࣜ ࢰ࢚

ンを活用したさらなる情報集体ไのᙉ化や、個別案௳に対して部局ᶓ᩿で対応するため

の部㛛⤫合、≧ἣㄆ㆑の⤫୍を行う組織体ไのᵓ築などについてຓゝを行った。 

また、応ᛴ仮設住宅の担当部局を訪問し、現≧の取組≧ἣなどについて⪺き取り調ᰝを

行った。 

ճ➨ 4 ḟ㝲㸦7 ᭶ 18 ᪥㸧の࡞άື 

関西広域連合や全ᅜ知事会、୰ᅜ地方知事会のࣜࢰ࢚ンなどと意見交換を行うとともに、

≧ἣㄆ㆑のすり合わせなどを行った。広島県庁においては、応援ᅋ体相の調整などは個別

に行われており、広島県による受援調整会議などの開ദは確ㄆできなかった。このため、ㄆ

㆑⤫୍に㱈㱒が生ࡌるおそれや、応援機関が入ᡭした情報が広島県の応ᛴ対策に必ࡎしも

༑分に活用されないおそれがあるなど、応援ᅋ体と広島県との連ᦠ調整には改善のవ地が

あった。 
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てຓゝを行った。また、センターとして必要な支援が㐜なく行えるよう、⥅⥆して訪問す

ることをセンター内で⏦し合わせた。 

ロードマップについては、9 日にはᆏ町ᑠᒇᾆ地༊で住民説明会が開ദされ、地域住民へ

の説明が行われた。住民からは、県や町に対し、当㠃の応ᛴ対策のみならࡎ、再発防止策や

生活再建などの課題などについてከくの質や要望がᐤせられていた。⩣ 10 日には、ᆏ町

ᆏ地༊において同ࡌく住民説明会がされるとのことであった。 

 

(6) 市町へのㄪᰝの≧ἣ 

①ᗈ島市 

 a ➨ 1ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 12᪥㸧 

市役所を訪問し、防災担当部局の職員からの⪺き取りにより現地調ᰝを行った。調ᰝ時点

では市の体ไに大きなΰは見られࡎ、被害の全体ീを把握した上で、୰長期的など点を持

ちながら対応している様子であった。 

 b ➨ 2ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 20᪥㸧 

Ᏻⱁ༊（▮㔝地༊）の避難所（▮㔝༡ᑠᏛᰯ）のどᐹを行った。避難所では✵調が✌ാし

ているか、ẁ࣎ールベッドが導入されていた。また、෭ⶶᗜが設置されており、Ὑ℆機も

導入予定とのことだった。その、自衛隊による入ᾎ支援が行われており、全体的にⰋዲな

環境であった（┿ 4-15）。 

 c ➨ 3ᅇ㹼➨ 4ᅇㄪᰝ㸦8᭶ 2᪥8ࠊ᪥㸧 

市役所（防災担当部局、福祉担当部局、住宅担当部局）を訪問し、被災者支援や借上型仮

設住宅の提供体ไについて意見交換を行った。 

 

  
┿ 4-14 ᗈ島市の被ᐖの≧ἣ(07.20 ᙳ) 
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のࣇロア）の会議室に、被災者生活再建チームのᇳ務ス࣌ースが確保され、災害ᩆຓ事務な

どを担当する職員体ไがቑᙉされていた。当ヱチームへは、その後にも⥅⥆的に訪問して意

見交換を行うとともに、必要に応ࡌて᪤ 災害の被災自体へアドࣂスをồめるようຓ

ゝを行った。 

8 月 3 日には、平成 30 ᖺ広島県議会 8 月⮫時会が開会され、災害復ᪧなどの⿵ṇ予⟬が

議決された。 

շ➨ 10 ḟ㝲㸦8 ᭶ 7 ᪥㹼10 ᪥㸧の࡞άື 

ᘬき⥆いて関ಀ機関との意見交換などを行うとともに、防災担当部局の職員との意見交

換や、市町のどᐹ⤖果の報告などを行った。関ಀ機関や応援ᅋ体のࣜࢰ࢚ンなどはࣆーク時

にẚべてかなりῶᑡしていた。 

この時点では、被災市町における被害ㄆ定調ᰝ（1 次調ᰝ）はᴫࡡ⤊しており、より実

情に合⮴する住ᐙ被害数が報告されていたため、広島県としてもᴫࡡの被害つᶍは把握で

きていた。 

これを受けて、広島県の関ಀ部局を訪問し、これまでの対応≧ἣや今後の方針などについ

て意見交換を行った。 

人事担当部局に対しては、借上型仮設住宅の提供に要する事務㔞が⭾大になりかࡡない

ことや、災害ᩆຓἲの事務ฎ理体ไについてຓゝを行った。 

また、住宅担当部局に対しては、๓㏙の借上型仮設住宅にかかわるຓゝにຍえ、総合的な

相談❆ཱྀにより被災者ࢽーࢬをくみ上ࡆる点があること、住宅⣔の施策についても福祉

担当部局との連ᦠがḞかせないことなどのຓゝを行うとともに、᪤ の被災地からࣁ࢘ࣀ

 。ことも有効であることを説明したࡪをᏛ࢘

さらに、避難所㐠Ⴀの関ಀ部局からも情報集を行った。 

ո➨ 11 ḟ㝲㸦8 ᭶ 13 ᪥㸧の࡞άື 

防災担当部局、福祉担当部局、人事担当部局、住宅担当部局との意見交換を行い、広島県

に対する⥅⥆的な支援は⤊した。 

չ┴ࡿࡼ⯆ᑐ⟇ 

7 月 30 日に、RF から࿋市の復興にಀるロードマップが公表されていることについて情報

提供を受けたため、⩣ 31 日に広島県の防災担当部局へ問い合わせを行った。 

当ヱ資料は、ࠗࠕ 平成 30 ᖺ 7 月豪雨災害にಀる応ᛴ復ᪧཬࡧ今後の取組について࠘㹼ኳ応

地༊生活再建へ向けたロードマップ（モࢹル）㹼ࠖとして 7 月 26 日に公表されており、広

島県の⏬担当部局が୰心となり取りまとめたもので、࿋市（ኳ応地༊）の復ᪧ復興につい

て今後の見通しを示すものであるとの説明を受けた。また、今回のロードマップはࢸスト

ケースでもあり、今後、の市町分も作成する予定であるとのことであった。 

8 月 2 日には⏬担当部局を訪問し、担当の幹部とロードマップについての意見交換を行

い、策定㐣⛬などについて情報集を行った。その際、課題に応ࡌて」数部局によるプロ

ジェクトチームを設して部局ᶓ᩿的に対応することや、ࣜࢰ࢚ンの体ไ実などについ
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てຓゝを行った。また、センターとして必要な支援が㐜なく行えるよう、⥅⥆して訪問す

ることをセンター内で⏦し合わせた。 

ロードマップについては、9 日にはᆏ町ᑠᒇᾆ地༊で住民説明会が開ദされ、地域住民へ

の説明が行われた。住民からは、県や町に対し、当㠃の応ᛴ対策のみならࡎ、再発防止策や

生活再建などの課題などについてከくの質や要望がᐤせられていた。⩣ 10 日には、ᆏ町

ᆏ地༊において同ࡌく住民説明会がされるとのことであった。 

 

(6) 市町へのㄪᰝの≧ἣ 

①ᗈ島市 

 a ➨ 1ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 12᪥㸧 

市役所を訪問し、防災担当部局の職員からの⪺き取りにより現地調ᰝを行った。調ᰝ時点

では市の体ไに大きなΰは見られࡎ、被害の全体ീを把握した上で、୰長期的など点を持

ちながら対応している様子であった。 

 b ➨ 2ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 20᪥㸧 

Ᏻⱁ༊（▮㔝地༊）の避難所（▮㔝༡ᑠᏛᰯ）のどᐹを行った。避難所では✵調が✌ാし

ているか、ẁ࣎ールベッドが導入されていた。また、෭ⶶᗜが設置されており、Ὑ℆機も

導入予定とのことだった。その、自衛隊による入ᾎ支援が行われており、全体的にⰋዲな

環境であった（┿ 4-15）。 

 c ➨ 3ᅇ㹼➨ 4ᅇㄪᰝ㸦8᭶ 2᪥8ࠊ᪥㸧 

市役所（防災担当部局、福祉担当部局、住宅担当部局）を訪問し、被災者支援や借上型仮

設住宅の提供体ไについて意見交換を行った。 

 

  
┿ 4-14 ᗈ島市の被ᐖの≧ἣ(07.20 ᙳ) 
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のࣇロア）の会議室に、被災者生活再建チームのᇳ務ス࣌ースが確保され、災害ᩆຓ事務な

どを担当する職員体ไがቑᙉされていた。当ヱチームへは、その後にも⥅⥆的に訪問して意

見交換を行うとともに、必要に応ࡌて᪤ 災害の被災自体へアドࣂスをồめるようຓ

ゝを行った。 

8 月 3 日には、平成 30 ᖺ広島県議会 8 月⮫時会が開会され、災害復ᪧなどの⿵ṇ予⟬が

議決された。 

շ➨ 10 ḟ㝲㸦8 ᭶ 7 ᪥㹼10 ᪥㸧の࡞άື 

ᘬき⥆いて関ಀ機関との意見交換などを行うとともに、防災担当部局の職員との意見交

換や、市町のどᐹ⤖果の報告などを行った。関ಀ機関や応援ᅋ体のࣜࢰ࢚ンなどはࣆーク時

にẚべてかなりῶᑡしていた。 

この時点では、被災市町における被害ㄆ定調ᰝ（1 次調ᰝ）はᴫࡡ⤊しており、より実

情に合⮴する住ᐙ被害数が報告されていたため、広島県としてもᴫࡡの被害つᶍは把握で

きていた。 

これを受けて、広島県の関ಀ部局を訪問し、これまでの対応≧ἣや今後の方針などについ

て意見交換を行った。 

人事担当部局に対しては、借上型仮設住宅の提供に要する事務㔞が⭾大になりかࡡない

ことや、災害ᩆຓἲの事務ฎ理体ไについてຓゝを行った。 

また、住宅担当部局に対しては、๓㏙の借上型仮設住宅にかかわるຓゝにຍえ、総合的な

相談❆ཱྀにより被災者ࢽーࢬをくみ上ࡆる点があること、住宅⣔の施策についても福祉

担当部局との連ᦠがḞかせないことなどのຓゝを行うとともに、᪤ の被災地からࣁ࢘ࣀ

 。ことも有効であることを説明したࡪをᏛ࢘

さらに、避難所㐠Ⴀの関ಀ部局からも情報集を行った。 

ո➨ 11 ḟ㝲㸦8 ᭶ 13 ᪥㸧の࡞άື 

防災担当部局、福祉担当部局、人事担当部局、住宅担当部局との意見交換を行い、広島県

に対する⥅⥆的な支援は⤊した。 

չ┴ࡿࡼ⯆ᑐ⟇ 

7 月 30 日に、RF から࿋市の復興にಀるロードマップが公表されていることについて情報

提供を受けたため、⩣ 31 日に広島県の防災担当部局へ問い合わせを行った。 

当ヱ資料は、ࠗࠕ 平成 30 ᖺ 7 月豪雨災害にಀる応ᛴ復ᪧཬࡧ今後の取組について࠘㹼ኳ応

地༊生活再建へ向けたロードマップ（モࢹル）㹼ࠖとして 7 月 26 日に公表されており、広

島県の⏬担当部局が୰心となり取りまとめたもので、࿋市（ኳ応地༊）の復ᪧ復興につい

て今後の見通しを示すものであるとの説明を受けた。また、今回のロードマップはࢸスト

ケースでもあり、今後、の市町分も作成する予定であるとのことであった。 

8 月 2 日には⏬担当部局を訪問し、担当の幹部とロードマップについての意見交換を行

い、策定㐣⛬などについて情報集を行った。その際、課題に応ࡌて」数部局によるプロ

ジェクトチームを設して部局ᶓ᩿的に対応することや、ࣜࢰ࢚ンの体ไ実などについ
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は被災者支援に関する庁内担当❆ཱྀや民間機関などを案内しているが、❆ཱྀ対応によって

ᚓられた被災者ࢽーࢬを施策にᫎさせる機能は有していなかった。さらに、福祉担当部局

の担当者から、要配៖者に対する対応などについて⪺き取り調ᰝを行った。 

また、くれ災害ࣛ࣎ンࢸアセンターを訪問し、⪺き取り調ᰝを行った（┿ 4-17）。 

 

  
┿ 4-16 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ົᒁ(07.21 ᙳ) 

  
┿ 07.21)࣮ࢱࣥࢭࢸࣥࣛ࣎災ᐖࢀࡃ 4-17 ᙳ) 

 

 d ➨ 4ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 25᪥㸧 

市役所を訪問し、防災担当部局およࡧ㟼ᒸ県からの⪺き取りなどにより現地調ᰝを行っ

た。市では毎朝災害対策本部会議が開ദされており、⥅⥆して対応に当たっていた。対応し

た職員によれࡤ、市の体ไはかなりⴠち╔いてきているとのㄆ㆑であった。 

࿋市は市域が広いため、各市民センター（各支所）においてࢽーࢬ把握などを行っていた。

⨯災ド明᭩の交に要する被害ㄆ定調ᰝを 7 月内に⤊させるため、交通などで県庁

から 復 5 時間を要するᏳᾆ地༊に関しては、25 日より 29 日まで 4 ⌜を現地ᐟにᐟἩさせ

る対応を行うということであった。 

また、被災௳数にẚして避難者数がᑡないため、市としては在宅避難者について心配して

いるようであった。 

e ➨ 5ᅇㄪᰝ㸦8᭶ 1᪥㸧 

避難所環境の改善にಀる実ែ調ᰝのため、ኳ応地༊の避難所を訪問し、衛生環境やẁ࣎ー
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┿ 4-15 ⮬⾨㝲ࡿࡼධᾎ支援のタ(07.20 ᙳ) 

 

ղ࿋市 

 a ➨ 1ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 12᪥㸧 

市役所を訪問し現地調ᰝを行った。災害対策本部は市役所 2 㝵に設置されており、本部室

にຍえて」数の会議室でᵓ成されていた。災害対策本部がある༊⏬はセࢸࣜࣗ࢟チェッ

クが行われており、ཎ๎として部外者が入室できないようࢰーン設定されていた。この時点

では被害が⏒大なኳ応地༊とᏳᾆ地༊をはࡌめ、5 箇所にཬࡪ孤立地༊（ィ 2,000 人以上が

在）への対応に㏣われていた。 

市役所 1 㝵では 7 月 10 日から⨯災ド明᭩交の受が設置されていた。この受は、7

月 10 日に開設されたとのことだった。また、同ࣇロアでは災害ࣛ࣎ンࢸアセンターも設

置され、࿋市社会福祉協議会が୰心となって㐠Ⴀされていたか、ᘚㆤኈ会による相談❆ཱྀ

も設置されていた。 

 b ➨ 2ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 16᪥㸧 

市役所を訪問し、現地調ᰝを行った。市役所 1 㝵では住民相談❆ཱྀが設置されていた。❆

ཱྀ担当者から⪺き取りしたとこࢁ、市内では」数の地༊で᩿Ỉが⥅⥆しており、特にᕝᑼ地

༊では⤥Ỉ施設の被災のため᩿Ỉが長期化することが懸念されていた。また、同ࣇロアでは

支援≀資支⤥、外ᅜ人相談の❆ཱྀも設置されていた。 

災害対策本部事務局の༊⏬には、災害マネジメント総ᣓ支援員のරᗜ県、対ཱྀ支援を行っ

ている㟼ᒸ県のか、広島県からのࣜࢰ࢚ンが㥔在しており、各ࠎから⪺き取り調ᰝを行っ

た。 

࿋市では、要配៖者のᏳྰ確ㄆが㐍められていることや、在宅避難者に対するࢽーࢬ調ᰝ

などについて᳨ウ୰であることなどを⪺き取りした。また、公Ⴀ住宅の入ᒃ者ເ集が開ጞさ

れており、借上型仮設住宅（民間㈤㈚住宅）の提供についても᳨ウ୰であるとのことだった。 

 c ➨ 3ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 21᪥㸧 

市役所を訪問し、防災担当部局およࡧ㟼ᒸ県からの⪺き取りなどにより現地調ᰝを行っ

た。行方不明者のᤚ⣴や᩿Ỉ、孤立集ⴠへの対応は౫↛⥅⥆していた（┿ 4-16）。 

市役所 1 㝵に設置されている住民相談❆ཱྀで⪺き取り調ᰝを行ったとこࢁ、担当❆ཱྀで
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は被災者支援に関する庁内担当❆ཱྀや民間機関などを案内しているが、❆ཱྀ対応によって

ᚓられた被災者ࢽーࢬを施策にᫎさせる機能は有していなかった。さらに、福祉担当部局

の担当者から、要配៖者に対する対応などについて⪺き取り調ᰝを行った。 

また、くれ災害ࣛ࣎ンࢸアセンターを訪問し、⪺き取り調ᰝを行った（┿ 4-17）。 

 

  
┿ 4-16 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ົᒁ(07.21 ᙳ) 

  
┿ 07.21)࣮ࢱࣥࢭࢸࣥࣛ࣎災ᐖࢀࡃ 4-17 ᙳ) 

 

 d ➨ 4ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 25᪥㸧 

市役所を訪問し、防災担当部局およࡧ㟼ᒸ県からの⪺き取りなどにより現地調ᰝを行っ

た。市では毎朝災害対策本部会議が開ദされており、⥅⥆して対応に当たっていた。対応し

た職員によれࡤ、市の体ไはかなりⴠち╔いてきているとのㄆ㆑であった。 

࿋市は市域が広いため、各市民センター（各支所）においてࢽーࢬ把握などを行っていた。

⨯災ド明᭩の交に要する被害ㄆ定調ᰝを 7 月内に⤊させるため、交通などで県庁

から 復 5 時間を要するᏳᾆ地༊に関しては、25 日より 29 日まで 4 ⌜を現地ᐟにᐟἩさせ

る対応を行うということであった。 

また、被災௳数にẚして避難者数がᑡないため、市としては在宅避難者について心配して

いるようであった。 

e ➨ 5ᅇㄪᰝ㸦8᭶ 1᪥㸧 

避難所環境の改善にಀる実ែ調ᰝのため、ኳ応地༊の避難所を訪問し、衛生環境やẁ࣎ー
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┿ 4-15 ⮬⾨㝲ࡿࡼධᾎ支援のタ(07.20 ᙳ) 

 

ղ࿋市 

 a ➨ 1ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 12᪥㸧 

市役所を訪問し現地調ᰝを行った。災害対策本部は市役所 2 㝵に設置されており、本部室

にຍえて」数の会議室でᵓ成されていた。災害対策本部がある༊⏬はセࢸࣜࣗ࢟チェッ

クが行われており、ཎ๎として部外者が入室できないようࢰーン設定されていた。この時点

では被害が⏒大なኳ応地༊とᏳᾆ地༊をはࡌめ、5 箇所にཬࡪ孤立地༊（ィ 2,000 人以上が

在）への対応に㏣われていた。 

市役所 1 㝵では 7 月 10 日から⨯災ド明᭩交の受が設置されていた。この受は、7

月 10 日に開設されたとのことだった。また、同ࣇロアでは災害ࣛ࣎ンࢸアセンターも設

置され、࿋市社会福祉協議会が୰心となって㐠Ⴀされていたか、ᘚㆤኈ会による相談❆ཱྀ

も設置されていた。 

 b ➨ 2ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 16᪥㸧 

市役所を訪問し、現地調ᰝを行った。市役所 1 㝵では住民相談❆ཱྀが設置されていた。❆

ཱྀ担当者から⪺き取りしたとこࢁ、市内では」数の地༊で᩿Ỉが⥅⥆しており、特にᕝᑼ地

༊では⤥Ỉ施設の被災のため᩿Ỉが長期化することが懸念されていた。また、同ࣇロアでは

支援≀資支⤥、外ᅜ人相談の❆ཱྀも設置されていた。 

災害対策本部事務局の༊⏬には、災害マネジメント総ᣓ支援員のරᗜ県、対ཱྀ支援を行っ

ている㟼ᒸ県のか、広島県からのࣜࢰ࢚ンが㥔在しており、各ࠎから⪺き取り調ᰝを行っ

た。 

࿋市では、要配៖者のᏳྰ確ㄆが㐍められていることや、在宅避難者に対するࢽーࢬ調ᰝ

などについて᳨ウ୰であることなどを⪺き取りした。また、公Ⴀ住宅の入ᒃ者ເ集が開ጞさ

れており、借上型仮設住宅（民間㈤㈚住宅）の提供についても᳨ウ୰であるとのことだった。 

 c ➨ 3ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 21᪥㸧 

市役所を訪問し、防災担当部局およࡧ㟼ᒸ県からの⪺き取りなどにより現地調ᰝを行っ

た。行方不明者のᤚ⣴や᩿Ỉ、孤立集ⴠへの対応は౫↛⥅⥆していた（┿ 4-16）。 

市役所 1 㝵に設置されている住民相談❆ཱྀで⪺き取り調ᰝを行ったとこࢁ、担当❆ཱྀで
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ルベッドの導入≧ἣなどの確ㄆを行った。 

f ➨ 6ᅇㄪᰝ㸦8᭶ 2᪥㸧 

市役所Ᏻᾆ支所において⪺き取り調ᰝを行った（┿ 4-18）。市役所からは交通のた

め、∦㐨 2 時間以上を要することから、府୰市訪問の後に東広島㥐から㌴で 訪した。฿╔

した後、支所長およࡧ㟼ᒸ県から⪺き取り調ᰝを行った。 

避難所には 40㹼50 ྡ⛬度が避難していたが、避難所が支所（Ᏻᾆ市民センター）の同ᩜ

地内にあるᏳᾆまち࡙くりセンター1 ࣨ所のみに㝈られたため、㐠Ⴀについてはᑓ念できる

様子であった。ただ、常⏨ᛶ職員が 4 ྡしかおらࡎ、特にኪ間の人員配置について相談を

受け、情報提供を行った。≀資のための情報➃ᮎは支所の人間はゐっていないとのことで

あった。また、ス࣏ットクーࣛーなどを設置したᙳ㡪で、㟁※ᐜ㔞のవ⿱がないなどの説明

を受けた。在宅避難者に関しては、市の保健ᖌなどがᕠ回訪問しているとのことであった。 

 

  
┿ 4-18 Ᏻᾆࡧࡼ࠾࣮ࢱࣥࢭࡾࡃ࡙ࡕࡲᥖ♧≀(08.02 ᙳ) 

 

ճ➉ཎ市 

7 月 24 日に市役所を訪問し、防災担当部局およࡧ、対ཱྀ支援を行っている浜ᯇ市からの

⪺き取りにより現地調ᰝを行った。 

市では、浜ᯇ市と連ᦠし、今後の課題を明確にするとともに対応方針を᳨ウしていた。調

ᰝ時点では、⨯災ド明᭩の᪩期交についてᅜや県からಁされており、すでに現地調ᰝが㐍

められていた。在宅の㧗㱋者などの要配៖者については、外部応援をྵめた保健ᖌのᕠ回に

より≧ἣ把握が行われていた。 

また、毎日開ദされている対策本部会議へは、広島県からは地方機関の幹部職員が参ຍし

ているが、県ࣜࢰ࢚ンは常㥔していないとのことだった。 

մ୕ཎ市 

 a ➨ 1ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 21᪥㸧 

市役所およࡧ総合保健福祉センターを訪問し、職員からの⪺き取り調ᰝを行った。市では、

外部応援をྵめた保健ᖌなどにより在宅要配៖者に対するローࣛー調ᰝを実施しており、
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その⤖果を今後の支援の方針決定に活用することとされていた。 

また、避難所㐠Ⴀは福祉担当部局とᩍ⫱委員会が共同で所ᤸしているが人員が不足して

おり、対応にⱞ៖していた。 

b ➨ 2ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 25᪥㸧 

総合保健福祉センターを訪問し、在宅避難者のᏳྰ確ㄆや、避難所における支援体ไにつ

いて⪺き取りを行った。 

また、市役所を訪問し、㥔在していた広島県ࣜࢰ࢚ンから、現在の対応≧ἣや、広島県と

の連ᦠの≧ἣについて⪺き取りを行った。ຍえて、福祉担当部局の担当者からは避難者への

支援≀資の配ᕸなどについて⪺き取りを行った。 

c ➨ 3ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 27᪥㸧 

市役所を訪問し、対ཱྀ支援ᅋ体のྡྂᒇ市からの⪺き取り調ᰝを行った。被害ㄆ定調ᰝは

ྡྂᒇ市が支援に入っており、調ᰝ対㇟の地༊の調ᰝをࡰ⤊して、被害のつᶍもᴫࡡ把

握されていた。 

また、人事担当部局の職員とも職員ὴ遣のࢽーࢬなどについて意見交換を行った。 

当日開ദされた災害対策本部会議では、週ᮎに᥋㏆が見㎸まれる台㢼への対応について

議ㄽされていた。この台㢼への対応のため、市では 7 月 27 日から台㢼対応のため避難所の

開設‽ഛを行い、⩣ 28 日 15 時に避難所を開設した。孤立地域に対しては、自衛隊と協力し

て避難支援に当たることとされていた。 

յᑿ㐨市 

7 月 27 日に市役所を訪問し、防災担当部局の職員からの⪺き取り調ᰝを行った。被害ㄆ

定調ᰝについてはࡰ⤊しており、被害つᶍはᴫࡡ把握されている様子だった。また、週

ᮎに᥋㏆が見㎸まれる台㢼への対応を行っているとこࢁだった。 

ేせて、人事担当部局の職員とも応援ὴ遣などにಀる意見交換を行った。 

նᗓ୰市 

8 月 2 日に市役所を訪問し、総務部局や対ཱྀ支援ᅋ体の宮城県などから⪺き取りによる現

地調ᰝを行った。府୰市では、市政ጞまって以᮶の大災害であり、市には危機管理課などの

部㛛がなかったため、総務部が対応することとなった。 

宮城県は 7 月ᮎに災害マネジメント総ᣓ支援員や、⨯災ド明᭩交の❆ཱྀ対応、土ᮌ施設

被害≧ἣ調ᰝなどの応援職員ὴ遣は⤊えていたが、㎰業施設被害調ᰝのための応援職員は

⩣日 3 日までᘬき⥆いて支援に当たるとのことであった。 

շᮾᗈ島市 

7 月 24 日に市役所を訪問し、防災担当部局職員およࡧ、対ཱྀ支援を行っている愛知県か

らの⪺き取りにより現地調ᰝを行った（┿ 4-19）。孤立集ⴠとしてはィ上されていないが、

㌴୧の㐍入ができない地༊が 2 地༊Ꮡ在しており、自衛隊による≀資㍺㏦などの支援が行

われていた。 

市では愛知県と連ᦠしながら⨯災ド明᭩の交などについて対応を㐍めており、調ᰝ時
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ルベッドの導入≧ἣなどの確ㄆを行った。 

f ➨ 6ᅇㄪᰝ㸦8᭶ 2᪥㸧 

市役所Ᏻᾆ支所において⪺き取り調ᰝを行った（┿ 4-18）。市役所からは交通のた

め、∦㐨 2 時間以上を要することから、府୰市訪問の後に東広島㥐から㌴で 訪した。฿╔

した後、支所長およࡧ㟼ᒸ県から⪺き取り調ᰝを行った。 

避難所には 40㹼50 ྡ⛬度が避難していたが、避難所が支所（Ᏻᾆ市民センター）の同ᩜ

地内にあるᏳᾆまち࡙くりセンター1 ࣨ所のみに㝈られたため、㐠Ⴀについてはᑓ念できる

様子であった。ただ、常⏨ᛶ職員が 4 ྡしかおらࡎ、特にኪ間の人員配置について相談を

受け、情報提供を行った。≀資のための情報➃ᮎは支所の人間はゐっていないとのことで

あった。また、ス࣏ットクーࣛーなどを設置したᙳ㡪で、㟁※ᐜ㔞のవ⿱がないなどの説明

を受けた。在宅避難者に関しては、市の保健ᖌなどがᕠ回訪問しているとのことであった。 

 

  
┿ 4-18 Ᏻᾆࡧࡼ࠾࣮ࢱࣥࢭࡾࡃ࡙ࡕࡲᥖ♧≀(08.02 ᙳ) 

 

ճ➉ཎ市 

7 月 24 日に市役所を訪問し、防災担当部局およࡧ、対ཱྀ支援を行っている浜ᯇ市からの

⪺き取りにより現地調ᰝを行った。 

市では、浜ᯇ市と連ᦠし、今後の課題を明確にするとともに対応方針を᳨ウしていた。調

ᰝ時点では、⨯災ド明᭩の᪩期交についてᅜや県からಁされており、すでに現地調ᰝが㐍

められていた。在宅の㧗㱋者などの要配៖者については、外部応援をྵめた保健ᖌのᕠ回に

より≧ἣ把握が行われていた。 

また、毎日開ദされている対策本部会議へは、広島県からは地方機関の幹部職員が参ຍし

ているが、県ࣜࢰ࢚ンは常㥔していないとのことだった。 

մ୕ཎ市 

 a ➨ 1ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 21᪥㸧 

市役所およࡧ総合保健福祉センターを訪問し、職員からの⪺き取り調ᰝを行った。市では、

外部応援をྵめた保健ᖌなどにより在宅要配៖者に対するローࣛー調ᰝを実施しており、
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その⤖果を今後の支援の方針決定に活用することとされていた。 

また、避難所㐠Ⴀは福祉担当部局とᩍ⫱委員会が共同で所ᤸしているが人員が不足して

おり、対応にⱞ៖していた。 

b ➨ 2ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 25᪥㸧 

総合保健福祉センターを訪問し、在宅避難者のᏳྰ確ㄆや、避難所における支援体ไにつ

いて⪺き取りを行った。 

また、市役所を訪問し、㥔在していた広島県ࣜࢰ࢚ンから、現在の対応≧ἣや、広島県と

の連ᦠの≧ἣについて⪺き取りを行った。ຍえて、福祉担当部局の担当者からは避難者への

支援≀資の配ᕸなどについて⪺き取りを行った。 

c ➨ 3ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 27᪥㸧 

市役所を訪問し、対ཱྀ支援ᅋ体のྡྂᒇ市からの⪺き取り調ᰝを行った。被害ㄆ定調ᰝは

ྡྂᒇ市が支援に入っており、調ᰝ対㇟の地༊の調ᰝをࡰ⤊して、被害のつᶍもᴫࡡ把

握されていた。 

また、人事担当部局の職員とも職員ὴ遣のࢽーࢬなどについて意見交換を行った。 

当日開ദされた災害対策本部会議では、週ᮎに᥋㏆が見㎸まれる台㢼への対応について

議ㄽされていた。この台㢼への対応のため、市では 7 月 27 日から台㢼対応のため避難所の

開設‽ഛを行い、⩣ 28 日 15 時に避難所を開設した。孤立地域に対しては、自衛隊と協力し

て避難支援に当たることとされていた。 

յᑿ㐨市 

7 月 27 日に市役所を訪問し、防災担当部局の職員からの⪺き取り調ᰝを行った。被害ㄆ

定調ᰝについてはࡰ⤊しており、被害つᶍはᴫࡡ把握されている様子だった。また、週
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⩣日 3 日までᘬき⥆いて支援に当たるとのことであった。 

շᮾᗈ島市 

7 月 24 日に市役所を訪問し、防災担当部局職員およࡧ、対ཱྀ支援を行っている愛知県か

らの⪺き取りにより現地調ᰝを行った（┿ 4-19）。孤立集ⴠとしてはィ上されていないが、

㌴୧の㐍入ができない地༊が 2 地༊Ꮡ在しており、自衛隊による≀資㍺㏦などの支援が行
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市では愛知県と連ᦠしながら⨯災ド明᭩の交などについて対応を㐍めており、調ᰝ時
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┿ 4-20 ᮏ㒊ົᒁࠊᮏ㒊㆟ࢫ࣮࣌ࢫཬ࣮ࢱࣥࢭࢸࣥࣛ࣎ࡧᥖ♧≀(07.23 ᙳ) 

 

պᾏ⏣町 

7 月 26 日に町役場を訪問し、防災担当部局の職員およࡧ対ཱྀ支援を行っているᐩᒣ県、

Ⲉ城県からの⪺き取り調ᰝを行った（┿ 4-21）。調ᰝ時点では、災害ᗫᲠ≀のฎ理が課題

としてᣲࡆられていた。⨯災ド明᭩にಀる被害ㄆ定調ᰝが㐍められており、28 日から交

することとされていた。 

また、福祉担当部局からは、要配៖者のᏳྰ確ㄆの≧ἣについて⪺き取りを行った。 

 

  
┿ ᗇ⯋ෆᥖ♧≀(07.26ࡧࡼ࠾ㄪᰝの≧ἣࡾྲྀࡁ⪺ 4-21 ᙳ) 
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点では、⨯災ド明᭩の᪩期交に向けて、୍ 次調ᰝの┠ᶆ日⛬を定めて現地調ᰝおよࡧ

交作業が㐍められていた。 

在宅の要配៖者については、福祉ࢧーࣅスを用していない人を୰心に≧ἣ確ㄆを行い、

支援が必要な場合には要⥅⥆支援者としてࣜストアップする対応が行われていた。 

 

  
┿ 4-19 ᗇ⯋࣮ࣟࣅ㸦ఫ࠸ࡲ┦ㄯ❆ཱྀࠊ⨯災ド᫂᭩のཷ㸧(07.24 ᙳ) 

 

ոᘘ᪥市市 

7 月 20 日に市役所を訪問し、防災担当部局の職員からの⪺き取り調ᰝを行った。ᾏ田町

の㐨㊰ၨ開の支援のため、⩣日から㏆㞄市町が合同でᾘ防ᅋをὴ遣することとされていた。 

չỤ⏣島市 

7 月 23 日に市役所を訪問し、防災担当部局からの⪺き取り調ᰝを行った（┿ 4-20）。 

調ᰝ時点では市の体ไに大きなΰは見られࡎ、被害の全体ീを把握した上で、୰長期的

など点を持ちながら対応している様子であった。 

᩿Ỉは 1 地༊で⥅⥆していた。避難所は数人が在しているが 7 月୰に㏥ฟが見㎸まれ

ており、対応がⴠち╔いてきたため災害対策本部の機能は⦰ᑠഴ向にあった。対ཱྀ支援とし

て▼ᕝ県が入っており、本部機能などの支援を行っていた。また、県からのࣜࢰ࢚ンは᮶て

いないとのことだった。 

ేせて、福祉担当部局で福祉事業所の被災≧ἣや、災害ࣛ࣎ンࢸアセンターの≧ἣにつ

いて⪺き取りを行った。Ụ田島市被災者生活࣏ࢧートࣛ࣎ンࢸアセンター（Ụ田島ス࣏ー

┿Ⰻዲな環境で㐠Ⴀされていた（、ࢁセンター）を訪問したとこࢶ 4-20）。 
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は土足で用するᗋにᐷている≧ἣであり、避難が長期化した場合の健ᗣ㠃へのᙳ㡪が懸

念された。 

さらに、ᑠᒇᾆ地༊に立ちᐤり現地調ᰝを行った。当ヱ集ⴠはᑠつᶍἙᕝにἢった㇂➽で、

⊃㝼かつ㧗పᕪがཝしい集ⴠであり、ከくのᐙᒇが土砂災害や浸Ỉ被害を受けていた。集ⴠ

内の㐨㊰はもともと幅員が⊃く、㔜機やࢲンプ࢝ーの㐍入がᅔ難となっており、自衛隊やᾘ

防ᅋ、ࣛ࣎ンࢸアなどによるᡭ作業を୰心とした土砂ฟが行われていたが、作業の

見通しが立たない≧ែだった。 

b ➨ 2ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 25᪥㸧 

町役場を訪問し、ᕝᓮ市およࡧ、応援に入っていた広島市からの⪺き取りにより現地調ᰝ

を行った。町では毎朝、災害対策本部会議が開ദされ、様ࠎな課題の対応方針について決定

がなされているとのことだった。また、⨯災ド明᭩の交にಀる被害ㄆ定調ᰝは、1 次調ᰝ

を 7 月୰にさせる方向で対応が㐍められていた。 

ేせて、ᆏ町ࣛ࣎ンࢸアセンターを訪問し、ࢁࡦしま NPO センター担当職員との意見

交換を行った。 

さらに、ᑠᒇᾆ地༊において現地調ᰝを行った。౫↛としてᩆຓ活ືや土砂撤去が行われ

ていたが、まだ大㔞の土砂がṧされていた（┿ 4-23）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┿ 4-23 ᑠᒇᾆᆅ༊の被災≧ἣ(07.25 ᙳ) 

 

c ➨ 3ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 30᪥㸧 

町役場を訪問し、応援に入っていた広島市からの⪺き取りにより現地調ᰝを行った。 

また、防災担当部局から⪺き取り調ᰝを行った。町内では避難所における避難者、在宅避

難者ともにᮍだ相当数Ꮡ在しており、町としてもその対応に㏣われていた。避難所の㐠Ⴀ支

援などの応援ᅋ体についてもὴ遣⤊予定日が㏕っており、人⧞りの対応にもⱞ៖してい

た。 

d ➨ 4ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 31᪥㹼8᭶ 1᪥㸧 

避難所環境の改善にಀる調ᰝおよࡧ現地調整のため、町役場、町社会福祉協議会、地域ໟ

ᣓ支援センターを訪問し、現≧調ᰝなどを行った。町役場㏆ഐでは応ᛴ仮設住宅の建設に╔
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ջ⇃㔝町 

 a ➨ 1ᅇ㹼➨ 3ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 16 ᪥18ࠊ᪥26ࠊ ᪥㸧 

町役場を訪問し、対ཱྀ支援で支援に当たっている୕㔜県への⪺き取りにより現地調ᰝを

行った。調ᰝ時点では町の体ไに大きなΰは見られࡎ、被害の全体ീを把握した上で、୰

長期的など点を持ちながら対応している様子であった（┿ 4-22）。 

 b ➨ 4ᅇㄪᰝ㸦8᭶ 1᪥㸧 

町役場を訪問し、୕ 㔜県への⪺き取りにより現地調ᰝを行った。被害ㄆ定調ᰝはすでに

していた。また、町の保健ᖌとのᡞ別訪問なども୕㔜県が協力して行っていた。 

 

  
┿ ᛂ援ᅋయᇳົᐊ(07.26ࡧࡼ࠾ㄪᰝの≧ἣࡾྲྀࡁ⪺ 4-22 ᙳ) 

 

ռᆏ町 

 a ➨ 1ᅇㄪᰝ㸦7᭶ 16᪥㸧 

町役場を訪問し、災害マネジメント総ᣓ支援員およࡧ対ཱྀ支援で支援に当たっているᕝ

ᓮ市への⪺き取りにより現地調ᰝを行った。 

土砂災害により⏒大な被害を受けているᑠᒇᾆ地༊では、㟁Ẽはえるが上Ỉ㐨、ୗỈ㐨

ともに用できない≧ែが⥅⥆していること、個人ᐙᒇ内もྵめ土砂の撤去がしてお

らࡎ自衛隊やᾘ防ᅋ、ࣛ࣎ンࢸアなどにより土砂撤去が⥅⥆されていること、この時点で

は県からのࣜࢰ࢚ンは役場に常㥔していないことなどを⪺き取った。また、このẁ㝵の町に

よる被害集ィでは、ᐙᒇ被害はࠕ調ᰝ୰ࠖとしてල体の数್をィ上しておらࡎ、同内ᐜが広

島県にも報告されていた。 

ేせて、町役場に㞄᥋する避難所（ᆏ町町民センター）の現地調ᰝを行った。避難所内は

㣗料や⾰᭹などの支援≀資は避難者が自⏤に受け取れるように配置されており、衛生用ල

（マスク、ᾘẘ⸆、マ࢘ス࢛࢘ッࣗࢩなど）も提供されていた。また、ロࣅーには避難者向

けの情報提供のためᥖ示ス࣌ースが設けられており、各✀の支援策や㧗㱋者向けの体調管

理をಁすᥖ示≀がᥖ示され、避難者への配៖が見受けられた。୍ 方で、環境㠃では෭ᡣが✌

ാしているものの、室内の⢊ሻがከい༳㇟を受けた。避難者は、୍部の和室を㝖き、通常時
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┿ 4-25 ➨ 5 ᅇࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㆟㸦୕ཎ市࡛㛤ദ㸧(07.25 ᙳ) 

 

(8) ෆ㛶ᗓ・⥲ົ┬の༠ຊ 

広島県において、市町の⪺き取り調ᰝを行うにあたり、災害マネジメント総ᣓ支援員・対

ཱྀ支援に関する⪺き取りを行う総務┬と 7 月 24 日以降、協力し調ᰝを行った。 

また、8 月 2 日の府୰市・࿋市Ᏻᾆ地༊訪問の際には、総務┬だけでなく、内閣府の協力

をᚓて、センターをྵࡴ 3 ᅋ体による⪺き取り調ᰝ・支援が実現した。 
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ᡭされており、建設予定地のどᐹも行った。 

また、ᆏ地༊（2 施設）、ᑠᒇᾆ地༊（5 施設）の避難所を訪問し、衛生環境やẁ࣎ール

ベッドの導入≧ἣなどの確ㄆを行った。地༊全体がまだ土砂撤去の᭱୰であり、避難所に

よっては⢊ሻにより健ᗣへのᙳ㡪が懸念される≧ែとなっていた。 

e ➨ 5ᅇ㹼➨ 6ᅇㄪᰝ㸦8᭶ 8᪥10ࠊ᪥㸧 

町役場およࡧ町社会福祉協議会を訪問するとともに、情報集を行った。ే せて、ᑠᒇᾆ

地༊の避難所（3 施設）のどᐹを行い、支援県（和ḷᒣ県）への⪺き取りなどを行った。 

10 日には、町役場において7ࠕ 月豪雨・広島県災害支援業務に関するᡴち合わせࠖが行わ

れ、支援県（和ḷᒣ県）と広島県、ᆏ町で今後の町に対する支援体ไについて᳨ウが行われ

た。ᡴち合わせにはセンターの研究員もฟᖍし、情報集およࡧຓゝを行った。 

 

(7) 災ᐖࢸࣥࣛ࣎の㐃ᦠ 

しまࢁࡦ NPO センターでは、7 月 9 日に広島市災害ࣛ࣎ンࢸア本部を立ち上ࡆるとと

もに、広島県被災者生活࣏ࢧートࣛ࣎ンࢸアセンターと連ᦠして、県内各市町の災害ࣛ࣎

ンࢸアセンター立ち上ࡆ支援などを開ጞしていた。また、JVOAD などのᅋ体と連ᦠしな

がら、支援活ືに取り組んでいた。 

また、ࢁࡦしま NPO センターおよࡧ JVOAD では、災害ࣛ࣎ンࢸアを行う NPO/NGO

などのᅋ体、個人が連ᦠする場としてࠕ西日本豪雨災害支援ࢁࡦしまネットワーク会議（➨

3 回会議からࠕ平成 30 ᖺ 7 月豪雨災害支援ࢁࡦしまネットワーク会議ࠖに改ྡ）ࠖ への参ຍ

のࡧかけを行い、7 月 11 日に広島市総合福祉センターにおいて➨ 1 回の会議が開ദされ

た（┿ 4-24）。 

この会議にはセンターからもྍ能な㝈り参ຍし、各ᅋ体からの情報集や、参ຍ者との意

見交換を行うとともに、ႚ⥭に対応する必要がある情報を入ᡭした場合、広島県や関ಀ市町

へ情報提供を行った。なお、この会議は広島市、୕ ཎ市において開ദされ、10 月 30 日現在、

18 回開ദされている（┿ 4-25）。 

 

  
┿ 4-24 ➨ 1 ᅇࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㆟㸦ᗈ島市࡛㛤ദ㸧(07.11 ᙳ) 
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┿ 4-24 ➨ 1 ᅇࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㆟㸦ᗈ島市࡛㛤ദ㸧(07.11 ᙳ) 
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局間などの調整が༑分にᅗられないままに対応が㐍められていったりすることが懸念され

た。 

センターでは広島県に対し、情報を⤫合管理して≧ἣㄆ㆑の⤫୍や庁内共有をಁ㐍する

組織体ไをᵓ築することや、部局間連ᦠが必㡲となる被災者支援については᪩期に部㛛⤫

合をᅗることについてຓゝした。特に、応ᛴ仮設住宅（借上型仮設住宅をྵࡴ）の提供につ

いては様ࠎな点で要配៖者などへの配៖が必要なため、住宅担当部局と福祉担当部局との

相連ᦠをᅗるようຓゝを行った。 

ճࡑのの支援 

その、広島県の関ಀ者へは、総合相談❆ཱྀの設置、借上型仮設住宅の供⤥関ಀ事務の⡆

⣲化、福祉担当部局による施策チェックの導入、災害ᩆຓἲ関連事務のฎ理体ไの実など

についてຓゝを行ったか、東日本大震災や熊本地震における対応事例についての情報提

供などを行った。 

 

(3) 市町ᑐࡿࡍ࡞支援 

被災市町に対しては、広島市、࿋市、➉ཎ市、୕ཎ市、ᑿ㐨市、府୰市、東広島市、ᘘ日

市市、Ụ田島市、ᾏ田町、熊㔝町、ᆏ町を㡰次訪問し、現地調ᰝおよࡧ支援を行った。 

被災市町の≧ἣによって調ᰝなどの内ᐜは␗なるが、として市町の関ಀ職員およࡧ災

害マネジメント総ᣓ支援員などの応援職員などから⪺き取りや、避難所などの現地確ㄆな

どにより情報を集し、必要に応ࡌて当㠃の改善点や今後の被災者支援などについてຓゝ

などを行った。 

また、防災⛉Ꮫᢏ⾡研究所とも連ᦠし、彼らが作成した集⣙情報の提供を行った。 

 

 

ᅗ 4-4 ὴ㐵ඛ୍ぴ 
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4.2.3 支援᪉㔪のỴᐃᐇ 

 
(1) 支援᪉㔪のỴᐃ 

センターでは先遣隊による 7 月 9 日およࡧ 10 日の 2 日間にわたり、先遣隊による現地調

ᰝを行った。現地の NPO/NGO や RF などとの情報交換も行いながら、広島県およࡧ被災市

町の≧ἣを確ㄆしたとこࢁ、広島県、被災市町ともにこれまで⤒㦂したことのないつᶍの災

害に対ᓖし、必ࡎしも庁内、庁外との調整や連ᦠが༑分にᅗられないままに┠先の対応にᛁ

ẅされている≧ἣがᩓ見された。特に行方不明者のᤚ⣴活ືが⥅⥆されている被災市町で

はそれが㢧ⴭであった。 

このためセンターは、この災害においては広島県内の被災自体への支援が᭱もඃ先度

が㧗いと置࡙け、ᑡなくとも広島県において୰長期的など点を持った対応（政策⤫合や組

織内調整を行うことができる調整機ᵓの成立など）が整うまでの間は集୰的な現地支援が

必要であるとุ᩿し、被災自体の対応≧ἣなどの᥎⛣を見ᴟめながら、研究員を交௦でὴ

遣する体ไをᵓ築して現地支援を行うこととした。 

 

(2) ᗈ島┴ᑐࡿࡍ࡞支援 

① 被ᐖのᴫせのᢕᥱ 

センターによる現地調ᰝにより、広島県では、県域の被害の全体ീが把握できていないお

それがあることが課題としてᣲࡆられた。᥎ されるཎᅉとしては、そもそも被災市町がṇ

確な被害≧ἣを᪩期に把握することはᴟめてᅔ難であることを広島県が༑分にㄆ㆑してい

なかったと考えられる。また、広島県と被災市町の୧者で、情報集の┠的についての理ゎ

や、情報の不確実さがどの⛬度ᐜㄆされるかといったㄆ㆑に㱈㱒が生ࡌていたことなどが

考えられる。その、被災市町へࣜࢰ࢚ンが必ࡎしも༑分にὴ遣されていなかったり、災害

対策本部事務局で情報集に当たる職員が不័れであったりしたことなどの情報集体ไ

にも課題があったと考えられる。 

センターでは、➨ 2 次隊以降のὴ遣により研究員が被災市町の現地調ᰝを行い、広島県が

把握している情報と実際の≧ἣとの間にࣕࢠップが生ࡌていることを指した上、୍定以

上の職にある県職員を被災市町へࣜࢰ࢚ンとしてὴ遣して能ື的に現地情報を集するな

ど、情報集方ἲの改善と、᪩期の被害の全体ീ把握をᅗるようຓゝを行った。また、関ಀ

機関との意見交換などを✚ᴟ的に行い、≧ἣㄆ㆑のすり合わせを行った。 

現地で支援していた NPO/NGO とは✚ᴟ的に情報共有し、特に⥭ᛴの対応を要する事案

について広島県の担当部局に直᥋情報提供するなど、広島県と NPO/NGO とのࣃプ役と

なりながら支援を行った。 

ղ≧ἣㄆ㆑の⤫୍ 

広島県では≧ἣㄆ㆑の⤫୍をᅗるための組織体ไや組みが機能していないおそれがあ

ることも課題としてᣲࡆられた。このため、部局間などでの情報のࣕࢠップが生ࡌたり、部
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4.3 ᒸᒣ┴ 

 

4.3.1 ⌧ᆅ支援のᐇ≧ἣ 

 

(1) ᒸᒣ┴ᗇ࡛のάື 

センターでは、ᒸᒣ県の被災≧ἣと被災自体の災害対応≧ἣの調ᰝと支援をするため、

先遣隊として 2 ྡの研究員を 7 月 9 日、10 日にᒸᒣ県庁へὴ遣した。（表 4-3）。調ᰝ日⛬の

㒔合上、9 日ኤ方にいったん広島県庁へ⛣ືし、10 日༗後に再度ᒸᒣ県庁を訪問したため、

ᒸᒣ県庁での在時間はそれࡒれ༙日もなかった。ᒸᒣ県庁では、関西広域連合およࡧ、୰

ᅜ 5 県による࢘࢝ンターࣃート支援として入っていた㫽取県を࢟ーࣃーࢯンとして、情報

共有が行われていた。10 日の受援調整会議には同ᖍし、意見交換に参ຍした。避難所支援

要員の応援要ㄳにあたり、避難所≧ἣの確ㄆをどのようにするかが議題に上がった。そのた

め保健福祉部་⒪᥎㐍課が DMAT と連ᦠし避難所の情報を集⣙しており、連ᦠしてはどう

かとຓゝを行った。 

 9 日、10 日にᒸᒣ県 DMAT 調整本部(以ୗ、ࠕ県調整本部 とࠖࡪ)に行き、情報共有を行っ

た。保健福祉部་⒪᥎㐍課では、7 月 6 日から県内の㝔や有ᗋデ⒪所に対し EMIS

（Emergency medical Information System）に入力を౫㢗していた。また、7 日 11 時に県庁་

⒪᥎㐍課内に県災害་⒪本部、県調整本部を設置し情報集にあたっていた。8 日にはᩜ

市┿ഛ町での避難所スクࣜーࢽンࢢを開ጞしていた。 

 

⾲ 4-3 ὴ㐵యไ 

 ⮬ ⮳ ὴ㐵◊✲ဨ࡞ ὴ㐵Ỵᐃ᪥ 

ඛ㐵㝲 7/9 7/10 ᮌᒣ、㧘ᒸ 
7/9 

➨ 2 ḟ㝲 7/10 7/10 ୰ᯘ、㎷ᒸ 

➨ 3 ḟ㝲 7/16 7/16 Ⳣ㔝、ᮌᒣ 7/13 

➨ 4 ḟ㝲 7/24 7/24 Ⳣ㔝、 7/23 

➨ 5 ḟ㝲 8/1 8/1 Ⳣ㔝、ᮌ作 7/26 

➨ 6 ḟ㝲 8/13 8/13 Ⳣ㔝、㧗ᒸ 8/10 

 

(2) ᩜ市࡛の支援άື 

 7 月 10 日に、研究員がᩜ市役所およࡧᩜ市、社会福祉協議会を訪問し、現地調ᰝを

行った。市役所では、1 㝵に⨯災ド明᭩の受❆ཱྀを設けており（┿ 4-24）、受・発行

まで実施されていた。担当部局の職員から⪺き取ったとこࢁ、⨯災ド明᭩交後に行うべき

対応（被災者支援策の提示など）について、ⱞ៖している様子であったことから、研究員か

ら平成 27 ᖺ 9 月の関東・東北豪雨にಀる常総市における災害対応の報告᭩を提供した（

┿ 4-25）。 
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(4) 支援άືの⤊ 

広島県では 8 月 14 日に災害対策本部がᗫ止され、同日をもって広島県災害復ᪧ・復興

本部（本部長㸸知事、⤫ᣓプロジェクトࣜーࢲー㸸⤒Ⴀᡓ␎ᑂ議ᐁ）が設置された。復ᪧ・

復興に向けた組織体ไとして、14 のチームが対ฎする 6 つのプロジェクトがᥖࡆられ、

部局ᶓ᩿的に様ࠎな対策を๓㐍させるጼໃが明確化された。 

センターでは、メルクマールとしていた広島県における୰長期的など点を持った体ไ

ᵓ築が㐩成したものとุ᩿し、8 月 13 日の現地ὴ遣をもって、現地訪問をベースとする

⥅⥆的な現地支援活ືを⤊し、その後は被災自体の関ಀ者などへの適時のຓゝなど

を行う体ไに切り᭰えた。 

本災害において、本✏ᇳ➹時点ではまだ避難所が全㛢㙐に⮳っていないなど、各被災

自体では被災者支援、復ᪧ・復興のືきが⥅⥆している。本災害で≛≅となった方のご

ෞ福を♳るとともに、被災された方が復興へのṌみをさらに㐍められることを㢪って本

✏を⥾めくくりたい。 
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4.3.2 ⌧ᆅㄪᰝの≧ἣ 

 

(1) ᒸᒣ┴ᗇのึືᑐᛂ≧ἣ 

ᒸᒣ県庁では、7 月 5 日の༗後には㆙ᡄ体ไに⛣行していたが、7 月 6 日 16 時 30 分に災

害対策本部を設置し、被害≧ἣや各市町での避難情報等の集を行っていた。また、㆙ᐹと

ᾘ防ᅋとの連ᦠや、自衛隊や་⒪ᩆㆤ⌜の‽ഛ・ᚅ機体ไを整えていた。 

 

(2)災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊 

研究員が฿╔した 7 月 9 日の災害対策本部会議は、マス࣑ࢥや各ᅋ体も公⫈できるよう

な公開の場で行われていた（┿ 4-26）。知事ྖ会のもと、人ᩆຓに特化した内ᐜでの各

部局からの報告や、㆙ᐹ・ᾘ防、自衛隊、日本㉥༑Ꮠ社などの各機関からの報告が୰心であっ

た。知事からは、ᩆᩆຓをᘬき⥆きしっかり行うこと、対応のࣇェーࢬがኚわりつつある

こと、市町村への職員のὴ遣を行うことなどの指示がなされていた。また、応援人員のቑ員

による職員の交௦、避難所生活者への支援や災害関連死の予防、各部局で協力し合って情報

共有をしていくことなどについてもゝཬされていた。 

災害対策本部事務局は、被害情報の集や、応援部隊との活ື調整を୰心に活ືしていた。

災害ᩆຓἲや⨯災ド明᭩の交、生活再建支援などに関しては担当課で対応しており、今後

別室にて機能ごとの調整ࢢループを設置していくᶍ様であった。 

㫽取県職員を࢟ーࣃーࢯンとして、県の受援⌜との連ᦠをጞめていた。知事からの指示で、

今後受援調整部として本᱁化して立ち上ࡆていく‽ഛをጞめていた。広い会議場に、各応援

ᅋ体が୍同に活ືできるように、通ಙ環境の‽ഛもすでにጞめられていた。⩣ 9 日には、こ

こで受援調整会議が開ദされていた（┿ 4-27）（┿ 4-28）。ᚎࠎに応援県や各┬庁（内閣

府、総務┬、環境┬、防衛┬）、防災⛉Ꮫᢏ⾡研究所などがຍわり、13 日の時点では各担当

の場所（⨯災ド明᭩にಀる業務支援、≀資⣔、通ಙ・ンࣛࣇ、地ᅗ情報⣔など）がわかる

ように、配置ᅗが࣍ワト࣎ードにグされていた（┿ 4-29）。 

 

  

┿ 4-26 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㆟(07.10 ᙳ)  ┿ 4-27 ᛂ援⫋ဨάືሙᡤ(07.10 ᙳ)  
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 また、ᩜ市社会福祉協議会では、担当者と意見交換を行った。≀資関ಀに関する相談を

受けたため、ຓゝを行うとともに、๓ᥖの報告᭩を提供した。 

 

         

┿ 4-24 ᩜ市ᙺᡤ⨯災ド᫂᭩ཷ  ┿ 4-25 ᢸᙜ⪅報࿌᭩提供(07.10 ᙳ) 

(07.10 ᙳ) 
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ᖺ会議所、全ᅜ社会福祉協議会、JVOAD などからの支援も確保できており、ሀ実に‽ഛを

㐍めている༳㇟であったことから、研究員からは、㐣去の災害事例からのⱝᖸの情報提供を

行うのみであった。 

なお、ࣛ࣎ンࢸアの受方針として、開設当ึは市内ࣛ࣎ンࢸアに㝈り、13 日以降

から全ᅜのࣛ࣎ンࢸアを受け入れることを予定しているとのことであった。 

 

 

4.3.3 支援᪉㔪のỴᐃᐇ 

 

 センターとしては㸪ᩆฟ・ᩆຓのࣇェーࢬが㐣ࡂた時期に、被災者生活再建を担う組織な

ど、୰長期を見据えた体ไが組まれる見通しが立つかに╔┠し、ᴫࡡ㐩成しているものとุ

᩿したため、週 2 回⛬度のᕠ回的な支援体ไを取ることにした。また RF や、་⒪支援で入

る研究員から適ᐅ情報の共有を行いながら、㝶時現地に入るᙧで⥅⥆的な支援を行うこと

を 17 日の現地支援調整会議で決定した。 

8 月 13 日に、研究員がᩜ市役所を訪問し、健ᗣ保健福祉部長、健ᗣ長ᑑ課長と支えあ

いセンターに関して話し合いを行った。 

8 月 17 日に、研究員が、ᒸᒣ県の౫㢗により県庁分庁⯋で、県・市職員、県・市社会福

祉協議会担当者向けに、被災者生活再建支援のᡭἲについて、ㅮ⩏を行った。 

その後も、㝶時問い合わせなどに応ࡌる㐲㝸的な支援を⥅⥆していった。 

 本✏ᇳ➹時点では、ᒸᒣ県では避難所で生活されている方ࠎや、浸Ỉ被害を受けた自宅 2

㝵で生活をされている方ࠎがおられる。被災自体では、被災者支援や、復ᪧ・復興の政策

や活ືが⢭力的に㐍んでおられる。本災害で≛≅となった方ࠎのごෞ福を♳り、被災された

方ࠎが生活を整えていけることを㢪い、本✏を⥾めくくりたい。 
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9 日の受援調整会議では、市町村の被害≧ἣをつかんだうえで、各部局への人員の࢜ー

ネーターの౫㢗などを᳨ウさࢹーࢥるためのࡆーや、⨯災ド明᭩交の体ไを立ち上ࢲ

れていた。総務┬のࠕ被災市༊町村応援職員確保ࢩスࢸム にࠖᇶ࡙く対ཱྀ支援に関しては、

調整୰であった。避難所㐠Ⴀの人員や、≀資、受援調整に関しても、㫽取県職員を୰心に会

議で᳨ウされていた。 

 

 

┿ 4-28 ᛂ援⫋ဨάືሙᡤ(07.10 ᙳ)  ┿ 4-29 ᛂ援⫋ဨάືሙᡤ 㓄⨨ᅗ 

                         (07.13 ᙳ) 

 

(3)ᩜ市 

①災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ົᒁ 

7 月 10 日の時点で、ᩜ市にはᒸᒣ県からのࣜࢰ࢚ン職員 2 ྡが日᭰わりでὴ遣されて

いた。自衛隊は災害対策本部事務局と同ࣇࡌロアの別室に活ືス࣌ースを確保していたが、

市の本部員会議の日⛬がつかめていないなど、連ᦠにⱞ៖しているようであった。 

災害ᩆຓἲ関ಀの業務や⨯災ド明᭩交についてはそれࡒれ担当課で対応しており、⨯

災ド明᭩は 10 日のẁ㝵でも市役所୍㝵に❆ཱྀを設けて受・発行までを、福祉ㆤ課と生

活福祉課で対応していた。 

ᩜ市では、災害対策本部事務局の入ཱྀ࿘㎶に広報を担当する⛎᭩課の職員が立つこと

で各✀の問い合わせなどについて災害対策本部事務局にかかる㈇担の㍍ῶがᅗられていた

点など、注┠すべき対応も見られたものの、全⯡的に、災害対策本部と関ಀ部署や機関との

連ᦠはⷧい༳㇟であった。 

ղᩜ市♫⚟♴༠㆟ 

ᩜ市社会福祉協議会では、Ẽ㇟庁など各所からの情報を㋃まえて、浸Ỉした地域からỈ

がᘬくには 2 週間⛬度要すると考えており、これを๓提に災害ࣛ࣎ンࢸアセンターの開

設‽ഛを㐍めていた。しかし、上グの予想にしてỈのᘬきが᪩かったことから、ᛴ㑉 7 月

11 日からࣛ࣎ンࢸアセンターを開設することになった。研究員が訪問したẁ㝵では、開

設に向けての場所の確保やレア࢘ト整ഛ、資機ᮦなどの‽ഛに㏣われていたが、地ඖの㟷
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ᖺ会議所、全ᅜ社会福祉協議会、JVOAD などからの支援も確保できており、ሀ実に‽ഛを
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9 日の受援調整会議では、市町村の被害≧ἣをつかんだうえで、各部局への人員の࢜ー
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た作業をᇶに作成したマࣗࢽアルを、୕ 㔜県庁を通ࡌて提供した。さらに、今後被災者支援

が୰心となっていくため、県において被災者支援メࣗࢽーの情報提供ができるよう、参考と

なる県の࣍ーム࣌ージなどを⤂した。 

市町村の≧ἣについては、県庁で業務を行う職員では現地の≧ἣをつかみにくいとのこと

であったため、被災市町村の防災担当者へࣄアࣜンࢢを行い、その内ᐜを被災地の≧ἣ┿

もྵめて㟁子メールにて㝶時提供を行った。 

 

(4) ᒱ㜧┴ෆの被災市町の≧ἣࡧࡼ࠾支援ෆᐜ 

ᒱ㜧県内では、関市が᭱も大きな浸Ỉ被害を受けており、にも㒆上市でも浸Ỉ被害が発

生、ୗ࿅市では土砂災害が発生している。 

各市において対応≧ἣのࣄアࣜンࢢを行ったとこࢁ、災害対応をึめて行うため、今後の

業務の見通しが分からないといった意見がከく⪺かれたことから、内閣府が作成したࠕ市町

村におけるỈ害対応のᡭᘬき をࠖ用いて今後の対応の⡆༢な説明を行うとともに、同資料を

提供した。 

また、災害ᩆຓἲが適用されたものの、どのように活用すれࡤよいのか分からない、といっ

た意見もከく⪺かれた。そのため、災害ᩆຓἲの意⩏とᩆຓ内ᐜ、ᡭ⥆きなどについて⡆༢

に説明を行ったうえで、᭱ ⤊的には個別に県と相談が必要になることから、県と⥭ᐦに連⤡

を取り合うようຓゝを行った。その、ᒱ㜧県庁と同様、被災者からの問い合わせに対応す

るため、被災者支援メࣗࢽーの୍ぴ作成をຓゝし、参考となる市町の被災者支援メࣗࢽー୍

ぴ表などを提供した。 

被災地においては、災害ࣛ࣎ンࢸアセンターを通したࣛ࣎ンࢸア活ືのみならࡎ、ぶ

ᡉ⦕者や地ඖ有ᚿなどによる∦け作業が行われており、ẚ㍑的᪩く作業が㐍んでいる様

子であった。 
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4.4 ᒱ㜧┴ 

 

4.4.1 ⌧ᆅ支援のᐇ≧ἣ 

 

(1) ⌧ᆅ支援の⤒⦋ 

7 月豪雨において、୰部ࣈロックではᒱ㜧県で大きな被害が発生した。そのため୕㔜県か

らᒱ㜧県へࣜࢰ࢚ンὴ遣が決定され、この際、୕ 㔜県職員がセンターへ研究調ᰝ員としてὴ

遣されていたことから、同職員が୕㔜県ࣜࢰ࢚ンとセンターの現地支援をව務するᙧでᒱ

㜧県へὴ遣されることとなった。 

 

⾲ 4-4 ὴ㐵యไ 

 ⮬ ⮳ ὴ㐵◊✲ဨ࡞ ὴ㐵Ỵᐃ᪥ 

ඛ㐵㝲 7/10 7/13 ᓊỤ 7/6 

 

 

(2) 支援㛤ጞのᒱ㜧┴ᗇの≧ἣ 

ᒱ㜧県内の被害は୰ᅜ・ᅄᅜࣈロックの被災県とẚ㍑してᑠさなものであったが、災害対

応をึめて⤒㦂する職員がከいことにຍえ、災害対応に関わる業務内ᐜは災害のつᶍに関

わらࡎおおよそ同ࡌであることから、これら災害対応業務に関する相談がいくつかあった。 

ᒱ㜧県庁で支援を開ጞしたのが 7 月 10 日と発災後日数が⤒㐣した後であったため、ᒱ㜧

県庁の災害対策本部（災害情報集⣙センター）はⴠち╔いた様子であった。災害情報集⣙セ

ンターは、県庁 4 㝵に常設されており、県内の被害情報の集⣙を行っていた。被害つᶍにつ

いてはࡰ把握されており、ᒱ㜧県災害対策本部としては、応ᛴ期から復ᪧ期への⛣行ẁ㝵

であるとのㄆ㆑であり、᪤に定期的な本部会議は開ദされていない≧ἣであった。また、JR

㧗ᒣ⥺が」数ࣨ所で被害を受けているため、県外からほග地である㧗ᒣ市内への㕲㐨の㐠

行が行えࡎ、特にኟఇみのほගࢩーࢬンに向けてアクセスᡭẁを᪩期に回復することが課

題の୰心であった。 

 

(3) ᒱ㜧┴ᗇࡿࡅ࠾支援άື 

ᒱ㜧県庁では災害対策本部は機能しており、かつ応ᛴ期から復ᪧ期への⛣行ẁ㝵であると

いうㄆ㆑であったことから、ᒱ㜧県庁へは、特に被災者支援にಀる࢘ࣁ࢘ࣀと、被災市町村

の現地確ㄆ⤖果に関する情報提供を行った。 

ල体的には、災害ࣛ࣎ンࢸアセンターの㐠Ⴀ࢘ࣁ࢘ࣀについて、୕㔜県庁を通ࡌて、㐠

Ⴀ࢘ࣁ࢘ࣀのあるみえ災害ࣛ࣎ンࢸア支援センター長を⤂し、同センター長からᒱ㜧

県庁に対して㐠Ⴀᡭἲのアドࣂスを㡬いた。また、ࣛ࣎ンࢸア活ືを支援するための災

害ὴ遣等ᚑ事㌴୧ド明᭩の発行業務をに行うため、୕㔜県庁が 2017 ᖺ度に実際に行っ
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と合同で調ᰝを行った（┿ 4-31）（┿ 4-32）。また、現地にて同時間ᖏにどᐹを行って

いたᒱ㜧県副知事と意見交換を行った。 

 

  

 

 

 

その後、関市役所において、ᒱ㜧県副知事、関市長、市役所職員、みえ災害ࣛ࣎ンࢸ

ア支援センター長やᑓ㛛ᐙなどと同ᖍのうえ、ࣛ࣎ンࢸア活ືおよࡧ今後の被災者支援

活ືについて意見交換（┿ 4-33）を行った。その際、研究員からࠕ市町村のためのỈ害対

応のᡭᘬきࠖの提供と内ᐜの⡆༢な説明を行った。 

 

 

┿ 4-33 㛵市ᙺᡤ࡛のពぢのᵝᏊ(07.11 ᙳ) 

 

関市役所での意見交換後、関市内の災害ᗫᲠ≀仮置場について確ㄆを行った。୍ 部の場所

ではΰ㍕≧ែで集✚している≧ἣが確ㄆされた。これら現地の≧ἣについては、ᒱ㜧県防災

課へ情報提供を行った 

 7 月 12 日、ᒱ㜧県危機管理部局担当者と 11 日の現地調ᰝ⤖果を㋃まえ意見交換を行った

後、土砂災害がከく発生しているᅜ㐨 41 ྕἢいの被災≧ἣを確ㄆするため、ᒱ㜧県庁をฟ

発した。その後にୗ࿅市↝▼（┿ 4-34）、上࿅地༊（┿ 4-35）の土砂災害現場の確ㄆを

行った。土砂災害箇所は大つᶍではないものの、ᒣ地、JR 㧗ᒣ⥺、住宅地、㐨㊰、Ἑᕝが

┿ 4-31 㛵市ୖஅಖᆅ༊ࢸࣥࣛ࣎

のᵝᏊ(07.11࣮ࢱࣥࢭ ᙳ) 

┿ 4-32 㛵市ୖஅಖᆅ༊のࢸࣥࣛ࣎

άື≧ἣ(07.11 ᙳ) 
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4.4.2 ⌧ᆅㄪᰝの≧ἣ 

 

7 月 10 日 11 時㡭、ᒱ㜧県庁へ฿╔後、副知事、危機管理部長、防災課長へᣵᣜを行い、

その後、防災対策┘、防災⏬ಀ職員から被災≧ἣおよࡧ対応≧ἣについてࣜࣈーࣇンࢢ

を受けた。JR 㧗ᒣ⥺が」数ࣨ所で被害を受けているため、県外からほග地である㧗ᒣ市内

への㕲㐨の㐠行が行えࡎ、特にኟఇみのほගࢩーࢬンに向けてアクセスᡭẁを᪩期に回復

することが課題であった。 

アセンターにおけるセンター㐠Ⴀについࢸンࣛ࣎を受けた後、関市災害ࢢンࣇーࣜࣈ

て࢘ࣁ࢘ࣀの提供に関する相談があったため、୕ 㔜県庁を通ࡌて、みえ災害ࣛ࣎ンࢸア支

援センターのセンター長を⤂することとなった。 

 17 時 30 分㡭から災害情報集⣙センター内にて情報共有会議（┿ 4-30）が開ദされたた

めこれに参ຍした。関市災害ࣛ࣎ンࢸアセンターの㐠Ⴀ≧ἣなどについて、現地確ㄆを

行った職員から報告が行われ、今後の方針が᳨ウされた。その際、研究員から、浸Ỉᐙᒇ数

からヨ⟬したࣛ࣎ンࢸアの必要数、そして、今回の豪雨では被害が広⠊ᅖにཬࡪため全ᅜ

的にࣛ࣎ンࢸアが不足するྍ能ᛶについて報告を行うとともに、㐠Ⴀもྵめて災害ࣛ࣎

ンࢸア活ືに័れているᅋ体に౫㢗する方がᚓ策である旨の提案を行った。また、同行し

ているセンターRF から、浸Ỉᐙᒇ数に対して避難者数がᴟ➃にᑡないため、浸Ỉᐙᒇでそ

のまま生活している被災者や、要配៖者の確ㄆが必要とのຓゝを行った。 

 

 

┿ 4-30 災ᐖ情報㞟⣙࡛࣮ࢱࣥࢭの情報ඹ᭷㆟のᵝᏊ(07.10 ᙳ) 

 

情報共有会議の後、ᒱ㜧県危機管理部局担当者から災害ὴ遣等ᚑ事㌴୧ド明᭩発行にಀる

業務ᡭ㡰について相談があったため、୕ 㔜県庁を通ࡌて、業務マࣗࢽアルの提供と業務担当

者を⤂した。 

 7 月 11 日、ᒱ㜧県危機管理部局担当者と被災者支援メࣗࢽーについて意見交換を行い、

୕㔜県事例や県事例を⤂したのち、ᒱ㜧県庁をฟ発し、ᒱ㜧県関市で浸Ỉ被害の大き

かったὠ保ᕝἢいのṊ・上அ保地༊を、みえ災害ࣛ࣎ンࢸア支援センター長などᑓ㛛ᐙ
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その後、ᒱ㜧県庁にᡠり、ᒱ㜧県副知事、危機管理部長へ 12、13 日の現地調ᰝ⤖果につ

いて報告を行った。また、ᒱ㜧県庁では被災者支援のため、᪂たに県庁 4 㝵に⥭ᛴ対策チー

ムを立ち上ࡆたことから、活ື内ᐜについて防災対策┘へࣄアࣜンࢢを行った。（┿4-37） 

 

 

┿ 4-37 ᒱ㜧┴ᗇෆタ⨨ࡓࢀࡉ⥭ᛴᑐ⟇࣒࣮ࢳάື≧ἣ(07.13 ᙳ) 

 

 

4.4.3 支援᪉㔪のỴᐃᐇ 

 

๓㏙のように、ᒱ㜧県への支援については、センターと୕㔜県庁との協議により、セン

ターの現地支援と୕㔜県によるᒱ㜧県へのࣜࢰ࢚ンとをව務するᙧでὴ遣することになっ

たため、୰ᅜ・ᅄᅜ地方への支援とは別の支援体ไとなった。 

13 日時点でᒱ㜧県から୕㔜県に対する支援要望がないことが確ㄆされたことから、୕㔜

県はࣜࢰ࢚ンὴ遣⤊を決定した。これにేせて、センターからᒱ㜧県への現地支援⤊を

決定し、当日 16 時㡭にᒱ㜧県庁を撤した。 

なお、本✏ᇳ➹時点では、本災害の᳨ドと᳨ドを㋃まえた各✀対策が᪤に㐍められている

୍方、被災者の生活再建はまだ㐨༙ࡤとなっている。本災害で≛≅となった方のごෞ福を♳

るとともに、被災者の᪩期の生活再建、そして、次の災害へのഛえが୍ẁと㐍ࡴことを㢪っ

て本✏を⥾めくくりたい。 
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⊃い⠊ᅖに立地しているため、୍つの土砂災害によりከくの機能が同時被災する地理的≧

ἣであることが確ㄆできた。 

 

  
┿ 4-34 ୗ࿅市↝▼のᅵ◁災ᐖ⌧ሙ  ┿ 4-35 ୗ࿅市ୖ࿅のᅵ◁災ᐖ⌧ሙ 

(07.12 ᙳ)              (07.12 ᙳ) 

 

その後、ୗ࿅市役所を訪問し危機管理課職員と意見交換を行った。被害ㄆ定調ᰝの実施≧

ἣ、孤立地༊の≧ἣなどを確ㄆし、災害ᩆຓἲの㐠用ᡭἲおよࡧ被災者支援メࣗࢽー୍ぴの

作成についてຓゝを行った。᭱ 後に㧗ᒣ市内、㣕㦌市内についても現地調ᰝを行ったが、大

きな被害は確ㄆできなかった。 

 7 月 13 日、㒆上市総務課、福祉課と意見交換を行った。㒆上市内で被害の大きい八幡町

ᑠ㑣ẚ地༊の対応≧ἣについて確ㄆを行い、災害ᩆຓἲの㐠用ᡭἲ、およࡧ被災者支援メ

 。ー୍ぴの作成についてຓゝを行ったࣗࢽ

その後、㒆上市八幡町ᑠ㑣ẚ地༊に向かい、ࣛ࣎ンࢸアの活ື≧ἣを確ㄆした（┿ 4-

36）。この地༊においては地ඖ住民のຓけ合いがしっかりしており、ᾘ防ᅋの活ືも活発で

ẚ㍑的∦けが᪩く㐍み、市社会福祉協議会が᪤に被災者へのࢽーࢬ調ᰝに入っていると

このことであった。 

 

 

┿ 4-36 㒆ୖ市ඵᖭ町ᑠ㑣ẚᆅ༊のࢸࣥࣛ࣎άື≧ἣ(07.13 ᙳ) 



79 
 

その後、ᒱ㜧県庁にᡠり、ᒱ㜧県副知事、危機管理部長へ 12、13 日の現地調ᰝ⤖果につ

いて報告を行った。また、ᒱ㜧県庁では被災者支援のため、᪂たに県庁 4 㝵に⥭ᛴ対策チー

ムを立ち上ࡆたことから、活ື内ᐜについて防災対策┘へࣄアࣜンࢢを行った。（┿4-37） 

 

 

┿ 4-37 ᒱ㜧┴ᗇෆタ⨨ࡓࢀࡉ⥭ᛴᑐ⟇࣒࣮ࢳάື≧ἣ(07.13 ᙳ) 

 

 

4.4.3 支援᪉㔪のỴᐃᐇ 

 

๓㏙のように、ᒱ㜧県への支援については、センターと୕㔜県庁との協議により、セン

ターの現地支援と୕㔜県によるᒱ㜧県へのࣜࢰ࢚ンとをව務するᙧでὴ遣することになっ

たため、୰ᅜ・ᅄᅜ地方への支援とは別の支援体ไとなった。 

13 日時点でᒱ㜧県から୕㔜県に対する支援要望がないことが確ㄆされたことから、୕㔜

県はࣜࢰ࢚ンὴ遣⤊を決定した。これにేせて、センターからᒱ㜧県への現地支援⤊を

決定し、当日 16 時㡭にᒱ㜧県庁を撤した。 

なお、本✏ᇳ➹時点では、本災害の᳨ドと᳨ドを㋃まえた各✀対策が᪤に㐍められている

୍方、被災者の生活再建はまだ㐨༙ࡤとなっている。本災害で≛≅となった方のごෞ福を♳

るとともに、被災者の᪩期の生活再建、そして、次の災害へのഛえが୍ẁと㐍ࡴことを㢪っ

て本✏を⥾めくくりたい。 

 

  

78 
 

⊃い⠊ᅖに立地しているため、୍つの土砂災害によりከくの機能が同時被災する地理的≧

ἣであることが確ㄆできた。 

 

  
┿ 4-34 ୗ࿅市↝▼のᅵ◁災ᐖ⌧ሙ  ┿ 4-35 ୗ࿅市ୖ࿅のᅵ◁災ᐖ⌧ሙ 

(07.12 ᙳ)              (07.12 ᙳ) 

 

その後、ୗ࿅市役所を訪問し危機管理課職員と意見交換を行った。被害ㄆ定調ᰝの実施≧

ἣ、孤立地༊の≧ἣなどを確ㄆし、災害ᩆຓἲの㐠用ᡭἲおよࡧ被災者支援メࣗࢽー୍ぴの

作成についてຓゝを行った。᭱ 後に㧗ᒣ市内、㣕㦌市内についても現地調ᰝを行ったが、大

きな被害は確ㄆできなかった。 

 7 月 13 日、㒆上市総務課、福祉課と意見交換を行った。㒆上市内で被害の大きい八幡町

ᑠ㑣ẚ地༊の対応≧ἣについて確ㄆを行い、災害ᩆຓἲの㐠用ᡭἲ、およࡧ被災者支援メ

 。ー୍ぴの作成についてຓゝを行ったࣗࢽ

その後、㒆上市八幡町ᑠ㑣ẚ地༊に向かい、ࣛ࣎ンࢸアの活ື≧ἣを確ㄆした（┿ 4-

36）。この地༊においては地ඖ住民のຓけ合いがしっかりしており、ᾘ防ᅋの活ືも活発で

ẚ㍑的∦けが᪩く㐍み、市社会福祉協議会が᪤に被災者へのࢽーࢬ調ᰝに入っていると

このことであった。 

 

 

┿ 4-36 㒆ୖ市ඵᖭ町ᑠ㑣ẚᆅ༊のࢸࣥࣛ࣎άື≧ἣ(07.13 ᙳ) 



81 
 

(2) ๓᪉㔪のỴᐃඛ㐵㝲のὴ㐵 

 発災直後からの情報集により、全㐨つᶍの㟁、ᮐᖠ市Ύ田༊におけるᾮ≧化被害の発

生、ཌ┿町、Ᏻ平町およࡴࡧかわ町での土砂災害をྵࡴ地震ືによる被害の 3 点が要な被

害（ᙳ㡪）と考えられた。これを㋃まえ、9 月 6 日 9 時以降に᩿⥆的に行われた会議を通ࡌ、

先遣隊の௵務はձ特に被災がཝしいとᛮわれるᮐᖠ市およࡧཌ┿町、Ᏻ平町、ࡴかわ町の被

害≧ἣを確ㄆすること、ղ北ᾏ㐨庁およࡧ上グ 4 市町の対応≧ἣを確ㄆすること、ճこれら

の情報から今後のセンターの活ືの決定に資する情報を集すること、の 3 点に集⣙され

た。ձについては、実際に現地をᕠ回することで実情の把握にດめることとし、ղについて

は、北ᾏ㐨庁およࡧ 4 市町の災害対策本部においてほᐹおよࣄࡧアࣜンࢢをヨみることと

した。またճについては、現地とセンターとで定期的に会議を開ദするなどして対応するこ

ととした。これらと୪行して、各自の人的ネットワークを活用した㟁話やメール、㠃談など

による情報集を✚ᴟ的に行うこととし、ල体的には内閣府、㟷᳃県庁（北ᾏ㐨・東北 8 㐨

県ࣈロックの幹事県）、රᗜ県庁、自衛隊、防災⛉Ꮫᢏ⾡研究所（防災⛉研）などから先遣

隊ὴ遣๓に各機関の対応≧ἣや方針、情ໃㄆ㆑などについての情報をᚓることができた。 

 

 

ᅗ 5-1 9 ᭶ 6 ᪥Ⅼ࡛のඛ㐵㝲のὴ㐵ணᐃඛ 

 

 先遣隊は 9 月 7 日朝に⩚田✵ で定ụẶと合ὶし、その後、᪫ᕝ✵ で関西広域連合の

先遣隊であるරᗜ県庁職員 2 ྡと合ὶしたのち、㝣㊰で北ᾏ㐨庁を┠指し、16 時㐣ࡂに฿

╔できた。時間的な問題から、7 日は北ᾏ㐨庁およࡧᮐᖠ市の≧ἣ把握を行うこととし、ཌ

┿町、Ᏻ平町、ࡴかわ町での≧ἣ把握は 8 日以降に行うことになった。その後、支援のඃ先

度の問題などから、ཌ┿町、ࡴかわ町の≧ἣ把握をඃ先して行うこととなった。 
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➨㸳❶ ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈 

 

5.1 ⌧ᆅ支援のᐇ≧ἣ 

 

(1) Ⓨ災┤ᚋのᑐᛂ⌧ᆅ支援యไのᴫせ 

北ᾏ㐨⫹東部地震は 2018 ᖺ 9 月 6 日 3 時 7 分に発生した。震※は北ᾏ㐨⫹地方୰東

部（北⦋ 42 度 41 分 24 ⛊ 東⤒ 142 度 00 分 24 ⛊）であった。地震のつᶍは、マࢽࢢチࣗー

ド 6.7（ᬻ定್）で、震※の῝さは 37km（ᬻ定್）であった。 

事๓のᇶ‽にᚑい、人と防災ᮍ᮶センター（以ୗ、ࠕセンターࠖとࡪ）では 3 時 45 分か

ら所内で情報集を開ጞした。同日 9 時からの会議において先遣隊のὴ遣は決定したもの

の、地震のᙳ㡪でࡰ全㐨で㟁が発生していたことにకう交通のΰから現地入りの⤒

㊰確保にᡭ間取ることとなった。᭱⤊的に、9 月 7 日᪩朝⩚田発の㣕行機で᪫ᕝに入り、レ

ンタ࢝ーで北ᾏ㐨庁を┠指すこととなった。なお、᪂༓ṓ✵ は発災⩣日の 7 日に再開して

おり、ᮐᖠとの㕲㊰も᪩期にඃ先的に復ᪧされたことから、➨ 2 㝕以降のὴ遣については関

西から᪂༓ṓ✵ ⤒⏤で✵㊰と㕲㊰を用いて北ᾏ㐨庁に฿㐩できている。 

 本地震の現地支援では、センター研究員の≧ἣや地域事情などを総合的に຺案し、セン

ターのࣜࢧーチࣇェロー（以ୗ、ࠕRFࠖとࡪ）であり、長く北ᾏ㐨内の防災に㈉⊩してい

た定ụ♸ᏘẶ（東北大Ꮫ災害⛉Ꮫᅜ際研究所ຓᩍ）に先遣隊への同行を౫㢗した。 

 現地の先遣隊とセンターとの㟁話会議を⤒て、9 月 8 日には➨ 2 次隊およࡧ➨ 3 次隊のὴ

遣が決定した。᭦に 9 月 12 日に行われたセンターの会議によって、9 月 19 日までのὴ遣が

決定した。以ୗに本地震の現地支援におけるὴ遣体ไを示す。 

 

 

⾲ 5-1 ὴ㐵యไ 

 ⮬ ⮳ ὴ㐵◊✲ဨ࡞ ὴ㐵Ỵᐃ᪥ 

ඛ㐵㝲 9/7 9/11 Ⳣ㔝、୰ᯘ（-9/9）、定ụ RF 9/6 

➨ 2ḟ㝲 9/9 9/13 ୰ᯘ（9/11-）㧗ᒸ、ᮌᒣ、定ụ RF 9/8 

➨ 3ḟ㝲 9/12 9/15 

Ⳣ㔝（9/13-） 

㎷ᒸ（-9/14）、（-9/14）、ᮌᒣ（-9/14） 

定ụ RF 

9/8 

➨ 4ḟ㝲 9/15 9/18 ᯇᕝ、ᓊỤ、定ụ RF（9/16-） 9/12 

➨ 5ḟ㝲 9/17 9/19 ᯇᕝ、Ἑ田、定ụ RF* 9/12 

*㸸定ụẶについては、人と防災ᮍ᮶センターの支援⤊後も町の要望にᇶ࡙き⊂自に支援活ືを⥅⥆。 
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(2) ๓᪉㔪のỴᐃඛ㐵㝲のὴ㐵 
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5.2 ⌧ᆅㄪᰝの≧ἣ 

 

(1) ᾏ㐨ᗇのึືᑐᛂ≧ἣ 

 北ᾏ㐨庁では、地ୗ 1 㝵に࣌࢜レーࣙࢩンルームが設置されており、北ᾏ㐨庁の職員のみ

ならࡎ、内閣府やᅜ土交通┬北ᾏ㐨開発局あるいは自衛隊などᅜの各機関、DMAT、応援自

体などが参集していた。北ᾏ㐨災害対策本部の各⌜およࡧ応援ᅋ体はそれࡒれにᇳ務用

の島（」数のࢸーࣈル⩌）を確保していたものの、各⌜が相に訪問することなどを通して

有機的に活ືしており、୍見した㝈りにおいてẚ㍑的機能しているようにほᐹされた。 

災害対策本部員会議は発災後毎ኤに北ᾏ㐨庁 4 㝵の危機対策局にే設された会議室で開

ദされていた。㐍行は副知事が行い、各部局およࡧᅜの機関（に内閣府およࡧ自衛隊）か

らの報告ののち、知事によるカ示およࡧ指示が行われるというᙧᘧであった。 

 会議開ദ場所と࣌࢜レーࣙࢩンルームは別の㝵に設置されていたが、庁内ࢸレࣅᨺ㏦を

通ࡌて࣌࢜レーࣙࢩンルームにおいても本部員会議の≧ἣを把握できるようᕤኵされてい

た。 

 

 

ᅗ の㓄⨨(2018࣒࣮ࣝࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣌࢜ 5-2 ᖺ 9 ᭶ 6-7 ᪥Ⅼ) 

 

(2) ᮐᖠ市ᙺᡤのึືᑐᛂ≧ἣ 

 ᮐᖠ市役所の災害対策本部は市役所12㝵に危機管理対策室分室と㞄᥋している会議室に

設置されていた。9月7日ኤ方に先遣隊が訪問した時点において、市の災害対策本部では、

市長指示が明ᩥ化されているなど必要な⤫ไが取れているようにほᐹされた。また、事๓

に᭱大の課題になると予想していたᾮ≧化被害についても、大つᶍに被災した地域はΎ田

༊の୰でも㝈定的であること、㞷害がከいなどの地域事情から༊役所の⛯担当部署で常設

的に⨯災ド明᭩の交業務が行われており、୍定の対応࢘ࣁ࢘ࣀがあるなど、Ᏻ定的な対
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(3) ᚋ᪉支援άື 

 本地震では、㟁のᙳ㡪などから被災自体がከ数に上ることが想定された。直๓に行っ

た西日本豪雨での現地支援の⤒㦂から、㒔㐨府県をྵめた被災自体では、の被災自体

の被災≧ἣや対応≧ἣの把握が、特に発災ึ期においては㠀常にᅔ難であるとᛮわれた。そ

のため、被害≧ἣや対応≧ἣを୍ぴ表で整理する作業をセンターで後方支援として実施す

ることとした。୍ぴ表で対㇟とした自体およࡧ調ᰝ㡯┠を以ୗに示す。 

 なお、後㏙する対ཱྀ支援ᅋ体向けに提供する資料には、総務┬による㢮ఝᅋ体のࢢループ

分けにおいて、支援対㇟となったཌ┿町、Ᏻ平町、ࡴかわ町と同ࣜࢦࢸ࢝ࡌーに入っている

支援ᅋ体管内の町村の୍ぴをして提供したとこࢁ、相ᡭ自体のメージ把握をする上

でዲホをᚓた。 

 

⾲ 5-2 被災⮬యのᑐᛂ≧ἣ➼୍ぴ⾲のᑐ㇟⮬యㄪᰝ㡯┠ 

ᑐ㇟⮬య ㄪᰝ㡯┠ 

▼⊁ 

興局 

管内 

ᮐᖠ市 

Ụ別市 

༓ṓ市 

ᜨᗞ市 

北広島市 

▼⊁市 

㸨ᇶ♏ࢹータ（ୡᖏ数、人ཱྀ） 

㸨職員数（全職員数、୍⯡行政職員数） 

㸨震度 

㸨災害ᩆຓἲ、被災者生活再建支援ἲの適用 

㸨な被害（死者、行方不明、㈇യ者、全ቯ、༙ቯ、୍部ᦆ

ቯ、建≀被害≧ἣ不明、避難所数、避難ୡᖏ数、避難者

数） 

㸨北ᾏ㐨地域防災ィ⏬上の想定被害 

㸨被災自体の体ไ（本部、本部員会議、事務局） 

㸨人的支援（ᅜ、自体） 

㸨ᩆฟ・ᩆຓ・ᩆ（ᾘ防、自衛隊、㆙ᐹ、ᾏ保） 

㸨社会ᇶ┙（་⒪、ンࣛࣇ、㔜要施設、Ỉ㐨、㟁Ẽ、ᗫᲠ

≀） 

㸨被災者支援（避難所環境、≀資、在宅等見回り活ື、心の

ケア、ࣛ࣎ンࢸア・NPO、相談❆ཱྀ） 

㸨生活再建（応ᛴ危㝤度ุ定、住宅支援、⨯災ド明᭩（実施

体ไ㸸受数㸸発行数）、被害ㄆ定調ᰝ、⩏援㔠等、支援

メࣗࢽーᥖ㍕） 

⫹ 

興局 

管内 

Ɫᑠ∾市 

ཌ┿町 

Ᏻ平町 

 かわ町ࡴ

日㧗 

興局 

管内 

日㧗町 

平取町 

᪂ෙ町 

᪂ࡦだか町 
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難所間での環境にᕪを生ࡌやすくなることから、上グのような会合をྵめた、避難所環境の

改善や必要な⠊ᅖでの対応の⤫୍などがこのẁ㝵での町の災害対応上も㔜要であった。 

 

 

ᅗ 5-4 ཌ┿町ࡿࡅ࠾㑊㞴⪅ᩘ㑊㞴ᡤᩘの᥎⛣(2018.09.06-09.19) 

 

適切な対応がとられている୍方、特に町が対応にⱞ៖しているようにほᐹされた事㡯と

して報㐨対応があった。これは、交通事情や発災ึ期から町内吉田地༊の地震ືによる土砂

ᔂれの✵が大きく報㐨されていたことなどから取ᮦの集୰をᣍきやすい≧ἣがあった上、

町役場 1 㝵入りཱྀがグ者⁀まりとなってしまったため町の災害対策本部機能との間に≀理

的な㐽ⶸ≀がࡰない≧ἣとなっていたことなどがཎᅉであった。 

 

 町のึືᑐᛂ≧ἣࢃࡴ (4)

†ຬᡶ㒆の東部（ཌ┿町の東㞄）に置する自体である。⍇⍈ࡌかわ町はཌ┿町と同ࡴ 

の㠃✚（671 平方࢟ロメートル）を上回る⣙ 711 平方࢟ロメートルという広大な町域を有し

ており、北部の✑別地༊と༡部の㭁ᕝ地༊に大別できる。現在のࡴかわ町は、それࡒれこの

2 地༊にあたるᪧ✑別町とᪧ㭁ᕝ町が合ేして成立した自体であり、町役場は㭁ᕝ地༊に

置かれている。これとあわせて✑別地༊にも✑別総合支所が置かれており、本地震のような

災害時には各地༊にも災害対策本部が設置されることになっている。ࡴかわ町には⣙ 8,300

人の住民がᒃ住しており、㭁ᕝ地༊にある୰心市⾤地から町域を༡北にὶれる㭁ᕝにἢっ

て住ᐙや集ⴠが点在している。 
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応が期ᚅできる≧ἣであった。 

 

(3) ཌ┿町のึືᑐᛂ≧ἣ 

ཌ┿町は北ᾏ㐨୰༡部にあるຬᡶ㒆の自体であり、⣙ 4,600 人の住民が⣙ 400 平方࢟ロ

メートルの町域で生活している。市⾤地はἢᓊ部（浜ཌ┿地༊）から町内を༡北にὶれるཌ

┿ᕝἢいに広がっており、町役場をྵࡴ୰心地はやや内㝣に入った場所に置している。 

 

 

ᅗ 5-3 ཌ┿町の町ᇦ(1:140,000) 

 

ཌ┿町では本庁⯋の⪁ᮙ化により⪏震ᛶ能が不༑分であったが、本地震によるಽቯなど

は発生しておらࡎ、災害対策本部機能は本庁⯋1㝵に設置されていた。町長以ୗ、町災害対

策本部では、8日の時点で行方不明者がṧっていたことからᤚ⣴・ᩆຓに注力する必要があ

ること、同時に、町内各所に開設されている避難所への避難者らへの生活支援が必要である

ことがㄆ㆑されており、先の≧ἣを見㉺した適切な情ໃㄆ㆑がなされているとホ౯できた。

こうした情ໃㄆ㆑はල体的な活ືにもᫎされており、例えࡤ発災3日┠である9月8日ኪの

時点で避難所の௦表者会議が開ദされている。なお、この会議に先立ち、避難所の長期化に

ഛえて必要となりそうな事㡯について、避難所の≧ἣを見た上でのຓゝをồめられた。これ

への対応として、避難所㐠Ⴀについてᑓ㛛的な知見・能力を有したNPO/NGOから町に対す

るアドࣂスが実現するよう先遣隊メンࣂーによる調整を行なっている。 

ᅗ5-4に北ᾏ㐨庁が集ィした被害報にᇶ࡙き、9月6日から19日にかけてのཌ┿町における

避難者数と避難所数の᥎⛣をまとめたࣇࣛࢢを示す。ࣇࣛࢢには現れていないが、避難者数

は7日から8日にかけて1,118ྡをグ㘓したものがࣆークとなっていた。ࣛࣛࣇン（特に

Ỉ㐨）への被害が⏒大であったことから、避難所における避難者数が㧗いỈ‽で᥎⛣してい

たことがわかる。避難者数がከく、」数の避難所にከくの被災者が分ᩓしていることは、避

ཌ┿町ᙺሙ 
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┿ 5-1 ᦆയࡓࡋᘓ≀(09.13 ᙳ) 

 

(5) ᛂ援ᅋయ㛫の㐃ᦠの㐍ᒎ㸸ᅜ⮬య支援⮬య情報㆟の㛤ദ 

北ᾏ㐨⫹東部地震では、北ᾏ㐨・東北 8 㐨県の枠組み（東北ࣈロック）で、東北各県か

ら北ᾏ㐨庁に職員がὴ遣されていた（9 月 11 日以降は総務┬のࠕ被災市༊町村応援職員確

保ࢩスࢸム にࠖᇶ࡙く自体間の対ཱྀ支援ᅋ体となる）。ึ 期にὴ遣された職員には各県の

災害マネジメント総ᣓ支援員有資᱁者もྵまれていた。7 月豪雨では、୍部において対ཱྀ支

援ᅋ体と被災県との間で≧ἣㄆ㆑や応援の方針などについての情報共有が不༑分だった㠃

があったことから、本地震においては、対ཱྀ支援ᅋ体である東北 7 県（㟷᳃県、ᒾᡭ県、宮

城県、⛅田県、ᒣᙧ県、福島県およࡧ᪂₲県）を୰心とした応援ᅋ体と北ᾏ㐨庁との間での

情報共有を┠的とした会議体が᪩期に立ち上ࡆられ、⥅⥆開ദされることとなった。この会

議体はఱ度かのྡ⛠ኚ᭦をకいながらࠕ全ᅜ自体支援自体情報交換会議 とࠖࡤれるよ

うになり、北ᾏ㐨庁、全ᅜ知事会、東北 7 県のうち現地に職員をὴ遣している県およࡧ総務

┬にຍえて、先遣隊や連⤡員をὴ遣していた関西広域連合（රᗜ県、㫽取県）、᭦には直᥋

支援を行なっていた研究機関（防災⛉Ꮫᢏ⾡研究所、人と防災ᮍ᮶センター）などが参ຍし

ていた。会議は 9 日以降、1-2 回㸭日の㢖度で開ദされ、にཌ┿町、Ᏻ平町、ࡴかわ町の

被災≧ἣ、被災者の≧ἣおよࡧこれらへの 3 町の対応≧ἣについての情報共有およࡧㄆ㆑

⤫୍の場として活用されていった。同会議の内ᐜは参ຍしていた総務┬担当者をして、北

ᾏ㐨副知事とᅜの関ಀ機関とで定期的に開ദされる会議でも報告・共有されていった。 

  

┿ 5-3 ᅜ⮬య支援⮬య情報 

㆟のᵝᏊ(09.13 ᙳ) 

┿ 5-2 ✑ูᆅ༊の災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊のᵝᏊ
(09.13 ᙳ) 
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ᅗ  町の町ᇦ(1:225,000)ࢃࡴ 5-5

 

先遣隊ὴ遣と୪行して行なっていた情報集から、ࡴかわ町はձ震※に㏆く大きな地震

ືにみまわれていたため⏒大な被害が懸念されること、ղにも関わらࡎ 7 日の時点で北ᾏ

㐨庁の࣌࢜レーࣙࢩンルームなどであまり話題に上っていなかったことから、ཌ┿町と୪

んで先遣隊によるඃ先的な調ᰝ対㇟となっていた。 

 㭁ᕝ地༊にあるࡴかわ町役場では、8 日の時点で、役場 2 㝵に災害対策本部室が設けられ

ていた。情報⌜が対応クロࣀロジーを作成してቨにᙇりฟすなど、ᡓ⾡的な部分で適切な対

応がとられていた୍方で、意ᛮ決定が危機対策ࢢループ幹に㐣度に集୰している、役場も

所在する町の୰心市⾤地で建≀のಽቯがከ数発生しているにも関わらࡎ、そのල体的な

メージが本部室で把握しきれていない、✑別地༊の災害対策本部とは㟁話会議での情報共

有に止まり、地༊の≧ἣや本部の対応≧ἣを直᥋確ㄆできていない、などさまࡊまな課題に

直㠃していた。 

 こうした≧ἣを㋃まえ、先遣隊は 9 日には✑別地༊災害対策本部での調ᰝを実施した。✑

別地༊の災害対策本部は、発災๓の務地にかかわらࡎ、地༊在住の町職員によって設置・

㐠Ⴀされるィ⏬となっていた。⤖果的に、地域事情に明るい職員が対応にあたっていた。平

⣲からࢸレࣅなどの難ど⫈地༊であり、情報集についての⬤ᙅᛶが㧗かったが、地震にక

う㟁の発生もあり、当ึは本部との連⤡にも事Ḟく（本部との通ಙは発災後 11 時間で復

ᪧ）≧ἣୗで、全く情報がとれࡎ広報ᡭẁもない୰での災害対応をᙉいられていた。先遣隊

が訪問したẁ㝵では、住民全員のᏳྰ確ㄆは⤊わっていたものの、地༊の༊域が広大である

ため地震ືにకう土砂災害などの危㝤がある箇所の把握などがしていないことなど、

マンࣃワー不足に㉳ᅉする対応の㐜れが見られた。 

 

 町ᙺሙࢃࡴ

✑ู⥲ྜ支ᡤ 
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 町ᙺሙࢃࡴ

✑ู⥲ྜ支ᡤ 
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所での生活に関するຓゝをồめられるなどした。 

 9 月 13 日から 19 日にかけての研究員のなᕠ回先を以ୗに示す。 

 

⾲ 5-3 ⌧ᆅ支援Ỵᐃᚋの࡞ᕠᅇඛ(9/13-19) 

 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 ྜィ 

ᾏ㐨ᗇ 7 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ 

ཌ┿町 4  *ۑ  ۑ  ۑ ۑ 

Ᏻᖹ町  3  ۑ  ۑ  ۑ 

 3    ۑ  ۑ ۑ 町ࢃࡴ

✑ู支ᡤ 2   ۑ    ۑ 

 のࡑ
ᅄᏘの㔛 

 (町㑊㞴ᡤࢃࡴ)
 ᮐᖠ市 

⫹ᮾ㒊 

་⒪ㄪᩚ 

ᮏ㒊 

   

 

*町の㑊㞴ᡤ௦⾲⪅㆟ࡶཧຍ 

 

(3) ಶู┦ㄯへのᑐᛂ 

 災害対応上の課題に関する個別的・ල体的な事㡯についての問い合わせや事例に関する

↷会などは先遣隊が現地をᕠ回している際にも発生していたが、支援方針が決定され、被災

した 3 町でのᕠ回が⥅⥆される୰、≧ἣに応ࡌた様ࠎな個別相談が被災自体や応援ᅋ体

からᐤせられた。これらは、大きくձ公㈝ゎ体に関わるもの、ղ被災者の生活再建に関する

もの、ճ避難所での生活に関するもの、մその、に大別できる。各相談事㡯についての⫼

ᬒと対応≧ἣをୗ表に示す。 

 

⾲ 5-4 ಶู┦ㄯへのᑐᛂ≧ἣ࡚࠸ࡘ 

බ㈝ゎయ㛵ࡿࢃ┦ㄯ 

⫼ᬒ 市⾤地でᐙᒇಽቯが発生していたࡴかわ町では、㞄ᐙをᕳき㎸んでᦆയしたᐙ

ᒇなどがあり、危㝤な≧ែがあったことから、先遣隊が活ືしていた時期から公

㈝ゎ体に関する問い合わせがあった。 

ᑐᛂ 㸨公㈝ゎ体を行った㐣去の被災自体の事例の⤂ 

㸨公㈝ゎ体ᐙᒇと被災者生活再建支援㔠の関ಀについての説明 

被災⪅の⏕άᘓ㛵ࡿࢃ┦ㄯ 

⫼ᬒ ⨯災ド明᭩交に向けたᐙᒇ被害ㄆ定調ᰝが㐍められる୰で、発行時に提示す

べき被災者支援メࣗࢽーの整理が北ᾏ㐨庁およࡧ被災市町村において共通の課

題となっていたことから問い合わせがあった。 
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5.3 支援᪉㔪のỴᐃᐇ 

 

(1) 支援᪉㔪のỴᐃ 

9日までの調ᰝおよࡧ活ືを通ࡌてᚓた情報などを㋃まえ、先遣隊からはձ定ụẶがཌ┿

町に町の側からὴ遣要望があったアドࢨࣂーとして常㥔しつつ、必要に応ࡌて研究員か

らも࢘ࣁ࢘ࣀ支援を行うこと、ղࡴかわ町の災害対策本部機能（特に受援体ไのᵓ築）を回

復の┠途が立つまで、ࡴかわ町・㐨庁間を 復しながら、࢘ࣁ࢘ࣀが入れ㎸める≧ἣまで調

整すること、の2点を大まかな支援方針案として提示した。その後、12日にセンターで行わ

れた会議において、以ୗ3点をᇶ本とした支援方針を決定した。 

 

・人と防災ᮍ᮶センターとして現地支援を⥅⥆すること（9月19日⤊┠ฎ）。 

・全ᅜ自体支援自体情報交換会議から総務┬を通ࡌ、政府現地連⤡調整会議 （㐨副知

事参ຍ）へと、ẚ㍑的ࣕࢩࣇ࢜ルな情報伝㐩⤒㊰ができたので、その枠組みを用し

つつ、応援県と連ᦠしながら、被害が大きい3町を୰心とした適切な情報・࢘ࣁ࢘ࣀを伝

㐩する。また、適ᐅ、被害が大きい3町や支援者に情報・࢘ࣁ࢘ࣀを伝㐩すること。 

・定ụẶが防災アドࢨࣂーを務めていたཌ┿町役場より同Ặによる常㥔支援の要ㄳがあ

り、同Ặが応ㅙしたことから、ཌ┿町については定ụẶを࣏ࢧートするᙧでの支援をᇶ

本とすること。 

 

 これらの方針にᇶ࡙き、センターでは、12 日以降も北ᾏ㐨庁、ཌ┿町役場、ࡴかわ町役

場およࡧᏳ平町役場の各災害対策本部や関ಀ先をᕠ回し、ࣄアࣜンࢢなどによる情報集

や、個別の相談事㡯への対応を行った。 

 

(2) 情報㞟の⥅⥆ 

 全ᅜ自体支援自体情報交換会議に௦表されるような北ᾏ㐨庁で開ദされる各✀会議

への参ຍをᇶ本としつつ、上グの方針にᚑい、ཌ┿町役場、Ᏻ平町役場およࡴࡧかわ町（町

役場と✑別総合支所など）などをᕠ回し、町の職員や関ಀᅋ体の関ಀ者との意見交換や情報

共有を行った。ὴ遣研究員の交௦日に当たる 15 日と 17 日の活ືがややప調になるഴ向は

あったものの、✚ᴟ的に現地をᕠ回し、役場だけでなく、避難所への訪問や་⒪関ಀ機関の

ື向把握などを通ࡌて、ከゅ的な情報集を行い、これを北ᾏ㐨庁や全ᅜ自体支援自体

情報交換会議にࣇードࣂックしていった。 

また、9 月 13 日にⱢᑠ∾市内で開ദされた NPO/NGO などが集まるࠕ平成 30 ᖺ北ᾏ㐨⫹

東部地震情報共有会議 にࠖも参ຍし、住民の≧ἣなどについてのල体的な情報などをᚓな

がら方針の確ㄆや┠ᶆのጇ当ᛶの確ㄆを行った。 

9 月 18 日には、➨ 8 回ཌ┿町避難者௦表会議に参ຍし、各避難所の現≧について支援を

行っている㟷᳃県を୰心とした情報共有会議に参ຍし情報集するとともに、後㏙の避難
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5.4 ⌧ᆅࡽのᘬࡁᥭࡑࡆのᚋのᒎᮃ 

 

 当ึの方針にᚑい、現地において被災自体を直᥋ᕠ回するᙧでの支援は、対ཱྀ支援ᅋ体

の活ືが定╔してきたことを見ᒆけるᙧで 9 月 19 日に⤊した。 

 本地震での現地支援活ືではẚ㍑的にึ期の調ᰝおよࡧ支援への⛣行を行うことが

できた。その要ᅉとして、発災以๓にᇵった研究員や RF の人的ネットワークがዌຌし、先

遣隊ὴ遣のẁ㝵から、被災側（被災自体）と応援側（ᅜの機関や応援自体、NPO/NGO）

の方に研究員の知ᕫがいる≧ἣで活ືを開ጞできたことがᣲࡆられる。 

 ຍえて、大つᶍな災害が全ᅜ的に㢖発する୰で、特に直๓から発生していた7月豪雨にお

ける応援・受援上の課題となっていた事㡯が関ಀ機関間で共有されており、被災自体と応

援自体とを୰心とした連⤡調整の枠組み（全ᅜ自体支援自体情報交換会議）が㏿やか

にᵓ築され、これへの定期的な参ຍが受け入れられたことも、活ືがに㐍められた大き

な要ᅉとなった。 

 特に全ᅜ自体支援自体情報交換会議については、༢にセンターの現地支援活ື上の

話題にとどまらࡎ、今後の被災地支援においてもロールモࢹルとなりうる枠組みとしてホ

౯できる。今後はこうした枠組みに対するᏛ⾡的な᳨ウなどを行う୰で、改めてその意⩏や

効果を᳨ドしていく必要がある。 

 本地震への対応は本✏ᇳ➹の時点でも各自体で⥅⥆されており、10月ᮎには仮設住宅

の供も開ጞされた。本地震でஸくなった全ての方のごෞ福を♳り、被災された全ての人が

まࡎは地震後᭱ึのを↓事に㉺えて、復興へのṌみを᭦に㐍められることを㢪って本❶

を⥾めくくりたい。 
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ᑐᛂ 㸨㐣去の被災者支援メࣗࢽー୍ぴの事例⤂およࡧ現≀の提供 

㸨メࣗࢽー作成の市町村における㐍め方についてのຓゝ 

㸨被災者生活再建支援ἲによる支援㔠の配ᕸ方ἲについての資料作成 

㸨㒔㐨府県における被災者⽣活再建⽀援体ไのᵓ築についての資料作成 

㑊㞴ᡤ࡛の⏕ά㛵ࡿࡍ┦ㄯ 

⫼ᬒ ᅗ 5-4 に示したように、ཌ┿町では、にࣛࣛࣇンへの被害が⏒大であった

ことなどから、避難所避難者数がከかった。そのため、特に㧗㱋者が長期に避難

所生活を㏦ることによる健ᗣ≧ែのᝏ化が心配されたことから問い合わせが

あった。 

ᑐᛂ 㸨避難所での⾼㱋者の健ᗣ⥔持の方ἲや事例についての資料作成 

 のの┦ㄯ㡯へのᑐᛂࡑ

ᑐᛂ 㸨二次災害の危㝤ᛶがある地域への୍⯡人の立ち入りをつไする方ἲに関する

㐣去の事例の提供 

㸨復興ィ⏬の策定とその㐍め方についてཱྀ㢌でຓゝ 

 

(4) ぢ㏻ࡋの提♧ 

 これらの情報集活ືや対応を㋃まえつつ、全ᅜ自体支援自体情報交換会議に向け

て、現≧を整理し、今後の対応の↔点や方向ᛶについての研究員の所見を整理したࣜࣈー

。ーを作成し、適ᐅ全ᅜ自体支援自体情報交換会議の場で報告を行ったࣃー࣌ࢢンࣇ

これによって、応援ᅋ体のㄆ㆑の⤫୍をᅗり、支援の適時ᛶ・୍㈏ᛶの向上をヨみた。 

 

 

 

 

 

 

 

┿ 5-4 ➨ 8 ᅇཌ┿町㑊㞴⪅௦⾲㆟の 

ᵝᏊ(09.18 ᙳ) 
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5.4 ⌧ᆅࡽのᘬࡁᥭࡑࡆのᚋのᒎᮃ 

 

 当ึの方針にᚑい、現地において被災自体を直᥋ᕠ回するᙧでの支援は、対ཱྀ支援ᅋ体

の活ືが定╔してきたことを見ᒆけるᙧで 9 月 19 日に⤊した。 

 本地震での現地支援活ືではẚ㍑的にึ期の調ᰝおよࡧ支援への⛣行を行うことが

できた。その要ᅉとして、発災以๓にᇵった研究員や RF の人的ネットワークがዌຌし、先

遣隊ὴ遣のẁ㝵から、被災側（被災自体）と応援側（ᅜの機関や応援自体、NPO/NGO）

の方に研究員の知ᕫがいる≧ἣで活ືを開ጞできたことがᣲࡆられる。 

 ຍえて、大つᶍな災害が全ᅜ的に㢖発する୰で、特に直๓から発生していた7月豪雨にお

ける応援・受援上の課題となっていた事㡯が関ಀ機関間で共有されており、被災自体と応

援自体とを୰心とした連⤡調整の枠組み（全ᅜ自体支援自体情報交換会議）が㏿やか

にᵓ築され、これへの定期的な参ຍが受け入れられたことも、活ືがに㐍められた大き

な要ᅉとなった。 

 特に全ᅜ自体支援自体情報交換会議については、༢にセンターの現地支援活ື上の

話題にとどまらࡎ、今後の被災地支援においてもロールモࢹルとなりうる枠組みとしてホ

౯できる。今後はこうした枠組みに対するᏛ⾡的な᳨ウなどを行う୰で、改めてその意⩏や

効果を᳨ドしていく必要がある。 

 本地震への対応は本✏ᇳ➹の時点でも各自体で⥅⥆されており、10月ᮎには仮設住宅

の供も開ጞされた。本地震でஸくなった全ての方のごෞ福を♳り、被災された全ての人が

まࡎは地震後᭱ึのを↓事に㉺えて、復興へのṌみを᭦に㐍められることを㢪って本❶

を⥾めくくりたい。 
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ᑐᛂ 㸨㐣去の被災者支援メࣗࢽー୍ぴの事例⤂およࡧ現≀の提供 

㸨メࣗࢽー作成の市町村における㐍め方についてのຓゝ 

㸨被災者生活再建支援ἲによる支援㔠の配ᕸ方ἲについての資料作成 

㸨㒔㐨府県における被災者⽣活再建⽀援体ไのᵓ築についての資料作成 

㑊㞴ᡤ࡛の⏕ά㛵ࡿࡍ┦ㄯ 

⫼ᬒ ᅗ 5-4 に示したように、ཌ┿町では、にࣛࣛࣇンへの被害が⏒大であった

ことなどから、避難所避難者数がከかった。そのため、特に㧗㱋者が長期に避難

所生活を㏦ることによる健ᗣ≧ែのᝏ化が心配されたことから問い合わせが

あった。 

ᑐᛂ 㸨避難所での⾼㱋者の健ᗣ⥔持の方ἲや事例についての資料作成 

 のの┦ㄯ㡯へのᑐᛂࡑ

ᑐᛂ 㸨二次災害の危㝤ᛶがある地域への୍⯡人の立ち入りをつไする方ἲに関する

㐣去の事例の提供 

㸨復興ィ⏬の策定とその㐍め方についてཱྀ㢌でຓゝ 

 

(4) ぢ㏻ࡋの提♧ 

 これらの情報集活ືや対応を㋃まえつつ、全ᅜ自体支援自体情報交換会議に向け

て、現≧を整理し、今後の対応の↔点や方向ᛶについての研究員の所見を整理したࣜࣈー

。ーを作成し、適ᐅ全ᅜ自体支援自体情報交換会議の場で報告を行ったࣃー࣌ࢢンࣇ

これによって、応援ᅋ体のㄆ㆑の⤫୍をᅗり、支援の適時ᛶ・୍㈏ᛶの向上をヨみた。 

 

 

 

 

 

 

 

┿ 5-4 ➨ 8 ᅇཌ┿町㑊㞴⪅௦⾲㆟の 

ᵝᏊ(09.18 ᙳ) 
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6.1 7᭶㞵ࡿࡅ࠾ᒸᒣ┴の་⒪ᑐᛂ 

 

(1) ㉸ᛴᛶᮇࡽᛴᛶᮇ 

① ┴ᗇෆ┴災ᐖಖ་⒪ᮏ㒊ࠊ┴ DMAT ㄪᩚᮏ㒊タ⨨ 

7 月 7 日 11 時に県災害保健་⒪本部とᒸᒣ県 DMAT 調整本部が県庁་⒪᥎㐍課内に設置

された。 

7 月 8 日には、ᾘ防や自衛隊、NGO ་⒪チームが連ᦠして、浸Ỉ被害のあったまࡧグ念

㝔からのᝈ者や避難住民のᩆฟ活ືを行った。་⒪ࢧーࣅスが必要な人については、被害

がない㝔にᦙ㏦された。この時点で、日本㉥༑Ꮠ社ᩆㆤ⌜（以ୗ、ࠕ日㉥ᩆㆤ⌜ とࠖࡪ）

の避難所のスクࣜーࢽンࢢ（་⒪ࢽーࢬがある住民が避難していないか、避難所の環境のア

セスメントもྵࡴ）が開ጞされていた。 

7 月 9 日に研究員が県庁に入った時点では、ᒸᒣ県 DMAT 調整本部は་⒪᥎㐍課内で活

ືをしていた（┿ 6-1）。そこには、日本㉥༑Ꮠ社 DMAT チーム（以ୗ、ࠕ日㉥ DMATࠖと

ࡪ）、災害ὴ遣⢭⚄་⒪チーム（以ୗ、ࠕDPAT とࠖࡪ）、全日本㝔協会（以ୗ、ࠕAMATࠖ

とࡪ）、ᑠඣ・࿘⏘期ࣜࢰ࢚ンが本部を置き、情報共有を実施していた。しかしᐦ集して

おり、ス࣌ースに㝈⏺があったようで、今後広い会議室に⛣ື予定とのことであった（┿

6-2）。་⒪᥎㐍課に設置していたこともあり、避難所の情報なども་⒪᥎㐍課と共有しなが

ら㐍められていた。その後、本部を別室に⛣ືした後も、་⒪᥎㐍課の職員がࣜࢰ࢚ンとし

て同ᖍしていた。行政職員が県に設置された DMAT 調整本部に同ᖍしていることは⌋しく、

日㡭からⰋዲな関ಀᛶがᵓ築されていたことにຍえ、当ึ་⒪᥎㐍課のᇳ務室で活ືして

いたことで連ᦠする体ไがより῝まったものと᥎ された。 

DMAT の་⒪支援方ἲとしては、་⒪ᅪを 5 つに分け（県༡西部、県༡東部、㧗ᱱ・᪂

見、ὠᒣ・ⱥ田、┿ᗞ）、各་⒪ᅪ内の災害ᣐ点㝔内に活ືᣐ点本部を設置し、་⒪支援

や避難所スクࣜーࢽンࢢを保健所と連ᦠして行っていた。同日に県保健་⒪調整本部が設

置され、་⒪から保健་⒪へとࣇェーࢬが⛣行していることを≀ㄒっていた。 

ղ 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ෆ࡛の情報ඹ᭷ 

災害対策本部事務室では་⒪チームのጼは確ㄆできࡎ、་⒪᥎㐍課の職員に確ㄆしたと

こࢁ、必要時に直᥋職員が災害対策本部事務室に行き、情報共有しているとのことであった。

災害対策本部会議には、日本㉥༑Ꮠ社（以ୗ、ࠕ日㉥ࠖとࡪ）の་ᖌがฟᖍしており、ま

た配ᕸされた災害対策本部会議資料には、研究員がᒸᒣ県 DMAT 調整本部で見⪺きしたこ

とや EMIS 上でも確ㄆされた事実がグ㍕されており、災害対策本部内での情報共有が⣬㠃上

では確ㄆできた。 
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➨㸴❶ ་⒪支援 

 

 災害་⒪は、1995 ᖺの㜰⚄・ῐ㊰大震災をᩍカとし、その後体ไがᵓ築されてきた。ල

体的には、ձ地域の୰心となる災害ᣐ点㝔の指定や整ഛ、ղ㉸ᛴᛶ期に被災現場で活ືで

きる災害ὴ遣་⒪チーム（以ୗࠕDMATࠖとࡪ）の設と隊員の⫱成、ճ㔜ᝈ者の後方

ᦙ㏦や被災地外へのᦙ㏦、մ㝔の被災≧ἣの情報ࢩスࢸムである広域災害ᩆᛴ་⒪情報

の確立である。またձ㹼մのすべてにおいて、་⒪ᚑ事（ࡪEMISࠖとࠕ、以ୗ）ムࢸスࢩ

者と行政との連ᦠはḞかせないものであり、防災ᇶ本ィ⏬にもグされている。しかし、2011

ᖺの東日本大震災ではこの災害་⒪体ไが機能した୍方で、DMAT とᩆㆤ⌜とのࢩームレ

スな支援ができなかったことや、災害ᣐ点㝔の᭦なる整ഛの必要ᛶが指され、また、୰

長期的な་⒪提供体ไに関して㸪ከくの支援チームが被災地に入ることでのΰもᣍいた。

現在の防災ᇶ本ィ⏬では、DMAT の活ື⤊以降、㒔㐨府県は様ࠎな་⒪チームὴ遣など

の協力をᚓて、指定避難所やᩆㆤ所もྵめた被災地における་⒪提供体ไの確保・⥅⥆をᅗ

ることおよࡧ、その調整に当たっては災害་⒪ࢥーࢹネーターを活用することが明グさ

れている。また保健་⒪体ไにおいては、2017 ᖺに大つᶍ災害時の保健་⒪活ືに関わる

体ไの整ഛの᥎㐍を┠的とし、各㒔㐨府県の災害対策本部のୗに、保健་⒪調整本部を設置

するとともに、保健所において、保健་⒪活ືチームの指や連⤡、保健་⒪ࢽーࢬなどの

集およࡧ整理・分ᯒを行うこととされた。これにకい、ཌ生ປാ┬健ᗣ局は、2018 ᖺ 3 月

に、ࠕ災害時健ᗣ危機管理支援チーム（以ୗ、ࠕDHEATࠖとࡪ）ࠖ を設した。DHEAT は、

㉸ᛴᛶ期から៏ᛶ期まで保健་⒪調整本部およࡧ保健所を応援するマネジメント支援チー

ムである。7 月豪雨でጞືし、ᒸᒣ県や広島県、北ᾏ㐨⫹東部地震における北ᾏ㐨でも活

ືした。これまでの་⒪体ไのᵓ築のὶれを㋃まえて、➨ 6 ❶では 7 月豪雨と北ᾏ㐨⫹

東部地震での現地支援・調ᰝを、་⒪支援体ไと行政との連ᦠを୰心に、EMIS 情報からの

事実⿵足もしつつ時⣔ิで報告する。なお災害་⒪における時⣔ิは、発災からの時間⤒㐣

により㉸ᛴᛶ期（発災から 3 日）、ᛴᛶ期（発災から 1 週間）、ளᛴᛶ期（発災から 4 週間）、

៏ᛶ期（1 か月以降）に分けられている。 
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6.1 7 ᭶㞵ࡿࡅ࠾ᒸᒣ┴の་⒪ᑐᛂ 

 

(1) ㉸ᛴᛶᮇࡽᛴᛶᮇ 

① ┴ᗇෆ┴災ᐖಖ་⒪ᮏ㒊ࠊ┴ DMAT ㄪᩚᮏ㒊タ⨨ 

7 月 7 日 11 時に県災害保健་⒪本部とᒸᒣ県 DMAT 調整本部が県庁་⒪᥎㐍課内に設置

された。 

7 月 8 日には、ᾘ防や自衛隊、NGO ་⒪チームが連ᦠして、浸Ỉ被害のあったまࡧグ念

㝔からのᝈ者や避難住民のᩆฟ活ືを行った。་⒪ࢧーࣅスが必要な人については、被害

がない㝔にᦙ㏦された。この時点で、日本㉥༑Ꮠ社ᩆㆤ⌜（以ୗ、ࠕ日㉥ᩆㆤ⌜ とࠖࡪ）

の避難所のスクࣜーࢽンࢢ（་⒪ࢽーࢬがある住民が避難していないか、避難所の環境のア

セスメントもྵࡴ）が開ጞされていた。 

7 月 9 日に研究員が県庁に入った時点では、ᒸᒣ県 DMAT 調整本部は་⒪᥎㐍課内で活

ືをしていた（┿ 6-1）。そこには、日本㉥༑Ꮠ社 DMAT チーム（以ୗ、ࠕ日㉥ DMATࠖと

ࡪ）、災害ὴ遣⢭⚄་⒪チーム（以ୗ、ࠕDPAT とࠖࡪ）、全日本㝔協会（以ୗ、ࠕAMATࠖ

とࡪ）、ᑠඣ・࿘⏘期ࣜࢰ࢚ンが本部を置き、情報共有を実施していた。しかしᐦ集して

おり、ス࣌ースに㝈⏺があったようで、今後広い会議室に⛣ື予定とのことであった（┿

6-2）。་⒪᥎㐍課に設置していたこともあり、避難所の情報なども་⒪᥎㐍課と共有しなが

ら㐍められていた。その後、本部を別室に⛣ືした後も、་⒪᥎㐍課の職員がࣜࢰ࢚ンとし

て同ᖍしていた。行政職員が県に設置された DMAT 調整本部に同ᖍしていることは⌋しく、

日㡭からⰋዲな関ಀᛶがᵓ築されていたことにຍえ、当ึ་⒪᥎㐍課のᇳ務室で活ືして

いたことで連ᦠする体ไがより῝まったものと᥎ された。 

DMAT の་⒪支援方ἲとしては、་⒪ᅪを 5 つに分け（県༡西部、県༡東部、㧗ᱱ・᪂

見、ὠᒣ・ⱥ田、┿ᗞ）、各་⒪ᅪ内の災害ᣐ点㝔内に活ືᣐ点本部を設置し、་⒪支援

や避難所スクࣜーࢽンࢢを保健所と連ᦠして行っていた。同日に県保健་⒪調整本部が設

置され、་⒪から保健་⒪へとࣇェーࢬが⛣行していることを≀ㄒっていた。 

ղ 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ෆ࡛の情報ඹ᭷ 

災害対策本部事務室では་⒪チームのጼは確ㄆできࡎ、་⒪᥎㐍課の職員に確ㄆしたと

こࢁ、必要時に直᥋職員が災害対策本部事務室に行き、情報共有しているとのことであった。

災害対策本部会議には、日本㉥༑Ꮠ社（以ୗ、ࠕ日㉥ࠖとࡪ）の་ᖌがฟᖍしており、ま

た配ᕸされた災害対策本部会議資料には、研究員がᒸᒣ県 DMAT 調整本部で見⪺きしたこ

とや EMIS 上でも確ㄆされた事実がグ㍕されており、災害対策本部内での情報共有が⣬㠃上

では確ㄆできた。 
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➨㸴❶ ་⒪支援 

 

 災害་⒪は、1995 ᖺの㜰⚄・ῐ㊰大震災をᩍカとし、その後体ไがᵓ築されてきた。ල

体的には、ձ地域の୰心となる災害ᣐ点㝔の指定や整ഛ、ղ㉸ᛴᛶ期に被災現場で活ືで

きる災害ὴ遣་⒪チーム（以ୗࠕDMATࠖとࡪ）の設と隊員の⫱成、ճ㔜ᝈ者の後方

ᦙ㏦や被災地外へのᦙ㏦、մ㝔の被災≧ἣの情報ࢩスࢸムである広域災害ᩆᛴ་⒪情報

の確立である。またձ㹼մのすべてにおいて、་⒪ᚑ事（ࡪEMISࠖとࠕ、以ୗ）ムࢸスࢩ

者と行政との連ᦠはḞかせないものであり、防災ᇶ本ィ⏬にもグされている。しかし、2011

ᖺの東日本大震災ではこの災害་⒪体ไが機能した୍方で、DMAT とᩆㆤ⌜とのࢩームレ

スな支援ができなかったことや、災害ᣐ点㝔の᭦なる整ഛの必要ᛶが指され、また、୰

長期的な་⒪提供体ไに関して㸪ከくの支援チームが被災地に入ることでのΰもᣍいた。

現在の防災ᇶ本ィ⏬では、DMAT の活ື⤊以降、㒔㐨府県は様ࠎな་⒪チームὴ遣など

の協力をᚓて、指定避難所やᩆㆤ所もྵめた被災地における་⒪提供体ไの確保・⥅⥆をᅗ

ることおよࡧ、その調整に当たっては災害་⒪ࢥーࢹネーターを活用することが明グさ

れている。また保健་⒪体ไにおいては、2017 ᖺに大つᶍ災害時の保健་⒪活ືに関わる

体ไの整ഛの᥎㐍を┠的とし、各㒔㐨府県の災害対策本部のୗに、保健་⒪調整本部を設置

するとともに、保健所において、保健་⒪活ືチームの指や連⤡、保健་⒪ࢽーࢬなどの

集およࡧ整理・分ᯒを行うこととされた。これにకい、ཌ生ປാ┬健ᗣ局は、2018 ᖺ 3 月

に、ࠕ災害時健ᗣ危機管理支援チーム（以ୗ、ࠕDHEATࠖとࡪ）ࠖ を設した。DHEAT は、

㉸ᛴᛶ期から៏ᛶ期まで保健་⒪調整本部およࡧ保健所を応援するマネジメント支援チー

ムである。7 月豪雨でጞືし、ᒸᒣ県や広島県、北ᾏ㐨⫹東部地震における北ᾏ㐨でも活

ືした。これまでの་⒪体ไのᵓ築のὶれを㋃まえて、➨ 6 ❶では 7 月豪雨と北ᾏ㐨⫹

東部地震での現地支援・調ᰝを、་⒪支援体ไと行政との連ᦠを୰心に、EMIS 情報からの

事実⿵足もしつつ時⣔ิで報告する。なお災害་⒪における時⣔ิは、発災からの時間⤒㐣

により㉸ᛴᛶ期（発災から 3 日）、ᛴᛶ期（発災から 1 週間）、ளᛴᛶ期（発災から 4 週間）、

៏ᛶ期（1 か月以降）に分けられている。 
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6.2 7᭶㞵ࡿࡅ࠾ᗈ島┴の་⒪ᑐᛂ 

 

(1) ㉸ᛴᛶᮇࡽᛴᛶᮇ 

① ┴ᗇෆ┴ DMATㄪᩚᮏ㒊タ⨨ 

7 月 6 日 22 時㡭に、県庁内に広島県 DMAT 調整本部が設置された。担当部局は་⒪ㆤ

ィ⏬課となり、そのᇳ務ス࣌ースの୍⏬で活ືした。7 月 8 日に、3 県（島᰿、ᒣཱྀ、福ᒸ）

のみに対して広島県から DMAT ὴ遣の要ㄳがあった。 

7 月 9 日に研究員が調ᰝに入ったẁ㝵では、་⒪ㆤィ⏬課などの保健福祉部局がある本

㤋㸳㝵の会議室で活ືをし、་⒪ㆤィ⏬課の職員もៃただしくฟ入りをしていた。DMAT

以外にも、ཌ生ປാ┬のᩆᛴ་⒪ᑓ㛛ᐙも入り連ᦠをとっていた。また、DPAT も参集し、

㞄室で本部設置を開ጞしていた。DMAT は、་⒪ᅪを 4 つ（࿋、広島୰ኸ、広島、ᑿ୕・福

ᒣ・府୰）に分け、各ᣐ点㝔に活ືᣐ点本部を設け、㝔支援や避難所のスクࣜーࢽンࢢ

をしていた。また避難所への⡆᫆トレのᡭ配なども行われていた。 

ղ ᩿Ỉᑐ࡚ࡋのᑐᛂ 

広島県では、特にᑿ୕་⒪ᅪ（୕ཎ市、ᑿ㐨市、ୡ⨶㒆ୡ⨶町）での᩿Ỉのᙳ㡪が大きかっ

た。EMIS によって各་⒪機関のࣛࣛࣇンの≧ἣが集⣙され、᩿Ỉした་⒪施設は、ᑿ

୕་⒪ᅪの⣙ 71㸣であることがわかり、透ᯒᝈ者数と必要Ỉ㔞のὙいฟしをしていた（

┿ 6-3）。また、㐨㊰ᑍ᩿などによる透ᯒ実施ᅔ難者への対応としては、ᾘ防機関と連ᦠしᦙ

㏦などの調整もすでに実施されていた。自衛隊の⤥Ỉ㌴によって㝔の㈓ỈᵴへỈが供⤥

されることで、᩿ Ỉ୰の㝔でも㝔避難（㝔長が当ヱ㝔での⒪の⥅⥆を不ྍ能とุ

᩿し、入㝔ᝈ者をすべての㝔などにᦙ㏦すること）は避けられていた。⤥Ỉを必要とす

る㝔では、⤥Ỉの㟂要に対する供⤥が༑分に行われるか不明░な≧ἣではあったが、広島

県 DMAT 調整本部によって EMIS を通ࡌて各㝔の⤥Ỉ㟂要は取りまとめられ、་⒪ㆤ

ィ⏬課に情報提供されていた。 
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(2) ᛴᛶᮇ㹼ளᛴᛶᮇ 

① ಖ་⒪άືの⥲ྜㄪᩚᮏ㒊のタ⨨ 

 7 月 9 日に、県災害་⒪本部から、保健་⒪活ືの総合調整本部であるࠕᒸᒣ県保健་⒪

調整本部ࠖへ⛣行し、7 月 11 日には、ᒸᒣ県 DMAT 調整本部の活ືは⤊した。ᒸᒣ県保

健་⒪調整本部では、㉸ᛴᛶ期からᛴᛶ期にかけて、AMAT や日㉥ᩆㆤ⌜により、避難所を

ᕠ回し、་⒪ࢽーࢬの把握と応ᛴᩆㆤ、ᩆㆤ所での活ືを開ጞしていた。県༡西部保健་⒪

対策本部にて、保健ᖌチーム、DHEAT などとの連ᦠ調整が行われる組みができてきた。 

ղ KuraDRO㸦ᩜᆅᇦ災ᐖಖ་⒪⯆㐃⤡㆟㸧 

被害が⏒大な┿ഛ地域を支援するために、ᩜ市保健所内にഛ୰保健所と共ാして、7 月

9 日にᩜ地域災害保健་⒪復興連⤡会議（以ୗ、ࠕKuraDROࠖとࡪ）が設置された。保

健ᖌや様ࠎな་⒪支援組織チーム、県┳ㆤ協会災害支援ࢼースチーム、ᑓ㛛ࣛ࣎ンࢸア

チーム、NGO チームなどが参ຍして情報共有を行い、避難所支援やᩆㆤ所での活ື調整を

行った。 

研究員が 10 日に KuraDRO の担当者に確ㄆしたとこࢁ、避難者の健ᗣ≧ែについては㢧

在化している問題はないが、避難の長期化による体調ᝏ化に懸念を持っているとのこと

だった。 

7 月 23 日には、་⒪チームなどの活ື内ᐜが、་⒪ࢧーࣅスから保健ࢧーࣅスに⛣行し

てきたことから、ഛ୰保健所に県༡西部災害保健་⒪調整本部が設置され、DHEAT、保健

ᖌチーム、ᩆㆤ⌜などによる避難所などへの支援体ไがᵓ築された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┿ 6-1 DMAT ┴ㄪᩚᮏ㒊ࡀタ⨨     ┿ 6-2 ⛣㌿ᚋの┴ಖ་⒪ㄪᩚᮏ㒊 

་⒪᥎㐍ㄢ               (07.09┴ࡓࢀࡉ      ᙳ) 

(07.09 ᙳ)          
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㝔ᝈ者への༑分な対応には⧅がらないというᵓ㐀的な問題があった。今後の課題として、災

害対策本部内における情報共有のᶓ᩿的な組み（例えࡤỈ資※に関わる部局が集まり対

応策を⦎るなど）のᵓ築が必要である。 

 

(2) ᛴᛶᮇ 

7 月 10 日に、DMAT ⌜や་⒪対策⌜などでᵓ成される広島県保健་⒪調整本部が設置さ

れた。DMAT ⌜としては、㉸ᛴᛶ期での活ືᣐ点本部活ືは⤊ᜥし、その後保健་⒪情報

集⌜を 3 つの་⒪ᅪ（広島、࿋、ᑿ୕）に分け活ືをしていた。 

日ࠎ、開ദされていた་⒪ᩆㆤ⌜調整本部࣑ーࢸンࢢでは、各་⒪支援チームが現場で

のࢽーࢬኚ化や≧ἣ、支援の方ἲなどの情報共有を行っていた。各地域で་⒪ࢽーࢬや心の

ケアのࢽーࢬがあった場合は、日本་ᖌ会災害་⒪チーム（以ୗࠕJMAT とࠖࡪ）などや、

様ࠎな組織の心のケアチームが活ືをしていた。また DHEAT の活ືも保健ᖌと連ᦠして行

われていた。 

7 月 20 日には、被害の大きい୕ཎ地域で୕ཎ地域保健་⒪調整本部を発足し、DHEAT や

保健ᖌ、日本災害་Ꮫ会災害་⒪ࢥーࢹネート࣏ࢧートチーム（以ୗ、ࠕ災害་⒪ࢥーࢹ

ネート࣏ࢧートチーム とࠖࡪ）などが参ຍし、保健་⒪支援について情報共有や調整が行

われていた。 
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┿ 6-3 ᗈ島┴ DMAT ㄪᩚᮏ㒊ෆࠋ㝔の情報ࠊ㏱ᯒᝈ⪅情報ࠊㄢ㢟ᑐ⟇の᭩ࡁฟࡋ 

(07.10 ᙳ) 

 

ճ 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ෆ࡛の情報ඹ᭷ 

上グでみたように、広島県 DMAT 調整本部は་⒪ㆤィ⏬課と᩿Ỉのᙳ㡪を受けている

㝔の情報を共有していた。しかし、10 日のẁ㝵では応援自体のࣜࢰ࢚ンが現地調ᰝ後

に、㝔の᩿Ỉ≧ἣが危機的であると問題提㉳を行い、ᛴ㑉㏆㞄県やỈ㐨局に問い合わせを

行うなど⤥Ỉ支援活ືにかかわる情報把握が行われることとなった。研究員が広島県DMAT

調整本部に確ㄆしたとこࢁ、すでに་⒪ㆤィ⏬課ではこの௳を把握して対応がᅗられて

おり、災害対策本部と詳細な情報が共有されていないように見受けられた。 

また、㝔の㈓Ỉᵴへの⤥Ỉについては、通常の⤥Ỉ࣏ンプ㌴では⤥Ỉཱྀが合わない場合

があるため、␃意が必要である旨を、研究員から⤥Ỉ࣏ンプ㌴を調整している応援職員に対

してຓゝした。そのኪ 20 時㡭に、ᛴ㑉各㝔の᩿Ỉの≧ἣの確ㄆ（㝔のࣛࣛࣇン、

必要な⤥Ỉ㔞、㈓Ỉ㔞と㈓Ỉᵴのᵓ㐀、透ᯒᝈ者への対応、現在の対応方ἲなど）を㝔に

直᥋㟁話連⤡で確ㄆすることとなり、研究員もᡭ伝うこととなった。ある㝔では、Ỉの

用㔞を通常の 6 割まで⠇Ỉし、それでも自衛隊やỈ㐨局からの⤥Ỉでは不足するため、㝔

職員がኪ通しで⤥Ỉ所に行きỈを確保している≧ἣであった。これは特Ṧな例ではなく、ከ

くの㝔がそのような≧ἣで対応していた。また、自力での⛣ືや、ᦙ㏦がྍ能な透ᯒᝈ者

は、被災していない㝔で透ᯒ⒪を受け、その後ᡠってくるなどの調整がなされており地

域間での㝔間連ᦠがされていた。このような情報のとりまとめを行い、県として自衛隊な

どが行う⤥Ỉのඃ先㡰を示すこととなった。 

広島県 DMAT 調整本部が᪩ᛴに㝔のࣛࣛࣇン≧ἣなどを集したとしても、彼ら

が直᥋に災害対策本部への情報提供を行う組みが確立されていなかったため、現実的に

は連ᦠしている保健福祉部局が災害対策本部内で情報共有を行わなけれࡤ、被災㝔や入
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┿ 6-4 ᾏ㐨ᗇ་⒪ᩆㆤㄪᩚᮏ㒊(09.11 ᙳ) 

 

ճ ᛴᛶᮇ㹼ளᛴᛶᮇ 

 9 日㡭より、ཌ┿総合保健福祉センター2 㝵には、保健所長をトップとした東⫹東部 3

町་⒪ᩆㆤ保健調整本部（以ୗ、3ࠕ 町་⒪ᩆㆤ調整本部 とࠖࡪ）が設置されつつあった。

3 町とは、ཌ┿町、Ᏻ平町、ࡴかわ町である。また、そこには日㉥ᩆㆤ⌜、心のケア⌜の本

部も設置されていた。10 日からは、3 町་⒪ᩆㆤ調整本部が本᱁的にጞືし、9 月 11 日か

らは、DHEAT もຍわり、災害་⒪ࢥーࢹネート࣏ࢧートチームや日㉥、DHEAT の協ാで

事務局㐠Ⴀを行っていた（┿ 6-5）。ኤ方からは、各町保健ᖌや日㉥チーム、་⒪チームな

どが調整会議で各避難所などの情報共有を行っていた。この時期には、北ᾏ㐨全体の་⒪機

関の EMIS 入力は 100㸣なされており、10 ࣨ所の活ືᣐ点も⤊ᜥしていた。また、心のケア

が必要な方のࢽーࢬを保健ᖌがᥗみ、必要であれࡤ日㉥の心のケアチームに⧅ࡂ、またさら

にᑓ㛛ᐙの関が必要になれࡤ DPAT へ⧅ࡄ方針が当ึより取られていた。ただし、㑇᪘な

どに対しては、᭱ึからᑓ㛛ᐙ（DPAT）の入が必要な場合もあるともゝわれていた。市

町の保健ᖌや㐨内保健ᖌの応援や、DHEAT、日㉥チームもከく活ືしており、災害་⒪ࢥー

ートチームは࣏ࢧネートࢹ DHEAT に活ືをᘬき⥅ࡂ、これまでの災害対応よりは᪩く撤

した。しかし、㊥㞳が㞳れた 3 町への支援のᣐ点を୍ࣨ所に⤫合したことにより、町の保

健ᖌの⛣ືや各町の保健福祉課との連ᦠへのᙳ㡪がなかったか懸念がṧる。 

 

┿ 6-5 ᮾ⫹ᮾ㒊 3 町་⒪ᩆㆤಖㄪᩚᮏ㒊⤌⧊ᅗ(09.12 ᙳ) 
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6.3 ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈ࡿࡅ࠾་⒪ᑐᛂ 

 

(1) ㉸ᛴᛶᮇࡽᛴᛶᮇ 

① 㐨ᗇෆ㐨 DMAT ㄪᩚᮏ㒊 

北ᾏ㐨庁内に北ᾏ㐨 DMAT 調整本部が設置され、㐨内全域の㝔の情報集のために、

EMIS や㟁話の設置、DMAT 隊を直᥋ὴ遣するなどの対応を行っていた。㐨内全域での㟁

であったため、㐨内に 10 ࣨ所（࣍࢜ーࢶク、㔲㊰・᰿室、後ᚿ、༑、✵知、日㧗、㐨༡、

㐨北、⫹、ᮐᖠ་⒪ᅪ）の活ືᣐ点本部が設置された。㟁により㝔機能がపୗし、ᝈ

者への⒪がᅔ難な場合は、自ᐙ発㟁やഛなどが整っている㝔への㌿㏦ᡭ配や実㏦を 6

日の時点から行っていた。人的支援として、DMAT ロジスࢸックチームὴ遣調整や県

への DMAT チームのὴ遣要ㄳも同日に行い、ኪには฿╔した隊が㐨内で活ືを開ጞしてい

た。また、ಽቯのᜍれのある㝔はなかったものの、自ᐙ発㟁に用する㔜Ἔや㣗事のഛ、

᩿Ỉなどによる問題は、入㝔ᝈ者の⥅⥆⒪を大きくᕥྑするため、ഛでの⒪⥅⥆ྍ能

日数などを連日情報集し、必要な支援を行っていた。㔜Ἔや⤥Ỉについては、自衛隊や保

健福祉部、各保健所とᐦに連ᦠを取りながら、支援がおこなわれていた。例をᣲࡆると、あ

る㝔での自ᐙ発㟁設ഛᨾ㞀に対し、災害対策本部で対応を᳨ウし、ᾘ防㌴୧や㟁※㌴のᡭ

配などがなされていた。また避難所支援に関しても保健所と連ᦠしながら情報集を行っ

ていた。 

ղ 災ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ෆ࡛の情報ඹ᭷ 

 研究員が㐨庁に฿╔した 9 日ኤ方には、北ᾏ㐨 DMAT 調整本部から་⒪ᩆㆤ調整本部に

⛣行する時期となっていた。設置場所は、災害対策本部とは別の建≀であった（┿ 6-4）。

DMAT 隊員に確ㄆしたとこࢁ、当ึは災害対策本部にࣜࢰ࢚ンを置き連ᦠを取りながら活

ືをしていたが、その後ࣜࢰ࢚ンは置かなくなった。また、་⒪調整本部会議には、DMAT

隊だけでなく、日㉥ DMAT や自衛隊、保健福祉部、ཌ生ປാ┬、DPAT、ᑠඣ࿘⏘期ࣜࢰ࢚

ンも参ຍし、各ࠎの報告を行い、⩣日の活ື方針を決定し共有していた。人と防災ᮍ᮶セン

ター（以ୗ、ࠕセンターࠖとࡪ）としても、先遣隊の情報から対応が必要な避難所の情報

をᚓていたので、そのことを伝え、⩣日には対応されたことが確ㄆできた。北ᾏ㐨 DMAT 調

整本部は、保健福祉部とも、活ື当ึよりⰋዲな関ಀをᵓ築しており、自衛隊とも連ᦠしな

がら、㔜Ἔや⤥Ỉなどの支援が必要な㝔についてのࣜスト化がされていた。また、㐨庁の

౫㢗により、今後ィ⏬㟁実施のྍ能ᛶもྰ定できないため、་⒪機関の有ᗋ・↓ᗋでの༊

別や、特に自ᐙ発㟁の有↓やഛに関わることについての情報集と整理を行っていた。㐨

庁での་⒪調整本部会議が開ദされなくなったẁ㝵では、これまで DMAT が行っていた

EMIS での情報の集⣙と発ಙは、その後も㝶時保健福祉部が担っていた。 
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┿ 6-4 ᾏ㐨ᗇ་⒪ᩆㆤㄪᩚᮏ㒊(09.11 ᙳ) 
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者、ࣛ࣎ンࢸア参ຍ者への⇕୰対応を行う 3 ࣨ所（ᩜ市市役所┿ഛ支所、まࡧグ念

㝔、総社市ୗཎ地༊災害ࣛ࣎ンࢸアセンター）で日ࠎ活ືしていた。ᩆㆤ⌜の災害時デ⒪

グ㘓から⤫ィ的にみると、⓶ᝈやയ、災害ストレス関連ㅖ≧や⇕୰≧がከくみら

れた。各ᩆㆤ⌜の་ᖌがデᐹした場合は、共通の災害デ⒪グ㘓にグ㍕をし、᭱ ⤊的にデ⒪㘓

は保健所が管理することになった。また当ึより、⇕୰対策、DVT（῝部㟼⬦⾑ᰦ）対

策、ឤᰁ対策、心のケアがプロジェクトとして立ち上がり、避難者・支援者ともに健ᗣ被

害がฟないよう予防にດめていた。 

ն࡚ࡋ࣮ࣂ࣓࣒࣮ࣥࢳࢺ࣮࣏ࢧࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥの◊✲ဨのάື 

研究員は、活ື後のチームから各ὴ遣場所の情報集を行い、⩣日のὴ遣チームや活ື場

所を㑅定した（┿ 6-7）。また、各活ືチームからの問い合わせ対応や、Ᏻྰ確ㄆなども担

当した。避難所の㣗事内ᐜ（ᘚ当は㸯日㸯㣗でおかࡎはἜ分がከく෭めている、それ以外は

ップࣛーメンが提供されていた）について情報をᚓたため、DHEAT࢝ンやࣃ や県の管理ᰤ

㣴ኈを交えて、㣗事提供≧ἣの確ㄆと改善について話し合った。ຍえて、今後 DHEAT に本

部㐠Ⴀをᘬき⥅ࡄために、᭩㢮や業務を整理した。 

 

┿ 6-6 KuraDRO のᵝᏊ支援୍࣒࣮ࢳぴ(07.21 ᙳ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┿ 6-7 ᕥ:支援ඛ㑊㞴ᡤ➼୍ぴ(07.21 ᙳ) 

┿ 6-8 ྑ:KuraDRO ࡛のάືᵝᏊ(07.21 ᙳ) 
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6.4 ᪥ᮏ災ᐖ་Ꮫ災ᐖ་⒪࡚ࡋ࣒࣮ࢳࢺ࣮࣏ࢧࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥのάື 

 

災害་⒪ࢥーࢹネーターとは、災害時に、㒔㐨府県または保健所が保健་⒪活ືの総合

調整を適切かつに行えるように支援する者であり、被災地の་⒪ࢽーࢬの把握や保健

་⒪活ືチームのὴ遣調整などを行うことを┠的とし、㒔㐨府県により௵されたもので

ある。7 月豪雨では、この災害་⒪ࢥーࢹネーターが活ືする保健་⒪本部などの㐠Ⴀࢧ

ートチー࣏ࢧネートࢹーࢥートなどを実施する要員として、日本災害་Ꮫ会災害་⒪࣏

ムが、県の要ㄳによりᏛ会からὴ遣された。今回、ᛴᛶ期からளᛴᛶ期における時期の被災

者支援として、㧘ᒸ研究員がこの活ືに参ຍしたので報告する。 

 

(1) ᒸᒣ┴  

① άືሙᡤ 

ᩜ市 ഛ୰保健所内 KuraDRO（ᩜ地域災害保健復興連⤡会議）内 

ղάື┠ⓗ 

・ᩜ市、総社市内の保健་⒪ᚑ事者をささえ、地ඖ保健་⒪ᚑ事者につなࡄ 

・保健་⒪支援関ಀ機関やᅋ体の情報集⣙と調整を行う 

ճάືᮇ㛫 

7 月 20 から 24 日（組織的な活ືの᭱⤊日）まで 

մ⤌⧊యไ 

ഛ୰保健所長、ᩜ市保健所長を本部長とし、事務局長はᒸᒣ県災害་⒪ࢥーࢹネー

ター、参ຍᅋ体は DMAT ロジスࢸックチーム、災害་⒪ࢥーࢹネート࣏ࢧートチーム、

DHEAT、県や自県の JMAT、AMAT、日㉥ᩆㆤ⌜、DPAT、県་ᖌ会、県⸆ᖌ会、災害支

援ࢼース、NGO チーム、そのかከくのࣛ࣎ンࢸアのᑓ㛛支援チームなどとなった（

┿ 6-6）。またཌ生ປാ┬やᒸᒣ県་⒪᥎㐍課も活ືを共にした。当ึはᩜ市保健所内に

設置されていたが、20 日にഛ୰保健所へ⛣ືとなった。また、DHEAT チームが 12 日より

参ຍしたことにより、་⒪分㔝と保健分㔝の情報共有がさらに活発になった。 

ᩜ市で活ືする心㌟に関連するᑓ㛛チームは、本部で毎朝Ⓩ㘓を行い、朝ᬌの࣑ーࢸ

ンࢢで情報共有を行った。ኤ方の会議の㐠Ⴀは、DHEAT や保健所長が行った。22 日㡭に、

ഛ୰保健所のุ᩿で県の支援チームの活ືは⤊することになり、災害ฎ方⟢の用も

⤊し、通常の保健デ⒪への⛣行となった。23 日には、県༡西部災害保健་⒪活ື調整本

部とྡ⛠をኚえ、DHEAT が全ての本部㐠Ⴀを担うことになった。 

յάືᴫせ 

当ึ、避難所は指定外避難所をྵめ 42 ࣨ所、4200 ྡ以上の避難者があったが、7 月 10 日

をࣆークにῶᑡしていた。7 月 23 日のẁ㝵で、避難所数 31 ࣨ所、避難者数は⣙ 2400 人で

あった。研究員が活ືした時期には、10 チームのᩆㆤ⌜が、་⒪ࢽーࢬがある避難所（ᩆ

ㆤ所をྵ4（ࡴ ࣨ所（ᒸ田ᑠᏛᰯ、ⷵᑠᏛᰯ、二ᑠᏛᰯ、࿋ጒデ⒪所）と、避難者や支援
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者、ࣛ࣎ンࢸア参ຍ者への⇕୰対応を行う 3 ࣨ所（ᩜ市市役所┿ഛ支所、まࡧグ念

㝔、総社市ୗཎ地༊災害ࣛ࣎ンࢸアセンター）で日ࠎ活ືしていた。ᩆㆤ⌜の災害時デ⒪

グ㘓から⤫ィ的にみると、⓶ᝈやയ、災害ストレス関連ㅖ≧や⇕୰≧がከくみら

れた。各ᩆㆤ⌜の་ᖌがデᐹした場合は、共通の災害デ⒪グ㘓にグ㍕をし、᭱ ⤊的にデ⒪㘓

は保健所が管理することになった。また当ึより、⇕୰対策、DVT（῝部㟼⬦⾑ᰦ）対

策、ឤᰁ対策、心のケアがプロジェクトとして立ち上がり、避難者・支援者ともに健ᗣ被

害がฟないよう予防にດめていた。 

ն࡚ࡋ࣮ࣂ࣓࣒࣮ࣥࢳࢺ࣮࣏ࢧࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥの◊✲ဨのάື 

研究員は、活ື後のチームから各ὴ遣場所の情報集を行い、⩣日のὴ遣チームや活ື場

所を㑅定した（┿ 6-7）。また、各活ືチームからの問い合わせ対応や、Ᏻྰ確ㄆなども担

当した。避難所の㣗事内ᐜ（ᘚ当は㸯日㸯㣗でおかࡎはἜ分がከく෭めている、それ以外は

ップࣛーメンが提供されていた）について情報をᚓたため、DHEAT࢝ンやࣃ や県の管理ᰤ

㣴ኈを交えて、㣗事提供≧ἣの確ㄆと改善について話し合った。ຍえて、今後 DHEAT に本
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┿ 6-6 KuraDRO のᵝᏊ支援୍࣒࣮ࢳぴ(07.21 ᙳ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┿ 6-7 ᕥ:支援ඛ㑊㞴ᡤ➼୍ぴ(07.21 ᙳ) 

┿ 6-8 ྑ:KuraDRO ࡛のάືᵝᏊ(07.21 ᙳ) 
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6.4 ᪥ᮏ災ᐖ་Ꮫ災ᐖ་⒪࡚ࡋ࣒࣮ࢳࢺ࣮࣏ࢧࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥのάື 
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ムが、県の要ㄳによりᏛ会からὴ遣された。今回、ᛴᛶ期からளᛴᛶ期における時期の被災
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┿ 6-6）。またཌ生ປാ┬やᒸᒣ県་⒪᥎㐍課も活ືを共にした。当ึはᩜ市保健所内に

設置されていたが、20 日にഛ୰保健所へ⛣ືとなった。また、DHEAT チームが 12 日より

参ຍしたことにより、་⒪分㔝と保健分㔝の情報共有がさらに活発になった。 

ᩜ市で活ືする心㌟に関連するᑓ㛛チームは、本部で毎朝Ⓩ㘓を行い、朝ᬌの࣑ーࢸ

ンࢢで情報共有を行った。ኤ方の会議の㐠Ⴀは、DHEAT や保健所長が行った。22 日㡭に、

ഛ୰保健所のุ᩿で県の支援チームの活ືは⤊することになり、災害ฎ方⟢の用も

⤊し、通常の保健デ⒪への⛣行となった。23 日には、県༡西部災害保健་⒪活ື調整本

部とྡ⛠をኚえ、DHEAT が全ての本部㐠Ⴀを担うことになった。 

յάືᴫせ 

当ึ、避難所は指定外避難所をྵめ 42 ࣨ所、4200 ྡ以上の避難者があったが、7 月 10 日

をࣆークにῶᑡしていた。7 月 23 日のẁ㝵で、避難所数 31 ࣨ所、避難者数は⣙ 2400 人で

あった。研究員が活ືした時期には、10 チームのᩆㆤ⌜が、་⒪ࢽーࢬがある避難所（ᩆ

ㆤ所をྵ4（ࡴ ࣨ所（ᒸ田ᑠᏛᰯ、ⷵᑠᏛᰯ、二ᑠᏛᰯ、࿋ጒデ⒪所）と、避難者や支援
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ն࡚ࡋ࣮ࣂ࣓࣒࣮ࣥࢳࢺ࣮࣏ࢧࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥの◊✲ဨのάື 

 に、୕ཎ市保健福祉課の職員や DHEAT 保健ᖌ、応援保健ᖌとの連ᦠを῝める活ືを

行った。୕ ཎ市保健福祉課担当者からࠕ支援活ື者の現行の報告用⣬では、被災者の様子が

見えない、どんな支援をしているかもわからない とࠖの情報があったため、支援活ື内ᐜや

対㇟者がわかるような報告用⣬を、୕ཎ市保健福祉課担当者の意見を取り入れながら作成

した。そのにも、支援ᅋ体からの情報が取ᚓできるよう、情報の伝㐩⣔⤫を整理した。 

また、୕ཎ市保健福祉課担当者と DHEAT 保健ᖌと話し合い、浸Ỉ地域を㔜点としたᡞ別

訪問調ᰝ（ローࣛー作ᡓ）にも協力をした。これまでも地ඖ保健ᖌや応援保健ᖌで調整を㐍

めていたが、᭩ᘧが⤫୍されていなかった。センターからは、県の調ᰝ様ᘧも参考として

提供したが、今回は୕ཎ市保健福祉課の意向で、୕ ཎ市で用されているものに⤫୍された。

DHEAT だけではマンࣃワー不足であったため、ᡞ別訪問調ᰝ用⣬の入力を支援した。 

また、同組織内であっても、の保健福祉部㛛（㧗㱋者や⢭⚄保健など）は᪤に対㇟のᡞ

別訪問を῭ませている≧ἣがわかった。そのため、DHEAT 保健ᖌのࡧかけにより各担当

者が集まり、各ࠎのࢧーࣅスを受けている被災者のᡞ別訪問情報共有を行う会議の開ദ支

援を行った。 
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(2) ᗈ島┴ 

① άືሙᡤ 

広島県୕ཎ市 ࢧンࢩープࣛࢨ 3F 保健᥎㐍室 

広島県་⒪ᩆㆤ調整本部୕ཎ分室 

ղάື┠ⓗ 

・ளᛴᛶ期以降のᩆㆤ体ไの⥔持と、地域་⒪体ไの復ᪧに向けた調整 

・保健ᖌの活ືを支援する DHEAT との協ാした活ືと、DHEAT への役割の⛣ㆡ 

ճάືᮇ㛫 

7 月 25 から 28 日（組織的な活ືの᭱⤊日）まで 

մ⤌⧊యไ 

 広島県་⒪ᩆㆤ調整本部の分室として設置された୕ཎ分室において、災害་⒪ࢥーࢹ

ネート࣏ࢧートチームの➨ 3 次隊として活ືした。毎ኤに་⒪関ಀ者調整会議（通⛠ TACO

会議）が開ദされ、地域の現≧の課題や支援方ἲが話し合われた（┿ 6-9）。୕ཎ市保健福

祉課参事を୰心に㐍行され、参ຍ者は保健所、㝔௦表者、་ᖌ会、୕ཎ市保健ᖌ、3 㒔県

保健ᖌ会（応援保健ᖌ）、DHEAT、災害་⒪ࢥーࢹネーター等であった。 

յάືᴫせ 

 発災から 2 週間以上⤒㐣し、୕ ཎ市内୰心部は平常の≧ែに回復しつつあった。しかし、

田ᕝのỏ℃による浸Ỉ被害の大きかった本㒓地༊では⣙ 2000 ୡᖏが浸Ỉしたᙳ㡪で、ᮍ

だに 7 ࣨ所の避難所にィ 90 ྡ๓後の住民が避難生活を㏦っており、田ᕝἢいには」数の

孤立集ⴠも発生していた。また地域の 2 次㝔が浸Ỉ被害でデ⒪を止しており、入㝔ᝈ者

が⣙ 80 ྡいる≧ែであった。本㒓地༊のᩆㆤ所・避難所のアセスメント、་⒪情報が集⣙

される体ไのᵓ築、被災㝔からの全入㝔ᝈ者の㌿㝔に向けての支援、市担当者や市་ᖌ会

担当者の࣏ࢧートを行うとともに、ᩆㆤ所における⸆管理体ไのᵓ築、保健ᖌ活ືの連ᦠ

と情報の集⣙、㌿㝔ᝈ者ᇶ♏ࢹータ୍ぴ作成、་⒪関ಀ有資᱁者ࣛ࣎ンࢸアの受や彼ら

への情報共有などの対応、現地་⒪関ಀ者調整会議の㐠Ⴀおよࡧ、各✀課題に関してのຓゝ

などを行った。 

  
┿ 6-9 ᗈ島┴་⒪ᩆㆤㄪᩚᮏ㒊୕ཎศᐊㄪᩚ㆟㢼ᬒ ᥖ♧ᯈ(07.26 ᙳ) 
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┿ 6-9 ᗈ島┴་⒪ᩆㆤㄪᩚᮏ㒊୕ཎศᐊㄪᩚ㆟㢼ᬒ ᥖ♧ᯈ(07.26 ᙳ) 
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 㸸⥲ᣓ・提ゝࡾࢃ࠾

 

 大㜰府北部地震、7 月豪雨、北ᾏ㐨⫹東部地震と、連⥆して発生した 3 災害を通して対

応にあたったことで、人と防災ᮍ᮶センターの研究員間はもとより、たࡧたࡧฟ会うᅜ・自

体・ᑓ㛛機関の職員などの間でも、いくつかの共通した問題意㆑がᙧ成されることになっ

た。その場の≧ἣに応ࡌて各アクターは適切な対応をᶍ⣴しながらືく。その 1 つの⤖果

が、7 月豪雨における愛媛県や、北ᾏ㐨⫹東部地震における北ᾏ㐨において適切に機能し

たとみなしᚓる、ࠕ災害の全体ീࠖの見ㄗりを防ࡄ災害対応ࢼࣂ࢞ンス（災害対応を実施す

る様ࠎなアクターを、被災者の┈のためにつᚊけるメࢬࢽ࢝ム）であると考えられる。

特に北ᾏ㐨⫹東部地震においてࠕ全ᅜ自体支援自体情報交換会議 とࠖいう公ᘧ的な会

議体としてࢩスࢸマࢸックに機能したことは注┠に್する。 

 これを㋃まえ、以ୗでは、災害対応を実施する様ࠎなアクターを、被災者の┈のために

つᚊけるというほ点から、災害対応をより୍ᒙ向上させるための提ゝを行いたい。 

 

ᵝ࣮ࢱࢡ࡞ࠎのᑓ㛛▱ࢆά⏝࡛ࡇࡿࡍ災ᐖのయീのぢㄗࢆࡾ㜵ࡵࡓࡄ

の情報のሙࢆ๓ィ⏬ࡳ⤌㎸ࡴ 

 

北ᾏ㐨⫹東部地震において機能したࠕ全ᅜ自体支援自体情報交換会議 のࠖように、

災害の全体ീの見ㄗりを防ࡄためのࠕ保㝤 のࠖようなാきをするᑓ㛛知を活用ྍ能な情報交

換の場を事๓からィ⏬しておく必要がある。 

災害対応を実施するためのᑓ㛛知はᕼᑡな資※である。災害対応の実施体である自

体職員の୰にᑓ㛛知を保有する人≀がいたとすれࡤ、参謀役として本部にとどめることで

そのᑓ㛛知を活用することとなり、その人≀をࣜࢰ࢚ンや情報取ᚓ者として様ࠎな現場（㒔

㐨府県にとっては市町村）にฟすことはためらわれるであࢁう。しかし、現場がうまくま

わっているかを理ゎするにはᑓ㛛知が必要であるという、自組織内のᕼᑡな資※をめࡄる

トレードࣇ࢜が発生する。 

そのため、応援自体職員（特に災害マネジメント総ᣓ支援員有資᱁者）やᑓ㛛機関など

のᑓ㛛知を活用し、ᕼᑡな資※であるᑓ㛛知をቑやす方策が必要となる。本部における参謀

役としてのᑓ㛛知をቑやす方策は、熊本地震において指定㒔市市長会の調整のもと仙台市

が熊本市に対してマネジメント支援を行った事例がᏑ在し、今ᖺ度の連⥆災害においても

愛媛県西予市に対する熊本市の支援は同様のものであった。 

今ᖺ度の連⥆災害の対応において᪂たに生ࡌた取り組みとして、ᑓ㛛知をもつ応援自

体職員やᑓ㛛機関がࣜࢰ࢚ンとして様ࠎな現場の≧ἣをᥗみ、会議体で現場の≧ἣ、見通し、

課題といった情報を共有した。⤖果として、災害対応を実施する組織が、⥙⨶的ではあるが

ṇ確な情報取ᚓに時間がかかるṇつルートからの情報のみを用する（࣌ーࣃーにり回
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 ࡵࡲ 6.5

 

 㜰⚄・ῐ㊰大震災から 23 ᖺが⤒㐣した。いくつかの災害支援を⤒て、ようやく་⒪部㛛

と保健部㛛が被災住民に㏆いとこࢁで協ാして活ືするようになってきた。さらには、ᛴᛶ

期から保健福祉部局や保健所をトップとした組織体ไがᵓ築されつつある。しかし、ᮍだከ

数の支援チーム（有資᱁者）が活ືすることでの被災地のΰや、避難所や在宅避難者への

度㔜なる訪問により住民に㈇担が生ࡌるなどの課題はṧる。保健・་⒪の現地での実㊶的な

活ືのみならࡎ、住民୍人୍人の個別情報（保健ᖌによるᡞ別訪問情報や、་⒪者による情

報）の共有や連ᦠがなされなけれࡤ、住民の健ᗣ被害を防ࡂ、個人に必要な支援に今後つな

住民の健ᗣが守られるようにࡴ意でも、被災地に住ࡄることは難しい。震災関連死を防ࡆ

するためには、健ᗣ被害を防ࡄことを➨୍とし、᪩いẁ㝵で平時における保健・福祉が連ᦠ

した組みに⧅ࡆ、必要な支援が受けられるように調整することが㔜要である。୕ ཎ市での

課をᶓ᩿したᡞ別訪問調ᰝや、㐨庁での保健福祉部局と་⒪チームとの連ᦠのような対応

が今後も⥅⥆されるためには、平時からの関ಀ作りが必要である。そのため、支援者には、

被災自体の災害対応マࣗࢽアルなどから連ᦠ体ไと情報ルートを理ゎしたうえで、行政

組織間でのな情報交換ができる体ไ࡙くりがồめられる。 

 本✏ᇳ➹時点では、避難所や仮設住宅での生活など、これまでとは生活環境がⴭしくኚ

化した୰で生活される方がከくおられる。そのような環境の୰で、自㌟の心㌟の健ᗣを守

ることができることを、切に㢪い本✏を⥾めくくりたい。 
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される）のではなく、ᑓ㛛知をもつ人≀から共有される情報をもとに、災害の全体ീをᥗん

でいくことにつながったと考えらえる。その際に、会議体は災害ึ期においてᜏ常的・㧗㢖

度で開ദされ、総務┬や全ᅜ知事会、ࣈロックの幹事県といった組織が取りまとめ調整役や

 。ーター役を担っていたࢸࣜࢩࣇ

様ࠎな組織の先遣隊がὴ遣されるようなつᶍの災害においては、現に災害対応を行う自

体における災害対応の方向ᛶを定めるための୍定の決ᶒをもつ人≀、およࡧ、先遣隊と

して㥑けつけたの自体の災害対応のᑓ㛛知を持つ人≀、ᑓ㛛機関の人≀などが集まっ

た会議体を、発災ึ期は 1 日 2 回などの㧗㢖度で開ദすることを事๓ィ⏬すべきである。

その際、ᑓ㛛知を持つ人≀たちは現場をどᐹするなど⊂自に災害の≧ἣ把握にດめ、会議体

において、被害の様相、災害対応のマネジメントの≧ἣ、今後想定される課題などの災害の

全体ീについて情報交換を行う。会議体を㧗㢖度で開ദすることによってᑓ㛛知の೫りを

平‽化する効果も期ᚅできる。 

またᑓ㛛知を持つ組織や人≀がㄡなのかを事๓に同定したり、その᮲௳を᳨ウしたりし

ておかなけれࡤ、発災後の会議体のᵓ成メンࣂー㑅定にΰが生ࡌるྍ能ᛶがある。୍ 案と

して、総務┬、応援自体（特に災害マネジメント総ᣓ支援員有資᱁者）、全ᅜ知事会や指

定㒔市市長会といった自体間連合、防災⛉Ꮫᢏ⾡研究所や人と防災ᮍ᮶センターといっ

たᑓ㛛機関、JVOAD といった災害時の NPO 調整機関などが考えられる。 

なお、北ᾏ㐨庁においては受援⌜がࠕ全ᅜ自体支援自体情報交換会議ࠖのベースと

なったが、その┠的である応援受援の調整のᡭ๓において、北ᾏ㐨の危機対策局長も参ຍす

る会議となり災害の全体ീの見ㄗりを防ࡄ機能が発された。災害の全体ീの見ㄗりを防

うがよという機能は受援⌜が想定している機能とは別のものと考えて事๓にィ⏬するࡄ

い。 

なお、この提ゝの๓提として、ձ災害ึ期において個別的・㔞的・間᥋的な情報の取ᚓの

ᅔ難さを理ゎし、ᑓ㛛知を活用した⤫合的・質的・直᥋的な情報取ᚓを㔜どするマネジメン

トを行うこと、およࡧ、ղ㒔㐨府県にとっては被災者と市町村が㔜どすべき害関ಀ者であ

ることをㄆ㆑する必要がある。 
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➨㸵❶ ⌧ᆅ支援のࡾ࠶᪉ 

 

7.1 ⌧ᆅ支援のព⩏ᇶᮏⓗ࠼⪄࡞᪉ 

 

(1) ⌧ᆅ支援のព⩏ 

現地支援は人と防災ᮍ᮶センター（以ୗ、ࠕセンターࠖとࡪ）がᥖࡆる 6 つの࣑ッࣙࢩ

ンの 1 つとして置けられている。同時に、被災地への㈉⊩を┠指して行う現地支援活ື

が、支援者たるセンターの研究員（本❶において、センターの職員全⯡をྵࡴ）のᏛࡧやẼ

࡙きを通して、実㊶的な研究を開ᣅしていくうえでも㔜要な機会となっている。ຍえて、セ

ンターを知る自体職員の間では、現地支援活ືは㧗いホ౯を受けることがከい。このこと

は、大つᶍ災害に際してセンターが被災自体にᐤりῧった支援活ືを行うことが、セン

ターに対する自体のಙㄆの大きな※Ἠとなっていることを示၀している。 

 すなわち、センターにとっての現地支援には次の 3 点の意⩏を見いだすことができる。 

ձ 被災地の災害対応上のΰの㍍ῶを通ࡌた被害㍍ῶと復ᪧ・復興への㈉⊩ 

ղ 研究員にとってのᏛࡧとẼ࡙きの機会 

ճ 人と防災ᮍ᮶センターに対するಙㄆの向上 

 

(2) ⌧ᆅ支援のᇶᮏⓗ࠼⪄࡞᪉ 

 

⾲ 7-1 ⌧ᆅ支援のᇶᮏⓗ࠼⪄࡞᪉ 

 ࣥࣙࢩࢵ࣑

大つᶍ災害時に、災害対応の実㊶的・体⣔的な知㆑を有する人ᮦを災害対策本

部等にὴ遣し、災害対応を⤫ᣓする者に適切な情報提供やຓゝを行い、被災地の

被害㍍ῶと復ᪧ・復興に㈉⊩する 

┠ᶆ 支援対㇟の災害対応の改善 

⾜ືつ⠊ 

⮬ᚊᛶ 

現地支援は自的なุ᩿のもとで自ᚊ的に行う。 

 ࢺ࣓ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥ

支援対㇟の持つ力をᘬきฟし、に災害対応が行われるようຓ力する。 

 

センターの現地支援のᇶ本的な考え方・方ἲを表 7-1 に示す。センターが現地支援を行う

必要があるようなつᶍの災害で被災した自体などの支援対㇟は⭾大なࠕすべきこと にࠖ㏣

われており、外部からの情報やຓゝを適切に受ᐜできない≧ἣに置かれていることがከい。

このような≧ἣに置かれている支援対㇟に対し、センターの現地支援は、支援対㇟の災害対

応の改善をᅗることを┠ᶆとしている。本報告᭩の➨Ϩ部で取り上ࡆているような個ࠎの

支援活ືにおけるᇶ本方針はこの┠ᶆにἢって決定される。 

この┠ᶆを㐩成するためにࠕ自ᚊᛶࠖと࢚ࠕンࣃワメントࠖという 2 つの行ືつ⠊を㔜ど
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㸺➨ϩ㒊の┠ⓗ㸼 

 

人と防災ᮍ᮶センターでは、ᥖࡆている 6 つの࣑ッࣙࢩンの 1 つとしてࠕ災害対応の現

地調ᰝ・支援ࠖをᣲࡆている。現地支援はࠕ大つᶍ災害時に、災害対応の実㊶的・体⣔的な

知㆑を有する人ᮦを災害対策本部等にὴ遣し、災害対応を総ᣓする者に適切な情報提供や

ຓゝを行い、被災地の被害㍍ῶと復ᪧ・復興に㈉⊩するࠖことを┠指している。 

➨ჟ部では、本報告᭩の対㇟となった 3 つの災害における現地支援や常総市Ỉ害や熊本地

震といった㐣去の災害における現地支援を㋃まえて、人と防災ᮍ᮶センターによる現地支

援のあり方や、ල体的なࢶールについてㄽࡌる。 

 

ே㜵災ᮍ᮶࣮ࢱࣥࢭの  ࣥࣙࢩࢵ࣑のࡘ6
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➨㸵❶ ⌧ᆅ支援のࡾ࠶᪉ 
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7.2 ⌧ᆅ支援の᪉ἲ 

 

(1) ⌧ᆅ支援の㡿ᇦᡭἲ 

 

⾲ 7-2 ⌧ᆅ支援の㡿ᇦᡭἲ 
 

支
援
領
域 

ᗇⓗᑐᛂ 
支援対㇟が組織として適切に災害対応を行う組みにかかわる支

援㡿域。 

ከᶵ㛵㐃ᦠ 支援対㇟と支援対㇟以外のᅋ体との連ᦠにかかわる支援㡿域。 

ಶูㄢ㢟ᑐᛂ 
支援対㇟の༢⊂のセクࣙࢩン・プロジェクトチームが対応するよ

うな課題にかかわる支援㡿域。 

支
援
手
法 

被災情報の㞟

⣙・ศᯒ・提供 

支援対㇟自㌟によって現≧や課題がᐜ᫆に把握ྍ能なࠕ今のࠖ災

害情報の整理とຓゝや資料を通ࡌた提供。 

・ᑐᛂ᪉ἲ・

 の提供࢘ࣁ࢘ࣀ

個別課題の改善・᳨ウに資するようなࠕ㐣去のࠖ災害対応にかか

わる情報の提供。 

ᅋయ➼の⤂・

௰ 

ᑓ㛛的なᢏ能、知見を有しているᅋ体・個人と✚ᴟ的に連ᦠし、

被災自体へ⤂。 

 

表 7-2 では、現地支援の㡿域とᡭἲに示す。┠ᶆ㐩成のための支援㡿域は、ࠕ全庁的対応 、ࠖ

ከ機関連ᦠࠕ 個別課題対応ࠖというࠕࠖ、 3 つに分㢮できる。ࠕ全庁的対応ࠖは、に災害の

全体ീの把握、災害対策本部体ไや本部会議といった災害対応の㐠Ⴀ機ᵓの改善、┠ᶆや対

応方針の組織内共有といった、支援対㇟が組織として適切に災害対応を行う組みにかか

わる支援㡿域である。ࠕከ機関連ᦠࠖは、災害対応を改善するために必要な支援対㇟と支援

対㇟以外のᅋ体（ᅜ、自体、NPO/NGO、ᑓ㛛機関など）との連ᦠにかかわる支援㡿域で

ある。ࠕ個別課題対応ࠖは、避難所㐠Ⴀ、⨯災ド明᭩の発行、被災者生活再建支援といった

支援対㇟の༢⊂のセクࣙࢩンやプロジェクトチームが対応するような課題にかかわる支援

㡿域である。 

各支援㡿域で実施する支援ᡭἲは、ࠕ被災情報の集⣙・分ᯒ・提供 ・事例・対応方ἲࠕࠖ、

の提供࢘ࣁ࢘ࣀ ᅋ体等の⤂・௰ࠖのࠕࠖ、 3 つに大別される。ࠕ被災情報の集⣙・分ᯒ・

提供ࠖは、被災地にかかわる⤫合的な情報、今後の課題の᥎⛣にかかわる見立て、ᅋ体の

対応≧ἣといった、支援対㇟自㌟によって現≧や課題がᐜ᫆に把握しうるࠕ今の 災ࠖ害情報

の整理と、ຓゝや資料を通ࡌたその情報の提供である。ࠕ事例・対応方ἲ・࢘ࣁ࢘ࣀの提供ࠖ

は、成ຌ事例、ኻᩋ事例、ᶆ‽的な対応方ἲ、対応上の࢘ࣁ࢘ࣀといった、個別課題の改善・

᳨ウに資するようなࠕ㐣去のࠖ災害対応にかかわる情報の提供である。ࠕᅋ体等の⤂・௰

 はࠖ、㐣去に災害対応を行った自体やその職員、被災社会の課題≧ἣを直᥋的に把握し

ている民間セクターなど、ᑓ㛛的なᢏ能、࢘ࣁ࢘ࣀを有しているᅋ体・個人と連ᦠし、被災
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している。現地支援を行う際、センターには内閣府と相に連⤡・情報交換を行うしくみは

あるものの、センターによる現地支援にල体的なἲ的・ไ度的けがあるわけではない。

センターの現地支援はあくまで自的なุ᩿のもとで、自ᚊ的に行われる活ືであり、ࠕ自

ᚊᛶ はࠖセンターの行ືつ⠊のࡦとつとなっている。自ᚊᛶは、センターによる現地支援に

㧗度なᰂ㌾ᛶをえ、被災地の≧ἣに適応した支援をྍ能にする㠃、被災地域の自体や

関ಀ機関などとの間に確たる関ಀᛶがなく、不Ᏻ定な立ち置におかれるྍ能ᛶが常にᏑ

在していることを意している。 

 自ᚊᛶにᇶ࡙く㧗度なᰂ㌾ᛶを活かしつつ、被災自体や関ಀ機関などとの関ಀを

なものとするため、現地支援の᰿ᗏには、被災自体や関ಀ機関などに対する࢚ࠕンࣃワメ

ント とࠖいうもうࡦとつの行ືつ⠊があり、ල体的な支援は全てこのほ点からィ⏬・実施さ

れる必要がある。災害対応における࢚ンࣃワメントとは、支援対㇟の持つ力をᘬきฟし、

に災害対応が行われるようຓ力していくことであり、ල体的には、支援対㇟が外部からの

情報やຓゝを有効に受けられる体ไをᵓ築し、必要な情報や知見を提供していくことを意

している。 

これらの現地支援を行うにあたり、研究員୍人ࡦとりが心がけなけれࡤならないことと

して、センターの現地支援がもつ 2 つの役割に合⮴しているかを常に␃意することがᣲࡆ

られる。1 つは࣑ッࣙࢩン・┠ᶆ・行ືつ⠊に↷らしてセンターが果たすべき役割であり、

もう 1つは被災自体からồめられる役割である。被災自体は、その㈐務の⠊ᅖ内におい

て、自らが対応方針の意ᚿ決定を行うとともに、その実施をつかさどる役割を持つ。これに

対して、センターの役割はⰋきࣃートࢼーとして被災自体にᐤりῧうことであり、当↛に

被災自体の௦わりを果たすことはできない。また、被災自体を指導する立場にもない。

センターが行う現地支援は、被災自体の自ᚊᛶを理ゎ・ᑛ㔜した上で、被災自体の立場

に立ち、被災自体（᭱⤊的には被災者）のために行われなけれࡤならࡎ、研究員自らがゝ

いたいこと、やりたいことを୍方的にえるጼໃであってはならない。 

そのためには、たとえ被災自体において༑分な災害対応が行われていない≧ἣであっ

たとしても、その対応をいたࡎらにྰ定するなどの被災自体のᑛཝをᦆなうようなゝື

を取ることは適切ではなく、そのような≧ἣに⮳った⫼ᬒにも┠を向けながら、よりⰋዲな

対応へ方針㌿換がᅗられるための提案として必要なຓゝなどを行う必要がある。ຍえて、そ

のຓゝなどは意ᚿ決定のᮦ料として被災自体から有効ᛶがㄆめられるものとなるよう、

ྍ能な㝈り適時、適切にල体的内ᐜがకうものとするよう心がける必要がある（ࠕべきㄽを

ゝう先生ࠖではなく、ࠕ適切なຓゝを行うక㉮者ࠖとなることがồめられる）。方、これら

のຓゝなどが被災自体の意ᚿ決定に直᥋ᙳ㡪しかࡡないことにも༑分␃意し、ៅ㔜なጼ

ໃを保つことがồめられる。これらの点に常に␃意しながら、ࣃートࢼーとしてのⰋዲな関

ಀᛶを確保しつつ、被災自体とともに被災者のために᭱善となる方策を考えていけるよ

うຓ力していくጼໃが必要となる。  
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⤖果として災害対応に関する組織知がṧっていないこともከい。 

大きな災害が発生すると、災害対応にあたる被災自体は⭾大な情報ฎ理に直ࡧとたࡦ

㠃することになる。自体には、被災した住民からの問い合わせや要望、様ࠎなルートを通

た被災情報の通報や伝㐩、関ಀ機関からの連⤡や問い合わせあるいは報㐨機関からの取ࡌ

ᮦなどがẅ฿し、これらの対応に大きなປ力を割かれることになる。こうした≧ἣは発災直

後だけでなく、数日以上にわたって⥆き、⤖果的に、被災自体が発災後からの災害の≧ἣ

や被害≧ἣあるいは対応≧ἣなどを⥅⥆的・体⣔的に整理・把握することはᴟめてᅔ難にな

る。 

全庁的対応ࠕ にࠖかかわる支援において㔜要なことは、上㏙したような≧ἣに㝗ってしま

いかࡡない被災自体などの支援対㇟がࠕどんな災害なのか、今後ఱが課題となるのか とࠖ

いった災害の全体ീを適切に把握できる≧ἣをできるだけ᪩く整え、適切な方針や体ไが

取られるようಁすことにある。そのために、ࠕ被災情報の集⣙・分ᯒ・提供ࠖやࠕ事例・対

応方ἲ・࢘ࣁ࢘ࣀの提供ࠖといったᡭἲを用いて支援を実施することになる。 

被災情報の集⣙・分ᯒ・提供ࠖのල体例として௦表的なものが、災害の全体ീの把握にࠕ

資する情報の提供である。7 月豪雨における愛媛県や北ᾏ㐨⫹東部地震における北ᾏ㐨の

職員に対して行った被災市町村の被害≧ἣや災害対応にかかわる⤫合的・質的な情報提供

などがこれにあたる。また、被災地域が広域にわたり、」数の自体が被災しているような

≧ἣでは、各自体はの自体がどのような対応を行なっているのかを把握できないこ

とがከく、この点に不Ᏻをឤࡌながら対応にᚑ事する自体職員もᑡなくない。7 月豪雨や

北ᾏ㐨⫹東部地震での支援活ືで行なったような、特定㡯┠に関する各自体の対応≧

ἣの୍ぴ表などは支援対㇟が災害の全体ീをつかࡴ上でも㔜要な意を持つ。 

の提供ࠖのල体例として௦表的なものが、本部員会議などの࢘ࣁ࢘ࣀ・事例・対応方ἲࠕ

㐠Ⴀ支援や組織体ไについてのຓゝである。被災情報の集⣙・分ᯒ・提供が適切に行われた

としても、それだけで全庁的な対応がྍ能になるわけではない。たとえࡤ、本報告᭩で取り

ᢅった災害でも、首長自らが会議のྖ会役にᑓ念することになってしまい、意ᛮ決定がうま

くできなかった事例や、会議のグ㘓が取られておらࡎ、⤖果的に全庁で決定事㡯や議ㄽの⤒

⦋が組織内で共有されにくくなっている事例がᩓ見された。また、全庁的な体ไを組ࡴにあ

たり、᪤Ꮡの部局をまたいだプロジェクトチームや復興部局の設置などが必要になる場合

もある。このような全庁的に組織㐠Ⴀを行う上での様ࠎな課題に応えていくことも㔜要で

あり、その際には、㐣去の災害対応を㋃まえた事例や࢘ࣁ࢘ࣀの提供が必要になる。こうし

た支援としては、被災≧ἣに㚷みて、必要となる組織上の機能の提示や、ᑗ᮶の≧ἣ᥎⛣を

㋃まえて᳨ウすべき議題・ㄽ点の提示などといった支援から、日ࠎの災害対策本部㐠Ⴀに関

するᢏ⾡的なຓゝや協力まで幅広い内ᐜがྵまれる。 

なお、ࠕ全庁的対応ࠖにかかわる支援ᡭἲとしてࠕᅋ体等の⤂・௰ࠖは㢖⦾には実施

していないが、総務┬の災害マネジメント総ᣓ支援員ไ度は同様の㊃旨であることをけ

ຍえておく。 
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自体へ⤂することである。 

なお、ࠕ事例・対応方ἲ・࢘ࣁ࢘ࣀの提供ࠖやࠕᅋ体等の⤂・௰ࠖに関して、研究員

୍人ࡦとりが災害対応にかかわるあらࡺる事㡯について被災自体にᑓ㛛的なຓゝができ

るレベルの知㆑を持つことはᴟめて難しいうえ、仮に研究員に༑分な࢘ࣁ࢘ࣀがある分㔝

であったとしても、より適切な人≀やᅋ体が保有する情報を提供したり、その人≀やᅋ体が

直᥋に支援を行ったりした方が効果的な場合がある。そのため、センターとして保有する知

㆑のか、研究員各自の持つ人的なネットワークや、ࣜࢧーチࣇェロー（以ୗࠕRFࠖと

や㐣去に研ಟを受ㅮした行政職員などを୰心としたセンターが組織的に⥔持している（ࡪ

ネットワークなどを活用し、提供する情報の⢭度や⤂するᅋ体人≀の適合ᛶを㧗めるດ

力をする必要がある。 

 

(2) 各支援㡿ᇦࡿࡅ࠾支援ᡭἲのලయ 

現地支援は、ࠕ全庁的対応 ከ機関連ᦠࠕࠖ、 個別課題対応ࠖという各支援㡿域においࠕࠖ、

て、ࠕ被災情報の集⣙・分ᯒ・提供 の提供࢘ࣁ࢘ࣀ・事例・対応方ἲࠕࠖ、 ⤂ᅋ体等のࠕࠖ、

・௰ࠖという支援ᡭἲを組み合わせて実施している（表 7-3）。以ୗ、それࡒれの支援

㡿域における支援ᡭἲのල体例をグす。 

 

⾲ 7-3 ⌧ᆅ支援の支援㡿ᇦ支援ᡭἲのලయ 

 支援㡿ᇦ 

ᗇⓗᑐᛂ ከᶵ㛵㐃ᦠ ಶูㄢ㢟ᑐᛂ 

支

援 

ᡭ

ἲ 

被災情報の㞟

⣙・ศᯒ・提供 

災害の全体ീの把握

に資する情報の提供 

被災地で活ືしてい

る機関やその対応≧

ἣの把握・整理・提供 

現地のල体的≧ἣや

課題の提示 

・ᑐᛂ᪉

ἲ・࢘ࣁ࢘ࣀ

の提供 

本部員会議などの㐠

Ⴀ支援や組織体ไに

ついてのຓゝ 

NPO/NGO などとの

連ᦠᡭἲについての

ຓゝ 

課題についての事

例・対応方ἲ・ࣁ࢘ࣀ

 の提供࢘

ᅋ య ➼ の ⤂

・௰ 
̿ 

支援対㇟にとって連

ᦠが有┈とᛮわれる

ᅋ体の⤂や連ᦠ調

整 

課題についてᑓ㛛的

な知見や対応⤒㦂の

あるᅋ体・個人の⤂

や௰ 

 

① ᗇⓗᑐᛂ 

日本はୡ⏺的に見て災害が㢖発しているᅜと考えられるが、個ࠎの自体、特にᇶ♏自

体である市༊町村に╔┠すると、長期間にわたって災害対策本部体ไを⥔持して全庁的な

対応を⥅⥆しなけれࡤならないような大つᶍ災害を⤒㦂した自体は必ࡎしもከくはない。

また、仮に㐣去に大つᶍな災害対応を⤒㦂した自体であっても、職員の␗ືなどが㐍んだ
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たࠕ個別課題対応ࠖにかかわる支援は、ࠕ全庁的対応ࠖやࠕከ機関連ᦠࠖにẚべ、▷期的か

つ直᥋に被災者のཌ生にᙳ㡪することがከく、決して㍍んࡌることはできない。 

被災情報の集⣙・分ᯒ・提供ࠖのල体例として௦表的なものが、被災者の≧ἣやそのᑗࠕ

᮶予 、被災地で今後生ࡌるྍ能ᛶがある課題など、現地のල体的≧ἣや課題の提示である。

大㜰府北部地震や北ᾏ㐨⫹東部地震では、被災自体への提供資料として、避難所数・避

難者数を整理し、日ごとのቑῶࣇࣛࢢを作成したものを提供した（➨Ϫ部資料 13、33 参↷）。 

、の提供ࠖのල体例として௦表的なものが、㐣去の成ຌ事例࢘ࣁ࢘ࣀ・事例・対応方ἲࠕ

ኻᩋ事例、対応方ἲや࢘ࣁ࢘ࣀにかかわる情報の提供といった、課題についての事例・対応

方ἲ・࢘ࣁ࢘ࣀの提供である。要望に合わせた資料の作成や提供を行っており、例えࡤ、北

ᾏ㐨⫹東部地震では公㈝ゎ体に関わる問い合わせに対して、㐣去の被災自体の事例の

⤂や、公㈝ゎ体ᐙᒇと被災生者生活再建支援㔠の関ಀについて説明を行った。また、資料

としてࠕ住宅の再建およࡧ応ᛴಟ理に関する公的資㔠のᢞ入 にࠖついての資料を作成し提供

した（➨Ϫ部 北ᾏ㐨⫹東部地震 参考資料㸯参↷）。 

ᅋ体等の⤂・௰ࠕ のࠖල体例として௦表的なものが、災害対応についてᑓ㛛的な࢘ࣀ

や対応⤒㦂を有するᅋ体・個人の⤂や௰である。北ᾏ㐨⫹東部地震において、ཌ࢘ࣁ

┿町からのồめに対して行った避難所㐠Ⴀのᑓ㛛知㆑をもつ NPO/NGO を⤂し、適切な

ຓゝがᚓられるよう調整した例がこれに当たる。その、⨯災ド明᭩の交や借上型仮設住

宅の提供、災害ᩆຓἲの事務ฎ理などの個別の課題について、᪤ の災害で࢘ࣁ࢘ࣀを有し

ている自体の職員を⤂し、適切なຓゝがᚓられるように調整をᅗったこともこの例に

ྵまれる。 
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ղ ከᶵ㛵㐃ᦠ 

୍ゝで災害対応といっても、これにྵまれる活ືや施策はከᒱにわたっている。ຍえて、

特定の課題や活ື分㔝においても、その内ᐜは様ࠎなᙧでᑓ㛛分化していることもᑡなく

ない。そのため、大つᶍ災害において被災自体のみで効果的な災害対応を行うことはᅔ難

である。 

例えࡤ、ごくたまにしか長期的な避難所対応を行わない自体よりも、㢖⦾に避難所対応

を実施する NPO/NGO や日本㉥༑Ꮠ社のうが、避難所㐠Ⴀにかかわる適切な知㆑や࢘ࣀ

、う。≀資配ᕸにおけるὶ通ᑠ業も同様のことがゝえる。またࢁを保持しているであ࢘ࣁ

仮設住宅を建設する際に、㞀害者ᅋ体の意見を様にᫎさせるといった合理的配៖の提

供は、2013 ᖺに成立したࠕ㞀害を理⏤とするᕪ別のゎᾘの᥎㐍に関するἲᚊ（㞀害者ᕪ別

ゎᾘἲ）ࠖ の⢭⚄に↷らせࡤ当↛のことと考えなけれࡤならない。このような≧ἣの୰で支

援対㇟が効果的な災害対応を行うには、実施ẁ㝵での人的応援・受援という考え方を㉸えて、

様ࠎな対応の立案・実施ẁ㝵からのࠕከ機関連ᦠࠖが必㡲になってきている。 

被災情報の集⣙・分ᯒ・提供ࠕ のࠖල体例として௦表的なものが、どのような NPO/NGO、

業、ᑓ㛛機関が災害対応に参入しているのかといった、被災地で活ືしている機関やその

対応≧ἣを把握し、整理された情報として被災自体に提供することである。7 月豪雨にお

けるࠕ平成 30 ᖺ 7 月豪雨災害支援ࢁࡦしまネットワーク会議ࠖへの参ຍや、この会議でᚓ

られた情報を広島県などへ提供したことなどがこれにあたる。 

の提供ࠖのල体例として௦表的なものが、NPO/NGO࢘ࣁ࢘ࣀ・事例・対応方ἲࠕ や民間

Ⴀ業などと連ᦠした対策の提示である。㐣去の対応事例などを示しながら、被災自体

だけで行うよりも効⋡的かつ適切な対応がᅗられるྍ能ᛶが㧗いᡭἲを提案するものであ

る。大㜰府北部地震における要配៖者のᏳྰ確ㄆなどを行うローࣛー調ᰝなどがこれにあ

たる。また、北ᾏ㐨⫹東部地震におけるࠕ全ᅜ自体支援自体情報交換会議ࠖを見⩦う

べき事例として被災自体へຓゝすることもこのල体例にྵまれるであࢁう。 

ᅋ体等の⤂・௰ࠕ のࠖල体例として௦表的なものが、全ᅜ災害ࣛ࣎ンࢸア支援ᅋ体

ネットワーク（以ୗ、ࠕJVOADࠖとࡪ） や地域の୰間支援ᅋ体などの NPO/NGO の調整

機関を被災自体に⤂するといった、支援対㇟にとって連ᦠが有┈とᛮわれるᅋ体の⤂

や連ᦠ調整である。大㜰府北部地震、7 月豪雨、北ᾏ㐨⫹東部地震における JVOAD と

被災自体との人的ネットワークをつなࡄ支援などがこれにあたる。 

ճ ಶูㄢ㢟ᑐᛂ 

ከ機関連ᦠࠖの支援㡿域で支援がうまくいったとしても、支援対㇟にࠕ全庁的対応ࠖやࠕ

とってึめてとなる個別ࢸーマにかかわる課題が生ࡌることが㢖⦾にある。また、そのよう

な課題が㐣去の災害で生ࡌたことがあるのか、生ࡌたとすれࡤどのように対応し、その対応

がどのような⤖果を生んだのかといった情報は、支援対㇟が適切な対応策を立案するうえ

で㔜要である。そのため、支援対㇟が効果的に災害対応を行ううえで、ࠕ個別課題対応ࠖに

かかわる支援が必要になる。なお、避難所㐠Ⴀ、仮設住宅の供⤥、被災者生活再建支援といっ
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7.3 ⌧ᆅ支援のὶࢀ 

 

現地支援のὶれをᅗ 7-1 に示す。センターによる現地支援を実施するかどうか、実施する

際の支援対㇟や方針などは、センター内での協議などを⤒て自的に決定される。この決定

のための᭱ึ期の活ືは先遣隊のὴ遣、センター内での調ᰝ、人的ネットワークなどを通ࡌ

て情報集を行うࠕ現地調ᰝࠖである。 

先遣隊ὴ遣のな┠的は被災地域およࡧ被災自体の≧ἣ把握と現地での支援ࢽーࢬの

把握にある。先遣隊においては、これらの┠的のため、自㌟のᏳ全が確保できる⠊ᅖにおい

て被災地域内をᕠ回するなどして直᥋地域の情報を集すること、被災自体の対応≧ἣ

を確ㄆすることがồめられる。特に被災自体の対応≧ἣの確ㄆについては、災害対策本部

の設置≧ἣ、地域防災ィ⏬で定められている体ไや対応と現実の対応≧ἣとの㱈㱒の度合

い、組織的な対応の≧ἣ（୰᰾的に機能している部署の把握など）がල体的に確ㄆすべき࣏

ントとなる。こうした先遣隊の活ືと୪行して、防災関ಀ機関や被災自体の広報やマス

メࢹアなどの情報を活用したセンター内での調ᰝや、研究員各自の人的ネットワークお

よࡧセンター自㌟の組織的ネットワークなどを通ࡌた情報集も㔜要である。現地支援を

実施するかどうかは、現地調ᰝを通ࡌてᚓられたከゅ的な情報を分ᯒした上で決定すべき

である。 

現地支援を実施することを決定した場合には、現地調ᰝを通ࡌて特に支援が必要だと考

えられる被災自体などを当㠃のたる対㇟とし、当㠃の方針を立てたうえで、๓㏙したよ

うに、支援対㇟の災害対応の改善を┠ᶆに、自ᚊᛶと࢚ンࣃワメントを行ືつ⠊として支援

を行う。 

現地支援実施୰は、研究員で適時の࣑ーࢸンࢢを開ദし、センターとしての共有ㄆ㆑の

保持や支援対㇟・方針のಟṇを⥅⥆して実施する必要がある。また、発災からの時間㍈やಠ

▔ᛶを常に意㆑しておくことが必要である。センターは㐣去の災害対応⤒㦂に↷らすこと

ができるので、被災自体より的確かつ長期的なᑗ᮶見通しをもつことがྍ能な場合がま

まある。それࡺえに、支援やຓゝが被災自体の対応≧ἣに対して先回りしすࡂることも考

えられる。例えࡤ、今が発災ఱ日┠かを考え、そのタ࣑ンࢢでの被災自体の対応・体ไ

としてどの⛬度が適切なのかを考えてຓゝすることがồめられる。同様に、被災地域で生ࡌ

た様ࠎな課題は日ࠎ≧ἣがኚ化することもᑡなくないため、個別の課題にᘬきࡎられ㐣ࡂ

ないど点を保持することも自ぬしておく必要がある。 

災害対応の改善が㐍み、現地でのక㉮的な支援のࢽーࢬがపୗしてきたら、支援対㇟から

の相談や問い合わせをセンターの所在する⚄ᡞにおいて㐲㝸的に受けけ、対応できるよ

うな関ಀᛶをᵓ築することで現地支援は୍ẁⴠすることになる。 
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7.5 ⌧ᆅ支援のᚰᚓ 

 

本❶で᪤㏙した現地支援のᇶ本的な考え方や方ἲ、ὶれのか、現地支援において研究員

が個人的に␃意すべき心がけとしては、ࠕ個人の危機管理 ಙ㢗関ಀのᵓ築ࠕࠖ、 組織の୍ࠕࠖ、

員である自ぬの保持 後方体ไの活用ࠕࠖ、 自ᕫでのり㏉りࠕࠖ、 共有ㄆ㆑⥔持や活ື᳨ドࠕࠖ、

のためのグ㘓ࠖなどがᣲࡆられる。以ୗ、それࡒれについて㏙べる。 

 

(1) ಶேの༴ᶵ⟶⌮ 

現地支援活ືにおいては、二次災害にあうことがないように、常に個人の危機管理意㆑を

㧗く持ち行ືすることが᭱も㔜要である。現地の≧ἣを␃意し᭱大㝈の注意をᡶい、Ᏻ全確

保を᭱ඃ先としたุ᩿・行ືを行わなけれࡤならない。例え支援活ືの┠的がᮍ㐩となった

としても、心㌟のᏳ全確保に危機が㏕る時には、活ືの୰᩿や㏥避、撤㏥の決᩿が必㡲であ

ることを自ぬしておく必要がある。ල体的な␃意点の例を以ୗに示す。 

・ వ震、降雨などの二次災害の危㝤ᛶに関する情報を㝶時確ㄆしておく 

・ 危㝤な箇所への立ち入りや、ኪ間のᒇ外活ືはཎ๎として行わない 

・ 建築≀内やಽቯのᜍれのある建築≀࿘㎶での危㝤回避には特に␃意する 

・ Ⰻዲな健ᗣ≧ែが保たれるよう自ᕫ管理を行う（㐣ປ、⇕୰、メンタル㠃など） 

・ ὴ遣先の≧ἣを㋃まえ、適切なᏳ全ഛရなど（防災᭹、Ᏻ全㠐、࣊ルメット、マ

スクなど）を╔用する 

・ ཎ๎として༢⊂行ືは行わࡎ、」数人で活ືする 

 

(2) 被災⮬యのಙ㢗㛵ಀのᵓ⠏ 

被災自体にはከくのᅋ体が訪問するが、特にึືẁ㝵では受け入れ体ไが整っていな

い場合がある。ຍえて、被災自体とセンターとの間で平時からのᐦ᥋な関ಀᛶがᵓ築さ

れていない場合、ಙ用に足るᅋ体としてㄆ㆑されていない場合がままあることを自ぬして

おく必要がある。このため、相ᡭとの関ಀᛶに応ࡌ、な現地支援を行う๓ẁ㝵として

被災自体の不Ᏻឤをᡶᣔし、ಙ㢗ឤをᚓることが㔜要である。ල体的な␃意点の例を以

ୗに示す。 

࠙฿╔๓にࠚ 

・ 被災自体のᇶ本情報（地域防災ィ⏬上の体ไ等、事務分ᤸ、合ేの有↓など）を

確ㄆしておく 

・ 被災自体と当センターの関ಀ（研ಟ受ㅮṔ、人的ネットワークの≧ἣなど）を確

ㄆしておく 

࠙฿╔後ࠚ 

・ 防災担当部局の㈐௵者など、できる㝈り᪩いẁ㝵でᣵᣜをしておく。 

・ センターのᴫ要、㐣去の実⦼、調ᰝ┠的の研究者ではなくࠕ支援者ࠖである旨を説
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7.4 ⌧ᆅ支援⤊⤖のุ᩿ 

 

発災から୍定の時間が⤒㐣し、被災自体の災害対応がᏳ定的に㐠Ⴀされるようになる

ことと、その自体が災害対応上の課題をఱらᢪえていないこととはࢥールではない。ෑ

㢌で㏙べたように、センターの現地支援は࢚ンࣃワメントを行ືつ⠊としている。この࢚ン

ワメントという行ືつ⠊には、災害対応上の課題がᏑ在していたとしても、支援対㇟がそࣃ

れらの課題にᏳ定的かつ適切に取り組ࡴ体ไがᵓ築できているのであれࡤ、現地における

支援活ືにᣊἾする必要はないことがྵ意されている。つまり、どのような被災自体でも

課題は常にあるのであって、㔜要な点は、被災自体が適切に課題ゎ決できるような組織体

ไ・組織間連ᦠ体ไがᵓ築され、被災者の置かれた≧ἣが適切に改善されていくような災害

対応ࢼࣂ࢞ンスがᵓ築されているかどうかである。 

仮にそのような災害対応ࢼࣂ࢞ンスがᵓ築されているとみなせるのであれࡤ、現地にお

ける活ືの⤊⤖を決定する。ここで㔜要なのは、センターの現地支援におけるࠕ現地におけ

る活ືの⤊⤖ とࠖはࠕセンターの所在する⚄ᡞからの㐲㝸的な支援ែໃのᵓ築 でࠖあって、

 。支援そのものの⤊ࠖを意するわけではないということであるࠕ

現地での支援活ືにおいて࢘࢝ンターࣃートとなった人≀や部署と相に連⤡がとれる

関ಀᛶを確ㄆした上で、メールや㟁話などを通ࡌた㐲㝸的な支援ែໃをᵓ築することがで

きれࡤ、これによってセンターの現地支援の୍つの༊切りとすることができる。 
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(6) ඹ᭷ㄆ㆑⥔ᣢࡸάື᳨ドのࡵࡓのグ㘓 

被災自体は日ࠎごとに様ࠎな課題に直㠃しており、現地で支援活ືにᚑ事する研究員

らも時にはそうした対応を支援するᙧで被災自体にక㉮することになる。この時、しࡤし

レや相の意ᛮ通のᕼⷧ化がࢬのࢢン࣑発生することとして、後方支援活ືとのタࡤ

ある。これらをᨺ置することは⤖果としてセンター全体による組織的な支援のጉࡆになり、

支援対㇟とのಙ㢗関ಀをẋᦆしたり、有効な支援が行えなくなったりすることにつながり

かࡡいない。そうした事ែを予防し、組織としての共有ㄆ㆑を常に⥔持し⥆けるために、現

地支援にかかわる様ࠎなグ㘓を意㆑的にṧしていく必要がある。同時に、これらのグ㘓はセ

ンターの活ື᳨ドのためのᮦ料となる。 

以ୗに、現地支援に関わるグ㘓の୍例をグ㍕する。 

・ 日ࠎの活ືグ㘓 

・ 活ືに関わる┿㢮 

・ 支援対㇟の時期ごとの組織体ไやᇳ務環境（災害対策本部のレア࢘トや体ไᅗ） 

・ 務時間の⟬定や各✀のΎ⟬ 

・ 報告᭩の作成に向けた事実関ಀの整理 

 

また、┿やࣄアࣜンࢢなどは、被災自体や被災者のᢎをᚓた上でグ㘓し、取りᢅい

には༑分な注意が必要である。取りᢅいを間㐪えてしまうと、ಙ㢗関ಀがቯれてしまい、今

後の現地支援業務もできなくなるྍ能ᛶがある。センターや RFをྵࡴ内部での情報共有方

ἲに関しては、ៅ㔜さやその時ࠎの取り決めが必要である。 

 

 ᪉࠼⪄ࡁࡍ⪄のཧࡑ (7)

センターによる現地支援はἲ的・ไ度的な᰿ᣐを持たない自ᚊ的な活ືであるが、その本

質は、として被災自体を支援することによって、被災者がよりよい環境に置かれ、୍ 日

も᪩い生活再建を成し㐙ࡆることを┠指すものにならない。 

これらの᰿幹は、ࠕ災害ᩆ援におけるᅜ際㉥༑Ꮠ・㉥᪂月㐠ືおよࡧ㠀政府組織（NGOs）

のための行ືつ⠊ （ࠖᅜ際㉥༑Ꮠ・㉥᪂月社連┕ならࡧに㉥༑Ꮠᅜ際委員会）、ࠕ人㐨支援の

質と説明㈐௵に関する必㡲ᇶ‽ （ࠖHAP ド、ス࢚・ン・ープルࣆ、ルࢼࣙࢩࢼンター

る行ືつ⠊などとも通ᗏした内ᐜになっていࡆアプロジェクト）などの人㐨支援をᥖࣇ

る点に␃意する必要がある。 
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明する 

・ 災害対策本部長に㐍ゝする参謀を確ㄆし、参謀役もしくはその側㏆にㄆ知してもら

う 

・ 定期的に相ᡭ先を訪問し、≧ἣや課題点、不Ᏻな点をࣄアࣜンࢢする 

・ 㐣去の被災自体の≧ἣや、センターが行った支援の事例を⤂し、ල体的な課題

を示すとともに、୍⯡ㄽではないゎ決ᡭἲを提案する 

・ 調ᰝやࣄアࣜンࢢを実施した場合は、なるべく᪩いẁ㝵で相ᡭにࣇードࣂックす

る 

・ 特に自体のᇳ務室は、住民の個人情報など、自体職員に守⛎⩏務が課せられた

情報がᐜ᫆に┠にゐれる≧ἣにある場合があり、部外者が入室することにᢠឤが

あることを理ゎしておく 

 

(3) ⤌⧊の୍ဨ࡛ࡿ࠶⮬ぬのಖᣢ 

ゝうまでもなく、現地支援はセンターが組織として行う業務である。現地ὴ遣されてい

る研究員の適切さをḞくる⯙いが、⤖果としてセンターの立場を害するྍ能ᛶがあるこ

とを念㢌におく必要がある。研究員はセンターという組織の୍員であることを自ぬして発

ゝや活ືを行うとともに、組織の力が᭱大㝈に発できようດめることが必要である。 

 

(4) ᚋ᪉యไのά⏝ 

本報告᭩で取りᢅった 3 災害でも見られたように、被災⠊ᅖが」数の自体にまたがる

ような場合、個ࠎの被災自体は㏆㞄の被災自体の≧ἣや対応が把握できないことがከ

く、しࡤしࡤ被災自体職員の不Ᏻཎᅉとなっている。センターの現地支援活ືにおいても、

支援対㇟が決まり、ල体的に現地での活ືが㐍行すると、しࡤしࡤの被災自体の対応≧

ἣなどの把握が㐜れることがある。そのため、以ୗのほ点を持ちつつ、情報の集・整理を

行う。 

・ 」数にわたる被災自体のẚ㍑ 

・ 災害対応のᢤけ₃れを防止 

・ 支援対㇟の対応≧ἣをᐈほ的に把握 

・ 災害対応全⯡の方向ᛶやスࣆードឤを把握 

・ ಠ▔的など点の確保 

 

(5) ⮬ᕫ࡛のࡾ㏉ࡾ 

被災地域の≧ἣは、特にึ期においては日ࠎ้ࠎとኚ化していく。࣑ーࢸンࢢなどで

センター自体の共有ㄆ㆑の⥔持や方針などを確ㄆしていくことにとどまらࡎ、研究員自㌟

も自分たちの行ືの適ྰ、自㌟の支援ጼໃあるいは組織としての支援ጼໃを、定期的かつ

ᐈほ的に┬みる機会を作る必要がある。 
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明する 

・ 災害対策本部長に㐍ゝする参謀を確ㄆし、参謀役もしくはその側㏆にㄆ知してもら
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被災地域の≧ἣは、特にึ期においては日ࠎ้ࠎとኚ化していく。࣑ーࢸンࢢなどで

センター自体の共有ㄆ㆑の⥔持や方針などを確ㄆしていくことにとどまらࡎ、研究員自㌟

も自分たちの行ືの適ྰ、自㌟の支援ጼໃあるいは組織としての支援ጼໃを、定期的かつ

ᐈほ的に┬みる機会を作る必要がある。 
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 ㈨ᩱࡓࡋసᡂ࡛࣮ࢱࣥࢭ ①

 a 㑊㞴ᡤᩘ・㑊㞴⪅ᩘの᥎⛣㸦ᅗ 8-1㸧 

㐨府県の公表情報をもとに、被災自体別に避難所の開設数と避難者数の᥎⛣を整理し

た資料である。ᢡれ⥺ࣇࣛࢢにより直ឤ的にቑῶഴ向がㄞみ取れるように配៖している。 

北ᾏ㐨⫹東部地震では、᪤㏙のࠕ全ᅜ自体支援自体情報交換会議 へࠖฟᖍした応援

自体などへも当ヱ資料を提供し、応援ᅋ体間でㄆ㆑の⤫୍をᅗることをヨみた。 

 b 㑊㞴ᡤ・㑊㞴⪅のศᕸ㸦ᅗ 8-2㸧 

被災自体の公表情報等をもとに、被災自体別に避難所の配置や避難者数の分ᕸ≧ἣ

について地ᅗ上に表現し、✵間情報として整理した資料である。避難者数についてはそのつ

ᶍをの大ᑠによりどぬ化している。また、ὥỈ浸Ỉ想定༊域や土砂災害㆙ᡄ༊域を㔜ࡡた

地ᅗも作成した。 

 

  
ᅗ 8-1 㑊㞴ᡤᩘ・㑊㞴⪅ᩘの᥎⛣      ᅗ 8-2 㑊㞴ᡤ・㑊㞴⪅のศᕸ 

 

ղ ᶵ㛵のබ㛤㈨ᩱࢆά⏝ࡶࡓࡋの 

a ᆅ᪉㒔市➼ࡿࡅ࠾ᆅ㟈ᑐᛂのࣥࣛࢻ࢞㸦ᅗ 8-3㸧 

平成 25 ᖺ 8 月に内閣府（防災担当）が作成した࢞ドࣛンにᥖ㍕されているᅗ表であ

る。災害対応の各ẁ㝵（‽ഛ、ึື、応ᛴ、復ᪧ）において、地方自体が実施すべき対応

について 17 の対策㡯┠に分㢮して時⣔ิ化しされており、災害対策が広⠊かつ長期間にཬ

ことをಠ▔的にᤊえることができる。対策のᢤけ₃れやᡭᡠりなどをᮍ↛に防止するたࡪ

めの✺合ᮦ料などとして活用されることを期ᚅして提供した。また、被災自体だけでなく

応援自体へも提供した。 
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➨㸶❶ ⌧ᆅ支援ࢺࢵࢭ࣮ࣝࢶ 

 

 ࡵࡌࡣ 8.1

 

人と防災ᮍ᮶センター（以ୗ、ࠕセンターࠖとࡪ）では、被災自体に対する現地支援

の୍環として、さまࡊまな資料の提供を行ってきた。また、ὴ遣される研究員は、必要に応

て被災自体のᇶ♏情報などのᡭ持ち資料をᦠ行し、現地支援または調ᰝに活用してきࡌ

た。 

これらの資料は現地支援のつど、研究員個人のุ᩿や研究員相の協議により㑅定され

ており、現≧ではᶆ‽化には⮳っていない。 

本❶では、今後のセンターによる現地支援の実施体ไを୍ᒙ実化する方策のࡦとつと

して、現地支援における必ᦠ資料をࢶールセットとしてᶆ‽化する点およࡧ、そのᵓ成に

ついて㏙べる。なお、本❶では、ᶆ‽化されたࢶールセットを仮にࠕ現地支援ࢶールセットࠖ

と表グする。 

 

 

8.2 被災⮬యへ提供ࡓࡋ㈨ᩱのᴫせ 

 

(1) 提供の┠ⓗ 

センターによる大㜰府北部地震、7 月豪雨、北ᾏ㐨⫹東部地震（以ୗ、大㜰府北部地震

等とࡪ）の被災自体に対する現地支援の際、研究員からはཱྀ⟅によるຓゝにとどまらࡎ、

さまࡊまな資料の提供を行った。 

資料の提供は能ື的である場合と受ື的である場合とに大別され、๓者については、組織

体ไや個別の課題ฎ理などに改善のవ地が見られる場合においてセンターによる✚ᴟ的な

ຓゝとして行い、後者については、被災自体からのồめに応ࡌてその回⟅として行ったも

のである。 

いࡎれの場合も、センターがᥖࡆる࣑ッࣙࢩンのࡦとつであるࠕ災害対応の現地支援 のࠖ

୰で定⩏けられているࠕ被災地の被害㍍ῶと復ᪧ・復興に㈉⊩する こࠖとを┠指して被災

自体に対する情報提供やຓゝとして行ったものである。 

 

(2) ࡞㈨ᩱのᴫせ 

センターが、大㜰府北部地震等の被災自体へ提供したな資料は以ୗのとおりである。

資料はセンターで作成したものだけでなく、機関が作成した公開資料なども用いている。 
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8.3 被災市町村の≧ἣศᯒࡓ࠸⏝㈨ᩱのᴫせ 

 

(1) 市町ูᑐᛂ≧ἣ➼୍ぴ 

センターでは、被災自体の公表情報や報㐨情報等をもとに、被災自体ごとの被害≧ἣ

や対応≧ἣなどについて㡯┠別に୍ぴ表で整理し、研究員相の≧ἣㄆ㆑の⤫୍をᅗると

ともに、被災自体ごとの対応≧ἣのẚ㍑᳨ウなどを行った。 

୍ぴ表は、後方支援を行う研究員が㝶時᭦᪂し、現地にὴ遣されている研究員をྵめて共

有していた。また、北ᾏ㐨⫹東部地震では対ཱྀ支援を行っている応援ᅋ体へも情報提供し

ዲホをᚓた。 

北ᾏ㐨⫹東部地震で作成した୍ぴ表を資料 1 に示す。 

 

(2) 被災⮬యの≧ἣㄪᰝࡿ࠸⏝ㄪᰝ⚊ 

センターでは、7 月豪雨における先遣隊ὴ遣の際、研究員の知㆑や⤒㦂などにᕥྑされる

ことなく被災自体の対応≧ἣなどを調ᰝする調ᰝ⚊として72ࠕ 時間後から 1 か月に向け

た災害対応ࢼࣂ࢞ンスࢧーベ をࠖᛴきࡻ作成した。調ᰝ㡯┠は、被災自体の組織体ไや

災害対策本部の機能など、17 㡯┠にཬࡧ、先遣隊はこの調ᰝ⚊を⿵ຓࢶールとして活用し

ながら現地調ᰝを行った。 

調ᰝ⚊の様ᘧを資料 2 に示す。 
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ᅗ 8-3 ᆅ᪉㒔市➼ࡿࡅ࠾ᆅ㟈ᑐᛂのࣥࣛࢻ࢞ 

 

b 㐣ཤの災ᐖᑐᛂ報࿌᭩ 

᪤ の災害の被災自体が災害対応のᴫ要や課題などを⥙⨶的に取りまとめた報告᭩な

どを⤂し、対策のᢤけ₃れの点᳨や、個別の対策ごとの␃意事㡯の確ㄆなど、参考ᩥ⊩と

して活用しᚓる旨のຓゝを行った。例として、ࠕ平成 28 ᖺ熊本地震 熊本市震災グ㘓誌㹼復

ᪧ・復興に向けて㹼発災からの 1 ᖺ間のグ㘓 （ࠖ平成 30 ᖺ 3 月・熊本市）がᣲࡆられる。 
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① 災ᐖᑐᛂ࣮࣋ࢧࢫࣥࢼࣂ࢞ㄪᰝ⚊ 

先遣隊による現地調ᰝの際に被災自体の対応≧ἣや被害つᶍを調ᰝ・グ㘓する調ᰝ⚊

である。センターにおいて現地支援の㠀をุ᩿するᇶ♏ࢹータとするため、できる㝈り研

究員個人の資質などにᙳ㡪されることなく情報を集・整理できるよう調ᰝ㡯┠や╔║点

などを設定する。 

先遣隊が用するか、➨ 2 次隊以降でも体ไのኚືなどを確ㄆするために活用するこ

とが想定される。また、㒔㐨府県が被災市町村の≧ἣを把握したり、被災市町村が自らの≧

ἣをチェックしたりするࢶールとしても活用しᚓる。調ᰝ⤖果については、必要に応ࡌて被

災自体に提供し、ేせて必要なຓゝを行うことも考えられる。 

調ᰝ⚊はセンターにおいてあらかࡌめ作成し必要に応ࡌて㝶時見直しを行うか、カ⦎

などにより調ᰝᢏ⾡の向上や平‽化をᅗることが望ましい。 

ղ 㑊㞴ᡤᩘ・㑊㞴⪅ᩘの᥎⛣ࢱ࣮ࢹ 

被災自体が災害による社会環境へのᙳ㡪度を 定したり、被災者生活支援の必要ᛶを

᥎ィしたりするための資料である。ࣇࣛࢢなどを用いて、できる㝈りどぬ的にഴ向などがㄞ

み取れるように配៖する。発災後に作成する資料である。 

ճ 㑊㞴ᡤ・㑊㞴⪅のศᕸᆅᅗ 

上グղと同㊃旨の資料である。 

մ 市町ูᑐᛂ≧ἣ➼୍ぴ 

被災自体別に応ᛴ対策や被災者支援策などの実施≧ἣを整理した୍ぴ表である。 

の被災自体の対応≧ἣをẚ㍑᳨ウすることで、対策の㐜れやᢤけ₃れなどを発見す

るዎ機となりᚓる。災害対応にᛁẅされる≧ἣୗでは、被災自体がこれらの情報を集す

ることもᅔ難となるおそれがあるため、ࢽーࢬは㧗い。被災⤒㦂がᑡなく、適切な対応がで

きているか不Ᏻをᢪいている自体は、Ⰻい意でᏳ心ᮦ料として活用することも考えら

れる。発災後に作成する資料である。 

յ 㐣ཤの災ᐖᑐᛂ㞟 

᪤ の災害の被災自体がとりまとめた災害対応の報告᭩（ンターネット公開されて

いるもの）をࣜスト化した資料である。ただし、被災によりンターネット環境が用でき

ない場合などは、報告᭩本体を⣬፹体で提供するなどの配៖が必要となる。 

これらの報告᭩は、対応グ㘓のみならࡎ、᳨ ドによってᚓられた知見や課題等もグ㍕され

ているものがあり、被災自体にとっては災害対応の指針となりᚓる。また、対応⤖果が㡯

┠ごとに⥙⨶的にグ㍕されている報告᭩については、┠次を見るだけでも、対応のᢤけ₃れ

がないか✺合するᮦ料としても活用が期ᚅできる。 

なお、センターの人的ネットワークなどを通ࡌ、当ヱ報告᭩を作成した自体の担当者を

⤂し、ຓゝなどがᚓられるようᶫΏしをする支援も必要に応ࡌてే用する。 

ն ᆅ᪉㒔市➼ࡿࡅ࠾ᆅ㟈ᑐᛂのࣥࣛࢻ࢞ 

ᶆ題の࢞ドࣛンのうち、17 の対策㡯┠が対応ẁ㝵ごとに整理されたᅗ表である。
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8.4 ⌧ᆅ支援ࢺࢵࢭ࣮ࣝࢶのࡾ࠶᪉ 

 

(1) ᅇの支援ࢆ㋃ࡓ࠼ࡲ㈨ᩱのホ౯ 

大㜰府北部地震等において提供した資料に対し、被災自体からはᴫࡡዲホがᚓられた。 

ึືẁ㝵の被災自体は、᪤に生ࡌている┠先の課題対応にከくのࣜࢯースを集୰させ

るഴ向にあった。それに対しセンターでは、ࡴしࢁ災害対応が長期にわたることを๓提とし

た体ไ実、ど㔝のᣑ大、୰長期的など点の確保などの必要ᛶを示၀する資料をに提供し

ている。 

これらの資料は、ႚ⥭の課題に対応せࡊるをᚓない≧ែにある被災自体に対し、彼らが

ᮍ対応の部分を⿵する役割を果たした。また、現≧のままでは対応に㝈⏺があることを理

ゎしている被災自体にとっては、今後の体ไ改善を᳨ウ・ุ᩿するዎ機にもなりᚓた。 

これらのことから、大㜰府北部地震等で提供した資料については、センターによる現地支

援として適切なものであったとホ౯できる。 

 

(2) ㈨ᩱのᶆ‽のྜ⌮ᛶ 

大㜰府北部地震等において用いた資料は、必要が生ࡌた際に研究員が᪂たに作成・集し、

または㐣去に活用した資料を再用し、被災自体へ提供した。これらの資料作成や㑅定に

ついては、実≧としては研究員個人の⤒㦂や資質、知見などに౫Ꮡしている部分が大きい。 

災害対応のᶆ‽化のほ点からは、これらの資料についてはあらかࡌめഛえ置いて共有を

ᅗり、いつ、どこでも、ㄡでも用できるようにしておくことが望ましい。これにより、セ

ンターの現地支援が研究員の⤒㦂などに大きくᕥྑされることなく୍定のỈ‽を確保する

ことが期ᚅできる。7 月豪雨の際に用いた被災自体の調ᰝ⚊（72 時間後から 1 か月に向

けた災害対応ࢼࣂ࢞ンスࢧーベ）も、まさしくこのど点に立ち作成されたものであった。 

災害の様相はከ様であるとともに、自体の災害対応力もまたከ様であり、提供すべき情

報もከ様にならࡊるをᚓない。これを大๓提としても、ỗ用ᛶの㧗い被災自体向けの資料

についてはᶆ‽化をᅗり、センターによる現地支援で活用するよう置けることに୍定

の合理ᛶがあるとゝえる。 

 

(3) ⌧ᆅ支援ึືᮇࢺࢵࢭ࣮ࣝࢶのᵓᡂ 

上グ(1)およ(2)ࡧを㋃まえ、センターの現地支援に用いることを想定した資料⩌であるࠕ現

地支援ࢶールセットࠖのᵓ成について考えてみたい。 

取り入れる資料は、大㜰府北部地震等における被災地支援で用いたものベースに、大㜰府

北部地震等の現地支援によりᚓられた知見（被災自体の情報ࢽーࢬや、被災⤒㦂がᑡない

自体が㝗りやすい問題点など）を㋃まえてᵓ成している。 

ͤ資料の詳細については、8.2.(2)の各㡯┠を参↷。 
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 e ᥎ィ㈨ᩱ㸦災ᐖᗫᲠ≀㸧 

災害ᗫᲠ≀の発生㔞について、ᴫ⟬により᥎ィする方ἲ等をまとめた資料、またはヨ⟬

 。ートであるࢩ

被災自体において、ᗫᲠ≀ฎ理対策の᳨ウに活用できる。 

 f ᥎ィ㈨ᩱ㸦被災ᐙᒇᩘ㸧 

地震災害の際にᐙᒇ被害がどの⛬度発生するか、ᴫ⟬により᥎ィする方ἲをまとめた資

料、またはヨ⟬ࢩートである。⡆౽な方ἲとしては、㐣去の災害事例から㢮ఝつᶍの実例を

参考にできるよう、震度別、人ཱྀ別にࣜスト化したものでも୍定の役割は果たす。 

被災自体において、᪩期に被害の全体ീを把握し、各✀の対策᳨ウに活用できる。 
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に地震災害の場合に、災害対応の全体のὶれを理ゎすることに活用できる。 

なお、被災自体のみならࡎ、対ཱྀ支援等により現地入りした応援自体にとっても活用

しᚓる資料である。 

շ 㔜せᴗົಀࡿせㅉ 

センターによる現地支援の⤒㦂をもとに、被災⤒㦂がᑡない自体では見㏨されるおそ

れがある課題などについて、その㔜要ᛶを指し、᪩期の対応についてẼきをಁす説明資

料である。その、災害の全体ീについて≧ἣㄆ㆑のため、被害つᶍの᥎ィᡭἲなどを示し

た資料についても有用である。 

資料の提供の際には、防災担当部局の職員のみならࡎ、できる㝈り関する部局への立ち

会いもồめ、ᑀに説明を行うなどの配៖が必要となる。 

さまࡊまな内ᐜの資料が考えられるが、そのල体例については次のとおりであり、いࡎれ

もセンターにおいてあらかࡌめ作成しておくものである。 

 a ఫᏯᘓࢺ࣮ࣕࢳ࣮ࣟࣇ 

ᐙᒇが被災した場合に、住宅再建または当㠃の住まい（応ᛴ仮設住宅など）の確保に向け

て今後どのような㑅ᢥ⫥があるかࣇローチࣕート化した資料である。住宅再建にಀる各✀

の支援ไ度を⥙⨶した内ᐜとなる。 

被災自体において、各✀のไ度のᴫ要や時⣔ิについて理ゎを῝めるか、被災者に対

してไ度の説明をする際にも活用できる。 

 b 災ᐖᩆຓἲのᴫせ 

災害ᩆຓἲの㐠用体ไについて␃意すべき事㡯などの説明資料である。に、⭾大な事務

ฎ理に対応できる人員体ไを確保すること、㒔㐨府県と市町村での⥭ᐦなࢽ࣑ࣗࢥケー

ンが必要となること、㈈※管理のため㈈政部局などとの連ᦠをᅗる必要があることなࣙࢩ

どがᣲࡆられる。 

なお、ἲの適用に関する事㡯については、内閣府（防災担当）が公表しているไ度ᴫ要の

資料を活用できる。 

 c 被災⪅支援⟇の୍ぴ 

᪤ の災害の被災自体などがとりまとめた被災者向けࣃンࣇレットなど（ンター

ネット公開されているもの）をࣜスト化した資料である。ただし、被災によりࣛࣛࣇン

㞀害が発生している場合などは、本ᩥを⣬፹体で提供するなどの配៖が必要となる。 

被災自体において、各✀のไ度のᴫ要などについて理ゎを῝めるか、被災者に対する

ไ度説明の資料作成の際に活用できる。 

 d ⨯災ド᫂᭩の⏝㏵୍ぴ 

⨯災ド明᭩が必要なᡭ⥆について取りまとめた資料である。ᡭ⥆によっては、被災自体

などのุ᩿によって⨯災ド明᭩の要ྰが決定される場合があることについてもゝཬし、᪩

期の確ㄆなどをಁすことにもᐤする。 

として、被災者に対してのไ度の説明への活用が考えられる。 
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 。ートであるࢩ
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 f ᥎ィ㈨ᩱ㸦被災ᐙᒇᩘ㸧 
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として、被災者に対してのไ度の説明への活用が考えられる。 
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8.5 ᚋのㄢ㢟 

 

センターによる現地支援は、あくまで࢚ンࣃワメントという行ືつ⠊にἢって行われる

べきものであることはᛀれてはならない。被災自体の自ᚊᛶをᑛ㔜した上で、Ⰻき理ゎ者

としてక㉮するᙧでຓ力をしていくことが必要である。被災自体への資料の提供も現地

支援の୍環であることから、この理念にἢって行われなけれࡤならない。 

方、災害の様相はከ様であり、被災自体が置かれている≧ἣや時期によって必要な情

報はኚ化していく。どのような資料の提供であっても適時適切なタ࣑ンࢢを㏨した場合

にはその౯್はᦆなわれかࡡない。被災自体の立場に立つと同時に、被災者のど点も考៖

していくことも㔜要となる。 

現地支援に活用する資料の質的・㔞的な実についてはセンターの自ຓດ力で㐩成する

ことがྍ能だが、提供した資料を㈗㔜なຓゝとして受け止めてもらえるかどうかは相ᡭ方

との関ಀᛶにᕥྑされる。 

平時からの自体とのⰋዲな関ಀᛶのᵓ築にຍえ、災害時における被災自体との適切

なアプローチの在り方について研究員相で᳨ウし、意ᛮ通をᅗることが不᩿のດ力と

して必要である。 
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γーϑスをण͜ͱ͏な͏্͗͏者の҈൳֮・ΠΤトϨーο活ಊのࢳ宅でෳࡑ
චགྷ�

����ɿ�ɿ��� 人と災າཔιンνー�

熊本地震では、㞀害者ᡭᖒ交者（全体で � �༓人）のうち、福祉ࢧーࣅス

を用していない㞀害者（� �༓人）では、㔜度の �༓人を㝖いて、それ以外

の在宅㞀害者（� �༓人、㞀害者全体の ��㸣）のとんどに対して、特ẁの対

応は取られなかった。�

スを用していない㔜度の㞀害者ࣅーࢧだん福祉ࡩ � ༓人には、市からࢲ

レクトメールを㏦り、626 の受け─となるࠕ被災地㞀害者センターくまもと �ࠖ以

ୗセンター�の情報を連⤡した。⤖果的にセンターでは���ྡを㉸える㞀害者（ࢽ

ーࢬ発生⋡ ���㸣）からの 626 を受け、ᘏべ �༓ྡを㉸える福祉関ಀ者が全ᅜか

らື員され、当事者宅に訪問し、対応した。�

への対応が୰心で、Ỉ・㣗料ࢬーࢽたࡌの୰は、被災により᪂たに生ࢬーࢽ

の確保の、住宅の∦けやᐙ㈈のฎ分・㐠ᦙ、自宅ಟ理やࣈルーࢩートᙇりと

いった、自宅や地域の被災によって発生した▷期的な生活課題や、住宅の確保と

いった୰長期的な生活課題がであり、生活ㆤࢧーࣅスやᑵປ・福祉ࢧーࣅス

に関する相談が副次的にࡩくまれていた。�

⋠発生ࢬーࢽ ����をᮍ対応の在宅㞀害者に当てはめると、� ༓ � ⓒྡを㉸え

る㞀害者が、行政からの問い合わせの⥙からもれていたことが᥎ィされる。�

今回の大㜰北部地震では、これまで行政の対応の対㇟から取りṧされていた

を✚ᴟ的にくみ取る取り組みがồめられࠖࢬーࢽる在宅被災㞀害者のࡊ見えࠕ

る。�

ල体的には、日本㞀害࢛ࣇーࣛム（-')）や㞀害当事者ᅋ体（被災㞀害者支援

被災地㞀害者センターたかつきࠕ、め㢼ᇶ㔠等）と連ᦠしてࡺ （ࠖ仮⛠）を立ち上

レクトメール等を用いて同センターのᏑ在をࢲ在宅㞀害者全員を対㇟に、ࡆ

連⤡し、全ᅜから支援に訪れる福祉関ಀ者が個別訪問活ືを実施して、ࢽーࢬ調

ᰝを実施し、関ಀ機関のㅖ資※とつなࡄ活ືを実施することを提案する。�

（ᩥ㈐� 立ᮌⱱ㞝）�
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��᭶㞵㈨ᩱࠉ�

災֒ؖ࿊ࢰๅ
2��� ೧ �݆ �� 日� ਕと防災າཔセンター

˛ڷுࣁྋ
ʰਔ災ؖ࿊ࢰにؖするࢤ町ଞ等ϐアリンήʱにおけるࢤ町ଞ等৮員͖らのқ見�֕要�
KWWS���ZZZ�UHFRQVWUXFWLRQ�JR�MS�WRSLFV�2���VLU\RX��SGI
౨日本大ਔ災におけるਔ災ؖ࿊ࢰにؖするๅࠄ
KWWS���ZZZ�UHFRQVWUXFWLRQ�JR�MS�WRSLFV�2��2��2�BVKLQVDLNDQUHQVKLKRXNRNX�SGI
˔災֒ூҜౕۜについて（厚ਫ਼࿓ಉઈࣁྋ）
KWWS���ZZZ�UHFRQVWUXFWLRQ�JR�MS�WRSLFV���WHLV\XWXVLU\RX��SGI

˛厚ਫ਼࿓ಉ（౨日本大ਔ災）
災֒ூҜۜ・災֒援護ۜࣁなどの支援について
KWWSV���ZZZ�PKOZ�JR�MS�VKLQVDLBMRXKRX�VDLJDLVKLHQ�KWPO
災֒ூҜۜの支ڇにܐる৻ࠬ会等の設置について
KWWSV���ZZZ�PKOZ�JR�MS�VWI�KRXGRX�2U���2������I[E��DWW�2U���2������J�NM�SGI
厚ਫ਼࿓ಉ（ฑ成����೧���݆߿ӏにΓる被֒য়ڱ等にؖするๅ）
KWWSV���ZZZ�PKOZ�JR�MS�VWI�VHLVDNXQLWVXLWH�EXQ\D�����2�2���B����2�KWPO

˛熊本߃݊�ݟ福祉෨�݊߃福祉ࡨ՟�地域支えい支援室�ਫ਼活ݒ࠸支援ൟ
KWWS���ZZZ�SUHI�NXPDPRWR�MS�NLMLB������KWPO
熊本ݟ� おいΚͦ・૮૯Ҳལ
KWWS���ZZZ�SUHI�NXPDPRWR�MS�FRPPRQ�8SORDG)LOH2XWSXW�DVK["FBLG �	LG �����	VHWBGRF �	VHWBILOH�
BILHOG �

�ࠄๅৄݗ 33������2� ☚శしたものです。
 �2� হ� 今後の災֒にけた体整ඍ等� ʽ̕ઇ�ਔ災ؖ࿊ࢰのৄݗ
KWWSV���ZZZ�SUHI�NXPDPRWR�MS�FRPPRQ�8SORDG)LOH2XWSXW�DVK["FBLG �	LG 2����	VXEBLG �	IOLG ��
����

�ݟ手آ˛ ۃڷ� ਫ਼活ݒ࠸՟� 被災者支援୴
ˡ�2������� ؛಼ࢤԮݟ手آ ����
ు൬ߺʁ�����2������� ϓΟクη൬ߺʁ�����2������
KWWS���ZZZ�SUHI�LZDWH�MS�VDLNHQ�RNDQH���2����������KWPO
ฑ成 2� ೧ �݆ �� 日けの災֒ؖ࿊ࢰにؖするซๅ道について
KWWS���ZZZ�SUHI�LZDWH�MS�VDLNHQ�MRXKRX���2�����2����KWPO
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�ݟ城ٸ˛ ਔ災援護室
ˡ��������� ઍୈࢤ੪ཁۢ本町ࢀ �൬ ߺ�
行ுࣹݟ城ٸ �� � ਔ災援護ൟ
7HOʁ�22�2�������

˛ݟ׃� 防災ۃ防災ةժ՟
災֒ூҜۜ等にؖする要ߟ
KWWS���ZZZ�SUHI�QLLJDWD�OJ�MS�ERVDLNLNDNX������������2��KWPO
ݟ׃防災ۃ防災ةժ՟
ˡ�������� ࢤ׃ԟۢޭ町 �൬地 �
ుʁ�2��2�������
ϓΟクシϝリʁ�2��2������2
ుࢢϟーϩʁQJW������#SUHI�QLLJDWD�OJ�MS

熊本地ਔ͖ら̐೧h ؖ࿊ࢰ ɦఈࠖ難ʞೲ࣑ࣙ体、౹Ҳخ६ٽめる（2��� ೧ �݆ �� 日� ಣജซ）
KWWSV���\RPLGU�\RPLXUL�FR�MS�DUWLFOH�2��������2<7(7������
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各応援࣑ࣙ体のݡմ�
����������� 人と災າཔιンνー�

（ࠅ地方எ事会ʁ取ݟ）
・غ支援͖らௗغ支援へのҢ行をηϞーθに行うためのଲԢ（෨җやغ৮員の
。になっているڱ支援が難しいয়غなど）をとってい͖なけれͻ、さらなる༼ࡀ

・ਕ的支援ωーθがรԿしてきており、ௗغのԢ援৮員がٽめられてきている。今後の
して動いてܠが࿊ࡨにΚたるωーθにଲԢするためには、֦झ施زけて、ଡにڷ・ڈ
い͖なけれͻならない。ͨのためにもʰڷ本෨ʱといったૌ৭をͨΘͨΘߡえておく΄
きで͍る。

（支援ʾʽଲݟʁ੫Ԯڱのয়ࢤޘ）
・被֒ఈ調ࠬの被֒ՊԲ਼にଲして、避難所に避難されている方はѻౙ的にঙない。े 
ωーθのݺพ調ࠬは行っていないのでेωーθをलいれていない可能が高い。

・ฯ݊ࢥにΓる見յりをしているが、͍くまでฯ݊的な見յりだけ。
・֦՟が࣍っているๅの౹をすれͻいいのだが、ݳয়ではできていない。
・今後、Ԣٺଲ͖ࡨらڈڷϓΥーθになっていき、のଲ͖ࡨら被災者のਫ਼活ݒ࠸を
していくためには、被災者のきめ͖ࡋいๅがච要になり֦所が࿊ܠして動͖なけれͻ
いけないので、ͨのための体Ͱくりをݶしていく予ఈ。

（ڱのয়ࢤౣ߁）
・地域福祉՟は厚࿓の支えいセンターの事業についての調整はんでいない。
・ىのয়ڱはؽث؇ཀྵのΆうは௭んでおら಼ͥ෨調整がんでいない。
・今のとこΘݒ࠸にけた方はまだ見えていない。
・Հ設ेの֮ฯにؖしては、ݳয়、ؔୁेを活༽してっていて、大な事ແྖに
なるܘ༁ॴཀྵまでんでいないয়ڱの、ࣙ ら֮ฯできるݱࣁでଲԢをしΓうとしており、
。っていないࢺ෨支援がච要というࣟにまで

�᭶㞵㈨ᩱࠉ�
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ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈㈨ᩱ�

ԢٺՀઅेにචགྷ͵ेγʖϑηについて 

���������� 人と災າཔιンνー�

ス例ࣅーࢧ・㧗ホ౯もしくは必要とされる設ഛی

z ㆤ事業所（ࢧࢹーࣅス）

¾ 東日本大震災では集会所が᭱ึからこの機能を想定して建てられてい

ることがよくありました。

z .町役場の支所

¾ プレࣈࣁ仮設の入ᒃ者はఱかと役場へ相談、ᡭ⥆きなど行うことがከい

とᛮわれるため、3㹼4人の職員でワンストップ的な対応ができる支所の

ようなものがあると機能㠃と㧗㱋入ᒃ者のᏳ心㠃にもつながる。

¾ （庁⯋自体が被災したので⤖果的にプレࣈࣁ仮設住宅と㏆᥋してプレ

役場ができた事例は有り。ただし、ᚑ᮶の庁⯋がᏑ⥆してさらに仮ࣈࣁ

設住宅ᅋ地にもฟ先が設けられた事例はあまり見られない）。

z NPO等外部ᅋ体が支援活ືできる✵間、施設

¾ 入ᒃ者の会合との調整や㘽の開㛢など場合によっては入ᒃ者の㈇担に

なっているようでなので、୰長期におよࡪ場合は必要になる場合がある。�

z 託ඣࢧーࣅス、Ꮫ⩦支援などのẕぶ・子ども支援に活用ྍ能な施設や部ᒇ

¾ 132が㐠Ⴀとかがࣃターンだとはᛮいます。

¾ Ꮫ⩦支援については、熊本大等の大Ꮫ生が支援してくれることをあらか

。め想定した✵間設ィにしておいてよいとᛮいますࡌ

（東日本でも、常総でも、大Ꮫ生がᏛ⩦支援のために通ってくれていま

した）

z 生協やᑠり会社による㈙い≀のᕠ回ࢧーࣅス

z 応ᛴ仮設住宅は、被災者の方にとって日常生活の場であるため、機能向上

が必要となる。

z また生活を再建していく上でḞかせない、人と人とのつながりを⥅⥆する

ためのࢸࢽ࣑ࣗࢥの場としての機能も必要となる。

z 長期化する場合は、特に㧗㱋者、子どもをᢪえたୡᖏなど、要配៖者向け

の設ഛやࢧーࣅスが㔜要となる。
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z ⛣㏦支援やࣂࢸࢽ࣑ࣗࢥス、࢝ーࢩェアࣜンࢢなど

z 見回りࢧーࣅス

z デ⒪所

z ࢽࣅンࢥーやࣃスーࢽ࣑ン࢜

¾ ᑠᗑ⯒、㣗ᇽなどのే設事例もありますが、けっきࡻく、㉥Ꮠ⥆きで

ᗑࡌまいされたようです。

z 仮設住宅入ᒃ者ののうち、自Ⴀ業者等についてはプレࣈࣁ仮設住宅（住ᡞ）

におけるႠ業をㄆめる（㯲ㄆする）

¾ ୰㉺や東日本でも事実上の自Ⴀ業者による自宅Ⴀ業は有り（いࡎれも行

政側㯲ㄆというᙧ。後でもめないために、念のために話を通しておくの

もよいか）
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ेの͕ݒ࠸Γ;ԢٺरཀྵにؖͤΖޮదۜࣁの౦

2018.9.16 人と防災ᮍ᮶センター 

z 応ᛴಟ理ไ度だけでは住宅の再建・⿵ಟは難しい場合がከい

z さまࡊまな自体で、災害ᩆຓἲへの上せ（㔠㢠の上せ）やᶓฟし（対

㇟⠊ᅖのᣑ大）のᙧで、⊂自施策をとっている。

z 応ᛴಟ理や自宅⿵ಟに㈝用をฟすことで、応ᛴ仮設住宅（建設にも撤去にも

時間と㔠がかかる）の建設数をᑡなくし、᭱ ⤊的な復興㈝用をᢚえることが

できる。

࠙災害ᩆຓἲにもと࡙いた応ᛴಟ理への⊂自施策ࠚ

� ୰㉺地震、୰㉺Ἀ地震

¾ ᪂₲県

� 大つᶍ༙ቯ 100 、༙ቯ 50 を上せ（応ᛴ仮設入ᒃ不ྍ）

� 東日本大震災

¾ ᒾᡭ県宮ྂ市

� ಟ理の対㇟となる部ᒇやᕤ事のᣑ大

� 上せ 18 

¾ ᒾᡭ県┒ᒸ市

� 災害ᩆຓἲ適応外の⿵ಟᕤ事に対して、10 以上のᕤ事の場合᭱

大 30 を㝈度として⿵ຓ（⿵ຓ⋡ 2 分の 1）。

¾ ༓ⴥ県ᡃᏞ子市

� ୍ᡞ建て住宅のᒇ᰿・外ቨ・建ලおよࡧᇶ♏のಟ⧋ᕤ事に対して、

20 以上のᕤ事の場合᭱大 10 ⿵ຓ。

࠙被災者生活再建支援ἲにもと࡙いた住宅ಟ⧋への⊂自施策ࠚ

� 㫽取県西部地震

¾ 㫽取県

� 住宅再建に 300 、住宅⿵ಟに 150 

¾ 島᰿県

� 㧗㱋者・㞀がい者など 10㹼200 のಟ⧋ᕤ事（現≀⤥）

ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈㈨ᩱ�
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1 

අࡄ者ਫ਼ࢩݒ࠸ԋରのߑについて 

2018 ೧ 9 ݆ 17 日 ਕと防災າཔセンター 

【要఼】 
z ጸ災ৄ書をणけ取ったとこΘ͖ら、被災者のਫ਼活ݒ࠸がηターφします。
z ጸ災ৄ書行࣎にणけられる支援をेにΚ͖りやすく伝えることで、ཱིࣙݒ࠸をଇͦます。
z 。し始めるච要が͍りますߑがච要なため、道・町಼で体をܠの࿊ۃ支援にはଡ෨ݒ࠸体ଈも、ਫ਼活࣑ࣙ
z ਫ਼活ݒ࠸支援のཚとしどこΘは、Հ設ୂ࣎ڊにηϞーθにฑ࣎の行サーϑηにつな͝られる͖が՟ୌにな

るので、Հ設ୂغ࣎ڊの 2 ೧後ʛ5 ೧後に͖けてのଲԢ方ਓ、体作りを見ੀえて、ߡえるච要が͍ります。

【ਫ਼活ݒ࠸支援ϟωϣーの整ཀྵ】 
z 道ැݟにΓる支援ϟωϣーҲལƂࢤ町ଞにΓるݺพϟωϣーの௧加、のླྀれになります。
z これまでの支援ϟωϣーについてはพ紙を参লください。
z ʗのୌもड़てくるため、ࡵຊอ護士会との協力をਬওします（おつな͙することも可能です）。

 【のཱིち͝（ϭンηφρϕ૯）૮૯૱】
z ጸ災ৄ行後にච要となる༹ʓなਅ੧手続きにΓって、ेは֦૯をたらいまΚしにされてൾฒし、ච

要な支援がणけられなくなることが͍ります。
z ͨれを防͛ために、また֦ࢤ町ଞ૯がे͖らの૮でϏンクするのを防͛ためにも、૮支援૯やϭ

ンηφρϕ૯の設置をਬওします（設置事例についてはพ紙を参লください）。

ᅗ-1 ⿕⅏者ᨭ䛻䛚け䜛ᕷ⏫ᮧ䞉㛵ಀᶵ㛵のᑐᛂ䛸䚸ワンストップ䞉サー䝡スの⨨䛵け, 

 ෆ㛶ᗓ䠖⅏害䞉⿕⅏者ᨭ業務のᡭᘬき䠄䠅,2005 䛻ຍ➹ 

ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈㈨ᩱ�

資料編 21



2 

z のు൬にอ護士をഓ置してもらったり、ໃྋ૮૯૮૯૱町ଞのࢤ֦、ຊอ護士会と૮してࡵ
。するච要が͍ります౾ݗもݰをबஎするなど、े૮ଲԢの業ແྖܲߺ

z すでにਫ਼しているとࢧいますが、今後はٙ࠰や͝など、ʗؔのもめ͟ともଁ加すると見込まれま
すので、๑ཱにるいอ護士団体との協力は͖ܿͦまͦん。

z ϭンηφρϕ૯のഓ置例

【被災者支援行 災֒ケーηϜϋζϟンφについて】 
z 行͖ら見た被災者のਫ਼活ݒ࠸のҲつのϜイϩηφーンは、Հ設े͖らのୂڊです。
z ऑい代、फ入の͍るଵはࣙ力でՀ設े͖らୂڊできますが、Ҳఈ਼ࣙ力ݒ࠸が難しいਕʓがおり（高

齢ୱਐଵ、ඉम࿓、ฤଵなどਫ਼活ฯ護、ਫ਼活ࠖڃ者ཱིࣙ支援๑న༽がߡえられるଵ）、൶らのՀ設ୂ
。支援がච要になりますܗพの支援方ਓとͨれを支えるૺݺにはڊ

z ൊけれཚちなくՀ設͖らୂڊしていただく（ਫ਼活をݒ࠸していただく）ために、ࣙ力ݒ࠸できるଵとͨ
うでないଵのηクリーωンήと、なる΄くくච要なݱࣁ・支援につな͛ための体ߑがච要です（後
手にյれͻյるΆど、ච要になるਕ手とֻۜがଁ加します）。

䠐䠊ྎᕷの⅏害䜿ース䝬䝛ジ䝯ント

䛂⿕⅏者⏕活ᘓຍ㏿プ䝻グラム䛃はಶูୡᖏの䜿ースデー
タの✚䜢䜒䛸䛻䛧たᨭの⤌䜏ྜわ䛫
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z 被災者支援行でਫ਼するとߡえられるୌ఼ʁ
¾ ૯のたらいまΚし
¾ ֦෨͖ۃらのݺพのアϕローο

� 調ࠬධがҩう෨͖ۃらՁౕもՁౕもくる
� 施ࡨの調整がされないためؔڳをਫ਼

¾ ֆがӀきًこすౕ͖らのもれݸ行ౕのݳ
¾ ॑的でଡ༹な՟ୌを์える被災者へのጸ災ৄ書のۢにΓる支援のݸֆ
¾ 被災者の実は災֒救ঁと福祉のڧֆત

z 道ැࢤ⇔ݟ町ଞ⇔支援団体とが࿊ܠできる体がච要です。
¾ 。が可能͖のηクリーωンήには調ࠬがචਤのため、ਕ手がච要になりますݒ࠸ཱིࣙ
¾ 。ଚの福祉支援になりますع、श的なཚとしどこΘは、म࿓支援やਫ਼活ฯ護など࠹
¾ の例で行くと、༁ࢤ取໌ݟ城ٸ 2,000 ଵのՀ設ेेڋ者のうち、ཱིࣙݒ࠸が難しくࢤのਫ਼活ݒ࠸支

援՟の支援をච要としたଵが༁ 300 ଵ、ͨ のうち PSC（Ϗーλψϩサϛーφセンター）にΓるૺ
ժをཱིてて支援がච要だったଵがܯ支援ݒ࠸พにਫ਼活ݺ、支援にΓってܗ 145 ଵ、ͨのうちҲൢ的
なम࿓支援や福祉ౕを活༽してմ݀可能なのは༁ 6ׄ（༁ 80 ଵ）、りは๑的ી置など特चなଲԢ
がච要と見込まれています。

z これまでの災֒ケーηϜϋζϟンφ入事例
¾ ౨日本大ਔ災

� 2014）ࢤઍୈݟ城ٸ ೧にϕロήϧϞԿ）
� 2015）ࢤ大ోݟ手آ ೧ 3 ݆にࢤ，ऀ協，NPO が設置した大ోࢤԢٺՀ設े支援協議会で実

施）
� 会議としてܠ域避難者支援࿊߁）ࢤݟ手آ 2016 ೧ౕ͖ら実施）
� しܠҲൢऀ団๑ਕϏーλψϩサϛーφセンターと࿊）ࢤ取໌ݟ城ٸ 2017೧ౕ͖ら実施）

¾ ฑ成 28 ೧ୈ෫ 10 の被֒ߺ
� ચ町ऀ会福祉協議会、਼のآ、手อ護士会آ、ચ町آ）ચ町آݟ手آ NPO がآચΓりͨい・Ί

らいϋρφを設置し実施）
¾ 熊本地ਔ

� 熊本ݟ熊本ࢤ（ۢༀ所をৼとした地域とのؖΚり͍いをқࣟし、ॐׄりになった福祉ౕの࿊ܠ
をໝࡩする地域ใׇケアシητϞのߑをࢻに）

� 熊本ݟ益城町
¾ 取ݟ෨地ਔ（ؽث؇ཀྵড়例でౕԿ）

� 協会、日本ݒ士会、ݒ、町ऀ協ࢤ、町ࢤ FP 協会、෨地ਔڷ本෨（ݟ）、ਔ災ڷ活動支援
センターらがοーϞをૌΊ、ރพのうえݺพ支援ܯժをࡨఈし、支援。
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1
ड़ॶ ઍୈࢤઈࣁྋ

災害ケースマネジメントとその運用用ポイント・仙台市
被災者同意のもと各主体で情報共有可能な統合DBを作成。そ
の情報により被災者生活再建支援WGでケース会議。

2

大船渡市応急仮設住宅支援協議会

＜総務担当役員＞
・住宅公園課
＜事務局長（１名）＞
・統括マネージャー
（現場責任者・人事担当）
＜事務局次長（１名）＞
・統括マネージャー補佐
（経理・労務関係担当）
＜マネージャー（5名）＞
・担当エリア・部署の総括
＜支援員（５３名）＞
・仮設住宅支援員
（コミュニティサポーター兼務）

・コールセンター・事務局
（事業内外の情報共有・業務サポート）

代表

事務局 運営会議

大船渡市

健康
推進課

大船渡市
社会福祉
協議会

共生地域
創造財団

重要事項の決裁

事業実施
事務機能

各種情報共有
事業方向性の決定
事業進捗確認

地域
福祉課

住宅
公園課

地域包括
ケア推進

総会

月１回の実務担当者会議

災害ケースマネジメントとその運用用ポイント・大船渡
大船渡市では応急仮設住宅支援協議会を市・社協・
NPOで立ち上げ、被災者同意のもと個人情報共有を
可能とした。
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㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸧被災⪅支援࣡ࣥࢫࣅ࣮ࢧ・ࣉࢵࢺࢫ

���������� 人と防災ᮍ᮶センター�

�� ࢺ࢘のࣞࢫࣅ࣮ࢧ・ࣉࢵࢺࢫࣥ࣡

y 市町村庁⯋等に設置が望ましい

y 必要に応ࡌて要被災地༊や大つᶍ避難所へのᕠ回も᳨ウ

y 被災者対応のὶれを考៖してレア࢘トを᳨ウ

y 被災者がẅ฿するおそれのある場合はࢸントやプレࣈࣁ等の仮設を㞄᥋して設ける

z  �㸸⡿Ꮚ市㸦㫽ྲྀ┴す㒊ᆅ㟈����� ᖺ㸧㸦ᅗ��㸧

y 各✀ῶචᥐ置等の⏦ㄳᡭ⥆きについて災害復ᪧ相談室を設置

y 庁⯋会議室に住民ᇶ本台ᖒ等の各ࢩスࢸム用➃ᮎを持ち㎸み、総合相談❆ཱྀを設置し、各

✀相談❆ཱྀを⤂

y 各相談❆ཱྀで、必要に応ࡌて担当者が➃ᮎにより住民ᇶ本台ᖒ、課⛯、ᅛ定資⏘⛯のࢹー

タを確ㄆし、ᕼ望者にはその場で⏦ㄳᡭ⥆き

ᅗ㻙㻝㻌 ⡿Ꮚᕷの⥲ྜ❆ཱྀレ䜲䜰ウト㻘㻌 ෆ㛶ᗓ䠖⅏害䞉⿕⅏者ᨭ業務のᡭᘬき䠄䠅㻘㻞㻜㻜㻡㻌

ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈㈨ᩱ�
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z  �㸸Ἑ༡市㸦ᐑᇛ┴㒊ᆅ㟈����� ᖺ㸧㸦ᅗ��㸧

y をࣈࣁントとプレࢸ �Ჷ設置し対応

y 各課持ち回りでり災ド明発行と相談に対応。宮城県・建築協会の住宅相談❆ཱྀもే設

y 相談についてはプࣛࢩࣂーに配៖したス࣌ースを‽ഛ

y 特別なࢽーࢬのある人への対応を考៖（H[�要援ㆤ者、在日外ᅜ人等）

z  �㸸ᒣඖ町㸦ᮾ᪥ᮏ㟈災����� ᖺ㸧㸦ᅗ����㸧

ᅗ �� ⥲ྜ❆ཱྀのᵝᏊ ᅗ �� �ࡿࡍ♧提ࡃࡍࡸࡾࢃࢆཱྀ❆

ᅗ㻙㻞㻌 Ἑ༡⏫の⥲ྜᑐᛂ❆ཱྀ㻘㻌 ෆ㛶ᗓ䠖⅏害䞉⿕⅏者ᨭ業務のᡭᘬき䠄䠅㻘㻞㻜㻜㻡㻌
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�� の運営ࢫࣅ࣮ࢧ・ࣉࢵࢺࢫࣥ࣡

z ᇶᮏの運営యไ（ᅗ��）

y 市町村が体でセンターを設置。㒔㐨府県、管༊行政ホ౯局等関ಀ機関が支援と調整

y ン事業者等も被災者対応、センター㐠Ⴀに参ຍࣛࣇࣛ、アᅋ体ࢸンࣛ࣎

y 別途、被災事業者向けワンストップ・センター設置

z 災ᐖせ援ㆤ⪅ࠊせ㓄៖⪅ࠊእᅜே➼へのᑐᛂ

ձ ᕠ回型ワンストップ・センターの᳨ウ

ղ 民生委員等による要援ㆤ者ୡᖏへの個別対応

ճ ᡭ話者、通ヂ等、被災者の理ゎを考えたࢽ࣑ࣗࢥケーࣙࢩン方ἲの᳨ウ

z の運営༠ຊࢸࣥࣛ࣎

ձ アの活用によるきめ細やかな被災者対応ࢸンࣛ࣎

ղ 㧗㱋者、㞀害者、外ᅜ人等ᑓ㛛ࣛ࣎ンࢸアの協力を௮ࡄ

ճ 通ಙ、情報ฎ理等ᢏ⾡⣔民間事業者、ࣛ࣎ンࢸアの活用

ᅗ㻙㻤㻌 ワンストップ䞉センターの㐠営యไ㻘㻌 ෆ㛶ᗓ䠖⅏害䞉⿕⅏者ᨭ業務のᡭᘬき䠄䠅㻘㻞㻜㻜㻡 䛻ຍ➹㻌

資料編 27



5 

�� 被災⪅へのࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ

༢なる情報提供ではなく、方向ᛶ、個別ᛶに配៖する

z の㔜せᛶࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ

y ไ度要௳や⏦ㄳ期㝈のኚ᭦等に合わせ、行政側から総合的でṇ確な支援情報の提供を行う

y ⏦ㄳ₃れを防ࡄため、支援ไ度を用していない被災者に対しても用意ᛮを確ㄆするこ

とが望ましい

¾ ࡄてしまったࠖを防ࡂㄳ期㝈を㐣⏦、ࡎไ度があったことを知らࠕ

z の᪉ἲࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ

y 被災者による相談・問い合わせ時に被災者にゎをᚓた情報や、り災ࢹータから、ไ度対

㇟者情報と用≧ἣを整理する

y 整理したࢹータから、ไ度所管部署、相談・問い合わせ部署が連ᦠして࢛ࣇローを行う

y 特に㐲㝸地避難者など情報が入ᡭしにくい人を考៖する

y ージや㟁子メールなどによる情報提供も୪行して行う࣌ーム࣍

y 特にไ度の用期㝈について༑分な情報提供を行う

ཧ⪃㈨ᩱ㸸ෆ㛶ᗓ㸸災ᐖ・被災⪅支援ᴗົのᡭᘬࡁ㸦㸧�������

KWWS���ZZZ�ERXVDL�JR�MS�NDLJLUHS�KRXNRNXVKR�KXNNRXVHVDNX�SGI�WHELNL�SGI�
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ਫ਼ࢩݒ࠸ԋ๑にΓΖࢩԋۜのഓාについて 

2��� ೧ � ݆ �� 日� ਕと防災າཔセンター
੪ਁݟ� Ԣ援৮員༹へ
� ݆ �� 日ஊで、道ுでਫ਼活ݒ࠸支援๑న༽の६ඍがΆ·整ったΓうです。この๑

ౕがన༽されれͻ、Ծىのخ६でൔշଵにଲしてもմ体業者とのܘ༁書さえ͍れͻ、支援
ۜのڇがસշఈとಋじレϗϩで可能です（このմ体に、ݬଉસշにのΊన༽されるޮඇ
մ体を使えるの͖どう͖は、道のଲԢ࣏です）。

z ଲেଵ
¾ ਫ਼活の本ڎ地としていたेがࣙષ災֒にΓり被֒をणけたଵで͍って、Ґ

Ծのいͥれ͖に֚するଵがଲেとなります。
� ���ʰસշʱのり災ৄをणけたଵ
� �2�ʰ大وໝൔշʱのり災ৄをणけたଵ
� ���ʰൔշʱのり災ৄをणけ、はී地被֒がめられるଵで、ͨのे

をౙշのڬれなどやをಚないཀྵ༟でʰմ体ʱしたଵ
� ���h ௗغ避難ଵ （ɦ౨日本大ਔ災にΓるݧثなয়ସが継続し、ेにेڋ

能なয়ସがௗؔغ継続しているとఈされているۢ域にेڋしていたଵ）
に֚するଵ

¾ ˠ被災࣎にਫ਼活の本ڎ地としてेڋしていたेがଲেとなりますので、ۯき
Պ、พ、ଠਕにୁしている件などはଲেになりまͦん。

z ֻۜ
¾ 支援ۜેخ

複数世帯 単数世帯

全壊 100 75

⼤規模半壊 50 37.5

解体

（半壊解体、⼤規模半壊解体、敷地被害解体）

⻑期避難 100 75

被害程度
⽀給⾦額（単位︓万円）

100 75

¾ 加ࢋ支援ۜ

複数世帯 単数世帯

建設・購⼊ 200 150

補修 100 75

賃貸（公営住宅を除く） 50 37.5

再建⽅法
⽀給⾦ 額（単位︓万円）

ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈㈨ᩱ�
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避難所での高齢者の健康維持について 

2018.09.19 ਕと防災າཔセンター 

【要఼】 
z 。しますڻรԿにうξϟーζは、ਈ・ਐ体にྈ方にӪڧ
z 特に高齢者の、エαόϝークϧηޫ܊やஎの予防、ѳԿࢯのために、ેخ

ਫ਼活を҈ఈさͦることがとても॑要です。
z எ（予ඍ܋）の高齢者へのଲԢには、的எࣟがච要になりますので、ӣӨଈの

ෝ୴をଁ加さͦないためにも的なஎࣟやόΤύΤを࣍った NPO 団体等に業ແҗ
することもࢻにいれるච要が͍ります。

 【ਫ਼活の҈ఈેخ】
z 避難所のཀྵ的なデδイン

¾ ৺る所とৱ΄る所をける（体ү಼ؙでもৱಌ的な所を作る）ことで、ৱ事
の࣎だけでも体を動͖すきっ͖けを作るΓうにする

¾ ϗρχは৺る所として体にىԳさͦるために、サロンやレクリエーションは৺
る所Ґで行うのがましいです。

¾ どもにはϕレイϩーϞや学सのための所も͍るとΓいですし、体үؙのΓうࢢ
に所がݸられているはؔ࣎͟とにި代で使えるΓうにしておくのもҲつの
。え方ですߡ

z ਫ਼活リθϞの҈ఈ
¾ ਫ਼活リθϞを整えて、ちゃんとにਯເをとってְめる݊߃的なਫ਼活をૻる

ことは、ηφレηの؉やਐ体的な݊߃ң࣍にචਤです。
¾ ݀まったؔ࣎にًজして体操をする、͟ はんはՁ͖࣎ら、ؔには散歩や避難所

のฤͰけのؔ࣎を作るなど、避難所સ体のタイϞηケζϣーϩを݀めてりड़す
とΓいです。

z αϝϣωケーションのؽ会をଁやす
¾ 特にஎの方には、Αっくりとしたτンϛですこと、のѭࡲや͟はんのタイ

ϝンήなどでの͖けが大です。
¾ ঘさなࢢどもなど、ҩう೧齢との͖͖ΚりもΓいܻ࢙になります。ࢢども͖ら大

ਕまでֺしめるレクリエーションが͍れͻΓいでしΒう。

ᾏ㐨⫹ᮾ㒊ᆅ㟈㈨ᩱ�
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【レクリエーション実践事例】 
z サロン（お茶会、レクリエーションで使うおもちゃの作成など）
z 散歩の会
z 体操（熊本の益城町では日赤の救護所が設置された避難所で、日赤の方が介護予防体操

を実施）
z 誰でもできる遊び（けん玉、お手玉など、じゃんけん大会，色塗り、折り紙など）
z 足湯（入浴には体力や気力が足りないが、足湯くらいならという方もおられる）
z 書道教室など、〇〇教室の実施

【NPO 等への依頼について】 
z 厚真町避難所代表者会議にも参加している JVOAD は、被災地での活動経験豊富な

NPO・NGO 団体の取りまとめを行っており、信頼のおける団体（これまでの被災地の
実績や、地元の団体で今後も継続的な支援が見込める等）を紹介していただくことも可
能です（本件についてお伝え済で調整を開始していただいています）。

z 地域のデイケアセンターや福祉事業所、高齢者福祉士施設などへのレクリエーション
要員の派遣依頼。学校教員（特に芸術系）への協力依頼。

2
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